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令和３年度(２０２１年度)第２回宝塚市上下水道事業審議会議事概要 

 

 

［日 時] 令和３年１１月１日（月） 午後１時００分～午後３時１０分 
 
 

［場 所］ 宝塚市立中央公民館 201・202 学習室 
 
 

［出席委員］  田中 智泰        鍬田 泰子 

尾崎 平         今里 有利 

竹谷 泰二        赤川 析子 

 水谷 公隆        吉澤 源太郎 

       齋藤 眞里子       竹谷 輝男   （敬称略・順不同） 
 
 

［事務局］   山﨑 市長 

金岡 局長        中村 経営管理部長 

下野 施設部長      松永 総務課長 

樫本 経営企画課長    中条 浄水課長 

和泉 水質検査担当課長  久代 工務課長 

寺脇 給排水設備課長   三宅 下水道課長 
 
 
 

１ 市長挨拶 

２ 辞令交付 

３ 会長の選任（田中委員を選任） 

４ 会長代理の指名（尾崎委員を指名） 

５ 諮問 

６ 委員及び職員紹介 

７ 審議会の概要に関する説明（説明省略） 

 

８ 審議会の成立 

事務局：委員総数 10 名中出席委員 10 名のため、宝塚市上下水道事業審議会規則第 6条第 2

項により、本日の審議会は成立致しました。 

 

９ 傍聴者の確認 

事務局：審議会開会前の傍聴者の入室に関しましては、本日は傍聴される方はおられませ

んので報告させていただきます。 
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１０ 議題 

会 長：このメンバーになって始めての審議会ですので、水道事業、下水道事業の決算状

況等や経営戦略中間見直し等の資料について、事務局に説明を求めます。 
 

事務局：それでは、まず決算の状況につきまして、ご説明申し上げます。水道事業、下水

道事業を一貫して、資料 2-1 及び 3-1 の決算の概要に基づきまして、説明いたしま

す。（説明省略） 

事務局：続きまして、資料 2-6 及び 3-6 に基づきまして、経営戦略中間見直しについて説

明いたします。（説明省略） 

会 長：上下水道事業経営戦略の見直しについて説明がありました。今の説明に対する質

問、また水道事業・下水道事業全般について質問やご意見がありましたら、よろし

くお願い致します。 

委 員：決算で、両事業とも水量は増えたが、給水収益などが減っているのは、減免の影

響が大きいのかが 1点目。水道で、県水は受水費の減免があったということですが、

阪水になかったのかが 2 点目。下水道も減免をされていますが、水道と同じように

一般会計から繰入がなかったのは、なぜかというのが 3点目です。 

事務局：まず、１点目の給水収益についてですが、水道料金を 4 ヶ月減免した関係で大き

く収益が落ちております。水量が 2％程度増加した理由は、コロナの影響で、手洗い

等が増加したためと考えております。次に、2 点目の受水費の減免についてですが、

阪神水道との協議において、減免をすれば、将来的に値上げの可能性があるという

ことでしたので、阪水については、減免はございませんでした。3点目の下水道事業

に一般会計からの繰入がなかった理由ですが、限られた財源の中でどちらの事業に

繰り出すかを考えたとき、2億円以上の黒字が続いている下水道事業が対象から外れ

たということです。 

委 員：宝塚市だけではないと思いますが、市内から大口の事業者が出て行っているとこ

ろが多い。その影響はどれぐらいあったのでしょうか。これから料金が上がってい

ってしまうと、宝塚市の大口業者にとって深刻な問題です。新規の市内への工場誘

致、或いは、工場の閉鎖や市外への移転の影響度合というのはどうなのでしょうか。 

宝塚の場合は、住まれている地域が限られている中で、市の面積は広く、皆さん

自身がサービスしなければいけない負担が他と比べて結構高いわけです。施設の縮

小なども相当検討していかないといけないのではないでしょうか。 

事務局：どこの事業体もそうなのですが、水道事業、下水道事業とも、水量を使えば使う

ほど高くなる料金体系で、企業の皆さまのご努力により、宝塚市で営業を続けてい

ただいているということには感謝しております。新規の工場等の誘致につきまして

は、市の中での情報共有、特に商工部門との連携が非常に重要と考えております。

また、宝塚市は、面積が伊丹市や尼崎市と比べて広く、特に西谷地域まで水道を供

給するということで、管路が非常に長くなっております。また、途中には、山を越
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えなければいけないために、ポンプ施設などの施設等も多く作らなければならない

という特有の事情がございます。これについては、宝塚市が昭和 40 年代から、人口

急増に向けて、施設を順々に作ったことにより、施設が多くなっていることが原因

でございます。現在、水道の基本計画を考えていく中で、できるだけ統廃合し、効

率よく送れるよう、施設のダウンサイジングも含めて、検討している最中でござい

ます。 

事務局：大口の事業者がどの程度減少していくかですが、今手元に資料がございませんの

で、次回の審議会までにご提示いたします。 

委 員：大口ユーザーが減少傾向ということですが、大都市圏では地下水ユーザーが増え、

水道事業を圧迫しているという状況があります。宝塚市では地下水のユーザーが増

えている状況があるのでしょうか。あともう一つは、管路更新を約 10 キロ、年間で

17 億円、やっていかなければならないということについて、例えば西谷のような、

遠方の管路も同一のような更新をしようとお考えなのか、それとも何か選択と集中

ということをお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

事務局：地下水ユーザーが増えているかというご質問ですが、最近、宝塚ホテルが建て替

わり、地下水を水源とした専用水道で水を供給し、足りない分を上水で賄うという

ような計画になっております。それ以外に地下水ユーザーが増えたということはな

いと思います。また、管路の更新でございますが、令和元年に管路更新計画を策定

しており、その中で、管路更新の優先順位をつけて、計画を進めていくという考え

方をしております。北部地域を含めた市内全体で、緊急度が高いところや病院など

を優先的に考えながら、計画的に取り組みを進めているところです。 

事務局： 1 点補足をさせいただきます。料金値上げに向けては市民の皆さまのご理解、ご

協力がなければいけないというご指摘についてですが、大きく 2 点、やってござい

ます。まず、両事業の経営戦略の中間見直しにつきましては、パブリック・コメン

トを実施いたしました。また、広報たからづかで、今年の 10 月号から来年の 3月号

まで半年をかけまして、「知っていますか？宝塚市の水道事業・下水道事業」という

テーマで、近隣市と宝塚市がどう違うのか、各市との水道料金の比較などを掲載し

ております。今後も市民の皆さまのご理解を得られるよう、広報活動に努めて参り

たいと考えております。 

委 員：以前、下水道の料金改定について審議し、2段階で上げるという形で進んでいると

思いますが、1 段階は上げ、2 段階目は今のところ上がらないままであるという理解

でよろしいでしょうか。 

事務局：平成 28 年度に作成した経営戦略において、2 段階目の料金改定については社会情

勢等を見て慎重に協議するようにという形になりました。その後、黒字が続き、2 段

階目の料金改定は実施せず今に至るという状況です。 

委 員：平成 28 年以降、どのような形で努力されてきたのか、努力してもこれ以上は削れ
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ないというのであれば、それがどの程度の数値なのかについて、数字ばかりが羅列さ

れていて少し分かりにくいと思います。もう少しやられてきたことの見える化と、必

要な分がいくらになっているのかということが分かるような形で資料を作っていた

だきたいと思います。あと、単身であったり、住まい方の違いによって、需要がどう

変わってくるかというのを見ていった上で、基本料金等の検討をする必要があると思

います。 

事務局：資料が多く、数字ばかりで分かりづらいという点については、次回の資料作成か

ら気を付けたいと思います。宝塚市の給水人口、水洗化人口は、世帯は増えている

一方、人数は減ってきているという現状にあります。これが収益にどう影響するか

を分析するのは、かなり難しい課題だと思います。今回の審議の中で、そのような

資料を提示できるかどうかは、一度持ち帰って検討させていただきたいと思います。 

委 員：分かりました。 

委 員： 2060 年度の人口が 15 万人まで減少する状況で、目先のことだけを見ていても意

味がありません。選択と集中をする必要があります。極端な話、お一人のために何キ

ロも水道管を布設するのは金銭的に不可能です。企業体として可能な範囲で計画を立

てないと宝塚市そのものの将来が危ぶまれます。市長も変わられたので、改めて厳し

い現状を市役所にお話しされるべきだと思います。 

事務局：現在の宝塚市の状況と言いますのは、2016 年から行財政の取組を進めており、2021

年度から数年間は非常に厳しい状態が続いている状況です。水道事業につきましても

厳しいというところを本日お示しさせて頂きました。市全体としましては、本年 4月

に市長が交代し、新たな考え方の下で、宝塚市の行財政経営の戦略会議において議論

をしている最中でございます。宝塚市の幹部職員全員が、今委員がおっしゃった集中

と選択をしていかなければならないことは理解しておりますので、引続き検討してい

きたいと思います。 

委 員：これから人口減少していく社会においては、同じ制度を引っ張っていくのではな

く、どこかで線引きをし、新しく入る方については何か戦略的に考える必要があると

思います。根拠としてどれぐらい上積みになっているのかを押さえ、場合によっては

公開し、これぐらい高コストなのですよということを共有していくことが大事だと思

います。やはり、収益的収支が経常的に赤字なのは良くない。努力して削減できると

すれば人件費ですが、実現する可能性は低く、他に大きな改善ができるものがない。

ただ、市民の方に対してはその努力を示す必要があります。料金に不足分をもってく

るとなったらそれはそれで問題になると思いますので、数字の根拠をしっかり示すこ

とが大事なのではないかと思います。 

事務局：客観的数値というのは市民の皆さまのご理解を頂くためには必要なものだと十分

認識しています。人件費の件ですが、特別職につきましては、今年の９月議会で給与

カットの条例が承認され実施しています。 
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委 員： 3 点ほどお伺いしたいと思います。設備がだんだん老朽化して耐用年数を超えて

いるところが全国では 3割ほどあると新聞にも載っていますので、老朽施設は将来ど

のようになっていくのでしょうかというのが 1点目。これをあと何十年かけてそれを

保守しようと思えばお金が必要です。この資料ではある程度、資金残高があるという

ことですが、到底足りないと思うので、毎年基金的なもので積み立てておられるのか

というのが 2 点目。3 点目は、技術者について、長期計画をもって養成しないと、委

託ばかりに任せていたら、トラブル等生じた際に事情が分からず、色々問題が出てく

るかもしれません。このようなことについて、どのような対策、どのように技術者の

養成、技術の継承をしていくかということをお考えなのかをお聞きしたい。 

事務局：1 点目の老朽施設は将来どのようになっていくのかというご質問でございますが、

宝塚市の場合は配水池が 48 カ所、加圧所が 30 カ所、浄水場が 2カ所あり、施設が多

いという特殊な事情があります。老朽化している施設も多くありますので、基本計画

を作成し、どのようにダウンサイジングしていくかを考えております。まだ具体的に

お示しできるような状況ではございませんが、大きな課題と考えております。3 点目

の水道技術者の養成、技術継承につきましては、水道ビジョン 2025 の中にも課題と

して掲載しており、技術継承についてしっかり進めていくべき施策だと思っておりま

す。具体的には、今現在、新規職員が配属されましたら、内部の OJT や、外部では日

本水道協会又は県などが主催する研修にも継続的に参加してもらい、技術の継承を進

めております。 

事務局：2点目の基金に積み立てているかというご質問ですが、水道事業、下水道事業につ

きましては、公営企業を適用しており、一般会計とは違って基金という形で積み立て

るということはありません。過去からの純利益を積んだものが未処分利益剰余金とい

うものになり、後年に引き継がれていくという形になっております。その未処分利益

剰余金は、令和 2年度末で 11 億 7 千万円ほどあるという状況でございます。 

委 員：この審議会で今回上げる方向で考えるということであれば、上げる方向で次のス

テップを踏むことになるのか、方向不明で認識だけをしていたらよいのか、局の見解

がなかなか伝わってこない。 

事務局：「あり方」という漠然とした形にしているのは、料金改定以外に何かご意見があれ

ば、こういうことについて重点的にやるべきだというような答申にして頂きたいため

です。今回の諮問の柱としては、料金改定であると考えております。 

委 員：水道については明らかに 15％という局の目安があると思うのですが、どの段階で

どのぐらいの先を見据えて料金改定をするべきなのか議論する必要があります。下水

の方は一旦 2 段階で引き上げるということに対して、1 段階で終わっていますが、そ

れでよかったのかというところもまだ十分な説明を頂いていないので、それも含めて

次回以降ご説明頂けたら、判断ができると思います。  

事務局：これからご審議頂くにあたって、総括原価方式で計算すればどういう数字になる
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のかを含めた様々なデータを皆さまにご提示させて頂き、そのデータを基に議論頂き

たいと考えております。 

会 長：いつまでに料金改定をしなければいけないというのはあるのですか。 

事務局：委員の皆様に十分に議論頂いて、答申を作成いただきたいと考えております。 

会 長：それでは、今後の審議の進め方についてですが、まず水道事業について議論して、

その後下水道事業という形で進めていきたいと思いますが、それでよろしいでしょう

か。 

委 員：（異議なし） 

会 長：それでは、次回以降水道事業について審議するということでよろしくお願いいた

します。それでは、その他ということで事務局の方から何かありますでしょうか。 

事務局：長時間に亘りましてご審議頂きましてありがとうございました。次回の審議会で

すが、12 月中旬から下旬に開催したいと思っております。また後日、日程調整をさせ

て頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会 長：それでは、本日の議題は以上です。 

 

４ 閉会 

事務局：閉会にあたりまして、局長からご挨拶申し上げます。 

局 長：〈挨拶省略〉 

事務局：本日の審議会はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

  



    令和３年度（2021 年度）第２回 宝塚市上下水道事業審議会 

 

 

                                        日時：令和３年(2021 年)１１月１日 

                                              午後１時～ 

                    場所：宝塚市立中央公民館 201･202 学習室 

 

 

会 議 次 第   
１ 開会  

 ２ 委嘱辞令交付  
 ３ 会長選任、会長代理指名  
 ４ 諮問 「水道事業及び下水道事業のあり方」  

５ 議題 

１. 水道事業会計及び下水道事業会計の令和２年度決算について 

２. 水道事業及び下水道事業経営戦略中間見直しについて 

３. その他  
 ６ 閉会 

   

※ 資料 

資料１－１：「執行機関の附属機関設置に関する条例（抜粋）」 

資料１－２：「宝塚市上下水道事業審議会規則」 

資料１－３：「宝塚市上下水道事業審議会名簿」 

資料２－１：「令和２年度水道事業会計決算の概要」 

資料２－２：「令和２年度水道事業会計決算書」 

        資料２－３：「宝塚市水道ビジョン 2025」 

資料２－４：「宝塚市水道ビジョン 2025 中間検証報告書」 

資料２－５：「宝塚市水道事業経営戦略」  

資料２－６：「宝塚市水道事業経営戦略中間見直し」  

資料３－１：「令和２年度下水道事業会計決算の概要」 

資料３－２：「令和２年度下水道事業会計決算書」  

資料３－３：「宝塚市下水道ビジョン 2025」 

資料３－４：「宝塚市下水道ビジョン 2025 中間検証報告書」 

資料３－５：「宝塚市下水道事業経営戦略」 

資料３－６：「宝塚市下水道事業経営戦略中間見直し」 



○執行機関の附属機関設置に関する条例（抜粋） 

昭和４１年１月１０日 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、

執行機関の附属機関として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもの

のほか、次の機関を置く。 

附 属 機 関

の 属 す る

執行機関 

附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員総数 構成 

市長 宝塚市上下

水道事業審

議会 

水道事業及び下水道

事業についての重要

な事項の調査審議に

関する事務 

10人 知識経験者 3人 

市内の公共的団体等の代

表者 4人 

公募による市民 3人 

（委任） 

第２条 附属機関の運営について必要な事項は、当該執行機関が定める。 

 

資料１－１
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○宝塚市上下水道事業審議会規則（抄) 

平成１９年７月２５日 

規則第４７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号。以

下「条例」という。）第２条の規定に基づき、宝塚市上下水道事業審議会（以下「審議

会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、水道事業及び下水道事業の運営についての重要

な事項を調査、審議し、答申するものとする。 

（委員） 

第３条 審議会の委員は、条例第１条に規定する者のうちから市長が委嘱する。 

２ 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（平２３規則４１・一部改正） 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（意見の開陳その他の協力依頼） 

第７条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の
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者に意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、上下水道局経営企画課で行う。 

（平２９規則２４・一部改正） 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年１０月４日から施行する。 

（宝塚市水道事業経営審議会規則の廃止） 

２ 宝塚市水道事業経営審議会規則（昭和５０年規則第１８号）は、廃止する。 

附 則（平成２３年規則第４１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第２４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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令和２年度 水道事業会計決算の概要

1 業務量

　　　項　　　　目 令和２年度 令和元年度 増　　減 前年比

行政区域内人口 232,854 人 233,604 人 △ 750 人 99.7 %

年度末給水人口   233,194 人 233,933 人 △ 739 人 99.7 %

年度末給水戸数 106,115 戸 105,377 戸 738 戸 100.7 %

年間総配水量    25,475,776 m
3 24,900,171 m

3 575,605 m
3 102.3 %

一日最大配水量 76,413 m
3 74,860 m

3 1,553 m
3 102.1 %

一日平均配水量 69,797 m
3 68,033 m

3 1,764 m
3 102.6 %

一人一日平均配水量 299.3 ㍑ 290.8 ㍑ 8.5 ㍑ 102.9 %

年間有収水量   23,672,643 m
3 23,158,533 m

3 514,110 m
3 102.2 %

一人一日平均有収水量 278.1 ㍑ 270.5 ㍑ 7.6 ㍑ 102.8 %

有収率      92.9 ％ 93.0 ％ △ 0.1
ﾎﾟｲ

ﾝ ﾄ ―

2 収益的収入及び支出 （損益計算書/税抜）

　　　項　　　　目 令和２年度 令和元年度 増　　減 前年比(%)

営業収益 3,278,650 3,692,038 △ 413,388 88.8

( 給水収益 ) ( 3,101,772 ) ( 3,526,658 ) ( △ 424,886 ) ( 88.0 )

収 ( その他 ) ( 176,878 ) ( 165,380 ) ( 11,498 ) ( 107.0 )

営業外収益 821,212 634,511 186,701 129.4

( 分担金 ) ( 127,913 ) ( 148,082 ) ( △ 20,169 ) ( 86.4 )

( 長期前受金戻入 ) ( 458,309 ) ( 461,518 ) ( △ 3,209 ) ( 99.3 )

益 ( その他 ) ( 234,990 ) ( 24,911 ) ( 210,079 ) ( 943.3 )

特別利益 2,425 8,933 △ 6,508 27.1

　　　収　益　合　計 4,102,287 4,335,482 △ 233,195 94.6

営業費用 4,177,842 4,345,986 △ 168,144 96.1

( 人件費 ) ( 767,378 ) ( 767,641 ) ( △ 263 ) ( 100.0 )

費 ( 物件費等 ) ( 1,133,696 ) ( 1,065,179 ) ( 68,517 ) ( 106.4 )

( 受水費 ) ( 1,062,045 ) ( 1,309,637 ) ( △ 247,592 ) ( 81.1 )

( 減価償却費 ) ( 1,214,723 ) ( 1,203,529 ) ( 11,194 ) ( 100.9 )

営業外費用 210,291 194,496 15,795 108.1

( 支払利息 ) ( 187,155 ) ( 194,019 ) ( △ 6,864 ) ( 96.5 )

用 ( その他 ) ( 23,136 ) ( 477 ) ( 22,659 ) ( 4,850.3 )

特別損失 5,084 769,361 △ 764,277 0.7

　　　費　用　合　計 4,393,217 5,309,843 △ 916,626 82.7

当年度純利益 △ 290,930 △ 974,361 683,431 ―

繰越未処分利益剰余金 1,462,269 2,436,630

その他未処分利益剰余金変動額 0 0

未処分利益剰余金 1,171,339 1,462,269

利益処分額(案) 0 0

※参考（新型コロナウイルス感染症に係る減免等）

基本料金４カ月の減免　　　　　　（営業収益のうち「給水収益」の減） △ 445,336

一般会計からの繰入　　　　　　　（営業外収益のうち「その他」の増） 208,801

兵庫県営水道受水費３カ月の免除　（営業費用のうち「受水費」の減） 193,955

差引 △ 42,580

　　(単位:千円)

　　(単位:千円)

1 
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3 資本的収入及び支出 (税込)

　　　項　　　　目 令和２年度 令和元年度 増　　減 前年比(%)

企業債 1,398,300 1,751,000 △ 352,700 79.9

( 配水管整備事業 ) ( 634,800 ) ( 526,700 ) ( 108,100 ) ( 120.5 )

( 新庁舎建設事業 ) ( 0 ) ( 38,700 ) ( △ 38,700 ) ( 皆減 )

( 惣川浄水場浄水処理強化事業 ) ( 360,000 ) ( 0 ) ( 360,000 ) ( 皆増 )

( 阪神水道受水整備事業 ) ( 0 ) ( 645,600 ) ( △ 645,600 ) ( 皆減 )

( 送・配水施設整備事業 ) ( 172,600 ) ( 527,000 ) ( △ 354,400 ) ( 32.8 )

( 耐震化工事事業 ) ( 223,600 ) ( 0 ) ( 223,600 ) ( 皆増 )

( 水質試験所整備事業 ) ( 7,300 ) ( 13,000 ) ( △ 5,700 ) ( 56.2 )

固定資産売却代金 0 7,375 △ 7,375 皆減

工事負担金 0 17,342 △ 17,342 皆減

他会計負担金 12,709 10,095 2,614 125.9

投資有価証券等償還金 500,000 500,000 0 100.0

貸付金返還金 0 250,000 △ 250,000 皆減

　　　収　入　合　計 1,911,009 2,535,812 △ 624,803 75.4

建設改良費 1,669,409 2,055,931 △ 386,522 81.2

( 原水及び浄水施設整備事業 ) ( 393,337 ) ( 35,788 ) ( 357,549 ) ( 1,099.1 )

( 送水及び配水施設整備事業 ) ( 1,152,175 ) ( 1,156,796 ) ( △ 4,621 ) ( 99.6 )

( 阪神水道受水整備事業 ) ( 0 ) ( 646,146 ) ( △ 646,146 ) ( 皆減 )

( 営業設備費 ) ( 38,861 ) ( 130,545 ) ( △ 91,684 ) ( 29.8 )

( 事務費 ) ( 85,036 ) ( 86,656 ) ( △ 1,620 ) ( 98.1 )

企業債償還金 548,811 517,987 30,824 106.0

投資 300,000 250,000 50,000 120.0

　　　支　出　合　計 2,518,220 2,823,918 △ 305,698 89.2

資本的収支不足額 607,211 288,106 319,105 210.8

損益勘定留保資金 465,203 177,077

消費税資本的収支調整額 142,008 111,029

4 資金収支 (内部留保資金の状況) 　　

　　　項　　　　目 令和２年度 令和元年度 増　　減 前年比(%)

年度当初余剰額  3,955,079 3,585,209 369,870 ―

当年度発生額 620,839 670,657 △ 49,818 92.6

当年度使用額 619,893 300,787 319,106 206.1

当年度末余剰額 3,956,025 3,955,079 946 ―

5 給水原価と供給単価 (1m
3
当たり)

　　　項　　　　目 令和２年度 令和元年度 増　　減 前年比(%)

給水原価　 165.2 175.3 △ 10.1 94.2

供給単価　 131.0 152.3 △ 21.3 86.0

差    引 △ 34.2 △ 23.0 △ 11.2 ―

6 企業債の概況 (単位:千円)

　　(単位:千円)

　　(単位:円)

　　(単位:千円)

補填
財源

収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
出

借　　　　入　　　　先
令和２年度

当初未償還額
令和２年度増減額 令和２年度末

未償還額発行額 償還額

地方公共団体金融機構 10,024,248 1,398,300 248,036 11,174,512

財務省財政融資資金 4,040,961 0 300,775 3,740,186

合　　　　　計 14,065,209 1,398,300 548,811 14,914,698
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は じ め に 

 

宝塚市では、「心豊かに健やかな生活をささえる水道をめざして」を水道事業の将来像（基

本理念）とする「宝塚市水道マスタープラン」を平成 21 年（2009 年）2 月に策定し、①

安全で安心できる水道、②お客さまに信頼される水道、③将来も安定が保てる水道、④環境

に配慮する水道、⑤国際協力に貢献する水道を事業の目標に掲げ、水道施設の整備や事業運

営を行ってきました。しかし、近年、水道事業をとりまく状況が大きく変化しました。 

人口の減少、節水機器の普及などにより、水需要が減少傾向に転じることに加え、水道施

設、水道管路などの更新費用の増大が見込まれており、水道事業をとりまく環境は大変厳し

い局面を迎えることが予想されています。 

また、東日本大震災や想定を超える自然災害が発生し、これらの災害の経験を踏まえ、水

道においても、自然災害に対する一層の危機管理の強化が求められています。 

このような状況の中、国（厚生労働省）においては、平成 25 年（2013 年）3 月に従来

の水道ビジョンを全面的に見直し、水道の理想像を明示した「新水道ビジョン」を策定しま

した。宝塚市においても、宝塚市水道マスタープランの計画期間が満了することに合わせて、

これまでの事業の進捗状況や情勢の変化を踏まえ、新たに「宝塚市水道ビジョン 2025」を

策定することとしました。策定に当たっては、宝塚市上下水道事業審議会に諮問し、平成 27

年（2015 年）12 月から審議をいただきました。 

今後は、本ビジョンを基に、事業の推進を図っていくことになりますが、水道事業をとり

まく環境の変化に適切に対応するとともに、必要に応じた見直しを行い、引き続き安全で安

心できるおいしい水の安定供給に努めてまいります。   
宝塚市上下水道局の水道キャラクター

「スイッピー」 
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第１章 宝塚市水道ビジョン 2025 の策定に当たって 

-1- 

 

第1章 宝塚市水道ビジョン 2025 の策定に当たって 

1-1 策定趣旨 

本市の水道事業は、7 期にわたる拡張事業を行い、現在は武庫川右岸新水源開発事業（阪

神水道受水事業）を実施しています。 

本市では、これまで、水道水の安定給水を目指し、施設や管路等の整備事業を実施すると

ともに、業務の委託による人件費の削減や施設の統廃合などにより、健全な事業運営に努め

てきました。しかしながら、人口減少や節水機器の普及などにより、水需要が減少に転じる

ことが予想されています。 

これに加え、昭和 40～50 年代に建設した多くの施設や水道管が、順次、更新時期を迎え

るとともに、地震などの自然災害に対する対応力の一層の強化が強く求められており、水道

事業をとりまく環境は、大変厳しい状況となっています。 

このような中、国（厚生労働省）では、従来の水道ビジョンを全面的に見直し、50 年後、

100 年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、目指すべき方向性や実現方策

等を示した「新水道ビジョン」を平成 25 年（2013 年）3 月に策定し、各水道事業体に対

して、需要者のニーズに対応した信頼性の高い水道を次世代に継承していくために、「水道

ビジョン」の策定を推奨しています。 

本市においても、平成 21 年（2009 年）2 月に策定した「宝塚市水道マスタープラン」

の計画期間が満了を迎えること、上記のように水道事業をとりまく環境が大きく変化したこ

とを踏まえ、「宝塚市水道ビジョン 2025」を策定することとしました。 

 

1-2 位置付け 

「宝塚市水道ビジョン 2025」では、「第 5 次宝塚市総合計画」を上位計画とし、「宝塚市

水道マスタープラン」の進捗の評価、現状の評価、分析、課題の明確化を行うとともに、国

の「新水道ビジョン」の理想像である「安全」、「強靱」、「持続」に「経営」を加えた観点か

ら基本施策と具体的対策を策定します。 

また、併せて、「宝塚市水道事業経営戦略」を策定し、必要な財源とのバランスに配慮し

た中長期的な施設整備の方針を示します。 
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図 1.1 宝塚市水道ビジョン 2025 実施フロー 

 

1-3 目標年次 

目標年次は平成 37 年度（2025 年度）とし、平成 28 年度（2016 年度）から 10 年間

を計画期間として取り組みます。 
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第2章 宝塚市水道マスタープランの進捗評価 

本市では、「宝塚市水道マスタープラン」（平成 21 年（2009 年）2 月）（以下、マスター

プランという）及びマスタープランを実現するために策定した「宝塚市水道事業基本計画」

（平成 23 年（2011 年）3 月）を基に事業を推進してきました。マスタープランの施策体系

（図 2.1）に則り、各施策のこれまでの進捗を評価します。 

1.安全で安心できる水道

1.きめ細かな水質管理

１）水道水質の向上

２）貯水槽水道の管理

３）水質管理の強化

3.将来も安定が保てる水道

1.効率的な健全経営

1）事務・事業の効率化・簡素化

３）財政基盤の強化

2.職員の資質向上

1）人材の育成と活用

2）技術の継承

2.お客さまに信頼される水道

1.いつでもどこでも安定供給

2）基幹施設の更新と耐震化

3）送水・配水管理システムの強化

4）配水管・給水管の更新

2.災害・事故への備え

1）施設の震災対策

2）災害時に機能する体制

2）広域化の検討

3.お客さま・利用者サービスの向上

１）利便性の向上

２）情報提供とコミュニケーション

②水道週間等を利用した広報・広聴

②長期的な経営計画の策定

③漏水防止対策の強化

①財政の健全化

②料金体系の見直し

③民間・法人の委託業務の見直し

④組織の見直し・適正な人員配置

①人材育成基本方針の改定

②水道技術管理者の養成

①技術継承研修制度の導入

①近隣都市との連携・共同化

③事業運営の透明性の確保

②支払い方法の拡大

①コミュニケーションの充実

4.環境に配慮する水道

1.省エネルギーの推進

①エネルギー削減計画

①太陽光発電、小水力発電の検討

1）庁内実行計画の推進

2）クリーンエネルギーの導入

2.環境への負荷低減

①水道工事の効率化1）水道工事のコスト縮減

2）副産物の有効利活用 ①建設副産物の有効利用

①浄水処理の強化等

②残留塩素対策

①貯水槽水道の指導等

②直結給水の対象拡大

①水質検査の充実

②水質検査の精度管理等

③関係機構・関係団体との連携協力

5.国際協力に貢献する水道

1.国際貢献

①研修者との意見交換1）技術の移転

①応急給水拠点の拡充・整備

②相互融通連絡管の整備

①危機管理行動計画の充実

②災害に対する教育・訓練の実施

③耐震貯水槽の設置

④地震・災害時の応急給水用資機材の整備

⑤緊急遮断弁の設置

①不足水源の確保と浄水場の統廃合

②耐震化計画の推進

②配水ブロック化の再構築

①配水管の更新・整備

②鉛製給水管の早期取替

③水道施設の耐震調査

④基幹施設の耐震化

⑤未給水区域の解消

③効率的な水運用の推進

④マッピングシステムの拡張と活用

④指定給水装置工事事業者の育成と指導

①調達方法の検討

①各種届出・手続きサービスの向上

①送水・配水施設の再編成

②相互連携・応援体制の強化

③関係団体との情報交換

①水源（浅井戸・深井戸・表流水）の安定取水確保

②水源流域の環境保全

1）水源の確保と保全

②雨水の利用

⑤管路網の耐震化

 

図 2.1 宝塚市水道マスタープランの施策体系 
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1 ＜安全で安心できる水道＞ 

1-1 きめ細かな水質管理 

1) 水道水質の向上 

①浄水処理の強化等 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安心 ⇒水道ビジョン：安全)

・取組状況 ・評価 

平成 27 年度（2015 年度）において、惣

川浄水場浄水処理強化基本計画に基づき、水

源である川下川ダムにおける藻類等の発生

に伴うカビ臭対策強化を図るため、施設整備

の実施設計（詳細設計）を行っています。 

  また、実施設計(詳細設計)に引き続き、活

性炭注入施設等の改良・整備を実施します。

計画に基づき、水道水質の向上に資する

ため、浄水場の改良について検討を行うと

ともに、水質基準項目の追加等にも逐次対

応し、良質な浄水処理に取り組んでいます。

 

②残留塩素対策 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安心 ⇒水道ビジョン：安全)

・取組状況 ・評価 

きめ細やかな残留塩素のコントロールを

行うため、平成 22 年度（2010 年度）は切

畑配水池に、平成 25 年度（2013 年度）は

高丸下配水池に、塩素設備を設置しました。

計画に基づき事業を実施しており、残留

塩素のコントロールや浄水場での注入塩素

の低減に向け、整備を進めています。 

 

2) 貯水槽水道の管理 

①貯水槽水道の指導等 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安心 ⇒ 水道ビジョン：安全)

・取組状況 ・評価 

「宝塚市小規模貯水槽水道における安全

で衛生的な飲料水の確保に関する条例」に基

づき、小規模貯水槽水道への対応を行ってき

ました。 

 具体的には、平成 24 年度（2012 年度）

から、市内 1,008 箇所の施設に対し、上記

条例に基づく適正な管理についての現地確

認と指導を行っています。 

 ⇒平成 26 年度（2014 年度）末現在 

現地検査確認実績：439 箇所 

条例に基づき指導、助言を行っています

が、今後、現地確認等を一層進めていく必

要があります。 

  

 

②直結給水の対象拡大 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安心 ⇒ 水道ビジョン：安全)

・取組状況 ・評価 

直結給水拡大を意識した具体的な取組み

には至っておらず、5 階までの直結直圧の認

定や、直結増圧給水の拡大には至っていませ

ん。 

配水区域や本管口径の見直しに合わせ、

長期的に検討する必要があります。 



 
第 2 章 宝塚市水道マスタープランの進捗評価  

 

 

-5- 

3) 水質管理の強化 

①水質検査の充実 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安心 ⇒ 水道ビジョン：安全)

・取組状況 ・評価 

水質検査計画を策定し、水質検査計画を公

表するとともに、定期的に水質の監視を行っ

ています。 

計画に基づき事業を実施しており、継続

して、水質検査の充実に努めています。 

 

②水質検査の精度管理等 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安心 ⇒ 水道ビジョン：安全)

・取組状況 ・評価 

外部精度管理に参加し、検査精度の向上を

図っています。 

計画に基づき事業を実施しており、継続

して、検査精度の向上を図っています。 

 

③関係機関・関係団体との連携協力 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安心 ⇒ 水道ビジョン：安全)

・取組状況 ・評価 

水源河川流域の水道事業者や関係団体等

と連携・協力を図り、水質異常に即応できる

よう取り組んでいます。 

計画に基づき、関係団体等との連携協力

に努めています。 

 

 

2 ＜お客さまに信頼される水道＞ 

2-1 いつでもどこでも安定供給 

1) 水源の確保と保全 

①水源（浅井戸・深井戸・表流水）の安定取水確保 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

計画において、将来安定取水可能水量の設定から不

足する水源量としての約 10,000m3/日の充当策につ

いて検討を行いました。この結果、武庫川右岸地域に

ついて、区域の約 4 分の 3 を阪神水道企業団からの受

水に切替えることとしました。これに伴い、小林・亀

井の両浄水場の浄水処理を廃止する予定です。 

 平成 27 年（2015 年）3 月には水源種別の変更に

ともなう水道事業認可変更を行い、阪神水道受水事業

を進めています。 

  また、惣川浄水場では、平成 26 年（2014 年）7

月より県営水道の受水を開始しており、今後、計画的

に増量を図る予定です。 

阪神水道受水事業の着実な実施

が必要です。 
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②水源流域の環境保全 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

平成 25 年（2013 年）4 月から川下川ダムの機械

警備（侵入センサー、監視カメラ設置）を導入しまし

た。 

 また、平成 27 年度（2015 年度）から「水源水質

保全事業」として、川下川ダムの水質保全に寄与する

ことを目的に、市北部地域世帯の合併浄化槽の適正な

維持管理を行うための市補助に対して一定の負担を行

っています。 

計画に基づき事業を実施してお

り、継続して巡視等により流域の

環境保全に努めています。 

 

2) 基幹施設の更新と耐震化 

①不足水源の確保と浄水場の統廃合 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

武庫川左岸について、川面浄水場は平成 24 年

（2012 年）7 月から、浄水処理を休止し、小浜浄水

場に浄水処理を一本化しました。川面浄水場は加圧施

設に変更しました。生瀬浄水場については、その機能

を惣川浄水場に集約し、加圧施設に変更しました。 

 武庫川右岸について、区域の約 4 分の 3 を阪神水道

企業団からの受水に切替えるための阪神水道受水事業

を実施しています。これに伴い、小林・亀井の両浄水

場の浄水処理を廃止する予定です。 

 北部地域について、平成 23 年度（2011 年度）か

ら、玉瀬浄水場を休止し、県営水道からの配水に切替

えを行いました。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

②耐震化計画の推進 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

老朽化した水道管路について、耐震化材料を使用し

て更新を行い、災害に強い管路施設を構築することを

目的とし、事業を行っています。 

○管路更新事業 

 ⇒対象管種 ビニル管及び普通鋳鉄管口径φ75～ 

 ⇒年間布設延長 約 5km 

管路の耐震化率向上に向け、さ

らに取組みを強化する必要があり

ます。 
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③水道施設の耐震調査 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

水道施設についての耐震調査を平成 20 年度（2008

年度）から実施しており、 配水池・ポンプ所について

は、平成 23 年度（2011 年度）で耐震１次診断を全

て完了しました。うち 5 箇所については耐震 2 次診断

も完了しています。 

残る配水池についても、計画的

に調査を進める必要があります。

 

④基幹施設の耐震化 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

震災時における水道水の安全供給を行うため、配水

池・ポンプ所の耐震化事業を推進中です。なお小浜浄

水場は平成 22 年度（2010 年度）までに全施設の更

新を完了しています。  

○基幹施設耐震化事業               

⇒ 配水池 ４４箇所  ポンプ所  ２8 箇所 

⇒  平成 18 年度（2006 年度） 

：配水池耐震施設率  11.3％ 

          ポンプ所耐震施設率 1.1％ 

平成 26 年度（2014 年度） 

：配水池耐震施設率   37.4％ 

ポンプ所耐震施設率 16.6％ 

 

残る配水池・ポンプ所について

も、着実に取組みを進める必要が

あります。 

 

⑤管路網の耐震化 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

導水管、送水管、配水管（口径φ150 ㎜以上）、避

難所・病院への管路等の基幹管路について逐次、更新・

耐震化を行っています。 

 

 
 

管路の耐震化率向上に向け、さ

らに取組みを強化する必要があり

ます。 

 

 

 

項目
平成26年度

（2014年度）

①管路の耐震化率 6.9%

②管路の耐震適合率 16.5%

③基幹管路の耐震化率 10.5%

④基幹管路の耐震適合率 18.7%
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3) 送水・配水管理システムの強化 

①送水・配水施設の再編成 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

自然流下に切替えた配水区はないものの、阪神水道

企業団からの受水後は、武庫川右岸にある３つの配水

池と２つのポンプ所が阪神水道企業団の甲山調整池か

ら自然流下で水を受けることになります。 

阪神水道企業団からの受水後の

水運用状況も考慮しながら、長期

的な課題として検討する必要があ

ります。 

 

②配水ブロック化の再構築 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

配水ブロックの再構築について、具体的な取組みに

は至っていません。 

配水区域の見直しに合わせ、長

期的に検討する必要があります。

 

③効率的な水運用の推進 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

阪神水道企業団からの受水に伴い、水源間バックア

ップ機能強化事業の検討を始めています。 

 

多大な事業費が想定されるた

め、長期的な課題として取り組む

必要があります。 

 

④マッピングシステムの拡張と活用 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

データの更新は随時行い、平成 25 年度（2013 年

度）からは、毎月、データのバックアップを行ってお

り、リスク分散を図っています。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

⑤未給水区域の解消 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

事業は平成 22 年度（2010 年度）末に完了し、基

本的に未給水区域は解消しました。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 
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4) 配水管・給水管の更新 

①配水管の更新・整備 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

管路更新事業により、老朽化したビニル管、普通鋳

鉄管を優先的に更新しています。なお、平成 25 年度

（2013 年度）から管路更新を耐震管で実施している

ため、更新が耐震化と同義となっています。 

耐震化と併せ、さらに取組みを

強化する必要があります。 

 

②鉛製給水管の早期取替 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

平成 15 年（2003 年）4 月に策定した「鉛製給水

管対策基本方針」に則り、鉛製給水管の残存する箇所

を中心に取替を行うとともに、配水管の更新事業やそ

の他事業に併せて、順次取替を行っています。 

○鉛製給水管残存数（分水栓～止水栓） 

  ⇒平成 18 年度（2006 年度）：10,214 件 

    平成 26 年度（2014 年度）： 7,190 件 

○鉛製給水管残存率（分水栓～止水栓） 

  ⇒平成 18 年度（2006 年度）：13.3％ 

   平成 26 年度（2014 年度）： 8.9％ 

これまで残存率の低減に取り組

んできましたが、引き続き、積極

的な取組みが必要です。 

 

③漏水防止対策の強化 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

計画的かつ効率的に漏水調査を行い、漏水個所の早

期発見に努めているとともに、鉛製給水管の取替やビ

ニル管の更新を行っています。 

本対策により高い有収率の維

持・向上に努めています。 
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④指定給水装置工事事業者の育成と指導 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

給水装置工事の申請の際には、「宝塚市給水装置工

事施行指針」 (平成 27 年（2015 年）4 月改定)に基

づき設計審査を行い、指定給水装置工事事業者に対し、

適切な指導を行っています。 

  指定給水装置工事事業者制度の中で、「施工技術の

向上のために、研修の機会を確保するよう努めること」

とあり、これについて、「宝塚市上下水道局指定給水

装置工事事業者の研修に関する取扱要綱」(平成 22 年

（2010 年）8 月)を施行するとともに、阪神間７市１

町共同でおおむね 3 年に一度、研修会を実施していま

す。 

  また「宝塚市上下水道局指定給水装置工事事業者の

指定取消し処分等に関する要綱」（平成 22 年（2010

年 7 月）を施行しています。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 指定給水装置工事事業者が適正

な給水装置工事を実施するために

は、施工技術の向上に加え指定給

水装置工事事業者の適切な行動が

求められます。そのため、育成を

進める一方で要綱等を定め違反行

為の取り締まりに努める必要があ

ります。  

 

 

2-2 災害・事故への備え 

1) 施設の震災対策 

①応急給水拠点の拡充・整備 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

配水池に緊急遮断弁を設置するなど、災害時におけ

る飲料水確保に努めています。 

引き続き、拠点の整備や拡充に

取り組む必要があります。 

 

②相互融通連絡管の整備 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

新たな整備実績はありません。 引き続き、近隣都市と連携を図

っていく必要があります。 

 

③耐震貯水槽の設置 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

新たな整備実績はありません。 引き続き、市消防本部と連携を

図っていく必要があります。 
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④地震・災害時の応急給水用資機材の整備 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

「地域防災計画」（平成 27 年（2015 年）版）よ

り、応急給水機器の整備状況を表 2.1 に示します。 

関係機器の保守・更新や消耗品

の買い足しなどを適切に行ってい

く必要があります。 

 

表 2.1 応急給水機器（「地域防災計画」（平成 27 年（2015 年）版）より） 

 

 

機器名 容量・能力 数量 保管場所

2,000㍑ 1台

4,000㍑ 1台

2,000㍑ 1基 生瀬浄水場資材庫

1,000㍑ 4基

500㍑ 6基

20㍑ 50個

10㍑ 120個

給水袋 5㍑ 1,000個 上下水道局庁舎

給水
ローリー車

上下水道局庁舎

給水タンク 上下水道局庁舎、
生瀬浄水場資材庫

携行容器 上下水道局庁舎
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⑤緊急遮断弁の設置 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

新たに 6 箇所の緊急遮断弁を設置しました。設置状

況は表 2.2 のとおりです。 

配水池の耐震化と合わせ、引き

続き取組みが必要です。 

表 2.2 緊急遮断弁の設置状況 

 

 

 

 

番号 施設名称 所在地 施設概要 容量

① 白瀬下配水池 逆瀬台2丁目3番池362 RC造　2池 1,573m3

② 寿楽荘配水池 宝梅3丁目85番地1 RC造　2池 600m3

③ 紅葉谷上配水池 伊孑志字武庫山805番地1 PC造　1池 700m3

④ すみれガ丘下配水池 すみれガ丘2丁目3番9号 RC造　2池 1,120m3

⑤ すみれガ丘上配水池 すみれガ丘3丁目3番6号 RC造　1池 2,480m3

⑥ 高台下配水池 御殿山4丁目46番地 RC造　2池 800m3

RC造　2池 708m3

PC造　1池 1,300m3

⑧ 小浜配水池 小浜3丁目208番地9 PC造　2池 6,760m3

⑨ 山手台中配水池 切畑字長尾山7番地964 RC造　2池 1,300m3

⑩ 山手台下配水池 山手台東2丁目7番地944 RC造　2池 2,600m3

⑪ 雲雀丘下配水池 雲雀丘2丁目79番地 PC造　1池 700m3

⑫ 花屋敷上配水池 切畑字長尾山５番地138 RC造　1池 350m3

⑬ 桜台中配水池 中山桜台4丁目24番3号 RC造　2池 3,152m3

⑭ 中筋下配水池 山本台3丁目162番地 PC造　2池 3,800m3

⑮ 中筋上配水池 山本台3丁目195番地 PC造　1池 800m3

⑯ 山手台上配水池 山手台東5丁目7番地1065 PC造　2池 1,000m3

⑰ 鳥ヶ脇配水池 切畑字鳥ヶ脇85 鋼製　2池 150m3

⑱ 切畑配水池 切畑字東谷2番地1 鋼製　2池 300m3

32池 30,193m3

⑦ 米谷下配水池 売布ガ丘3番5号

以下、新規に設置

計　18ヶ所
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2) 災害時に機能する体制 

①危機管理行動計画の充実 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

危機管理体制の充実のため、「宝塚市上下水道局危

機管理委員会設置要綱」（平成 25 年（2013 年）6

月）、「水道施設侵入事案等対応マニュアル」（平成

25 年（2013 年）8 月）を策定しました。宝塚市水

道危機管理行動計画で定めるマニュアル等は表 2.3 の

とおりです。 

風水害、震災等の災害及び水質

事故、テロ等の緊急・非常時に円

滑かつ迅速に対応するため、要綱

やマニュアルに基づき、訓練を実

施しています。 

 

表 2.3「宝塚市水道危機管理行動計画」 

災害及び事故事象 対応マニュアル 

水質事故対策 
水質汚染事故対応マニュアル 

クリプトスポリジウム及びジアルジア対応マニュアル 

テロ対策 緊急時（テロ）対策行動マニュアル 

震災対策 

宝塚市水道地震対策指針 

水道施設応急復旧対策計画（管路施設） 

応急給水栓設置方法 

宝塚市上下水道局危機管理委員会設置要綱 

停電時対策 停電時対策行動マニュアル 

渇水対策 宝塚市上下水道局渇水対策本部設置要綱 

その他 水道施設侵入事案等対応マニュアル 

           

 

②災害に対する教育・訓練の実施 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：安定 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

緊急地震速報等が発信された時の職員避難マニュア

ルに基づき、来局者及び職員等を生命の危険から守る

ため、また、緊急時に円滑かつ迅速に対応するため、

訓練を実施しています。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。今後も継続的に訓練を実施

する必要があります。 

 

3 ＜将来も安定が保てる水道＞ 

3-1 効率的な健全経営 

1) 事務・事業の効率化・簡素化 

①調達方法の検討 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：経営)

・取組状況 ・評価 

合理的発注制度として、工事に係る入札業務は電子

入札を実施しています。 

コスト削減を目指し、委託業務

についても電子入札の実施に取り

組む必要があります。 
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②長期的な経営計画の策定 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：経営)

・取組状況 ・評価 

「安定給水」と「経営の安定化」の実現を目指し、

事業の効率性を高め、財源を確保する必要があります。

そのため浄水場の統廃合や、阪神水道企業団からの受

水を検討しました。 

将来にわたって安定的に事業を

継続していくため、必要な財源と

のバランスに配慮した、中長期的

な経営の基本計画である水道事業

経営戦略を策定する必要がありま

す。 

 

③民間・法人の委託業務の見直し 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：経営)

・取組状況 ・評価 

平成 25 年（2013 年）10 月から、料金徴収、メ

ーター検針、営業課窓口業務の包括的な委託を実施し

ています。また、浄水場運転管理業務委託を検討して

います。 

更なる経費削減のため、委託可

能な業務について検討する必要が

あります。 

 

④組織の見直し・適正な人員配置 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：経営)

・取組状況 ・評価 

適正な人員配置を考慮しつつ、職員数の縮減等に努

めており、平成 23 年度（2011 年度）から平成 27

年度（2015 年度）までに 10 人を削減しました。 

引き続き、適正な人員配置等に

努める必要があります。 

 

2) 広域化の検討 

①近隣都市との連携・共同化 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：経営)

・取組状況 ・評価 

引き続き阪神北地域水道協議会に参画し、近隣都市

との連携を図り、広域化等の動きなどについて研究し

ています。 

⇒阪神北地域水道協議会の加盟市町 

宝塚市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町 

近隣都市との連携に努めていま

す。 

 

②相互連携・応援体制の強化 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：強靭)

・取組状況 ・評価 

日本水道協会関西地方支部内の相互応援、兵庫県水

道災害相互応援、阪神北地域（４市１町）での相互応

援について、それぞれ協定を継続しています。 

相互連携・応援体制の維持に努

めています。 
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③関係団体との情報交換 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

他のライフライン事業者とは、地下埋設物調整会議

などで情報交換に努めています。近隣都市とは、阪神

北地域（４市１町）での情報交換会を定期的に実施し

ています。 

関連団体との情報交換に努めて

います。 

 

3) 財政基盤の強化 

①財政の健全化 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：経営)

・取組状況 ・評価 

国庫補助金や企業債などの財源の確保、事業の見直

し、浄水場運転管理業務委託の検討を行っています。

引き続き、財政の健全化に努め

る必要があります。 

 

②料金体系の見直し 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：経営)

・取組状況 ・評価 

1 人世帯の増加や 1 人当たりの使用水量の減少に伴

う水需要構造の変化を背景に、平成 24 年（2012 年）

12 月に料金体系の見直しを実施しました。 

引き続き、財政状況を常に注視

し料金体系の見直しの必要性につ

いて、適時適切に判断する必要が

あります。 

 

3-2 職員の資質向上 

1) 人材の育成と活用 

①人材育成基本方針の改定 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

人材育成システムの構築や組織風土・職場環境の変

革については、職員の意識改革や意欲の向上を図るた

め、人事評価制度の導入や派遣研修等による職員の能

力開発などに取り組んでいます。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

②水道技術管理者の養成 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

技術管理者の養成を意識し、対象となる技術系管理

職に対し、研修会への派遣等を実施しています。 

人事異動なども含め、より計画

的な取組みが求められます。 
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2) 技術の継承 

①技術継承研修制度の導入 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

「技術の継承」ができる組織・人材育成を行うため、

技術職員を確保するとともに、事業遂行に必要な知識

や技術を継承していくために必要な研修の充実を図っ

ています。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

3-3 お客さま・利用者サービスの向上 

1) 利便性の向上 

①各種届出・手続きサービスの向上 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

平成 25 年（2013 年）10 月にお客さまセンター

を設置し、料金徴収業務、開閉栓処理業務、滞納整理

業務、メーター検針業務を包括委託し、利便性の高い

サービスを提供しています。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

②支払い方法の拡大 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

口座振替制度について、従来はお客さまが金融機関

へ出向いて登録していましたが、平成 27 年（2015

年）10 月から、お客さまセンターで登録できるようペ

イジー口座振替受付サービス制度を導入しました。 

費用対効果を重視し、利便性の

高い支払い方法を研究していま

す。 

 

③事業運営の透明性の確保 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

策定した計画や実施する事業については、厳しいコ

スト意識をもってチェック、改善に努め、宝塚市上下

水道事業審議会やパブリックコメント等による意見を

反映しています。 

計画に基づき実施しています。

 

2) 情報提供とコミュニケーション 

①コミュニケーションの充実 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

小学生への施設見学会や水道モニター会議を継続し

て実施しており、お客さまとのコミュニケーションや

情報提供に努めています。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 
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②水道週間等を利用した広報・広聴 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：持続 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

水道週間のイベントは継続的に実施し、広報として

活用しています。水道資料館については、具体的な検

討に至っていません。 

イベントについては、計画に基

づき実施しています。 

 

4 ＜環境に配慮する水道＞ 

4-1 省エネルギーの推進 

1) 庁内実行計画の推進 

①エネルギー削減計画 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：環境 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

管路の更新を進めるとともに、漏水修繕を適切かつ

迅速に行い、無駄になる水の発生を減らすよう努めて

います。また、お客さまが浄水場の施設見学に来場さ

れた際には、節水や水資源・環境の保全等をよびかけ、

その大切さをともに考える機会として取り組んでいま

す。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

2) クリーンエネルギーの導入 

①太陽光発電、小水力発電の検討 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：環境 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

平成 22 年（2010 年）の小浜浄水場施設更新に伴

い、太陽光採光装置及び太陽光パネルを設置しました。

さらに、太陽光発電について上下水道局新庁舎、川下

川ダムと惣川浄水場での設置を検討しています。導水

管や送水管を利用した小水力発電については、他市の

事例などを研究しています。 

計画に基づき事業を実施するた

め、検討・研究を進めている段階

です。 

 

②雨水の利用 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：環境 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

雨水貯留槽の設置について研究しています。 引き続き、下水道事業と一体と

なって、水の有効利用に取り組む

必要があります。 
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4-2 環境への負荷軽減 

1) 水道工事のコスト縮減 

①水道工事の効率化 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：環境 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

より耐用年数の高い管材の使用し、管路のライフサ

イクルコストの縮減を図っています。工事については、

外部委託の実績はありません。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

2) 副産物の有効利活用 

①建設副産物の有効利用 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：環境 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

建設工事現場で発生する工事残土の再利用に努めて

います。 

計画に基づき事業を実施してい

ます。 

 

5 ＜国際協力に貢献する水道＞ 

5-1 国際貢献 

1) 技術の移転 

①研修者との意見交換 
(ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：国際 ⇒ 

 水道ビジョン：持続)

・取組状況 ・評価 

平成 20 年度（2008 年度）から平成 22 年度（2010

年度）の間に４回、ＪＩＣＡからの要請を受けて、ジ

ャマイカからの研修生を受け入れ、惣川浄水場の視察

及び運転体験を取り入れた研修を実施しました。 

取組み方法の検討が必要です

が、関係機関からの要請に応じて

取り組んでいく必要があります。
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第3章 宝塚市水道事業の現状と課題 

3-1 水需要の見通し 

3-1-1 給水人口の動向 

我が国の人口は、これまで増加を続けてきましたが、平成 16 年度（2004 年度）をピー

クに減少傾向に転じています。 

本市においても今後、給水人口が減少する見通しであり、平成 26 年度（2014 年度）に

227,702 人であった本市の給水人口は、平成 30 年度（2018 年度）に 230,335 人に達

するものの、その後は減少し、平成 37 年度（2025 年度）では 227,826 人になると想定

しています。 

 

 

 

図 3.1 給水人口の動向 

 

年度
平成18年度
(2006年度)

平成19年度
(2007年度)

平成20年度
(2008年度)

平成21年度
(2009年度)

平成22年度
(2010年度)

平成23年度
(2011年度)

平成24年度
(2012年度)

平成25年度
(2013年度)

平成26年度
(2014年度)

平成27年度
(2015年度)

給水人口（人） 220,911 222,429 223,694 225,101 225,869 227,633 228,394 228,175 227,702 229,183

給水普及率（％） 99.91 99.91 99.92 99.92 99.86 99.86 99.96 99.98 99.98 100.00

年度
平成28年度
(2016年度)

平成29年度
(2017年度)

平成30年度
(2018年度)

平成31年度
(2019年度)

平成32年度
(2020年度)

平成33年度
(2021年度)

平成34年度
(2022年度)

平成35年度
(2023年度)

平成36年度
(2024年度)

平成37年度
(2025年度)

給水人口（人） 229,667 229,851 230,335 230,278 230,127 229,969 229,709 229,360 228,594 227,826

給水普及率（％） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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3-1-2 水需要の動向 

我が国における水道事業の水需要は、給水人口の減少、節水意識の高まりや各種節水機器

の普及などによる節水型社会の浸透により、減少傾向にあります。 

本市においても、一日平均配水量は平成 18 年度（2006 年度）に 69,525m3/日であっ

たものが、平成 26 年度（2014 年度）現在、66,729m3/日となっています。今後は、一

時的に新名神高速道路のサービスエリアの開発水量等により需要が増加するものの、平成 30

年度（2018 年度）に 67,820m3/日に達した後に徐々に減少し、平成 37 年度（2025 年

度）では 67,000m3/日になると予測しています。 

 

 

 

図 3.2 水需要の見通し 

 

 

 

年度
平成18年度
(2006年度)

平成19年度
(2007年度)

平成20年度
(2008年度)

平成21年度
(2009年度)

平成22年度
(2010年度)

平成23年度
(2011年度)

平成24年度
(2012年度)

平成25年度
(2013年度)

平成26年度
(2014年度)

平成27年度
(2015年度)

一日平均配水量（m3/日） 69,525 68,882 68,713 69,189 69,632 68,671 67,970 67,114 66,729 67,110

年度
平成28年度
(2016年度)

平成29年度
(2017年度)

平成30年度
(2018年度)

平成31年度
(2019年度)

平成32年度
(2020年度)

平成33年度
(2021年度)

平成34年度
(2022年度)

平成35年度
(2023年度)

平成36年度
(2024年度)

平成37年度
(2025年度)

一日平均配水量（m3/日） 67,210 67,730 67,820 67,760 67,620 67,540 67,370 67,250 67,120 67,000



第３章 宝塚市水道事業の現状と課題  

- 21 - 

3-2 更新需要の把握                      

本市の水道事業は人口の増加などに対応するため、これまで、浄水場、配水池などの多く

の施設や水道管の整備を進めてきました。 

今後は、これらの施設等が順次、耐用年数を迎え老朽化していきます。 

将来にわたり水道水を安定的に供給するためには、老朽化した施設等の計画的かつ効率的

な更新を進めていく必要があり、新たに「アセットマネジメント（資産管理）の手法」を取

り入れ、中長期的な視点に立った施設整備や更新需要を試算しました。 

現状で所有している資産（浄水場、配水池等の施設・設備、管路）の更新費用を、固定資

産台帳を基に算出した結果、すべての資産を 1 回更新するためには約 725 億円（浄水場：

155 億円、配水池：58 億円、ポンプ所：18 億円、管路：343 億円、その他：151 億円）

の費用が必要であることがわかりました。 

 

図 3.3 整備事業費（現在価値化）の推移 
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3-3 事業の分析・評価 

水道事業全体の分析・評価は、「水道事業ガイドライン」（平成 17 年（2005 年）1 月 公

益社団法人日本水道協会）を活用して行いました。 

「水道事業ガイドライン」では、『安心』『安定』『持続』『環境』『管理』『国際』の視点の

指標が提供されており、6 分野 14 分類 137 の業務指標（PI）が示されています。 

これらの指標を、国の新水道ビジョンに基づき、『安全面』、『強靱面』、『持続面』に振り

分け、宝塚市水道事業の現状を分析・評価し課題を整理しました。分析・評価に当たっては

最新の公表資料である平成 25 年度（2013 年度）の水道統計を用いて、全国平均、県平均、

総務省による類似団体平均との比較も行いました。 

各指標の一覧、指標の説明は資料編に示します。 

なお、宝塚市水道事業の分類は、給水人口規模区分で、「A２」となっています。 

 

●給水人口規模別区分：15 万人以上 30 万人未満 

 

 

＜類似団体一覧（77 団体）＞  

北海道函館市、北海道釧路市、北海道苫小牧市、北海道帯広市、青森県弘前市、 

青森県青森市、岩手県盛岡市、岩手県岩手中部水道企業団、 

宮城県石巻地方広域水道企業団、山形県山形市、福島県福島市、茨城県水戸市、 

茨城県日立市、茨城県ひたちなか市、茨城県南水道企業団、茨城県つくば市、 

群馬県太田市、群馬県伊勢崎市、埼玉県草加市、埼玉県狭山市、埼玉県春日部市、 

埼玉県久喜市、埼玉県上尾市、埼玉県新座市、埼玉県熊谷市、 

埼玉県坂戸・鶴ヶ島水道企業団、千葉県野田市、千葉県流山市、千葉県八千代市、 

千葉県佐倉市、千葉県山武郡市広域水道企業団、神奈川県小田原市、神奈川県秦野市、 

新潟県長岡市、新潟県上越市、福井県福井市、山梨県甲府市、長野県長野市、 

長野県松本市、長野県、岐阜県大垣市、静岡県富士市、静岡県沼津市、静岡県磐田市、 

愛知県豊川市、愛知県安城市、愛知県西尾市、愛知県小牧市、三重県津市、 

三重県松阪市、三重県鈴鹿市、京都府宇治市、大阪府茨木市、大阪府寝屋川市、 

大阪府八尾市、大阪府和泉市、大阪府岸和田市、兵庫県明石市、兵庫県伊丹市、 

兵庫県宝塚市、兵庫県加古川市、兵庫県川西市、鳥取県鳥取市、鳥取県米子市、 

島根県松江市、広島県東広島市、広島県呉市、山口県下関市、山口県宇部市、 

山口県山口市、徳島県徳島市、愛媛県今治市、福岡県久留米市、 

福岡県春日那珂川水道企業団、佐賀県佐賀市、長崎県佐世保市、宮崎県都城市 
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3-3-1 安全面 

安全面においては、信頼のできる水質を需要者に供給するための水源に係る指標が主に挙

げられます。 

水量的には水源余裕率が他平均値よりも高く、自己保有水源率も高い状況です。また、水

源の事故もなく、浄水場の事故もありません。さらに、配水面においては、直結給水率が他

平均値よりも高い傾向にあるため、信頼できる水質をもって水道水を供給しているといえま

す。 

 

表 3.1 安全面の主たる項目の比較 

  
※番号 水道事業ガイドラインで定められている番号。分類については、資料編Ｐ20～

P24 参照。 

※優位性 「 」：高いほど良い 「 」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 

 

 

 

 

 

 

全国平均 県平均 類似平均

平成24年度
(2012年度)

平成25年度
(2013年度)

平成26年度
(2014年度)

1001 水源利用率 ％ 56.4 55.7 55.3 57.8 55.7 57.6

1002 水源余裕率 ％ 58.6 62.0 63.8 54.9 61.0 54.6

1003 原水有効利用率 ％ 96.7 97.1 96.6 89.0 92.1 90.9

1004 自己保有水源率 ％ 78.8 78.8 78.8 69.7 47.4 62.4

1115 直結給水率 ％ 11.3 11.4 11.1 5.3 14.4 2.9

2201 水源の水質事故数 件 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4101 地下水率 ％ 51.7 49.1 52.0 27.9 44.0 38.1

5101 浄水場事故割合
10年間の件数/

箇所 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

宝塚市

平成25年度
(2013年度)

—

—

番号 業　　務　　指　　標 単　　位 優 位 性

指　　　標　　　値
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3-3-2 強靭面 

強靭面においては、地震等の災害対策や事故時等の対応に係る指標が挙げられます。 

地震に対しては、浄水施設耐震率が他平均値より高いものの、ポンプ所耐震施設率、配水

池耐震施設率、管路の耐震化率ともに、他平均値より低い傾向にあり、地震対策に関して改

善の必要があります。 

管路の事故割合については、基幹管路の事故はないものの、一般管路の事故割合が他平均

値より高く、給水管の事故割合も高い結果となっています。これは、持続面における経年化

管路率の高さも影響していると考えられ、更新に伴う耐震化の推進が必要です。 

一方で消火栓設置密度は他平均値よりも高く、管路の耐震化が進むことで、災害時の火災

対応や応急給水への活用が推進されると考えられます。 

 

表 3.2 強靭面の主たる項目の比較 

 

※番号 水道事業ガイドラインで定められている番号。分類については、資料編Ｐ20～

P24 参照。 

※優位性 「 」：高いほど良い 「 」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 

 

 

 

全国平均 県平均 類似平均

平成24年度
(2012年度)

平成25年度
(2013年度)

平成26年度
(2014年度)

2004 配水池貯留能力 日 1.0 1.0 1.2 0.9 0.9 0.9

2202 幹線管路の事故割合 件/100km 0.0 0.0 0.0 5.7 1.6 3.8

2204 事故時給水人口率 ％ 14.3 14.3 14.3 33.5 46.1 43.3

2205 給水拠点密度 箇所/100k㎡ 60.1 60.1 62.2 71.7 25.5 78.8

2207 浄水施設耐震率※ ％ 48.8 48.8 48.8 13.0 9.2 13.4

2208 ポンプ所耐震施設率 ％ 16.6 16.6 16.6 34.7 3.8 15.7

2209 配水池耐震施設率 ％ 20.0 26.8 37.4 43.8 49.2 37.7

2210 管路の耐震化率 ％ 5.5 5.9 6.9 12.5 14.2 12.2

2213 給水車保有度 台/1,000人 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

2215 車載用の給水タンク保有度 ㎥/1,000人 0.04 0.04 0.04 0.92 0.04 0.08

2216 自家用発電設備容量率 ％ 57.2 57.2 51.1 4.5 35.4 54.8

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 ％ 83.1 83.4 83.9 58.6 74.0 63.7

5103 管路の事故割合 件/100km 19.3 15.7 14.3 3.9 2.6 3.5

5106 給水管の事故割合 件/1,000件 7.7 7.0 5.9 4.5 6.1 4.0

5114 消火栓設置密度 基/km 5.9 5.9 5.9 3.2 5.2 3.1

※県営水道分は含みません。

優 位 性

指　　　標　　　値

平成25年度
(2013年度)

宝塚市
業　　務　　指　　標番号 単　　位
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3-3-3 持続面 

持続面においては、安定した水道サービスの提供に資するための事業運営の健全性・安定

性、水道を支える技術力の維持・向上に係る指標が挙げられます。 

ハード面においては、経年化管路率が他平均値に比較し高く、管路の更新率も低い状況で

あるとともに、鉛製給水管も残存している状況であり、持続的な水供給に対し継続性が損な

われる可能性があります。一方で、有収率は比較的高く、漏水率も低いため、当面の健全性

は担保されていることがうかがえます。施設利用率については、他平均値に比較し高い傾向

にありますが、年々低下しているため、施設更新時におけるダウンサイジングを考慮する必

要があります。 

ソフト面においては、技術職員率、実務経験年数が他平均値より低い傾向にあります。 

エネルギー効率面においては、配水量 1m3 当たりの指標値が他平均値より高く、効率面

で改善の余地があります。 

 

表 3.3 持続面の主たる項目の比較 

 
 

※番号 水道事業ガイドラインで定められている番号。分類については、資料編Ｐ20～

P24 参照。 

※優位性 「 」：高いほど良い 「 」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 

 

 

全国平均 県平均 類似平均

平成24年度
(2012年度)

平成25年度
(2013年度)

平成26年度
(2014年度)

2103 経年化管路率 ％ 18.8 21.0 23.2 10.4 12.4 12.2

2104 管路の更新率 ％ 0.2 0.2 0.6 0.8 0.6 0.8

3018 有収率 ％ 95.9 97.0 95.4 90.5 92.2 90.6

3019 施設利用率 ％ 65.2 64.3 63.5 59.5 58.2 62.2

3020 施設最大稼働率 ％ 72.9 71.4 70.0 67.9 65.8 69.4

3105 技術職員率 ％ 34.6 34.3 38.3 50.2 37.3 56.1

3106 水道業務経験年数度 年/人 14.0 13.0 14.0 18.0 16.0 16.0

4001 配水量１㎥当たり電力消費量 kWh/㎥ 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4

4002 配水量１㎥当たり消費エネルギー MJ/㎥ 3.0 3.6 3.6 1.5 1.8 1.6

5107 漏水率 ％ 0.0 0.0 0.0 4.6 3.8 4.4

平成25年度
(2013年度)

—

—

—

番号 業　　務　　指　　標 単　　位 優 位 性

指　　　標　　　値

宝塚市
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3-4 経営の分析・評価 

総務省が公表している経営指標を参考に比較を行いました。その結果、経常収支比率や料

金回収率の改善など、経営基盤の強化を図る必要があることが明らかとなりました。 

なお、総務省が公表している経営指標は平成 26 年度（2014 年度）までが公表されてい

ます。 

 

1) 経常収支比率（％） 

経常収支比率とは、損益項目のうち、特別損益項目を除いた経常的な収益力を評価した指

標であり、次式によって算定します。この値が大きいほど収益力が高く安全性が高いと評価

できます。  
 営業収益＋営業外収益 

営業費用＋営業外費用
×100（％）（↑）  

宝塚市水道事業に関する経常収支比率の過去 5 か年の推移は、下記のとおりであり、平成

23 年度（2011 年度）及び平成 26 年度（2014 年度）以外は、いずれの年度も 100％を

下回っており、経常的な収益がいわゆる「赤字」となっています。 

平成 26 年度（2014 年度）における類似団体の平均値は、114.4％であり、これと比較

しても本市の水道事業における収益力が低いと評価できます。 

なお、平成 26 年度（2014 年度）は地方公営企業法の会計制度の変更により、長期前受

金戻入を新たに営業外収益に計上するようになったため、収支比率が大幅に改善されていま

すが、旧制度で算定した平成 26 年度（2014 年度）の経常収支比率は 94.3％です。 

 

表 3.4 経常収支比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

98.5 100.4 97.0 96.5
105.4

（94.3） 
類似団体平均値 

108.6 107.5 108.4 108.9 114.4 

平成 26 年度（2014 年度）全国平均値 113.0 
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2) 累積欠損金比率（％） 

累積欠損金比率とは、事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、当年度未処理欠

損金（累積欠損金）の有無により把握しようとするもので、営業収益に対する当年度未処理

欠損金の割合をいい、次式によって算定します。この値が大きいほど財政状態が悪いと評価

できます。 

 

当年度未処理欠損金

 営業収益－受託工事収益 
×100（％）（↓） 

 

宝塚市水道事業では、過去 5 か年で累積欠損金が生じておらず、当該指標は該当しません。

参考までに平成 26 年度（2014 年度）における類似団体の平均値は、0.1％となっていま

す。 

 

表 3.5 累積欠損金比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 
類似団体平均値 

2.2 2.8 3.1 3.5 0.1 

平成 26 年度（2014 年度）全国平均値 0.8 

 

3) 流動比率（％） 

流動比率とは、資金の流動性を表す指標であり、次式によって算定します。この指標は、

一般的には資金ショートを起こす可能性を示す指標として用いられており、この値が高いほ

ど安全であると評価できます。 

 

 流動資産 

流動負債
×100（％）（↑） 

 

宝塚市水道事業に関する流動比率の過去 5 か年の推移は、下記のとおりです。この 2 年間

は減少の傾向にありますが、平成 26 年度（2014 年度）における類似団体の平均値と比較

しても、若干高い値となっています。 

 

表 3.6 流動比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

754.0 660.6 810.8 555.1 452.3 

類似団体平均値 

545.5 602.7 590.5 628.3 289.8 

平成 26 年度（2014 年度）全国平均値 264.2 
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4) 企業債残高対給水収益比率（％） 

企業債残高対給水収益比率とは、企業債残高を収益力の観点から測定し、財務状況の安全

性を表した指標であり、次式によって算定します。この指標は、比率が小さいほど収益力と

比較して負債が小さいため、安全性が高いと判断できます。 

 

 企業債残高 

給水収益
×100（％）（↓） 

 

宝塚市水道事業に関する企業債残高対給水収益比率の過去 5 か年の推移は、下記のとおり

です。平成 26 年度（2014 年度）における類似団体の平均値と比較すると、やや低い水準

にあります。 

 

表 3.7 企業債残高対給水収益比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

270.3 267.9 266.0 284.7 294.6 
類似団体平均値 

313.5 310.8 299.2 297.1 302.0 

平成 26 年度（2014 年度）全国平均値 283.7 

 

5) 料金回収率（％） 

料金回収率とは、給水原価の料金による回収率を表す指標であり、次式によって算定しま

す。この指標は、本業での収益性を示す代表的な指標として用いられており、この値が高い

ほど経営が良好といえます。 

 

 供給単価 

給水原価
×100（％）（↑） 

 

宝塚市水道事業に関する料金回収率の過去 5 か年の推移は、下記のとおりです。いずれの

年度も 100％を下回っており、原価が料金で回収できていない状況にあります。 

 

表 3.8 料金回収率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

89.4 87.8 86.7 86.2 95.9 
類似団体平均値 

100.1 99.0 99.9 99.9 107.1 

平成 26 年度（2014 年度）全国平均値 104.6 
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6) 給水原価（円／ｍ3） 

給水原価とは、有収水量１ｍ3当たりの原価を表す指標であり、次式によって算定します。

この指標は、一般的には数値が低いほど良いと評価できます。 

 

 経常費用�受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費 

年間総有収水量
（円/ｍ3）（↓） 

 

宝塚市水道事業に関する給水原価の過去 5 か年の推移は、下記のとおりです。宝塚市の 5

年間の平均値は、類似団体の 5 年間の平均値に比べ約 8.5 円/ｍ3 ほど高くなっています。 

 

表 3.9 給水原価（円/ｍ3） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

171.1 174.2 175.4 175.7 157.8 

類似団体平均値 

163.1 164.0 164.3 165.3 155.1 

平成 26 年度（2014 年度）全国平均値 164.2 

 

7) 有形固定資産減価償却率（％） 

有形固定資産減価償却率とは、固定資産の状況を表す指標であり、次式によって算定しま

す。この指標は、一般的には固定資産の老朽化の度合いを示す指標として用いられており、

この値が高いほど老朽化が進んでいると評価できます。 

 

有形固定資産減価償却累計額

 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 
×100（％）（↓） 

 

宝塚市水道事業に関する有形固定資産減価償却率の過去 5 か年の推移は、下記のとおりで

す。 

平成 26 年度（2014 年度）における類似団体の平均値と比較しても老朽化が進んでおり、

特にこの 5 年間は数値が増加傾向にあるため、更新投資が進んでいないなどの要因が考えら

れます。 

 

表 3.10 有形固定資産減価償却率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

49.3 51.1 53.0 54.0 54.5 
類似団体平均値 

40.4 41.5 42.4 43.2 46.4 

平成 26 年度（2014 年度）全国平均値 46.3 
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8) 固定資産の貸借対照表額（帳簿価額）に対する建設改良費の割合 

建設改良費が他団体と比較して多いか少ないかの判断については、建設投資額が保有して

いる固定資産の量や劣化の状況などの影響を受けるため、次式のとおり、貸借対照表に計上

された価額（いわゆる帳簿価額）で除した割合で判断を行うこととしました。 

 

建設改良費

固定資産
 ×100（％）（↑） 

 

宝塚市の平成 22 年度（2010 年度）から平成 26 年度（2014 年度）までの推移と全国

の加重平均値及び兵庫県下の加重平均値との比較を行いました。 

 

表 3.11 固定資産の貸借対照表額に対する建設改良費の割合（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度 

(2011 年度) 

平成 24 年度 

(2012 年度) 

平成 25 年度 

(2013 年度) 

平成 26 年度 

(2014 年度) 

4.0 1.3 1.2 4.1 2.4

平成 25 年度（2013 年度）全国加重平均 3.4 

平成 25 年度（2013 年度）兵庫県下団体加重平均 3.6 

 

宝塚市の 5 年間の平均値は、平成 25 年度（2013 年度）の全国加重平均値及び兵庫県下

加重平均値を下回っており、比較的低い水準と考えられます。 

 

 



第 3 章 宝塚市水道事業の現状と課題  

-31- 

3-5 事業、経営の分析・評価における主な課題 

 

＜安全面＞ 

分析・評価 

・水量的には水源余裕率が他都市よりも高く、自己保有水源率も高い状況ですが、引き

続き、川下川ダムにおける藻類等の発生に伴うカビ臭対策強化が必要です。 

・配水面においては、直結給水率が他都市よりも高い傾向にあるため、信頼できる水質

をもって水道水を供給しているといえます。 

主な課題 

・浄水処理の強化を図っていく必要があります。 

（施策体系：P36 『浄水処理の強化』） 

・小規模貯水槽水道の適正な管理を推進していく必要があります。 

（施策体系：P36 『貯水槽水道の指導』） 

 

＜強靭面＞ 

分析・評価 

・浄水施設耐震率が他都市より高いものの、ポンプ所耐震施設率、配水池耐震施設率、

管路の耐震化率ともに、他都市より低い傾向にあります。 

主な課題 

・浄水場の耐震率は比較的高い状況ですが、今後の更新費用の増大を考慮し、統廃合を

推進する必要があります。 

（施策体系：P36 『不足水源の確保と浄水場の統廃合』） 

・配水池、ポンプ所、管路の耐震化を進めていく必要があります。 

 （施策体系：P36 『基幹施設の耐震化』、『管路網の耐震化』） 

・配水池の耐震化に当たっては、緊急遮断弁の設置を進めるなど応急給水拠点の拡充、

整備を図る必要があります。 

 （施策体系：P36 『応急給水拠点の拡充・整備』） 

 

 ※（ ）書きは課題に対応する対象の施策を示しています。 
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＜持続面＞ 

分析・評価 

・経年化管路率が他都市より高く、管路の更新率も低い状況であり、持続的な水供給に

対し継続性が損なわれる可能性があります。 

・鉛製給水管が残存している状況です。 

・有収率は他都市より高く、漏水率も低いため、当面の健全性は担保されているといえ

ます。 

・施設利用率については、他都市より高い傾向にありますが、年々低下しているため、

施設更新時におけるダウンサイジングを考慮する必要があります。 

・技術職員率、実務経験年数が他都市より低い傾向にあります。 

主な課題 

・施設、設備、管路の経年化に伴う事故などに備え、水源間のバックアップ体制を強化

する必要があります。 

（施策体系：P37 『水源間バックアップ体制の強化』） 

・経年管路の更新を進めていく必要があります。 

（施策体系：P37 『配水管の更新・整備』） 

・鉛製給水管の早期取替を図る必要があります。 

（施策体系：P37 『鉛製給水管の早期取替』） 

 

＜経営面＞ 

分析・評価 

・経常収支比率は他都市より低く、収益力が低い状況です。 

・企業債残高対給水収益比率は他都市より低い状況です。 

・料金回収率は他都市より低く、100％を下回っており、原価が料金で回収できていな

い状況にあります。 

主な課題 

・経常収支比率や料金回収率の改善など、財政基盤の強化を図る必要があります。 

 （施策体系：P37『長期的な経営計画の策定』） 

 

※（ ）書きは課題に対応する対象の施策を示しています。 
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第4章 将来像・基本理念・目標の設定 

4-1 将来像 

今後の水道事業は人口減少や節水機器の普及などにより、水需要が減少に転じることが予

想されています。 

一方で、水道はお客様にとって最も重要なライフラインのひとつであり、水道事業を取り

巻く環境が一層厳しくなる中においても、いつでもどこでも、安全で良質な水道水を安定的

に供給することをめざします。 

 

 

4-2 基本理念 

本ビジョンでは、将来像、公共性と経済性の両立、さらには投資と財源の均衡を前提とし、

水道事業を未来につなげていくという観点をもって、 

 

『  安全で安心な水道を未来へつなぐ  』 

 

を基本理念とし、安全で安心な水道をこれからもお客さまにお届けし続けることに努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小林配水池（千種１丁目）】 
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4-3 目標の設定 

4-3-1 安全面 

現状で大きな課題はありませんが、今後も信頼できる水質をもって水道水を供給するた

め、以下の指標について目標値を設定します。特に、惣川浄水場の原水である川下川ダムに

おける藻類等の発生に伴うカビ臭に対しては、今後も最適な整備を実施し、水質の管理を行

います。 

表 4.1 成果を示す指標または成果の状況「安全面」 

 

※番号 水道事業ガイドラインで定められている番号。分類については、資料編Ｐ20～

P24 参照。 

※優位性 「 」：高いほど良い 「 」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 
 

4-3-2 強靭面 

強靭面における課題は主に、「耐震化率の改善」です。そのため、以下の指標について改善

の目標値を設定します。 

なお、業務指標（PI）には指標はありませんが、管路の耐震化率に加え、「管路の耐震適合

率」、「基幹管路の耐震化率」、「基幹管路の耐震適合率」についても目標値を定めます。 
 

表 4.2 成果を示す指標または成果の状況「強靭面」 

 

※番号 水道事業ガイドラインで定められている番号。分類については、資料編Ｐ20～

P24 参照。 

※優位性 「 」：高いほど良い 「 」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 

2201 水源の水質事故数 件 0 0 －

5101 浄水場事故割合
10年間

の件数／箇所 0 0 －

備考番号 業　　務　　指　　標 単　　位 優 位 性
平成26年度
(2014年度)

平成37年度
(2025年度)

2207 浄水施設耐震率※1 ％ 48.8 100.0 －

2208 ポンプ所耐震施設率 ％ 16.6 34.5 －

2209 配水池耐震施設率 ％ 37.4 61.0 －

2210 管路の耐震化率 ％ 6.9 18.8 －

－ 管路の耐震適合率 ％ 16.5 28.4 －

－ 基幹管路の耐震化率 ％ 10.5 38.0
第5次総合計画目標

平成32年度
（2020年度）23.0％

－ 基幹管路の耐震適合率 ％ 18.7 46.2 －

※1…県営水道・阪神水道企業団分は含みません。

備考
平成26年度
(2014年度)

平成37年度
(2025年度)

番号 業　　務　　指　　標 単　　位 優 位 性
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4-3-3 持続面 

持続面における課題は主に、「経年化率の改善」です。そのため、管路の更新率を向上させ

ることを目標にし、以下の指標について改善の目標値を設定します。また、引き続き、漏水

箇所の早期発見等の施策を実施し、有収率の向上に取り組みます。 
 

表 4.3 成果を示す指標または成果の状況「持続面」 

 

※番号 水道事業ガイドラインで定められている番号。分類については、資料編Ｐ20～

P24 参照。 

※優位性 「 」：高いほど良い 「 」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 

 

4-3-4 経営面 

経営面における課題は主に、「料金回収率の改善」です。ただし、留保資金による事業の運

営も考慮すると、早期に改善が必要となるわけではなく、中長期的に改善していく必要があ

ると考えられます。経営面においては、理想的な経営を視野に、以下の指標について改善の

目標値を設定します。 
 

表 4.4 成果を示す指標または成果の状況「経営面」 

 

※番号 水道事業ガイドラインで定められている番号。分類については、資料編Ｐ20～

P24 参照。 

※優位性 「 」：高いほど良い 「 」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 

 

 

1117 鉛製給水管率(分水栓～止水栓) ％ 8.9 0.0 －

2104 管路の更新率 ％ 0.56 1.25 －

3018 有収率 ％ 95.4 96.0 －

平成26年度
(2014年度)

備考番号 業　　務　　指　　標 単　　位 優 位 性
平成37年度
(2025年度)

3002 経常収支比率 ％ 105.4 105.4以上 －

－ 料金回収率 ％ 95.9 100.0以上 －

番号 業　　務　　指　　標 単　　位
平成26年度
(2014年度)

平成37年度
(2025年度)

備考優 位 性
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第5章 基本施策と具体的対策 

5-1 宝塚市水道ビジョン 2025 の体系 

 宝塚市水道マスタープランでは国の旧水道ビジョンの考えに基づき、『安心』『安定』『持続』

『環境』『管理』『国際』の視点で施策体系を構成していました。一方、平成 25 年（2013 年）

3 月に策定された国の「新水道ビジョン」では水道の理想像として『安全』、『強靱』、『持続』

が掲げられ、この理想像を実現するための具体的施策が示されています。 

「宝塚市水道ビジョン 2025」の策定に当たっては、国の「新水道ビジョン」の理想像であ

る「安全」、「強靱」、「持続」に『経営』を加えた観点から施策体系の再整理を行いました。 

また、新たにアセットマネジメントの実践を加えました。 

宝塚市水道ビジョン 2025 の体系図を以下に示します。 

なお、3 章での事業・経営の分析・評価の結果に基づき、計画期間中に、特に重点的に取

り組む事業を      で示しています。 

 

 

図 5.1 宝塚市水道ビジョン 2025 の施策体系（1/2） 
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図 5.2 宝塚市水道ビジョン 2025 の施策体系（2/2） 
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Ⅰ 安全＜安心して飲める水道＞ 

Ⅰ-1 きめ細かな水質管理 

1) 水道水質の向上 

①浄水処理の強化 

川下川ダムを水源としている惣川浄水場で、頻繁にカビ臭が発

生したこともあり、浄水場の改良に取り組んでいます。 

 

惣川浄水場について粉末活性炭の接触池及び注入施設を設置

し、浄水処理の強化に取り組みます。長期的には、浄水施設全面

更新時に高度浄水処理の導入を検討します。 

 

②残留塩素対策 

水道法では給水栓における残留塩素濃度は、0.1mg/L 以上確保しなければならないと定

められています。厚生労働省が設立した「おいしい水研究会」の掲げる「おいしい水の要件」

は、残留塩素濃度 0.4mg/L 以下とされています。 

 

引き続き、浄水場出口から配水池、管末に至るまでの残留塩素管理を行い、必要に応じて

塩素設備を設置するなど、きめ細やかな残留塩素のコントロールを行います。 

 

2) 貯水槽水道の管理 

①貯水槽水道の指導 

ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給

された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上な

どにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給

水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的

に貯水槽といいます。 

この貯水槽の管理が適切に行われていない場合、当然水

質の悪化など衛生面における問題が生じる恐れがありま

す。 

 

 

 

引き続き、法律や条例に基づき、貯水槽水道の設置や管理について、設置者や管理責任者

に適切な指導・助言を行い、安全で衛生的な飲料水の確保に取り組みます。 

 

【貯水槽のしくみと管理責任範囲】

【川下川ダム】 
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②直結給水の対象拡大 

直結給水とは、配水管から直接もし

くは増圧設備を介して給水する方式

です。貯水槽水道のように受水槽を設

けないため、水槽の清掃や水質検査が

不要です。 

 

将来的には 5 階建までの直結給水

の拡大を目指し、配水区域や本管口径

の見直しに合わせた水量や水圧の増

加の検討を行い、直結直圧給水及び直

結増圧給水の拡大に努めます。 

 

3) 水質管理の強化 

①水質検査の充実 

水源特性、地域特性を踏まえ、検査地点、検査項目、検査回数等を記載した水質検査計画

を策定し、水質検査結果も公表しています。また、平成 24 年（2012 年）10 月には「宝

塚市水安全計画」を策定し、水源から蛇口までの危害（リスク）を想定し、危害を監視する

方法や、危害が発生したときの対応方法を定めています。 

 

引き続き、水質検査の充実に取り組みます。 

 

②水質検査の精度管理等 

外部精度管理に参加し、検査精度の向上を図っています。また、水質検査結果の妥当性を

確認しています。 

 

引き続き、検査精度の向上に努めます。また、水質試験所内部で「内部精度管理」を実施

し、検査精度、技術の維持向上を図り、水質検査の信頼性向上に取り組みます。 

 

③関係機関・関係団体との連携協力 

水源河川流域の水道事業者や関係団体等と連携・協力を図り、水質異常に即応できるよう

取り組んでいます。 

 

引き続き、水質異常に即応できるよう連携・協力の強化を図ります。 

 

 

【直結方式と貯水槽方式】 

直結 
直圧 

直結 
増圧 
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Ⅱ 強靭＜危機管理に対応できる水道＞ 

Ⅱ-1 いつでもどこでも安定給水 

1) 基幹施設の更新と耐震化 

①不足水源の確保と浄水場の統廃合 

武庫川右岸について、将来の安定水源の確保も考慮し、区域の約 4 分の 3 を阪神水道企業

団からの受水に切替えるための阪神水道受水事業に取り組んでいます。これに伴い、小林・

亀井の両浄水場を廃止する予定です。 

 

阪神水道受水事業を着実に進めます。長期的には、人口減少などに伴い、更なる施設の統

廃合も検討していきます。 

      

【小林浄水場】            【亀井浄水場】 

 

②水道施設の耐震調査 

水道施設についての耐震調査を平成 20 年度（2008 年度）から実施しています。 

 

引き続き、配水池及びポンプ所の耐震 2 次診断を進めます。 

 

③基幹施設の耐震化 

配水池・ポンプ所の耐震化事業を実施しています。 

  

配水池及びポンプ所について、より積極的に耐震化を進めます。 

 

④管路網の耐震化 

管路網の耐震化については、導水管、送水管、口径φ150 ㎜以上の配水管を基幹管路とし

て、また、避難所や病院への管路は重要管路として、優先的に整備を進めています。
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引き続き、基幹管路及び重要管路の整備を優先的に進めます。また、管路の機能性、応急

給水施設へのルート等を考慮した重要度等を考慮して取り組むなど、より積極的に管路の耐

震化を進めます。 

 

⑤配水池の統廃合 

 配水池については経年劣化が進行しつつあるとともに、用地に制約があるため、更新・耐

震化事業が実施できない可能性のあるものもあります。このような配水池については、新規

の用地を確保して整備を行う必要があります。用地の確保や更新・耐震化費用には相応の費

用が必要となるため、効率的な投資を考慮すると配水池の統廃合についても検討が必要です。 

 

経年化が進行している配水池については、用地の確保も視野に入れた統合や更新について

取組みを進めます。 

 

Ⅱ-2 災害・事故への備え 

1) 施設の震災対策 

①応急給水拠点の拡充・整備 

「宝塚市地域防災計画」に示した応急

給水供給目標に対応するため、応急給

水拠点の整備を行っています。 

 

引き続き、市防災関連部局と連携し

ながら配水池に緊急遮断弁の設置を進

めるなど、応急給水拠点の拡充・整備

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

【応急給水供給目標量】 

【応急給水用の給水車】 
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②相互融通連絡管の整備 

より安定した給水体制をつくるため、隣接自治体との間に水道水の相互融通連絡管を整備

しています。 
 

引き続き、近隣都市とも連携しながら、追加整備の必要性等について検討します。 
 

表 5.1 相互融通連絡管の整備状況 

番号 接続市町 接続場所 融通水量 接続口径 

1 
宝塚市 

伊丹市 

宝塚市安倉中 5 丁目 

伊丹市荒牧 
1,000m3/日 φ100mm 

2 
宝塚市 

伊丹市 

宝塚市安倉西 4 丁目 

伊丹市西野 6 丁目 
1,000m3/日 φ150 mm 

3 
宝塚市 

川西市 

宝塚市口谷東 1 丁目 

川西市加茂 3 丁目 
1,000m3/日 φ150 mm 

4 
宝塚市 

川西市 

宝塚市花屋敷松ガ丘 

川西市松が丘 
300m3/日 φ150 mm 

5 
宝塚市 

西宮市 

宝塚市桜ガ丘 

西宮市生瀬東町 30 
250m3/日 φ100 mm 

 

③耐震貯水槽の設置 

災害時における円滑な応急給水を図るため、災

害時の給水拠点として緊急避難場所など 8 箇所に

耐震貯水槽の設置を行っています。 

 

市消防本部と連携しながら、追加整備について

検討し、応急給水体制の迅速化、効率化を図ってい

きます。 

 

 

④地震・災害時の応急給水用資機材の整備 

大規模地震による被害を最小限に抑えるためには、応急給水施設の整備・拡充を図るとと

もに、復旧期間の短縮と復旧期間中の応急給水を充実するため、応急給水用資機材の確保が

必要です。 

 

引き続き、応急給水用資機材の整備拡充や、関係資機材の適正な管理に取り組みます。 

 

 

 

【耐震貯水槽イメージ図】 
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2) 災害時に機能する体制 

①危機管理行動計画の充実 

風水害、震災等の災害及び水質事故、テロ、停電、渇水等の事故等に円滑かつ迅速に対応

するためには、宝塚市地域防災計画及び宝塚市災害対策本部設置要綱に定めるもののほか、

災害及び事故等に係る情報収集、応急給水、応急復旧工事等、危機発生時の危機管理行動に

関して上下水道局の基本的な対応を定めておくことが重要です。 

 

円滑かつ迅速な対応に向け、必要に応じて「宝塚市水道危機管理行動計画」に係るマニュ

アル等の見直しを行います。 

 

②災害に対する教育・訓練の実施 

危機管理行動計画を職員に周知徹底し、災害対策への意識を高めるとともに、上下水道局

単独や、他部局、連携する他都市との合同での訓練を実施し、災害時の円滑な対応を目指し

ています。 

 

これまでの取組みに加えて、局単独での訓練の充実に取り組みます。 

 

③相互連携・応援体制の強化 

地震等の災害時や渇水時には、近隣都市との円滑な連携も不可欠です。本市では、公益社

団法人日本水道協会関西地方支部内の相互応援、兵庫県水道災害相互応援、阪神北地域（４

市１町）での相互応援について、それぞれ協定を締結しています。 

 

現状の相互応援協定を維持するとともに、局独自での民間企業との応援協定締結に取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【阪神淡路大震災での様子（宝塚市震災ドキュメントより）】 

左：倒壊する建物、右：応急給水の様子 
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Ⅲ 持続＜お客さまから信頼され続ける水道＞ 

Ⅲ-1 いつでもどこでも安定供給 

1) 水源の確保と保全 

①水源間バックアップ体制の強化 

本市の水道水源は、自己水源としての深井戸、浅井戸、河川表流水（ダム水等）と県営水

道からの受水です。水道水源の安定的な確保のため、県営水道の受水の増量を図るとともに、

武庫川右岸地域について阪神水道企業団からの受水に取り組んでいます。 

水道水の安定的な供給のためには、水源に関する障害、事故などに対して適切な対応が必

要です。 

 

阪神水道受水事業を着実に実施するとともに、各水源の万一の事態に備え、水源間バック

アップ体制強化の計画立案及び施設整備を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水源間バックアップイメージ図】 

②水源流域の環境保全 

平成 25 年（2013 年）4 月から川下川ダムの機械警備（侵入センサー、監視カメラ設置）

を導入しました。また、平成 27 年度（2015 年度）から「水源水質保全事業」として、川

下川ダムの水質保全に寄与することを目的に、市北部地域世帯の合併浄化槽の適正な維持管

理を行うための市補助に対して一定の負担を行っています。 

 

引き続き、関係部局とも連携し、水源環境の保全に取り組みます。 
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2) 送水・配水管理システムの強化 

①送水・配水施設の再編成 

阪神水道企業団からの受水後は、武庫川右岸にある３つの配水池と２つのポンプ所が阪神

水道企業団の甲山調整池から自然流下で水を受けることになり、動力費の縮減につながりま

す。 

 

阪神水道企業団からの受水後の水需要動向の変化等にも考慮し、長期的な課題として、水

源間バックアップ体制強化計画も踏まえ、より効率的な送配水について検討します。 

 

②マッピングシステムの拡張と活用 

本市では、水道施設の迅速かつ的確な維持管理のためにマッピングシステムを導入し、コ

ンピュータ上で水道施設や管路の情報を活用しています。 

  

管の布設年度や継ぎ手に関する情報などに不明点があるため、精度を向上するとともに、

管網解析システムの業務での活用について取組みを進めます。 

 

3) 配水管・給水管の更新 

①配水管の更新・整備 

布設後年数が経過した配水管は、腐食、老朽化から漏水や管破損事故等が起き易くなりま

す。このため、配水管の更新事業を積極的に進める必要があります。 

なお、平成 25 年度（2013 年度）から管路更新を耐震管で実施しているため、更新が耐

震化と同義となっています。 

 

管路の機能性、重要度等を考慮して取り組むなど、より積極的に管路の更新を進めます。 

 

②鉛製給水管の早期取替 

本市においては、平成 15 年（2003 年）4 月に「鉛製給水管対策基本方針」を策定し、

鉛製給水管の解消に向けて計画的に取り組んでいます。 

 

引き続き、配水管更新と併せての取替工事を増やすなどの取組みにより、鉛製給水管の早

期の解消に取り組みます。また、対象宅地への個別周知を図ります。 
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③漏水防止対策の強化 

漏水を減らし高い有収率を維持するため、計画的かつ効率的に漏水調査を行っています。 

 

引き続き、漏水調査を計画的かつ効果的に行い、漏水個所の早期発見に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【漏水調査イメージ図】 

 

④指定給水装置工事事業者の育成と指導 

給水装置工事の申請の際には、「宝塚市給水装置工事施行指針」（平成 27 年（2015 年）

4 月改定）に基づき設計審査を行い、指定給水装置工事事業者に対し、適切な指導を行って

います。 

 また、施工技術の向上のために、阪神間 7 市１町共同でおおむね３年に一度、研修会を実

施しています。 

  

引き続き、阪神間７市１町共同での研修会を継続するとともに、指定給水装置工事事業者

及び主任技術者に必要な情報の提供及び技術力の向上の働きかけを行い、給水装置工事の適

正な施行の確保に取り組みます。 

 

Ⅲ-2 中長期的な水道事業運営 

1) アセットマネジメント 

①アセットマネジメントの実践・レベルアップ 

水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）は、持続可能な水道事業を実現する

ために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果

的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動と定義されています。 

本市では「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（平成

21 年（2009 年）7 月 厚生労働省）に基づき、固定資産台帳ベースで財政シミュレーショ

ンを行う「タイプ 2C」をベースとして、一部の資産については状態監視保全を考慮し、浄

水中漏水音

管振動音

漏水音

リークゾーンテスター

消火栓

管路選別調査（リークゾーンテスト） 
 路面音聴調査 
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水場の統廃合を考慮した財政計画までの整理を完了しています。 

 

施設の再構築や規模の適正化を考慮したアセットマネジメント（タイプ 4D）を平成 32

年度（2020 年度）を目標に実施します。 

 

Ⅲ-3 職員の資質向上 

1) 人材の育成と活用 

①人材育成基本方針の改定 

今後ますます高度化、多様化するお客さまニーズに的確に応えるためには、組織力のさら

なる向上が必要であり、組織における重要な行政資源である「職員＝人材」の確保、育成、

活用のシステムを見直し、総合的な人材育成システムを構築していく必要があります。 

このため、本市では「宝塚市人材育成基本方針」を策定し、人材育成システムの構築や組

織風土・職場環境の変革に取り組んでいます。 

 

宝塚市人材育成基本方針に従い、職員の意識改革や意欲の向上を図ります。 

 

②水道技術管理者の養成 

水道技術管理者は、水道事業における技術面の責任者であり、原水水質の変動や一時的な

給水量の増加等に応じて、施設の運転条件を設定する技術的な判断が求められることから、

相応の技術力が必要なのはもちろんですが、組織上適切な権限を持つ職階にあることが必要

です。 

 

引き続き、有資格者の養成及び確保に努めるとともに、技術管理者の補佐に関する規定を

明確にするなど、体制の強化を図ります。 

 

2) 技術の継承 

①技術継承研修制度の導入 

水道事業は、その事業の特殊性から事業の継続性が求められます。また、いかなる状況に

おいても適切に対応できるような危機管理能力と技能を必要とします。このためにも、技能

の向上を図り、同時に先人から継承され引き継がれてきた技術などを適正に次世代へも伝え

られるように、「技術の継承」ができる組織・人材育成を行う必要があります。 

 

引き続き、派遣研修や OJT を活用し、技術継承に取り組みます。 
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Ⅲ-4 お客さま・利用者サービスの向上 

1) 利便性の向上 

①各種届出・手続きサービスの向上 

平成 25 年（2013 年）10 月にお客さまセンターを設置し、料金徴収業務、開閉栓処理

業務、滞納整理業務、メーター検針業務を包括委託し、利便性の高いサービスを提供してい

ます。また、平成 27 年（2015 年）10 月からお客さまセンターにおいて、ワンストップ

で口座振替登録が可能なペイジー口座振替受付サービス制度を導入しています。 

 

引き続き、お客さまの要望、声等を聞きながら、わかり易く利便性の高いサービスの提供

に取り組みます。 

 

2) 市民参画 

①コミュニケーションの充実 

小学生や上下水道モニター会議の施設見学会及び出前講座を実施しており、お客さまとの

コミュニケーションや情報提供に努めています。 

 

引き続き、上下水道モニター会議での広報活動や、お客さまの視点やアイデアを活かすよ

うな事業展開に努めるとともに、ホームページ、広報紙等の活用、出前講座の実施など、よ

り積極的にお客さまへ有効な情報が提供できるよう取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②水道週間等を利用した広報・広聴 

お客さまの視点に立った事業運営を行うため、水道週間

のイベントは継続的に実施し、広報として活用しています。 

 

より積極的に、広報活動を実施し、水道事業の「見える

化」を進めることにより、お客さまに理解を深めて頂き、

水の大切さを認識して頂けるよう取組みを進めます。 

【小学生の施設見学会の様子】 【上下水道モニター会議の様子】 【出前講座の様子】 

【水道週間の様子】 
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Ⅲ-5 省エネルギーの推進 

1) 庁内実行計画の推進 

①エネルギーの削減 

管路の更新を進めるとともに、漏水修繕を適切かつ迅速に行い、無駄になる水の発生を減

らすよう努めています。 

 

引き続き、漏水対策や節水 PR により水の無駄を無くすとともに、送水施設などの更新の

際には、エネルギー効率の良い機器の導入を図るなど、お客さまとともにエネルギーの削減

に取り組みます。 

 

2) クリーンエネルギーの導入 

①太陽光発電、小水力発電の検討 

平成 22 年（2010 年）の小浜浄水場更新に伴い、太陽

光採光装置及び太陽光パネルを設置するなど、省エネルギ

ーに努めてきました。再生可能エネルギーの導入推進が求

められています。 

 

太陽光発電について、惣川浄水場での事業を進めるほか、

上下水道局新庁舎、川下川ダムについても検討を進めます。

小水力発電については、市関係部局とも連携しながら、引

き続き研究に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②雨水の利用 

 浸水対策と水の有効利用を図り、水循環型社会への取組みとして、お客さまに対して雨水

の一時的な流出を抑え、貯留し、有効に利用する方法として雨水貯留施設の設置を促進して

【小浜浄水場太陽光採光装置】 

【惣川浄水場】 【川下川ダム】 
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います。 
 

お客さまへの呼びかけをより積極的に行い、雨水貯留槽の設置など、雨水の有効利用を進

めます。 

 

Ⅲ-6 環境への負荷低減 

1) 水道工事のコスト縮減 

①水道工事の効率化 

厳しい財政状況下にあっても、引き続き社会資本整備を着実に進めていくことが求められ

ている中で、更なる事業の効率化と効果的な運営ならびにコスト縮減は極めて重要な課題と

なっています。 

 

引き続き、お客さまの理解や協力を得ながら、工程・安全・品質管理をより厳密に行い、

より効率的な工事の実施に取り組みます。 

 

2) 副産物の有効利活用 

①建設副産物の有効利用 

建設工事現場で発生する工事残土の再利用に努めています。 

 

引き続き、市関係部局や県土木事務所とも連携し、工事間での相互融通などで再利用の拡

大を図るとともに、浄水処理での新技術などの採用により建設副産物の発生抑制に取り組み

ます。 

 

Ⅲ-7 国際貢献 

1) 技術の移転 

① 研修者との意見交換 

平成 20 年度（2008 年度）から平成 22 年度（2010 年度）の間に 4 回、JICA からの

要請を受けて、ジャマイカからの研修生を受け入れ、惣川浄水場の視察及び運転体験を取り

入れた研修を実施しました。 

 

引き続き、JICA などの関係機関からの要請があれば、状況に応じて対応に取り組みます。 
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Ⅳ 経営＜健全な経営に支えられた水道＞ 

Ⅳ-1 健全経営の推進 

1) 財政基盤の強化 

①長期的な経営計画の策定 

水道事業の経営は、水需要の減少により料金収入が減少していく一方で、施設の耐震化、

老朽施設の更新などに多額の投資が必要な状況であり、将来にわたって安定的に事業を継続

していくため、中長期的に健全経営を行っていく必要があります。そのため、本ビジョンに

併せ、「宝塚市水道事業経営戦略」を策定します。 

 

宝塚市水道事業経営戦略に基づき、経営の安定化に取り組みます。 

 

 

Ⅳ-2 効率的な健全経営 

1) 事務・事業の効率化・簡素化 

①調達方法の検討 

合理的発注制度として、工事に係る入札業務は電子入札を実施しています。 
 

引き続き、委託、コンサル業務等についても電子入札の導入に取り組みます。 

 

②民間・法人の委託業務の見直し 

社会情勢の著しい変化や地方公営企業における厳しい経営環境の下、改めて地方公営企業

の経営基盤の強化や効率化に向けての取組みが要請されており、事務事業の再編・整理、廃

止・統合及び民間委託化を検討することが求められています。 

 

浄水場運転管理業務の委託など、委託可能

な事業の委託化を推進するとともに、包括的

民間委託の推進など先進事例等の情報収集

を図りながら、研究・検討を進めます。研究・

検討に際しては、経費削減の効果だけではな

く、民間事業者の業務評価手法、職員の技術

レベルの維持にも着目し、適正な水道事業の

運営に努めます。「多様な PPP/PFI 手法導入

を優先的に検討するための指針」（平成 27

年（2015 年）12 月 15 日 民間資金等活

用事業推進会議決定）を踏まえながら研究・

検討を進めていきます。 

【民間委託のイメージ】 
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③組織の見直し・適正な人員配置 

定員適正化計画に基づき、これまでの職員定数管理の実績や今後の行政需要の動向を勘案

しながら、事務事業執行の効率化等を踏まえ、職員定数の適正化を図ってきました。 

 

現状の組織や業務を見直し、簡素で機能的な組織の編成に努めるとともに、技術継承を促

進し、適正な人員配置を行います。さらに、一層の給与の適正化を図るなど総人件費の抑制

に取り組みます。 

 

④施設、財産の有効活用 

阪神水道からの受水に伴い、小林・亀井の両浄水場の浄水処理を廃止する予定です。 

 

小林浄水場、亀井浄水場や用途廃止する深谷貯水池のほか、すでに浄水処理を廃止してい

る生瀬浄水場の土地の一部などの資産の有効活用に取り組みます。 

 

2) 広域化の検討 

①近隣都市との連携・共同化 

近隣都市の水道においても、水需要の伸び悩みの中で老朽化施設の更新をはじめ、水質面

など高度化・多様化するニーズへの対応、職員の高齢化に伴う技術の継承問題など、様々な

課題が顕在化しつつあり、これらの課題解決の一方策として、近隣都市との連携・共同化の

強化、管理の一体化やシステムの共同化、広域化の可能性について検討され始めています。

引き続き阪神北地域水道協議会に参画し、近隣都市との連携を図り、広域化等の動きなどに

ついて研究しています。 

 

引き続き、組織を固定化して捉えず、国・県・近隣都市等の動向に十分に留意しながら、

従来の事業統合による広域化にとらわれず、広域化のイメージを発展的に広げ、近隣の事業

体間での連携等についても、より積極的に取り組みます。 
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【 重点取組項目のまとめ 】 

本ビジョンにおける重点取組項目の課題と具体的対策を以下に再整理します。 

 

表 5.2 重点取組項目のまとめ 

重点取組項目 課題 具体的対策 記載頁 

安
全 

浄水処理の強化 
惣川浄水場における

カビ臭の発生防止 

惣川浄水場について粉末活性

炭の接触池及び注入施設を設

置し、浄水処理の強化に取り

組む 

P38 

貯水槽水道の指導 
貯水槽の管理に起因

する水質の悪化防止

引き続き、設置者や管理責任

者に適切な指導・助言を行う 
P38 

強
靭 

不足水源の確保と

浄水場の統廃合 

武庫川右岸における

将来の安定水源の確

保 

阪神水道受水事業を着実に推

進 
P40 

基幹施設の耐震化 
地震等の災害時にお

ける安定給水確保 

耐震２次診断を進め、より積

極的に耐震化を推進 
P40 

管路網の耐震化 
地震等の災害時にお

ける安定給水確保 

引き続き、基幹管路及び重要

管路の整備を優先的に推進 
P40 

応急給水拠点の拡

充・整備 

地震等の災害時にお

ける給水確保 

配水池に緊急遮断弁の設置を

進めるなど、応急給水拠点の

拡充・整備の推進 

P41 

持
続 

水源間バックアッ

プ体制の強化 

水源に関する障害、

事故などへの対応 

水源間バックアップ体制強化

の計画立案及び施設整備の実

施 

P44 

配水管の更新・整備 
老朽化による漏水や

管破損事故の防止 

管路の機能性、重要度等を考

慮し、より積極的に管路の更

新を推進 

P45 

鉛製給水管の早期

取替 
鉛製給水管の解消 

引き続き、配水管更新と併せ

ての取替工事を増やすなどの

取組みを実施 

P45 

経
営 

長期的な経営計画

の策定 

中長期的な健全経営

の実現 

宝塚市水道事業経営戦略に基

づいた安定経営の推進 
P51 
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第6章 推進体制 

このビジョンによる施策や事業を着実

に推進するため、毎年、施策や事業の点

検・評価を行い、進行状況を把握すると

ともに、状況に応じて施策等を見直すこ

とにより、 本ビジョンの実現性を向上さ

せていきます。 

さらに、それらに基づき、平成 32 年

度（2020 年度）を目途に本ビジョンそ

のものの見直しを行います。 
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（１）用語の説明 

【あ行】 

・浅井
あ さ い

戸
ど

 

不圧地下水を取水する井戸をいう。一般的に深度は 10～30m 以内の比較的浅い地下水を汲み

上げることから、浅井戸と呼ばれている。 

 

・アセットマネジメント（資産
し さ ん

管理
か ん り

）  

水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）は、水道ビジョンに掲げた持続可能

な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわ

たって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動と定義されてい

る。 

厚生労働省が策定した「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手

引き」においては、アセットマネジメントの実施レベルによって「簡略型（1A 及び 2B）」、

「標準型（3C）」、「詳細型（4D）」を定義している。 

 

・維持
い じ

管理
か ん り

 

水道施設（施設・設備や管路）の所定の機能を発揮させるために、点検、修繕などの日常

的に必要な業務。 

 

・1
いち

日
にち

平 均 給
へいきんきゅう

水 量
すいりょう

 

1 日に使用される平均的な水道水量をいう。 

 

・雨水貯留槽
うすいちょりゅうそう

 

浸水対策と水の有効利用を図るため、一時的に雨水を貯留しておく水槽。 

 

・応 急
おうきゅう

給 水
きゅうすい

拠点
きょてん

 

地震等の災害で断水が起きた場合に、応急給水を行う拠点。 
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・ O J T
おーじぇーてぃー

（On
オ ン

 the
ザ

 Job
ジ ョ ブ

 Training
ト レ ー ニ ン グ

） 

職場で実務をさせることで行うトレーニングのこと。 

 

【か行】 

・外部
が い ぶ

精度
せ い ど

管理
か ん り

 

外部精度管理は、自施設の測定値が他施設の測定値と十分な同一性を有しているかどうか

の評価するものである。外部精度管理としては、厚生労働省による統一資料調査などがある。 

 

・カビ臭
か び し ゅ う

 

水道水の臭気の一つ。カビ臭の原因物質としては、水源水質の悪化により異常増殖した放

線菌や藍藻類が代謝産物として放出する臭気物質のジェオスミンや 2-メチルイソボルネオ

ール（2-MIB）が明らかにされている。 

 

・簡易
か ん い

水道
すいどう

事業
じぎょう

 

水道事業のうち、給水人口が 5,000 人以下の事業をいう。 

 

・簡易
か ん い

専用
せんよう

水道
すいどう

 

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が 10m3 を超える施設をいう。 

 

・管網
かんもう

解析
かいせき

システム 

圧力管網に対して水理的な解析を行うシステムであり、管路に流れる水道水の水量や水圧

などを解析することができる。 

 

・管
かん

路
ろ

の更新率
こうしんりつ

 

1 年間に更新された管路延長の割合を示す。 

 

・管
かん

路
ろ

の耐震化率
たいしんかりつ

 

管路のうち、耐震性のある材質と継手（管の接続部）により構成された管路延長の割合を

示す。 



-3- 

・管
かん

路
ろ

の耐震
たいしん

適合率
てきごうりつ

 

管路のうち、耐震性のある材質と継手（管の接続部）により構成された管路延長に、耐震

性のある継手（管の接続部）ではないが、良い地盤に布設されており地震時に被害がないと

考えられる管路延長を加えた管路延長の割合を示す。 

 

・基幹管
き か ん か ん

路
ろ

の耐震化率
たいしんかりつ

 

導水管、送水管、配水管（口径φ150 ㎜以上）の管路のうち、耐震性のある材質と継手（管

の接続部）により構成された管路延長の割合を示す。 

 

・基幹
き か ん

管
かん

路
ろ

の耐震
たいしん

適合率
てきごうりつ

 

導水管、送水管、配水管（口径φ150 ㎜以上）の管路のうち、耐震性のある材質と継手（管

の接続部）により構成された管路延長に、耐震性のある継手（管の接続部）ではないが、良

い地盤に布設されており地震時に被害がないと考えられる管路延長を加えた管路延長の割合

を示す。 

 

・企業債
きぎょうさい

残高対
ざんだかたい

給 水
きゅうすい

収 益
しゅうえき

比率
ひ り つ

 

企業債残高を収益力の観点から測定し、財務状況の安全性を表した指標であり、比率が小

さいほど収益力と比較して負債が小さいため、安全性が高いと判断できる。 

 

・技術
ぎじゅつ

職 員 率
しょくいんりつ

 

全職員に対し、技術職員が占める割合。技術職員とは、水道施設の物理的維持管理、施設

計画及び建設に携わる職員をいう。 

 

・給 水
きゅうすい

人口
じんこう

 

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者

や観光客は給水人口には含まれない。水道法で規定する給水人口は、事業計画において定め

る給水人口〔計画給水人口〕をいう。 

 

・給 水
きゅうすい

普及率
ふきゅうりつ

 

計画給水区域における人口のうち現状の給水人口との比率をいう。 
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・業務
ぎょうむ

指標
しひょう

 

経営の効率化、事業経営の透明性の確保を目的として、日本の水道事業のサービス水準を

向上するために、全国の水道事業関係団体で構成する（公社）日本水道協会が平成 17 年

（2005 年）1 月に制定した規格であり、水道事業全体を網羅した 6 つの分野（安心、安定、

持続、環境、管理、国際）における 137 項目の指標を業務指標という。 

 

・緊 急
きんきゅう

遮断
しゃだん

弁
べん

 

地震や管路の破裂などの異常を検知するとロックやクラッチが解除され、自動的に自重や

重錘または油圧や圧縮空気を利用して緊急閉止できる機能を持ったバルブ。 

 

・クリプトスポリジウム 
 

腸管に感染して下痢を起こす病原微生物である。クリプトスポリジウムのオーシストは球

形で直径約 5μm と小さく、４個のスポロゾイトを内包している。クリプトスポリジウムの

オーシストは塩素に耐性があり、水道水の消毒程度の塩素濃度ではほとんど不活化されない。

平成８年（1996 年）６月に埼玉県越生町で町営水道水が原因となった大規模な集団感染を

引き起こしたことから、その対策の重要性が認識され、厚生省（現厚生労働省）は「水道に

おけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を全国に通知し、濁度 0.1 度以下での濾過水管

理などの対策を取ることを求めている。同様の病原性微生物にジアルジアがある。 

 

・計画
けいかく

給 水
きゅうすい

人口
じんこう

 

水道法では、水道事業経営の認可に係る事業計画において定める給水人口をいう。水道施

設の規模を決定する要因の一つであり、計画給水区域内の常住人口を基に計画年次における

人口を推定し、これに給水普及率を乗じて定める。 

 

・計画
けいかく

1
いち

日
にち

最 大 給
さいだいきゅう

水 量
すいりょう

 

1 日に使用される最大量の水道水量を計画したもので、施設の規模等を決定する際の基準

値となる。 

 

・経 常
けいじょう

収支
しゅうし

比率
ひ り つ

 

損益項目のうち、特別損益項目を除いた営業収益及び営業外収益（これらを経常収益とい

う）の収益性を評価した指標のこと。 
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・経年化管
けいねんかかん

路率
ろ り つ

 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す。この値が大きいほど古い管路が多いことを

示すが、使用の可否を表すものではない。 

 

・公営
こうえい

企業債
きぎょうさい

 

水道施設の建設等に必要な資金を調達するために借入する地方債の一種。 

 

・国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

金
きん

 

国が定めた基準に従う施設の建設に係る経費に対し、一定割合で国から支給される費用の

こと。 

 

【さ行】 

・残 留
ざんりゅう

塩素
え ん そ

 

水に注入した塩素が、消毒効果を持つ有効塩素として消失せずに残留している塩素のこと

をいう。また、水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素の濃度を残留塩

素濃度という。衛生上の措置として給水の残留塩素を遊離残留塩素として 0.1mg/ℓ(結合残

留塩素の場合は 0.4mg/ℓ)以上保持するよう規定している。水質管理目標設定項目としての

目標値は 1mg／ℓ 程度以下である。 

 

・自己
じ こ

保有
ほ ゆ う

水源率
すいげんりつ

 

全水源水量に対する自己所有の水源水量の割合を示す。 

 

・施設
し せ つ

利用率
り よ う り つ

 

施設能力がどれだけ有効に使用されたかを示す指標で、水道施設の経済性を総括的に判断

する指標の一つ。 

 

・取水
しゅすい

施設
し せ つ

 

表流水、伏流水、地下水などを確実に取水するための施設をいう。取水施設には、河川、湖沼

などでは取水堰、取水門、取水塔、取水枠、取水管渠があり、地下水では浅井戸、深井戸、集水

埋渠がある。 
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・小規模
し ょ う き ぼ

貯水槽
ちょすいそう

水道
すいどう

 

簡易専用水道と同等のもので、受水槽の有効容量が、10m3 以下の施設をいう。 

 

・浄 水
じょうすい

施設
し せ つ

耐震率
たいしんりつ

 

浄水施設のうち、高度な耐震化がなされている施設能力の割合を示す。 

 

・新水道
しんすいどう

ビジョン 

水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、これまでの「水道ビジョン」（平成16

年（2004年）策定、平成20年（2008年）改訂）を全面的に見直し、50年後、100年後

の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、取組みの目指すべき方向性やその実現

方策、関係者の役割分担を提示したもので、厚生労働省が平成 25年 （2013年）3 月に策

定。 

 

・上下
じょうげ

水道
すいどう

モニター会議
か い ぎ

 

上下水道を使用している市民からモニター会議やアンケート調査などで意見や要望などを

ヒアリングし、今後の上下水道事業運営の参考にしていく制度。 

 

・浄 水
じょうすい

施設
し せ つ

 

水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設をいう。一般的に、凝集、沈澱、濾

過、消毒などの処理を行う。浄水処理の方式は水源の種類によって異なるが、塩素消毒のみの方

式、緩速濾過方式、急速濾過方式、高度浄水処理を含む方式、その他の処理の方式、のうち、適

切なものを選定し処理する。  

 

・JICA
じ ゃ い か

 

発展途上国への技術協力、資金協力を主な業務とする外務省所轄の独立行政法人「国際協

力機構」の略称。政府開発援助（ODA）の実施機関の一つであり、開発途上地域等の経済及

び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的としている。 

 

・水源
すいげん

余裕率
よ ゆ う り つ

 

一日最大配水量に対して確保している水源水量が、どの程度の余裕があるかを示す。 
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・水質
すいしつ

基準
きじゅん

 

水道水が備える要件として、水道法第 4 条に基づいて厚生労働省令に定められており、

平成 27 年（2015 年）4 月現在、51 項目に水質基準値がそれぞれ定められている。最新

の科学的知見を踏まえて逐次改正が行われている。 

 

・水質
すいしつ

検査
け ん さ

計画
けいかく

 

水道水質検査の適正化と透明化を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画に

したがって水質検査を実施する。 

 

・水道
すいどう

技術
ぎじゅつ

管理者
か ん り し ゃ

 

水道法において水道事業（上水道・簡易水道・専用水道）の設置者が必ず設置しなければ

ならないと定められている技術面での責任者。 水道における一定以上の知識及び実務経験を

必要とする。 

 

・水道
すいどう

週 間
しゅうかん

 

水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るための週

間。昭和 34 年（1959 年）に厚生省（当時）により制定。 毎年 6 月 1 日〜6 月 7 日。 水

道を中心に「水」、特に飲料水、家庭用水に対する認識を高めることを目的としている。 

 

・水道
すいどう

事業
じぎょう

 

水道事業とは給水人口 100 人以上の事業をいう。また給水人口が 5,000 人以下にあって

は簡易水道事業といい、5,000 人を超えると上水道事業という。 

 

・水道
すいどう

事業
じぎょう

ガイドライン 

平成 17 年（2005 年）1 月に日本水道協会規格として制定され、水道事業のサービス内

容を共通の算定式によって数値化された業務指標で表す。 

この指標は、全国共通の定量化された数値で、各水道事業体の事業経営の分析や改善に役

立てることができる。 

「業務指標」は全部で 137 項目あり、水道サービスの目標となる 6 つの柱（安心、安定、

持続、環境、管理、国際）の下に分類されている。 
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・水道
すいどう

ビジョン 

新水道ビジョンにおいて水道事業者等や都道府県の役割分担を改めて明確にし、水道事業者等

の取組みを推進するため、作成を推奨されているもの。 

施設の再構築等を考慮した「アセットマネジメント」の実施並びに「水安全計画」及び「耐震

化計画」の策定を必須事項とし、これらを戦略的アプローチとして、水道事業における体制強化

を図ることが求められる。 

 

・水道法
すいどうほう

 

水道法は、水道により正常で豊富、低廉な水の供給を図ることにより、公衆衛生の向上と

生活環境の改善に寄与することを目的に昭和 32 年（1957 年）に制定された法律。水道事

業のほか、水道用水供給事業、専用水道、簡易専用水道についても規定されている。 

 

・送水管
そうすいかん

 

浄水場で浄水した水道水を配水池へ送るための管をいう。 

 

・送水
そうすい

施設
し せ つ

 

浄水場で浄水した水道水を配水池へ送るための施設をいう。 

 

・接 触
せっしょく

池
ち

 

粉末活性炭を原水に注入し十分に混和させる池をいう。 

 

・専用
せんよう

水道
すいどう

 

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で

あって、以下のいずれかに該当するものをいう。 

 １ 100 人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 

 ２ その水道施設の１日最大配水量が政令（水道法施行令第１条）で定める基準を超えるも

の。 

 

・相互
そ う ご

融通
ゆうずう

連絡管
れんらくかん

 

地震等の災害時において、水道水の融通ができるよう設置された隣接自治体との間の連絡管を
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いう。 

 

【た行】 

・耐震管
たいしんかん

 

耐震管とは、導・送・配水管における耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水

道配水用ポリエチレン管（高密度）をいう。ダクタイル鋳鉄管の耐震型継手とは、GX 形、S

形、SⅡ形、NS 形、US 形、UF 形、KF 形、PⅡ形など離脱防止機構付き継手をいう。鋼管

は溶接継手に限る。水道配水用ポリエチレン管は熱融着継手に限る。また、管路内配管（PIP、

シールド内配管）は、耐震を考慮した場合は含む。 

 

・耐震
たいしん

適合率
てきごうりつ

 

耐震適合性のある管路の延長を総延長で除したもの。耐震管に加え、良い地盤に布設されたダ

クタイル鋳鉄管（K 形継手等）を耐震適合管として評価する。 

 

・ダウンサイジング 
 

必要能力に見合った規模に能力を縮小することをいう。 

 

・ 宝
たから

塚
づか

市
し

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

 

地域防災計画とは，災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、市民の生命、財産を災害か

ら守るための対策を実施することを目的とし、災害に係わる事務又は業務に関し、関係機関

及び他の地方公共団体の協力を得て、総合的かつ計画的な対策を定めた計画である。 

 

・貯水槽
ちょすいそう

水道
すいどう

 

貯水槽を用いた建物内の水道の総称。貯水槽水道は水槽の規模により簡易専用水道と小規

模貯水槽水道に分類される。 

 

・貯水池
ち ょ す い ち

（ダム湖
こ

） 

ダムによって川がせき止められてできた人工的にできた湖のこと。ダム湖ともいう。 

 

・直 結
ちょっけつ

給 水
きゅうすい

 

受水槽、貯水槽等を介さずに配水管から直接給水することをいう。ビルやマンションなど
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の建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上など

にある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水することも多い。この貯水槽の管理

が適切に行われていない場合、水質の悪化など衛生面における問題が生じる恐れがある。 

 

・直 結
ちょっけつ

給 水 率
きゅうすいりつ

 

主に集合住宅等において受水槽、貯水槽等を経由せずに直接給水される件数の割合を示す。 

 

・直 結
ちょっけつ

直 圧
ちょくあつ

給 水
きゅうすい

、直結増圧
ちょっけつぞうあつ

給 水
きゅうすい

 

直結直圧給水とは受水槽、貯水槽等を介さずに配水管から直接給水することをいう。直結

増圧給水とは配水管と給水管の間に増圧ポンプを直列に設置し、受水槽、貯水槽等を介さず

給水することをいう。 

 

・導水管
どうすいかん

 

取水施設から浄水場などの浄水施設へ送る管をいう。 

 

【な行】 

・内部
な い ぶ

精度
せ い ど

管理
か ん り

 

内部精度管理は、精度管理向上のために実施するものであり、一般的には操作ブランク、

二重測定、機器の感度確認、定量下限値の確認、検出下限値の算出などについて、定期的に

確認を行うものである。 

 

・ 鉛 製 給
なまりせいきゅう

水管
すいかん

 

鉛製の給水管で、安価で曲げやすく切断や接合が容易であることから、水道が普及し始め

た頃から近年まで給水管材料として全国的に使用されてきた。現在、早期の取替に着手して

いる。 

 

・ 鉛 製 給
なまりせいきゅう

水管
すいかん

率
りつ

 

給水管のうち、鉛製の給水管の占める割合を示す指標。 
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【は行】 

・配水管
はいすいかん

 

浄水場で浄水した水道水を適正な水圧、水質、水量をもってお客さまの家まで送る管をいう。 

 

・配水
はいすい

施設
し せ つ

 

浄水場で浄水した水道水を適正な水圧、水質、水量をもってお客さまの家まで送る施設をいう。

配水管、配水池、ポンプ所等がある。 

 

・配水
はいすい

池
ち

 

給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、水道水を一時的に貯える池をいう。配水

池容量は、一日最大配水量の 12 時間分が標準とされている。構造は、水深 3～6m、水密性、耐

久性を有するもので、一般的には防水工を施した鉄筋コンクリート造のものが用いられる。 

 

・配水
はいすい

池
ち

耐震
たいしん

施設率
し せ つ り つ

 

配水池のうち、高度な耐震化がなされている施設容量の割合を示す。 

 

・阪神
はんしん

水道
すいどう

企業団
きぎょうだん

 

阪神地域は、水道水源となる大きな河川がなく慢性的な水不足に悩まされてきた。そこで、

安定した給水を確保するため、昭和 11 年（1936 年）7 月に阪神水道企業団が設立され、

遠く琵琶湖・淀川水系を水源とする水道用水供給事業にとりかかり、昭和 17 年（1942 年）

給水を開始した。 

 

・ビニル管
かん

 

ビニル樹脂を主原料とした配管材料をいう。赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下

水道管など極めて広範囲に使用されている。一方で、古いビニル管は耐震性がなく、地震時

の弱点になりうる。 

 

・PDCA
ﾋﾟｰﾃﾞｨｰｼｰｴｰ

サイクル 

施策達成に向けた取組を継続的に改善・向上させるために、実行計画(Plan)、実行(Do)、

分析(Check)、改善・向上のための目標設定(Action)を循環させること。 
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・PFI
ﾋﾟｰｴﾌｱｲ

（Private
ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾍ ﾞ ｰ ﾄ

 Finance
ﾌ ｧ ｲ ﾅ ﾝ ｽ

 Initiative
ｲ ﾆ ｼ ｱ ﾃ ｨ ﾌ ﾞ

） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して

行う手法。 民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等

が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスの提供を目指すもの。 

 

・PPP
ﾋﾟｰﾋﾟｰﾋﾟｰ

（Public
ﾊ ﾟ ﾌ ﾞ ﾘ ｯ ｸ

 Private
ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾍ ﾞ ｰ ﾄ

 Partnership
ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ ｼ ｯ ﾌ ﾟ

） 

公共（市）と民間事業者が連携して公共サービスの提供を行うこと。 

 

・深
ふか

井戸
い ど

 

被圧地下水を取水する井戸をいう。深さは、30m 以上のものが多く、600m 以上に及ぶ

こともあり、深い地下水を汲み上げることから、深井戸と呼ばれている。 

 

・普通
ふ つ う

鋳 鉄 管
ちゅうてつかん

 

水道事業の初期に使われていた鋳鉄管で、経年化が進行しつつあり、耐震性もないため、

地震時の弱点になりうる。 

 

・フッ素
そ

 

フッ素及びその化合物として水質基準項目に指定されている。水中のフッ素は主として地質に

由来し、ほとんどの自然水中に含まれる。フッ素が多すぎると、斑状歯の原因となる。 

 

・粉末
ふんまつ

活性
かっせい

炭
たん

 

特別な処理により吸着力を強くした炭を粉末状にしたもので、有機物やカビ臭等の溶解性成分

の除去を目的に注入される。 

 

・ペイジー口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

受付
うけつけ

サービス 

市役所窓口に設置する専用端末に、金融機関のキャッシュカードを読み取らせたうえで、

銀行 ATM を利用するのと同様に、暗証番号を入力するだけで口座振替登録が完了するサー

ビス。 
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・包括的
ほうかつてき

民間
みんかん

委託
い た く

 

維持管理などで複数の業務を一体的（包括的）に発注し、また、複数年契約にて民間企業

に委託すること。これにより民間企業のノウハウを生かしつつ業務の効率化を図り、委託料

の低減化を図る。 

 

・法定
ほうてい

耐用
たいよう

年数
ねんすう

 

法定耐用年数とは、固定資産の取得原価から減価償却費を算出するための計算を通じて各

事業期間に費用配分する場合の当該年数を表す。 

 

・ポンプ所
しょ

耐震
たいしん

施設率
し せ つ り つ

 

ポンプ所のうち、高度な耐震化がなされている施設能力の割合を示す。 

 

【ま行】 

・マッピングシステム 
 

給水管・配水管のデータ及び地形データ、属性データの入力更新を行ない、使用者名、水

栓番号、住所、図面番号、地図頁等により、必要な場所の給水管や配水管、仕切弁、消火栓

などを画面に表示印刷するシステム。 

 

・水
みず

安全
あんぜん

計画
けいかく

 

食品製造分野で確立されている HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)

の考え方を導入し、水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行い、安全な水の

供給を確実にする水道システムを構築するもの。WHO（世界保健機関）において、計画の策

定が提唱されている。 

 なお、HACCP とは、食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（ハザード；Hazard）

を分析しそれを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須管理点）を連続的に管理して安全

を確保する管理手法である。 

 

【や行】 

・有
ゆう

収
しゅう

水 量
すいりょう

 

料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量。料金水量、他水道事業

への分水量、そのほか公園用水、公衆便所用水などで、料金としては徴収していないが、他

会計から維持管理費としての収入がある水量。 

ハ サ ッ プ 
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・有
ゆう

収 率
しゅうりつ

 

1 年間の給水量（配水量）に対する有収水量の割合を示す。給水される水量がどの程度収

益につながっているかを示す指標。 

 

【ら行】 

・ライフサイクルコスト 
 

水道施設の建設から撤去までの期間に発生する全ての費用。当初建設時のイニシャルコス

ト（初期費）と、動力費や修繕費や更新費などのランニングコスト（維持管理費）、で構成さ

れる。 

 

・料 金
りょうきん

回 収 率
かいしゅうりつ

 

給水原価の料金による回収率を表す指標であり、本業での収益性を示す代表的な指標とし

て用いられており、この値が高いほど経営が良好といえる。 

 

・類似
る い じ

団体
だんたい

 

市町村の態様を決定する要素のうちで最もその度合いが強く、しかも容易、かつ客観的に

把握できる「人口」と「産業構造」により設定された類型により、大都市、特別区、中核市、

特例市、都市、町村ごとに団体を分別したもの。 

 

・漏水率
ろうすいりつ

 

年間漏水量の年間総配水量に対する割合を示す指標。 
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（２）宝塚市水道事業の概要 

○水道事業の対象区域の概要 

現在の宝塚市水道事業は、第 7 期拡張事業認可計画にお

いて、北部地域の簡易水道事業と南部地域の上水道事業を統

合したことにより、豊かな自然環境を有する北部地域と市中

心部及び住宅地を有する南部地域からなる区域を対象とし

て水道事業を行っています。また、第 6 期拡張事業において、

本市の行政区域内に囲まれている、川西市満願寺地区を川西

市からの要請により本市の給水区域としています。 

本市の水道は、中央を武庫川が南北に流れ、西からは六甲

山系、東からは長尾山系と、非常に高低差の激しい地形にな

っており、基本的に自然流下方式という方法で、各家庭に水

を供給しています。 

 

○水道事業の歴史 

1）創設期 

本市における公営水道布設の動きは、宝塚温泉の発展とともに起こり、第 2 次世界大戦後、

小浜村と良元村ではそれぞれ独自に水道を創設することとなりました。 

昭和 25 年（1950 年）9 月に認可を受けた小浜村では、水源を有馬郡塩瀬村大字生瀬に

設け、日量 3,600m3 を取水し、20,000 人に給水する計画のもとに工事を開始し、昭和 27

年（1952 年）4 月に通水準備を整え、6 月に通水を開始しました。 

一方、昭和 26 年（1951 年）7 月に認可を受けた良元村では、武庫川を水源とする地元

水利組合の灌漑用水から日量 3,600ｍ3 の分水を受け、20,000 人に給水する計画のもとに

事業を開始することとなり、昭和 29 年（1954 年）3 月に通水しました。 

 

2）拡張期 

・第 1 期拡張事業 

市制施行当初の課題は、宝塚上水道㈱の買収と旧宝塚町、旧良元村水道の施設面での統合

でした。宝塚上水道㈱の買収交渉は昭和 29 年（1954 年）6 月より本格的に開始され、同

年 12 月に買収価格が決定し、翌昭和 30 年（1955 年）2 月には市議会の承認を受けまし

た。同年 3 月、計画給水人口を 50,000 人、目標年度を昭和 42 年度（1967 年度）とす

る第 1 期拡張事業を申請し、4 月には宝塚上水道㈱を市営上水道事業に統合しましたが、こ

の認可は翌年の昭和 31 年（1956 年）9 月に受けました。 

茶線囲み……市行政区域 
青線囲み……上水道区域 
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・第２期拡張事業 

昭和 30 年（1955 年）3 月には長尾村、西谷村の両村を編入し、市域を拡大したのに伴

い、目標年度を昭和 36 年度（1961 年度）、計画給水人口を 44,000 人とする第 2 期水道

拡張事業を申請しました。この申請は昭和 31 年（1956 年）6 月に提出され、同年 11 月

に認可を受けました。 

 

・第３期拡張事業 

第 2 期拡張事業では安定した水源の確保ができなかったため、昭和 33 年（1958 年）

になると全市で水量不足が目立ちはじめました。そこで昭和 34 年（1959 年）には第 3 期

拡張事業を計画し、同年 3 月に認可を受けました。 

第 3 期拡張事業計画は、目標年度を昭和 49 年度（1974 年度）とする長期計画であり、

計画給水人口を 66,000 人とし、水源は、伊孑志、小浜、御所の前（既設のものを買収）に

それぞれ浅井戸を設置するものでした。 

 

・第 4 期拡張事業 

本市では昭和 37 年（1962 年）頃から人口が急増し、第 3 期拡張事業の終了時には既

に給水能力が限界に達し、昭和 40 年代の水量不足は免れない状態となりました。 

これらの事情を背景に昭和 41 年度（1966 年度）から計画目標年度を昭和 50 年度

（1975 年度）とし、計画給水人口を 140,000 人、計画 1 日最大配水量を 56,000m3 と

する第 4 期拡張事業に着手することになりました。  

この事業の計画は、新たな水源として、武庫川表流水の取水と水道水源専用ダムとして深

谷貯水池の築造、深井戸水源の設置とこれらを取水源とする小林浄水場、亀井浄水場、川面

浄水場、高松浄水場を新設するなど、現在の水道施設（管路施設を除く）のほとんどはこの

時期に設置されています。また、この事業のもう一つの特色は、従来、水源から減菌後直送

方式で給水していたものを見直し、新たに送水管を布設し、各所に配水池を設け、これより

自然流下方式で配水する配水池別配水区域制を採用したことでした。 

昭和 44 年（1969 年）には武庫川表流水

の取水計画を日量 20,000m3 から 15,000

ｍ3 に変更し、小林浄水場新設工事が昭和 46

年（1971 年）4 月に、また武庫川表流水取

水設備が 5 月に完成し、翌 6 月より供用が開

始されました。深谷貯水池も有効貯水量を

1,040,000ｍ3 に変更して、昭和 45 年

（1970 年）7 月に着工し、昭和 47 年（1972 

年）4 月に竣工しました。 【完成した小林浄水場】 

（昭和 46 年（1971 年）） 
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・第 5 期拡張事業 

昭和 47 年度（1972 年度）からは第 5 期拡張事業に着手しました。この計画は、武庫

川支流川下川にダムを建設するなど、水源を新たに日量 28,150ｍ3 拡張し、計画 1 日最大

配水量 84,150m3 とする計画で、目標年度は昭和 50 年度（1975 年度）、計画給水人口は

165,000 人でした。昭和 51 年度（1976 年度）以降は兵庫県営猪名川広域水道の受水を

予定していたため、比較的短期間の拡張計画でした。 

しかしながら、市が期待していた県営水道は、用地買収やダム工事の遅れから受水が見込

めなくなり、そのため市は拡張事業計画を変更し、県営水道受水分を川下川ダムと新たな水

源を開発することで補うこととしました。計画 1 日最大配水量を 100,000ｍ3、目標年度も

昭和 54 年度（1979 年度）に変更しました。 

川下川ダム（有効貯水量 2,650,000m3）とこれを処理する惣川浄水場（日量 25,000m3）

は昭和 52 年（1977 年）3 月に完成し、同年 4 月より供用を開始しました。 

この川下川ダムと惣川浄水

場の新設により、給水は安定し

ましたが、資金を主に企業債に

頼ったことから、この返済が再

び経営を圧迫することになりま

した。そのため、昭和 51 年

（1976 年）、昭和 54 年（1979

年）、昭和 55 年（1980 年）と

立て続けに料金を改定し、経営

の健全化を図り、その結果、昭

和 57 年度（1982 年度）から

ようやく水道財政が健全化されました。 

 

・第 6 期拡張事業 

本市の水道は急激な人口増加に伴って度重なる拡張事業を実施してきましたが、昭和 50

年代に入って人口の伸びが鈍化したものの、今後の人口増加の推移からすれば、なお将来に

おいて相当の水不足は免れないことから、不足する水源を兵庫県水道用水供給事業からの受

水に依存することとし、計画目標年度を平成 2 年度（1990 年度）、計画給水人口を 250,000

人、計画 1 日最大配水量を 124,350ｍ3 とした第 6 期拡張事業を計画し、昭和 56 年度

（1981 年度）に事業に着手しました。その後、県営水道の受水開始時期の延期や事業期間の

延長など社会情勢の変化に応じた見直しを行い、最終的には計画目標年次を平成 17 年度

（2005 年度）、計画給水人口 233,900 人、計画 1 日最大配水量 112,100ｍ3 としました。

この認可変更に合わせて、事業計画に小浜浄水場管理棟建替事業や小浜配水池を緊急時給水

【建設中の惣川浄水場】（昭和 50 年（1975 年）） 
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拠点施設として整備することとしました。 

 

・現在（第７期拡張事業～武庫川右岸新水源開発事業） 

第 7 期拡張事業では、当初、計画目標年次を平成 27 年度（2015 年度）、計画給水人口

224,500 人、計画 1 日最大配水量 113,800m3 を目標として整備を進めてきました。 

拡張事業の主な内容は、小浜浄水場の整備事業と簡易水道事業の統合であり、小浜浄水場

の整備につきましては、昭和 36 年（1961 年）に供用開始しましたが、施設の老朽化が目

立つようになり、また、浄水処理をしている原水として浅井戸水のクリプトスポリジウム等

の原虫対策も必要になったことから、小浜浄水場を全面的に改修し、平成 22 年度（2010

年度）に屋内式の浄水場として完成しました。 

また、平成 13 年（2001 年）7 月の水道法改正により、簡易水道事業を上水道事業に統

合することが可能となったことから、北部地域の安定供給と未普及地域の解消を図るため、

平成 15 年（2003 年）4 月に両事業を統合し、両事業の配水区域を接続する連絡管の整備

を行ってきました。 

 

 

 

 小林浄水場、亀井浄水場についても、それぞれ、昭和 37 年（1962 年）、昭和 48 年（1973

年）に供用を開始し、施設の老朽化が進行しつつあります。そこで、両浄水場を建替するケ

ースと全量を阪神水道企業団から受水するケースについて費用対効果を検証した結果、後者

が有利と判断されました。そのため、平成 27 年（2015 年）3 月に第 7 期拡張事業の認可

変更を行い、武庫川右岸新水源開発事業（阪神水道受水事業）を平成 29 年度（2017 年度）

末の完了を目標に実施しています。また、本認可変更に伴い、計画給水人口 230,400 人、

計画 1 日最大配水量 77,500m3 に変更しました。

【完成した小浜浄水場】（平成 22 年（2010 年）） 
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表 水道事業拡張計画の経緯概要 

 

年  月 水  道  事  業  の  あ  ゆ  み 宝  塚  市  の  あ  ゆ  み

昭和29年(1954年)　4月 水道課設置、宝塚支所（旧宝塚町役場）で業務開始 宝塚市誕生（宝塚町と良元村が合併）

7月 宝塚市水道使用条例施行（給水開始）

昭和31年(1956年)　9月 第1期拡張事業認可

11月 第2期拡張事業認可

昭和34年(1959年)　3月 第3期拡張事業認可

昭和35年(1960年)　4月 第3期拡張事業第1次変更認可

昭和36年(1961年) 12月 第3期拡張事業第2次変更認可

第3期拡張事業第3次変更認可

年間総配水量、5,000千m3を超える

昭和39年(1964年)  4月 市制10周年

昭和41年(1966年)  2月 第4期拡張事業認可

給水人口、10万人を超える

年間総配水量、10,000千m3を超える

昭和44年(1969年)  3月 第4期拡張事業第1次変更認可

昭和46年(1971年)  3月 年間総配水量、15,000千m3を超える

11月 玉瀬浄水場　供用開始 第1次市総合計画を策定

昭和47年(1972年)  8月 第5期拡張事業認可

昭和48年(1973年)  3月 第5期拡張事業第1次変更認可

昭和49年(1974年)  4月 市制20周年

給水人口、15万人を超える

年間総配水量、20,000千m3を超える

昭和51年(1976年)  4月 第5期拡張事業第2次変更認可

昭和55年(1980年)  9月 第2次市総合計画を策定

昭和56年(1981年)  3月 第6期拡張事業認可

昭和57年(1982年) 6月 給水開始30年（30年史編さん）

昭和59年(1984年)  4月 市制30周年

11月 （公益社団法人）日本水道協会兵庫県支部長に就任(2年間) 市人口20万人を突破（全国で100番目）

昭和63年(1988年)  5月 給水人口、20万人を超える

6月 県水訴訟提訴（神戸地裁）　1日

平成 2年(1990年)  3月 年間総配水量、25,000千m3を超える

5月 兵庫県営水道からの受水開始

9月 第3次総合計画を策定

平成 5年(1993年) 12月 第6期拡張事業第1次変更認可

平成 6年(1994年)  4月 市制40周年

平成 7年(1995年)  1月 阪神・淡路大震災（17日、午前5時46分）

平成 8年(1996年)  3月 宝塚市行財政改革大綱を策定

10月 宝塚市行財政改革第１次推進計画を策定

平成 9年(1997年)  3月 宝塚市行財政改革第２次推進計画を策定

平成11年(1999年)  7月 第６期拡張事業第１次変更事業が完了

平成13年(2001年)  3月 第４次総合計画を策定

平成14年(2002年)  7月 給水開始50年（記念式典開催）

平成15年(2003年)  3月 第7期拡張事業認可

簡易水道事業を廃止

平成16年(2004年)  4月 市制50周年

平成17年(2005年)  3月 第7期拡張事業第1次変更認可

  4月 上下水道局発足

平成23年(2011年)  3月 東日本大震災（11日、午後2時46分） 第5次総合計画を策定

平成26年(2014年)  4月 市制60周年

平成27年(2015年)  3月
武庫川右岸新水源開発事業
（阪神水道受水事業）

昭和38年(1963年)  3月

昭和50年(1975年)  3月

昭和43年(1968年)  3月
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似
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年
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％
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.3

1
4
.4

2
.9

集
合
住

宅
等
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鉛
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鉛
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年
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年
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を
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。
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。
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さ
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が
な

さ
れ

て
い

る
施

設
容

量
の

割
合

を
示

す
。

2
2
1
0

管
路

の
耐

震
化

率
％

5
.2

5
.3

5
.5

5
.9

6
.9

1
2
.5

1
4
.2

1
2
.2

管
路
の

う
ち

、
耐

震
性

の
あ

る
材

質
と

継
手

（
管

の
接

続
部

）
に

よ
り

構
成

さ
れ

た
管

路
延

長
の

割
合

を
示

す
。

2
2
1
1

薬
品

備
蓄

日
数

日
3
6
.0

3
7
.5

3
8
.6

2
9
.3

2
9
.7

4
4
.2

4
0
.1

1
0
7
.2

浄
水
場

で
使

う
薬

品
が

、
1
日
平

均
使

用
量

に
対

し
て

何
日

分
貯

蔵
し

て
あ

る
か

を
示

す
。

薬
品

の
劣

化
が

な
い

範
囲

で
余

裕
を

持
つ

こ
と

が
良

い
。

2
2
1
2

燃
料

備
蓄

日
数

日
0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.8

0
.8

0
.1

浄
水
場

で
使

う
自

家
発

電
施

設
の

燃
料

に
対

す
る

貯
蔵

日
数

を
示

す
。

燃
料

の
劣

化
が

な
い

範
囲

で
余

裕
を

持
つ

こ
と

が
良

い
。

2
2
1
3

給
水

車
保

有
度

台
/
1
,
0
0
0
人

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1

人
口
1
,
0
0
0
人
当

た
り

の
給

水
車

保
有

台
数

を
示

す
。

2
2
1
5

車
載

用
の

給
水

タ
ン

ク
保

有
度

㎥
/
1
,
0
0
0
人

0
.0
4

0
.0
4

0
.0
4

0
.0
4

0
.0
4

0
.9
2

0
.0
4

0
.0
8

緊
急
時

に
使

用
す

る
人

口
1
,
0
0
0
人

当
た

り
の
、

給
水

タ
ン

ク
容

量
を

示
す

。

2
2
1
6

自
家

用
発

電
設

備
容

量
率

％
5
7
.2

5
7
.2

5
7
.2

5
7
.2

5
1
.1

4
.5

3
5
.4

5
4
.8

自
家
発

電
機

の
容

量
の

、
当

該
水

道
施

設
の

電
力

必
要

量
に

対
す

る
割

合
を

示
す

。
高

い
方

が
停

電
事

故
に

強
い

。

優
 
位

 
性

番
号

業
　

　
務

　
　

指
　

　
標

指
　

　
　

標
　

　
　

値

平
成

2
5
年

度
（

2
0
1
3
年

度
）

単
　

　
位

【
安

定
】

　
い

つ
で

も
ど

こ
で

も
安

定
的

に
生

活
用

水
を

確
保

―

指
　

標
　

の
　

解
　

説
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3
【

持
続

】
　

い
つ

ま
で

も
安

心
で

き
る

水
を

安
定

し
て

供
給

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
全

国
平

均
県

平
均

類
似

平
均

（
2
0
1
0
年

度
）

（
2
0
1
1
年

度
）

（
2
0
1
2
年

度
）

（
2
0
1
3
年

度
）

（
2
0
1
4
年

度
）

3
0
0
1

営
業
収
支
比
率

％
9
7
.8

9
7
.3

9
5
.3

9
5
.5

9
3
.8

1
1
2
.2

1
0
1
.8

1
1
2
.5

営
業
費
用
が
営
業

収
益
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
賄
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
。
値
が
1
0
0
未
満
の
場
合
、
営
業

損
失
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。

3
0
0
2

経
常
収
支
比
率

％
9
8
.5

1
0
0
.4

9
7
.0

9
6
.5

1
0
5
.4

1
0
8
.8

1
0
3
.0

1
0
8
.9

経
常
費
用
が
経
常

収
益
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
賄
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
。
値
が
1
0
0
未
満
の
場
合
、
経
常

損
失
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。

3
0
0
3

総
収
支
比
率

％
9
8
.2

1
0
0
.4

9
6
.8

9
4
.0

7
1
.8

1
0
8
.5

1
0
2
.6

1
0
8
.4

総
費
用
が
総
収
益

に
よ
っ
て
ど
の
程
度
賄
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
。
値
が
1
0
0
未
満
の
場
合
、
健
全
な
経

営
と
は
い
え
な
い

。

3
0
0
4

累
積
欠
損
金
比
率

％
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.8

3
.2

3
.6

営
業
活
動
の
結
果

生
じ
た
欠
損
金
が
、
当
該
年
度
で
処
理
で
き
ず
に
後
年
度
に
累
積

し
た
も
の
。
こ
の
値

は
0
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

3
0
0
5

繰
入
金
比
率
（
収
益
的
収
入
分
）

％
0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

1
.5

2
.0

1
.0

収
益
的
収
入
に
対

す
る
繰
入
金
の
割
合
を
示
す
。
事
業
の
健
全
性
、
効
率
性
を
示
す

指
標
の
一
つ
。

3
0
0
6

繰
入
金
比
率
（
資
本
的
収
入
分
）

％
1
.3

3
.9

3
.5

0
.3

0
.5

1
9
.8

2
0
.3

1
5
.8

資
本
的
収
入
に
対

す
る
繰
入
金
の
割
合
を
示
す
。
事
業
の
健
全
性
、
効
率
性
を
示
す

指
標
の
一
つ
。

3
0
0
7

職
員
一
人
当
た
り
給
水
収
益

千
円
/
人

3
5
,7
8
5
.7

3
6
,2
3
2
.6

3
5
,8
3
7
.4

3
7
,0
7
5
.3

3
9
,0
7
8
.4

6
3
,2
1
5
.0

6
0
,4
5
2
.0

6
4
,0
9
8

損
益
勘
定
職
員
1
人
あ
た
り
の
生
産
性
に
つ
い
て
、

給
水
収
益
を
基
準
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
指
標
。

3
0
0
8

給
水
収
益
に
対
す
る
職
員
給
与
費
の
割
合

％
2
7
.3

2
6
.6

2
6
.5

2
4
.9

2
3
.4

1
3
.5

1
5
.5

1
3
.8

事
業
の
効
率
性
を

分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
0
9

給
水
収
益
に
対
す
る
企
業
債
利
息
の
割
合

％
5
.5

6
.0

5
.9

5
.8

6
.0

6
.7

5
.6

6
.8

事
業
の
効
率
性
及

び
財
務
安
定
性
を
分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
1
0

給
水
収
益
に
対
す
る
減
価
償
却
費
の
割
合

％
3
4
.1

3
5
.8

3
6
.1

3
6
.0

3
7
.2

3
1
.1

3
2
.1

3
1
.4

事
業
の
効
率
性
を

分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
1
1

給
水
収
益
に
対
す
る
企
業
債
償
還
金
の
割
合

％
7
.6

8
.3

9
.2

9
.8

1
0
.8

2
0
.5

1
3
.8

2
0
.8

企
業
債
償
還
金
（

元
金
）
が
経
営
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ

。

3
0
1
2

給
水
収
益
に
対
す
る
企
業
債
残
高
の
割
合

％
2
7
0
.3

2
6
7
.9

2
6
6
.0

2
8
4
.7

2
9
4
.6

2
8
2
.5

2
1
4
.7

2
9
7
.1

企
業
債
残
高
の
規

模
と
経
営
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
。

3
0
1
3

料
金
回
収
率
（
給
水
に
か
か
る
費
用
の
う
ち

水
道
料
金
で
回
収
す
る
割
合
）

％
8
9
.4

8
7
.8

8
6
.7

8
3
.8

8
2
.4

7
4
.2

8
3
.2

9
9
.9

給
水
原
価
の
供
給

単
価
に
対
す
る
割
合
を
示
す
。
1
0
0
％
未
満
の
場
合
給
水
に
係
る
費
用
が
料
金
以
外
の

収
入
で
賄
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

3
0
1
4

供
給
単
価

円
/
㎥

1
5
2
.9

1
5
2
.9

1
5
2
.1

1
5
1
.4

1
5
1
.3

1
7
2
.5

1
6
6
.5

1
6
5
.0

有
収
水
量
（
年
間

の
料
金
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
水
量
）
1
㎥
当
た
り
の
、
販
売
価
格
を
示
す
。

3
0
1
5

給
水
原
価

円
/
㎥

1
7
1
.1

1
7
4
.2

1
7
5
.4

1
7
5
.7

1
5
7
.8

1
7
3
.9

1
8
1
.1

1
6
5
.3

有
収
水
量
（
年
間

の
料
金
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
水
量
）
1
㎥
当
た
り
の
、
生
産
原
価
を
示
す
。

3
0
1
6

1
箇
月
当
た

り
家
庭
用
料
金
（
1
0
㎥
）

円
1
,0
5
0

1
,0
5
0

1
,0
5
0

1
,0
5
0

1
,0
8
0

1
,4
8
9

1
,3
6
2

1
,1
8
4

標
準
的
な
家
庭
に

お
け
る
、
１
ヶ
月
の
水
使
用
量
（
1
0
㎥
）
に
対
す
る
消
費
税
込
み

の
料
金
を
示
す
。

3
0
1
7

１
箇
月
当
た
り
家
庭
用
料
金
(
2
0
㎥
)

円
2
,3
1
0

2
,3
1
0

2
,3
1
0

2
,3
1
0

2
,3
7
6

3
,0
9
8

2
,7
9
8

2
,5
9
5

標
準
的
な
家
庭
に

お
け
る
、
１
ヶ
月
の
水
使
用
量
（
2
0
㎥
）
に
対
す
る
消
費
税
込
み

の
料
金
を
示
す
。

3
0
1
8

有
収
率

％
9
4
.8

9
5
.2

9
5
.9

9
7
.0

9
5
.4

9
0
.5

9
2
.2

9
0
.6

1
年
間
の
給
水
量
（
配
水
量
）
に
対
す
る
有
収
水
量

の
割
合
を
示
す
。
給
水
さ
れ
る
水
量
が
ど
の
程
度
収

益
に
つ
な
が
っ
て

い
る
か
を
示
す
指
標
。

3
0
1
9

施
設
利
用
率

％
6
7
.5

6
6
.1

6
5
.2

6
4
.3

6
3
.5

5
9
.5

5
8
.2

6
2
.2

水
道
施
設
の
経
済

性
を
総
括
的
に
判
断
す
る
指
標
の
一
つ
。

3
0
2
0

施
設
最
大
稼
働
率

％
7
6
.0

7
3
.8

7
2
.9

7
1
.4

7
0
.0

6
7
.9

6
5
.8

6
9
.4

水
道
事
業
の
施
設

効
率
を
判
断
す
る
指
標
の
一
つ
。

3
0
2
1

負
荷
率

％
8
8
.9

8
9
.6

8
9
.4

9
0
.1

9
0
.6

8
7
.6

8
8
.5

8
8
.9

水
道
事
業
の
施
設

効
率
を
判
断
す
る
指
標
の
一
つ
。

3
0
2
2

流
動
比
率

％
7
5
4
.0

6
6
0
.6

8
1
0
.8

5
5
5
.0

4
5
2
.3

4
9
2
.2

4
5
5
.9

6
2
8
.3

短
期
債
務
に
対
す

る
支
払
能
力
を
表
し
、
1
0
0
％
を

下
回
れ
ば
不
良
債
務
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
。
こ
の
値
は
高

い
ほ
う
が
安
全
性
が
高
い
。

3
0
2
3

自
己
資
本
構
成
比
率

％
7
6
.1

7
6
.1

7
6
.7

7
4
.5

4
8
.0

6
9
.2

7
2
.8

6
8
.0

総
資
本
に
占
め
る

自
己
資
本
の
割
合
を
示
す
。
財
務
の
健
全
性
を
示
す
指
標
の
一
つ

。
こ
の
値
は
高
い
ほ

う
が
財
務
的
に
安

全
で
あ
る
。

指
　

標
　

の
　

解
　

説

平
成

2
5
年

度
（

2
0
1
3
年

度
）

番
号

業
　

　
務

　
　

指
　

　
標

単
　

　
位

優
 
位

 
性

指
　

　
　

標
　

　
　

値

―
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3

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
全

国
平

均
県

平
均

類
似

平
均

（
2
0
1
0
年

度
）

（
2
0
1
1
年

度
）

（
2
0
1
2
年

度
）

（
2
0
1
3
年

度
）

（
2
0
1
4
年

度
）

3
0
2
4

固
定
比

率
％

1
1
7
.4

1
1
6
.2

1
1
5
.5

1
1
2
.7

1
8
3
.4

1
2
8
.6

1
2
3
.7

1
2
9
.9

固
定
資
産
の
取
得
が
、
自

己
資
本
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る

か
を
判
断
す
る
指
標
。
一
般
的
に
1
0
0
％

以
下
で
あ
れ
ば
、
財
務
面

で
安
定
的
。

3
0
2
5

企
業
債

償
還
元
金
対
減
価
償
却
費
比
率

％
2
2
.1

2
3
.1

2
5
.5

2
7
.4

2
9
.0

6
5
.9

4
3
.0

6
6
.1

投
下
資
本
の
回
収
と
再
投

資
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
る
指
標
。
1
0
0
％
を
超
え
る
と
再

投
資
に
あ
た
り
外
部
資

金
に
頼
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
1
0
0
％
以
下
が

財
務
的
に
安
全
で
あ
る
。

3
0
2
6

固
定
資

産
回
転
率

回
0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

期
間
中
に
固
定
資
産
の
何

倍
の
営
業
収
益
が
あ
っ
た
か
を
示
す

。

3
0
2
7

固
定
資

産
使
用
効
率

㎥
/
1
0
,
0
0
0
円

6
.7

6
.8

6
.8

6
.7

6
.7

7
.0

6
.9

7
.4

有
形
固
定
資
産
に
対
す
る

給
水
量
の
割
合
を
示
す
。
こ
の
値
が

大
き
い
ほ
ど
施
設
が
効
率
的
で
あ
る

こ
と

を
意
味
す
る
。

3
1
0
1

職
員
資

格
取
得
度

件
/
人

0
.5

0
.4

0
.4

0
.4

0
.6

0
.6

0
.6

0
.7
1

職
員
が
1
人
当
た
り
持
っ
て
い
る
、
水
道
事
業

に
必
要
と
さ
れ
る
法
定
資
格
の
件

数
を
示
す
。

3
1
0
5

技
術
職

員
率

％
3
3
.7

3
3
.7

3
4
.6

3
4
.3

3
8
.3

5
0
.2

3
7
.3

5
6
.1

技
術
職
員
と
は
、
水
道
施

設
の
物
理
的
維
持
管
理
、
施
設
計
画

及
び
建
設
に
携
わ
る
職
員
を
い
う
。

3
1
0
6

水
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（４）第 5 次宝塚市総合計画 後期基本計画（抜粋） 

 

1）現状と課題 

・水道の水源については、近年の異常気象による川下川ダムの貯水量の低下に伴い、渇水対

策本部の設置が必要となることもあります。また、地下水についても帯水層の劣化などに

より取水量が斬減しており、将来に向け、更に安全で安定した水源の確保が必要となって

います。 

・水質については、川下川ダム水を水源とする惣川浄水場において、異臭味対策などへの浄

水処理の強化が求められています。 

・上水の安定供給に向けては、水道施設の耐震化や、老朽化した施設の事故を未然に防止す

るための水道施設の更新が必要です。この老朽施設の改良・更新に当たっては、施設の統

廃合とともに、施設の適正配置と機能強化に取り組む必要があります。さらに水道事業で

は、送配水などにポンプを使用し、電気を多く使用することから、送配水施設などの更新

の際は、エネルギ－効率の良い機種の導入を図り、また、再生可能エネルギ－の導入によ

り自然エネルギ－を有効利用することも課題となっています。 

・水道、下水道とも、経営環境が厳しさを増す中、中長期的な経営の基本計画を策定し、経

営基盤強化などに取り組むとともに、必要な住民サービスを安定的に提供することが必要

です。 

 

2）施策展開の方針と主な取組 

【安全でおいしい水の安定供給を図るため、良好な水源確保や施設の耐震化などを進めます】 

（市の取組） 

・県営水道の増量受水や、阪神水道企業団からの新規受水に向けて、受け入れ施設の整備を

進めます。 

・惣川浄水場において、浄水処理強化施設を整備します。 

・水道基幹管路の耐震化、老朽化した管路の更新を進めます。 

・太陽光発電や小水力発電、省エネルギ－機器の設置など、環境に配慮した機器の水道施設

への導入を進めます。 

 

（市民の取組） 

・水の大切さを理解し、節水に努めるとともに、雨水を貯留するなど水を有効に利用します。 

・水源の重要性を理解し、武庫川や川下川ダム周辺の水辺環境の保全に努めます。 
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（５）宝塚市上下水道事業審議会委員名簿及び審議経過 

 

会長 田中　智泰

会長職務代理者 後藤　達也

委員 鍬田　泰子

委員 小山　琴子

委員 新谷　俊廣

委員 上西　嘉郎

委員 米谷　順栄

委員 大畑　亀太郎

委員 中川　智之

委員 手島　誠

委員 荒木　研一

委員 寺西　佐知子

2016 年 8 月 17 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 9 月 15 日 （ 木 ）
・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の
取りまとめ

2016 年 12 月 1 日 （ 木 ）

・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の
パブリック・コメント結果についての報告

・答申の取りまとめ

2016 年 4 月 14 日 （ 木 ）
・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略
（案）」についての審議

2016 年 4 月 28 日 （ 木 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」「宝塚市水道事業経営戦略（案）」「宝塚
市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の取り
まとめ

2016 年 6 月 22 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道ビジョン2025
（案）」のパブリック・コメント結果についての報告

2016 年 2 月 10 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 2 月 19 日 （ 金 ） ・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」についての審議

2016 年 3 月 30 日 （ 水 ）
・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略
（案）」についての審議

2015 年 12 月 25 日 （ 金 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 1 月 14 日 （ 木 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

2016 年 1 月 27 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

公募の市民

宝塚市上下水道事業審議会審議経過

開 催 年 月 日 審 議 の 概 要

2015 年 12 月 2 日 （ 水 ）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道ビジョン2025
（案）」の策定についての諮問

市内の公共的
団体等の代表

宝塚市上下水道事業審議会委員名簿

構　　　　成 氏　　　　名

知識経験者



 

 
 

  

 

 

惣川水管橋 小林配水池 

川下川ダム 

資料２－４
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本市水道事業は、人口減少や節水機器の普及などにより水需要が減少していること、

昭和 40～50 年代に建設した多くの施設や水道管が更新時期を迎えること、地震などの自

然災害に対する対応力の一層の強化が強く求められていることから、需要者のニーズに

対応した信頼性の高い水道を次世代に継承していくために、平成 28 年（2016 年）12 月

に宝塚市水道ビジョン 2025 を策定しました。 

策定から 4 年が経過したことから、計画期間前期（平成 28 年度（2016 年度）から令

和 2 年度（2020 年度）まで）の検証を行うとともに、計画期間後期（令和 3 年度（2021

年度）から令和 7 年度（2025 年度）まで）について整理・検討を行います。 

 

1.1 中間検証する項目 
 

中間検証する項目は次のとおりです。なお、括弧書きの数字は、平成 28 年（2016 年）

12 月に策定した宝塚市水道ビジョン 2025 の該当頁を示しています。 

 

1.1.1 給水人口等の検証 

 

 

 

 

 

1.1.2 指標の検証 
 

 

 

 

 

1.1.3 具体的対策の検証 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 中間検証の趣旨 

宝塚市水道ビジョン2025「3-1-1 給水人口の動向」（19）及び「3-1-2 水需要

の動向」（20）に記載された数値について、計画期間前期の検証を行い、計画期

間後期の見込みを示します。 

宝塚市水道ビジョン2025「4-3 目標の設定」（34）に記載された各種指標の目

標について、計画期間前期の検証を行います。 

宝塚市水道ビジョン2025「第5章 基本施策と具体的対策」（36）に記載された

対策について、計画期間前期の検証を行い、検証結果に基づいて計画期間後期の

対策を再検討します。 
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水道ビジョン 2025 に掲げた給水人口等を検証し、併せて計画期間後期の数値の見込み

を示します。将来の給水人口は「第 6 次宝塚市総合計画策定に向けた基礎調査報告書」

の人口予測を基に見込んでいます。 
 

2.1 給水人口 
 

ビジョンの給水人口は、ビジョン策定時の認可（武庫川右岸新水源開発事業：平成 27

年（2015 年）3 月 16 日認可）の数値を採用しています。認可の数値は、実績値を下回ら

ないように少し余裕を持たせて計算しているため、計画期間当初からビジョンの数値が

実績値を上回っています。令和 2 年度（2020 年度）ではその差が更に拡大しているため、

併せて計画期間後期の見込みを示します。 

 

2.1.1 当初の予測（水道ビジョン 2025） （19）  （人） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

ビジョン 229,667 229,851 230,335 230,278 230,127 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

ビジョン 229,969 229,709 229,360 228,594 227,826 
 

2.1.2 実績  （人） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

実 績 225,345 225,337 225,050 224,763 223,992 

当初の予測との差 △4,322 △4,514 △5,285 △5,515 △6,135 
 

2.1.3 見込み  （人） 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

見込み 223,031 221,939 220,849 219,761 218,675 

当初の予測との差 △6,938 △7,770 △8,511 △8,833 △9,151 
 

 

図1 給水人口の実績と見込み 
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2.2 水需要（１日平均配水量） 

 

計画期間前期は、令和 2 年度（2020 年度）を除いて、実績値とビジョンの数値が近

似しています。令和 2 年度（2020 年度）が大きく乖離したのは、新型コロナウイルス

感染症の影響により、手洗い等の回数が増加したことやテレワークにより在宅時間が増

加して水需要が増加したことが原因と考えられます。今後も、この傾向が続くものと見

込んで、計画期間後期を見直します。 

 

2.2.1 当初の予測（水道ビジョン 2025）  （20）  （㎥） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

ビジョン 67,210 67,730 67,820 67,760 67,620 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

ビジョン 67,540 67,370 67,250 67,120 67,000 
 
 

2.2.2 実績  （㎥） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

実 績 66,832 68,060 67,849 68,033 69,797 

当初の予測との差 △378 330 29 273 2,177 

 

2.2.3 見込み  （㎥） 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

見直し 69,058 68,691 68,135 67,960 67,597 

当初の予測との差 1,518 1,321 885 840 597 

 

 
図2 １日平均配水量の実績と見込み 
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安全面・強靭面・持続面・経営面のそれぞれの成果を示す指標について、計画期間前期

の実績値（平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）までは決算値、令和2年

度（2020年度）は決算見込値）を算定して検証します。令和2年度（2020年度）末時点の

進捗率が、目標に対して100％以上の場合は◎、90％以上の場合は〇、80％以上の場合は

△、80％未満の場合は×を記載しています。なお、指標に達していない項目については、

計画期間後期の対策を示します。年度ごとの当初の目標値は平成28年（2016年）12月に策

定した水道事業経営戦略の21頁に記載しています。 

 

3.1 「安全面」の成果を示す指標または成果の状況（34） 

 

3.1.1 水源の水質事故数（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(件) 
当初 0 0 0 0 0  

◎ 実績 0 0 0 0 0  
 

前期の検証 取水停止による断水や水質事故は発生していません。 

 

3.1.2 浄水場事故割合（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(件) 
当初 0 0 0 0 0  

◎ 実績 0 0 0 0 0  
 

前期の検証 

施設の定期的な点検整備や適切な修繕を実施することで、浄水施設の事故は発生して

いません。 

 

3.2 「強靭面」の成果を示す指標または成果の状況（34） 

 

3.2.1 浄水施設耐震施設率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 48.8 48.8 100.0 100.0 100.0  

◎ 実績 60.4 60.4 100.0 100.0 100.0  
 

前期の検証 

平成30年度（2018年度）に小林浄水場及び亀井浄水場を廃止し、現在稼動している浄

水場は惣川浄水場及び小浜浄水場の2つの浄水場です。これらの浄水場は耐震基準を満

たしているため、平成30年度（2018年度）以降は100％を達成しています。 

 

3.2.2 ポンプ所耐震施設率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 18.1 18.1 24.1 24.1 25.6  

◎ 実績 18.9 18.9 19.1 19.1 28.9  
 

前期の検証 

予定していた耐震工事及び更新工事を行ない、耐震施設率は向上しています。なお、

令和2年度(2020年度)において、すでに令和6年度(2024年度)の目標値を超えています。 
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3.2.3 配水池耐震施設率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 45.2 45.2 52.2 52.2 52.2  

〇 実績 40.7 45.5 45.5 45.5 47.0  
 

前期の検証 

平成29年度（2017年度）に指標をいったん上回りましたが、平成30年度は、ポンプ所

の耐震化を実施し、令和元年度(2019年度)は、繰越工事となったため、実績なしとな

り、計画期間前期の最終年度（令和2年度(2020年度)）では指標を5.2ポイント下回り

ました。 
 

後期の対策 
計画期間後期において容量の大きい配水池の更新を計画しているため、最終年度の目

標は到達する見込みです。 

 

3.2.4 管路の耐震化率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 8.2 8.8 10.1 11.3 12.6  

△ 実績 8.0 9.3 9.6 10.4 11.1  
 

前期の検証 

管路更新事業により実績値は逓増していますが、令和元年度（2019年度）まで阪神水

道受水整備事業を中心に事業を実施したため、目標値には達しませんでした。 

 

後期の対策 今後は、管路更新計画（下記※印参照）に基づいて事業を行う予定です。 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.5 管路の耐震適合率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 17.8 18.4 19.7 20.9 22.2  

〇 実績 17.6 18.8 19.1 20.1 21.3  
 

前期の検証 

管路更新事業により実績値は逓増していますが、令和元年度（2019年度）まで阪神水

道受水整備事業を中心に事業を実施したため、目標には達しませんでした。 

 

後期の対策 今後は、管路更新計画に基づいて事業を行う予定です。 

 

3.2.6 基幹管路の耐震化率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 13.4 14.9 17.8 20.7 23.6  

× 実績 11.9 13.5 13.6 14.4 15.4  
 

前期の検証 
計画していた工事箇所において、道路管理者等との調整や現場状況により、工事の進

捗が計画よりも遅れ、目標に達しませんでした。 

 

後期の対策 今後は、管路更新計画に基づいて事業を行う予定です。 

 

 

※ 本計画は、令和元年度（2019年度）に策定し、現在のアセットマネジメント（タイプ2Ｃ）

に基づき、毎年度の予算額を上限9億2,000万円として、今後10年間に更新すべき管路を定

めた計画です。 
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3.2.7 基幹管路の耐震適合率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 21.6 23.1 26.0 28.9 31.8  

× 実績 20.0 21.5 21.7 23.4 25.4  
 

前期の検証 
計画していた工事箇所において、道路管理者等との調整や現場状況により、工事の進

捗が計画よりも遅れ、目標に達しませんでした。 
 

後期の対策 今後は、管路更新計画に基づいて事業を行う予定です。 

 

3.3 「持続面」の成果を示す指標または成果の状況（35） 

 

3.3.1 鉛製給水管率（35） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 7.7 6.8 6.0 5.1 4.3  

× 実績 8.1 7.9 7.6 7.2 7.0  
 

前期の検証 

平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）までに1,032件の取替を実施しま

したが、鉛製給水管のある箇所が分散しており、更新の効率が低下したため目標に達

しませんでした。 
 

後期の対策 
今後は、管路更新計画に基づく布設工事に併せた塩ビ管への更新を強化し、また、鉛

給水管取替補修工事等を積極的に実施し、より効率的な更新に努めます。 

 

3.3.2 管路の更新率（34） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 0.60 1.25 1.25 1.25 1.25  

× 実績 0.20 0.14 0.16 0.61 0.57  
 

前期の検証 
管路更新事業により実績値は逓増していますが、令和元年度（2019年度）まで阪神水

道受水整備事業を中心に事業を実施したため、目標には達しませんでした。 

 

後期の対策 今後は、管路更新計画に基づいて事業を行う予定です。 

 

3.3.3 有収率（35） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 95.6 95.7 95.7 95.8 95.8  

〇 実績 95.4 93.8 93.7 93.0 92.9  
 

前期の検証 

経年化により不感水量が増加したと考えられるメータで配水量を計量していたため、

平成28年度（2016年度）の有収率は高い数値ですが、メータを交換した平成29年度 

(2017年度)に大きく減少（メータ不感水量と有収率の関係は下記の※印を参照）し、

その後、ほぼ横ばいで推移しています。 
 
 
 
 
 
 

後期の対策 
管路の老朽化により漏水箇所の増加（漏水により有収率は減少する）が予想されます

が、漏水防止対策を強化し、目標達成を目指します。 
 
 

※  有収率は、有収水量を配水量で除して計算しています。よって、メータ不感水量が

 増加して配水量が実態より少なく計量されると、有収率は実態より高くなります。 
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3.4 「経営面」の成果を示す指標または成果の状況（35） 

 

次の2つの指標については、平成28年（2016年）12月に策定した宝塚市水道ビジョン2025

に記載している令和7年度（2025年度）の目標値を各年度の目標値としています。 

 

3.4.1 経常収支比率（35） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4  

△ 実績 107.0 100.8 97.3 95.3 93.4  
 

前期の検証 

平成28年度（2016年度）は目標値を上回りましたがそれ以降は目標値を下回り、特に

平成30年度（2018年度）以降は100％を下回りました。 

 

後期の対策 
宝塚市水道事業経営戦略に掲げた経費削減策を確実に実行したとしても目標値を下回

る見込みです。目標達成には料金改定についても検討が必要です。 

 

3.4.2 料金回収率（35） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)  判定 

指標(％) 
当初 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

× 実績 97.5 90.5 85.9 86.9 79.3  
 

前期の検証 

計画期間前期のすべての年度で目標値を下回りました。特に平成30年度（2018年度）

以降は目標値と実績値の差が10ポイントを超えています。 

 

後期の対策 

宝塚市水道事業経営戦略に掲げた経費削減策を確実に実行したとしても目標値を下回

る見込みです。目標達成には料金改定についても検討が必要です。 
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宝塚市水道ビジョン2025では、国の「新水道ビジョン」の理想像である「安全・強靭・

持続」に「経営」を加えた観点から、施策体系の整理を行い、計画期間中に取り組むべき

46の具体的な項目を掲げています。これらについて、計画期間前期の取組を検証するとと

もに、計画期間後期の対策を整理・検討します。具体的対策の体系は次のとおりです。な

お、後期において特に重点的に取り組む事業を   （表の外枠を二重線）で示していま

す。 

 

 

 

図3 具体的対策の体系（1/2） 

 

（１） 施設の震災対策4.2.2 災害・事故への備え

〇 4.1 安全　－　安心して飲める水道

〇 4.2 強靭　－　危機管理に対応できる水道

③ 耐震貯水槽の設置

② 水道施設の耐震調査

③ 基幹施設の耐震化

④ 管路網の耐震化

⑤ 配水池の統廃合

① 応急給水拠点の拡充・整備

② 相互融通連絡管の整備

① 水質検査の充実

② 水質検査の精度管理等

③ 関係機構・関係団体との連携協力

（２） 貯水槽水道の管理

（３） 水質管理の強化

④ 地震・災害時の応急給水用資機材の整備

① 危機管理行動計画の充実

② 災害に対する教育・訓練の実施

③ 相互連携・応援体制の強化

（２） 災害時に機能する体制

4.2.1 いつでもどこでも安定供給 （１） 基幹施設の更新と耐震化 ① 不足水源の確保と浄水場の統廃合

4.1.1 きめ細かな水質管理 （１） 水道水質の向上 ① 浄水処理の強化

② 残留塩素対策

① 貯水槽水道の指導

② 直結給水の対象拡大
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図4 具体的対策の体系（2/2） 

 

 

〇 4.4 経営　－　健全な経営に支えられた水道

〇 4.3 持続　－　お客さまから信頼され続ける水道

4.3.4 お客様・利用者サービスの向上

4.3.5 省エネルギーの推進

4.3.6 環境への負荷低減

4.3.7 国際貢献

① 各種届出・手続きサービスの向上

① コミュニケーションの充実

② 水道週間等を利用した広報・広聴

① エネルギーの削減

① 太陽光発電、小水力発電の検討

② 雨水の利用

③ 漏水防止対策の強化

④ 指定給水装置工事事業者の育成と指導

① アセットマネジメントの実践・レベルアップ

① 人材育成基本方針の改定

② 水道技術管理者の養成

4.4.1 健全経営の推進 （１） 財政基盤の強化

（１） 事務・事業の効率化・簡素化

（２） 広域化の検討

4.3.1 いつでもどこでも安定供給

4.3.2 中長期的な水道事業運営

4.3.3 職員の資質向上

4.4.2 効率的な健全経営

（２） 市民参画

（１） 庁内実行計画の推進

（２） クリーンエネルギーの導入

（１） 水道工事のコスト縮減

（２） 副産物の有効利活用

（１） 技術の移転

③ 組織の見直し・適正な人員配置

④ 施設、財産の有効活用

① 近隣都市との連携・共同化

（１） 水源の確保と保全

（２） 送水・配水管理システムの強化

（３） 配水管・給水管の更新

（１） アセットマネジメント

（１） 人材の育成と活用

（２） 技術の継承

（１） 利便性の向上

① 水道工事の効率化

① 建設副産物の有効利用

① 研修者との意見交換

① 長期的な経営計画の策定

① 調達方法の検討

② 民間・法人の委託業務の見直し

① 技術継承研修制度の導入

① 水源間バックアップ体制の強化

② 水源流域の環境保全

① 送水・配水施設の再編成

② マッピングシステムの拡張と活用

① 配水管の更新・整備

② 鉛製給水管の早期取替
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4.1 安全 〈安心して飲める水道〉 
 

4.1.1 きめ細かな水質管理 
 

（１）水道水質の向上 
 

① 浄水処理の強化（38） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

惣川浄水場について粉末活性炭の接触池及び

注入施設を設置し、浄水処理の強化に取り組

みます。長期的には、浄水施設全面更新時に

高度浄水処理の導入を検討します。 

 

惣川浄水場の浄水処理強化を図るため、平成30年（2018

年）3月から平成31年（2019年）3月までを1期工事とし

て注入施設を設置し、令和元年度（2019年度）から令和

2年度（2020年度）までを2期工事として接触池の設置工

事を実施しました。この工事は令和2年（2020年）に完

了しました。 

 
 

② 残留塩素対策（38） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、浄水場出口から配水池、管末に至

るまでの残留塩素管理を行い、必要に応じて

塩素設備を設置するなど、きめ細やかな残留

塩素のコントロールを行います。 

 

泉ガ丘配水池において追塩設備（塩素を追加投入する設

備）を設置しました。引き続き、水道法第22条に基づき

適切な残留塩素の管理に努めます。 

 
 

（２）貯水槽水道の管理 
 

① 貯水槽水道の指導（38） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、法律や条例に基づき、貯水槽水道

の設置や管理について、設置者や管理責任者

に適切な指導・助言を行い、安全で衛生的な

飲料水の確保に取り組みます。 

 

 

貯水槽水道の設置者や管理責任者に、1年に1回の受水槽

の清掃と検査機関による検査を受けること等の指導・助

言を行いました。引き続き、適切な指導・助言を行い、

安全で衛生的な飲料水の確保に努めます。 

 
 

② 直結給水の対象拡大（39） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

将来的には5階建までの直結給水の拡大を目

指し、配水区域や本管口径の見直しに合わせ

た水量や水圧の増加の検討を行い、直結直圧

給水及び直結増圧給水の拡大に努めます。 

 

 

平成8年度（1996年度）から4階建までの直結給水の拡大

を実施し、平成30年度（2018年度）末で652箇所（うち3

階建て611箇所、4階建て41箇所）が直結給水となりまし

た。配水区域の変更や本管口径の見直しに伴う管路更新

には、多大な費用と時間を要しますが、今後も直結直圧

給水及び直結増圧給水の拡大に努めます。 
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（３）水質管理の強化 
 

① 水質検査の充実（39） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、水質検査の充実に取り組みます。 

 

毎年度、水質検査計画を策定し、定期的な水質の監視を

行い、その結果を公表しています。計画や結果の公表に

際しては、できる限りわかりやすい表現に努めます。 

 

 
 

② 水質検査の精度管理等（39） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、検査精度の向上に努めます。 

また、水質試験所内部で「内部精度管理」を

実施し、検査精度、技術の維持向上を図り、

水質検査の信頼性向上に取り組みます。 

 

検査項目の測定結果等について、一定の水準が維持され

ているか等を判断する精度管理を実施しています。今後

も精度管理を継続して水質検査の信頼性向上に取り組

みます。 

 

 
 

③ 関係機関・関係団体との連携協力（39） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、水質異常に即応できるよう連携・

協力の強化を図ります。 

 

毎年度、水源河川流域の水道事業者等と水質異常時の連

絡体制などを確認しています。引き続き、水質異常時の

連絡体制などの連携・協力の強化を図ります。 

 

 
 
 
4.2 強靭 〈危機管理に対応できる水道〉 
 

4.2.1 いつでもどこでも安定給水 
 

（１）基幹施設の更新と耐震化 
 

① 不足水源の確保と浄水場の統廃合（40） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

阪神水道受水事業を着実に進めます。長期的

には、人口減少などに伴い、更なる施設の統

廃合も検討していきます。 

 

平成30年（2018年）4月に阪神水道企業団からの全量受

水を開始し、令和元年度（2019年度）には阪神水道受水

事業を完了しました。今後は人口減少等を考慮し、更な

る施設の統廃合を検討していきます。 

 
 

② 水道施設の耐震調査（40） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、配水池及びポンプ所の耐震2次診断

を進めます。 

 

平成28年度（2016年度）に１カ所のポンプ所について耐

震2次診断を実施しました。引き続き、更新計画に基づ

いて順次耐震2次診断を実施し、耐震化事業を計画的に

進めます。 
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③ 基幹施設の耐震化（40） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

配水池及びポンプ所について、より積極的に

耐震化を進めます。 

 

平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）ま

でに1カ所の配水池及び1カ所のポンプ所について耐震

化を行いました。今後も更新計画に基づき、より積極的

に耐震化を進めます。 

 
 

④ 管路網の耐震化（40） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、基幹管路及び重要管路の整備を優

先的に進めます。また、管路の機能性、応急

給水施設へのルート等を考慮した重要度等を

考慮して取り組むなど、より積極的に管路の

耐震化を進めます。 

阪神水道受水事業を最優先に取り組んだため、管路耐震

化の進捗が遅れています。今後は、管路の耐震化を最重

要課題として、管路更新計画に従って耐震化工事を進め

ます。 

 
 

⑤ 配水池の統廃合（41） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

経年化が進行している配水池については、用

地の確保も視野に入れた統合や更新について

取組を進めます。 

令和2年度(2020年度)に策定した宝塚市水道事業基本計

画に基づき施設の統廃合や更新（耐震化）を進めます。 

 
 

4.2.2 災害・事故への備え 
 

（１）施設の震災対策 
 

① 応急給水拠点の拡充・整備（41） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、市防災関連部局と連携しながら配

水池に緊急遮断弁の設置を進めるなど、応急

給水拠点の拡充・整備に取り組みます。 

 

これまでに18カ所の配水池に緊急遮断弁を設置し、応急

給水拠点を整備しました。今後は、設置した設備の適切

な維持管理に努めるとともに、更なる応急給水拠点の拡

充・整備に取り組みます。 

 

② 相互融通連絡管の整備（42） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、近隣都市とも連携しながら、追加

整備の必要性等について検討します。 

阪神北地域水道協議会や阪神水道企業団の構成市と相

互融通連絡管の整備も含めた広域的な水運用について

協議を行っており、引き続き検討を行います。 
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③ 耐震貯水槽の設置（42） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

市消防本部と連携しながら、追加整備につい

て検討し、応急給水体制の迅速化、効率化を

図っていきます。 

 

 

現在、市内に8か所の耐震貯水槽を設置し、消防本部と

連携して、飲料水兼用耐震貯水槽の給水訓練を実施して

います。追加整備の計画はありませんが、上下水道局の

応急給水体制について宝塚市水道危機管理行動計画及

び宝塚市上下水道事業業務継続計画（BCP）に基づき、

迅速な対応を図ります。 

 

 

④ 地震・災害時の応急給水用資機材の整備（42） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、応急給水用資機材の整備拡充や、

関係資機材の適正な管理に取り組みます。 

 

応急給水のための給水袋の購入やアルミボトル型の備

蓄水を作製し、在庫管理を行っています。また、保有す

る2台の給水車について臨機応変な対応ができるよう、

定期的な点検や職員の運転技術の育成に努めています。 

 
 

（２）災害時に機能する体制 
 

① 危機管理行動計画の充実（43） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

円滑かつ迅速な対応に向け、必要に応じて 

「宝塚市水道危機管理行動計画」に係るマニ

ュアル等の見直しを行います。 

 

宝塚市水道危機管理行動計画により対応すべき危機の

発生はありませんでしたが、引き続きマニュアル等の見

直しを図り、危機事案発生の際には円滑かつ迅速な対応

が出来るよう取り組みます。 

 

 
 

② 災害に対する教育・訓練の実施（43） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

これまでの取組に加えて、局単独での訓練の

充実に取り組みます。 

 

宝塚市水道危機管理行動計画に基づき、その趣旨を徹底

するための研修を実施します。また、危機管理行動の訓

練を実施します。 

 
 

③ 相互連携・応援体制の強化（43） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

現状の相互応援協定を維持するとともに、局

独自での民間企業との応援協定締結に取り組

みます。 

 

災害時における緊急車両等の応急整備等の支援協力に

関する協定を民間企業組合と新たに提携し給水車につ

いて優先的な整備を受けられる体制を整えました。 

今後、災害時の復旧に必要な資材の確保にかかる民間企

業との協定について検討します。 
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4.3 持続 〈お客さまから信頼され続ける水道〉 
 

4.3.1 いつでもどこでも安定供給 
 

（１）水源の確保と保全 
 

① 水源間バックアップ体制の強化（44） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

阪神水道受水事業を着実に実施するとともに

各水源の万一の事態に備え、水源間バックア

ップ体制強化の計画立案及び施設整備を行な

います。 

阪神水道受水事業は令和元年度（2019年度）に完了しま

した。また、水源間バックアップ体制については、引き

続き、具体的な計画を検討します。 

 
 

② 水源流域の環境保全（44） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、関係部局とも連携し、水源環境の

保全に取り組みます。 

 

環境部局と連携し、川下川流域の水源水質保全のための

一部負担金を拠出して水源環境の保全に努めています。

今後も引き続き水源環境の保全に取り組みます。 

 
 

（２）送水・配水管理システムの強化 
 

① 送水・配水施設の再編成（45） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

阪神水道企業団からの受水後の水需要動向の

変化等にも考慮し、長期的な課題として、水

源間バックアップ体制強化計画も踏まえ、よ

り効率的な送配水について検討します。 

阪神水道受水後の水需要動向を検証中です。人口減の動

向を考慮し、将来の水運用について検討を進めます。 

 
 

② マッピングシステムの拡張と活用（45） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

管の布設年度や継ぎ手に関する情報などに不

明点があるため、精度を向上するとともに、

管網解析システムの業務での活用について取

組を進めます。 

マッピングシステムの精度向上を図り、一部の管路工事

設計に管網解析システムを活用しています。引き続き、

マッピングの精度の更なる向上、管網解析システムの活

用を進めます。 

 
 

（３）配水管・給水管の更新 
 

① 配水管の更新・整備（45） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

管路の機能性、重要度等を考慮して取り組む

など、より積極的に管路の更新を進めます。 

 

阪神水道受水事業を優先していたために管路更新率が

目標に達しませんでしたが、今後は、管路更新計画に基

づき管路の機能性、重要度を考慮した管路更新を進めて

いきます。 
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② 鉛製給水管の早期取替（45） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、配水管更新と併せての取替工事を

増やすなどの取組により、鉛製給水管の早期

の解消に取り組みます。また、対象宅地への

個別周知を図ります。 

平成 28 年度（2016 年度）から令和元年度（2019 年度）

までに 1,032 件の取替を実施しましたが、鉛製給水管の

ある箇所が分散しており、更新の効率が低下していま

す。今後は、管路更新計画に基づく布設工事に併せた塩

ビ管への更新を強化し、また、鉛給水管取替補修工事等

を積極的に実施し、より効率的な更新に努めます。 

 
 
 

③ 漏水防止対策の強化（46） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、漏水調査を計画的かつ効果的に行

い、漏水個所の早期発見に取り組みます。 

 

平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）ま

でに漏水調査業務委託を実施し、漏水が判明した78箇所

の修繕を行いました。今後も日々の配水量の変化の監視

等を継続し、漏水箇所の早期発見に努めます。 

 
 

④ 指定給水装置工事事業者の育成と指導（46） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、阪神間７市１町共同での研修会を

継続するとともに、指定給水装置工事事業者

及び主任技術者に必要な情報の提供及び技術

力の向上の働きかけを行い、給水装置工事の

適正な施行の確保に取り組みます。 

指定給水装置工事事業者の施工技術の向上については、

阪神間７市１町共同での研修会等を通じて取り組みを

進めてきました。平成30年度（2018年度）に水道法が改

正され工事事業者の指定の更新制度が導入されました。

このため、今後、県下の市町が共同して、新たに資質向

上及び保持のための研修が実施されることから、積極的

に活用するとともに、これまで以上に必要な情報の提供

及び技術力の向上の働きかけに取り組みます。 

 
 

4.3.2 中長期的な水道事業運営 
 

（１）アセットマネジメント 
 

① アセットマネジメントの実践・レベルアップ（46） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

施設の再構築や規模の適正化を考慮したアセ

ットマネジメント（タイプ4D）を、令和2年度

（2020年度）を目標に実施します。 

平成28年度(2016)年度)にアセットマネジメント(タイ

プ2C)を作成した後、配水池等の設備や電気等の機械設

備の台帳整理を行いました。アセットマネジメントのタ

イプ4Dへのレベルアップを目指し、まずは令和4年度 

(2022年度)にタイプ3Cへのレベルアップを実施します。 
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4.3.3 職員の資質向上 
 

（１）人材の育成と活用 
 

① 人材育成基本方針の改定（47） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

宝塚市人材育成基本方針に従い、職員の意識

改革や意欲の向上を図ります。 

 

計画期間前期において、職員が講師となって実施した研

修や日本水道協会が開催する研修に参加する等、職員の

資質の向上に努めました。今後も、宝塚市人材育成基本

方針に従い、職員の資質向上に努めます。また、令和元

年（2019年）5月に改訂された同方針に基づき職員の意

識改革や意欲の向上を図ります。 

 
 

② 水道技術管理者の養成（47） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、有資格者の養成及び確保に努める

とともに、技術管理者の補佐に関する規定を

明確にするなど、体制の強化を図ります。 

水道技術管理者の資格を有する職員が増加しています。

今後は水道技術管理者を補佐する職員の職務内容や配

置について検討します。 

 
 

（２）技術の継承 
 

① 技術継承研修制度の導入（47） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、派遣研修やOJTを活用し、技術継承

に取り組みます。 

 

職員が講師となって職場研修を行うなど取り組みを進

めています。派遣研修やOJT等を活用し、引き続き技術

継承に取り組みます。 

 

 

4.3.4 お客さま・利用者サービスの向上 
 

（１）利便性の向上 
 

① 各種届出・手続きサービスの向上（48） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、お客さまの要望、声等を聞きなが

ら、わかり易く利便性の高いサービスの提供

に取り組みます。 

 

口座振込による水道料金支払いを促すため、ペイジー口

座振替制度を導入し、手続きの簡素化を図りました。今

後はさらに手続きが簡便となるウェブでの申し込みが

可能なサービスの導入に向けて検討します。 
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（２）市民参画 
 

① コミュニケーションの充実（48） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、上下水道モニター会議での広報活

動や、お客さまの視点やアイデアを活かすよ

うな事業展開に努めるとともに、ホームペー

ジ、広報紙等の活用、出前講座の実施など、

より積極的にお客さまへ有効な情報が提供で

きるよう取り組んでいきます。 

上下水道モニター会議において、事業内容の広報を行い

ました。また、ホームページ、広報紙等の活用、市内コ

ミュニティ等への出前講座の実施等の機会を通じて、よ

り多くのお客さまへ情報提供を行いました。今後とも積

極的な情報提供に努めます。 

 

 
 

② 水道週間等を利用した広報・広聴（48） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

より積極的に、広報活動を実施し、水道事業

の「見える化」を進めることにより、お客さ

まに理解を深めて頂き、水の大切さを認識し

て頂けるよう取組を進めます。 

全国水道週間の啓発事業として、毎年6月の第1日曜日に

アピア逆瀬川に事業PR用のブースを設置し、利き水体験

や水道相談コーナーを通して水道に親しんでいただく

よう啓発を行っています。また、宝塚市広報誌において

水道に関する専用ページにより毎月水道事業について

お知らせをしています。今後は水道事業に特化した広報

誌についても検討します。 

 
 

4.3.5 省エネルギーの推進 
 

（１）庁内実行計画の推進 
 

① エネルギーの削減（49） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、漏水対策や節水PRにより水の無駄

を無くすとともに、送水施設などの更新の際

には、エネルギー効率の良い機器の導入を図

るなど、お客さまとともにエネルギーの削減

に取り組みます。 

平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）ま

での4箇所の送水ポンプの更新等に際し、ポンプ能力等

を再検討して、よりエネルギー効率の高い機器を採用し

ました。今後とも、エネルギー効率の良い機器の導入を

進めるとともに、節水の具体的方法を示すなど工夫して

PRに努めます。 

 
 

（２）クリーンエネルギーの導入 
 

① 太陽光発電・小水力発電の検討（49） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

太陽光発電について、惣川浄水場での事業を

進めるほか、上下水道局新庁舎、川下川ダム

についても検討を進めます。小水力発電につ

いては、市関係部局とも連携しながら、引き

続き研究に取り組みます。 

 

惣川浄水場、川下川ダムに太陽光発電の導入を検討しま

したが、24時間安定した電力の供給が困難であることや

ダム付近での施設設置が維持管理上、困難であることな

どから導入を見送りました。また、小水力発電について

も他市の事例を基に検討しましたが、維持管理上、浄水

施設に併設することが困難であることから導入を見送

りました。引き続き、水道事業における再生可能エネル

ギーの活用の可能性について研究します。 
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② 雨水の利用（49） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

お客さまへの呼びかけをより積極的に行い、

雨水貯留槽の設置など、雨水の有効利用を進

めます。 

 

上下水道局として、雨水貯留槽の補助事業を行うなど、

雨水の有効利用の促進に努めました。雨水貯留槽の補助

件数の実績は平成28年度（2016年度）から令和元年度 

（2019年度）の合計で53件です。今後も、より多くのお

客さまに雨水貯留槽を利用していただけるよう、呼びか

けを継続します。 

 
 

4.3.6 環境への負荷低減 
 

（１）水道工事のコスト縮減 
 

① 水道工事の効率化（50） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、お客さまの理解や協力を得ながら

工程・安全・品質管理をより厳密に行い、よ

り効率的な工事の実施に取り組みます。 

工事に際して、自治会等に工事内容をお知らせし、お客

さまの理解を得たうえで工事を実施しています。また、

工事業者と連絡を密に行って工程管理し、効率的な工事

の実施に努めるとともに、現場での安全管理を徹底して

います。 

 
 

（２）副産物の有効利活用 
 

① 建設副産物の有効利用（50） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、市関係部局や県土木事務所とも連

携し、工事間での相互融通などで再利用の拡

大を図るとともに、浄水処理での新技術など

の採用により建設副産物の発生抑制に取り組

みます。 

 

惣川浄水場浄水処理強化事業の工事において、2次製品

の活用や耐久性の高い管を使用することで長寿命化を

図り、建設副産物の発生抑制に努めています。また、活

性炭の注入施設更新に伴い、高機能活性炭を使用し、浄

水汚泥の削減が図れるよう取り組んでいます。今後は、

高機能活性炭の特徴を活かし、浄水処理での活性炭使用

量を少なくすることで浄水汚泥の削減が図れるよう取

り組みます。 

 
 
4.3.7 国際貢献 
 

（１）技術の移転 
 

① 研修者との意見交換（50） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、JICAなどの関係機関からの要請が

あれば、状況に応じて対応に取り組みます。 

前期においては、JICAなどの関係機関からの要請はあり

ませんでした。引き続き、JICAなどの関係機関からの要

請があれば、状況に応じて対応に努めます。 
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4.4 経営 〈健全な経営に支えられた水道〉 
 

4.4.1 健全経営の推進 
 

（１）財政基盤の強化 
 

① 長期的な経営計画の策定（51） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

宝塚市水道事業経営戦略に基づき、経営の安

定化に取り組みます。 

 

平成28年度（2016年度）以降、宝塚市水道事業経営戦略

に基づいて取組を進めてきましたが、経営健全化の取組

の一部について目標を達成できていない取組がありま

す。引き続き、目標達成に努め、経営の安定化に取り組

みます。 

 

 

4.4.2 効率的な健全経営 
 

（１）事務・事業の効率化・簡素化 
 

① 調達方法の検討（51） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、委託、コンサル業務等についても

電子入札の導入に取り組みます。 

 

工事に係る入札は宝塚市全体の電子入札システムにお

いて実施しています。委託や物品購入に係る入札につい

ては、電子入札システムによらず、上下水道局会議室に

おいて入札の執行を行っています。これらについても電

子入札に移行できるよう、市契約部門と協議していきま

す。 

 

② 民間・法人の委託業務の見直し（51） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

浄水場運転管理業務の委託など、委託可能な

事業の委託化を推進するとともに、包括的民

間委託の推進など先進事例等の情報収集を図

りながら、研究・検討を進めます。研究・検

討に際しては経費削減の効果だけではなく、

民間事業者の業務評価手法、職員の技術レベ

ルの維持にも着目し、適正な水道事業の運営

に努めます。「多様なPPP/PFI手法導入を優先

的に検討するための指針」（平成27年（2015

年）12月15日 民間資金等活用事業推進会議

決定）を踏まえながら研究・検討を進めてい

きます。 

料金関係業務について、これまでの検針・徴収・窓口受

付・滞納整理・納付相談といった業務に、料金システム

運用業務や水道メータ取替業務を加える等、委託業務を

更に拡大して包括業務委託を行いました。今後は、管路

等の耐震化指標の目標達成のため、設計から工事まで包

括業務委託できる仕組みについて検討します。 
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③ 組織の見直し・適正な人員配置（52） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

現状の組織や業務を見直し、簡素で機能的な

組織の編成に努めるとともに、技術継承を促

進し、適正な人員配置を行います。さらに、

一層の給与の適正化を図るなど総人件費の抑

制に取り組みます。 

計画期間前期は再任用職員や会計年度任用職員を活用

して総人件費の抑制に努めました。今後は、再任用職員

や会計年度任用職員の活用を継続するとともに、業務の

委託化についても検討します。また、耐震化促進などの

課題に対応するためには多くの職員の技術力が必要と

なることから、職員定数について機能的な組織の編成及

び技術や経験の継承を念頭に、適正化を図ります。 

 
 

④ 施設、財産の有効活用（52） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

小林浄水場、亀井浄水場や用途廃止する深谷

貯水池のほか、すでに浄水処理を廃止してい

る生瀬浄水場の土地の一部などの資産の有効

活用に取り組みます。 

小林浄水場・亀井浄水場の跡地、深谷貯水池について利

活用の検討を進めています。引き続き、その他の資産の

有効活用についても検討します。 

 
 
 

（２）広域化の検討 
 

① 近隣都市との連携・共同化（52） 
 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組 

引き続き、組織を固定化して捉えず、国・県

・近隣都市等の動向に十分に留意しながら、

従来の事業統合による広域化にとらわれず、

広域化のイメージを発展的に広げ、近隣の事

業体間での連携等についても、より積極的に

取り組みます。 

兵庫県の広域のあり方懇話会の報告に基づき、阪神水道

企業団の構成市で取り組んでいる阪神地域の水供給の

最適化研究会において、施設の共同利用などの可能性に

ついて研究しています。また、阪神北地域水道協議会に

おいて、行政区域を超えた給水の可能性などのハード面

での研究や水道資材の共同購入などの検討を行ってい

ます。今後も県や近隣市と連携しながら水道事業の広域

化について研究を行います。 
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1. 経営戦略の目的 

1.1 経営戦略の必要性 

宝塚市水道事業は、安全安心な水道水を供給し、市民の暮らしを支える重要な役割を担ってい

ます。現在、高度経済成長期以降に急速に整備された水道資産が一斉に更新時期を迎えようとし

ているなか、宝塚市においても水需要が減少に転じつつあり、料金収入の減少により経営環境は

厳しさを増しています。 

このため、水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくためには、中長期的な視野

に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づき施設、財務、組織、人材等

の経営基盤を強化することが重要です。これにより、持続可能な水道事業の実現を目指します。 

 

1.2 経営戦略の内容 

施設、財務に関する「経営戦略」では、①将来的な需要を適切に把握するとともに、アセット

マネジメント等の知見を活用してその最適化を図ることを内容とする「投資計画」と、②必要な

需要額を賄う財源を中長期的な経営の中で計画的かつ適切に確保することを内容とする「財政計

画」を策定します。 

この経営戦略は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年（2014 年）8 月

29 日 総務省）に則った上で、「経営戦略策定ガイドライン」（平成 28 年（2016 年）1 月 26 日 総

務省）に沿って策定するものです。 

経営戦略の策定ステップを以下に示します。 

 

図 1-1 経営戦略の策定ステップ 

 

1.3 目標年次 

 本経営戦略の目標年次は宝塚市水道ビジョン 2025 に合わせて、「平成 37 年度（2025 年度）」と

します。 
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2. 投資計画 

2.1 現状把握・分析、将来予測 

2.1.1 事業計画と施設整備状況 

本市の水道事業は、7 期にわたる拡張事業を行い、施設を整備してきましたが、現在所有して

いる資産を 1 回更新するためには約 725 億円の費用が必要です。（宝塚市水道ビジョン 2025 P21

参照） 

 

2.1.2 水需要の動向 

一日平均配水量は平成 26 年度（2014 年度）現在、66,729m
3
/日となっています。 

平成 30 年度（2018 年度）に 67,820m
3
/日に達するものの、その後は減少し、平成 37 年度（2025

年度）では 67,000m
3
/日になると予測しています。（宝塚市水道ビジョン 2025 P20 参照） 

 

2.1.3 事業の分析・評価 

水道事業全体の分析・評価は、「水道事業ガイドライン」（平成 17 年（2005 年）1 月 公益社団

法人日本水道協会）で示されている業務指標（PI）を活用して行いました。（宝塚市水道ビジョン

2025 P23～P25 参照） 

その分析・評価の概要は次のとおりです。 

＜安全面＞ 

・信頼できる水質をもって水道水を供給しています。 

＜強靭面＞ 

・配水池、ポンプ所、管路の耐震化率が低く、改善が求められます。 

＜持続面＞ 

・経年化管路の更新率が低く、改善が求められます。 

 

（宝塚市水道ビジョン 2025 P31、P32 参照） 
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設・設備 
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について、今

定耐用年数以

が法定耐用年

用年数を使用

年度）までに

肩下がりに悪

を実施しなか

今後の水道施
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て整理しま
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した。法
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なお、

震化費用
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では約 2

一方、
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は約 5 億

長い期間、
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2.2 目標設定、投資の合理化 

2.2.1 目標設定 

今後の投資の目標を次のとおり設定しました。 

 

○安全面 

表 2-1 目標値等まとめ 

指標 
目標値又は 

目標範囲 
備 考 

水源の水質事故数（件） 0 － 

浄水場事故割合(10 年間の件数/箇所） 0 － 

 

○強靭面 

表 2-2 目標値等まとめ 

指標 
目標値又は 

目標範囲 
備 考 

浄水施設耐震率（％）※1 100.0  － 

ポンプ所耐震施設率（％） 34.5  － 

配水池耐震施設率（％） 61.0  － 

管路の耐震化率（％） 18.8  － 

管路の耐震適合率（％） 28.4  － 

基幹管路の耐震化率（％） 38.0  
第 5 次総合計画目標 

平成 32 年度（2020 年度）23.0 

基幹管路の耐震適合率（％） 46.2  － 

※1…県営水道・阪神水道企業団分は含みません。 

 

○持続面 

表 2-3 目標値等まとめ 

指標 
目標値又は 

目標範囲 
備 考 

鉛製給水管率(分水栓～止水栓) （％） 0.0  － 

管路の更新率（％） 1.25 － 

有収率（％） 96.0 － 

 

（宝塚市水道ビジョン 2025 P34、P35 参照） 
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2.2.2 投資の合理化 

（1） 施設の統廃合 

武庫川右岸について、小林・亀井の両浄水場の浄水処理を廃止し、区域の約 4 分の 3 を阪神水

道企業団の受水に切替えるための阪神水道受水事業を実施しています。これにより、送水施設等

を整備することで、小林・亀井の両浄水場の更新費用を削減することが可能です。また、受水費

負担が発生するものの、浄水場の管理に係る修繕費、人件費等の削減が図られます。 

また、川面浄水場、生瀬浄水場は現在浄水処理機能を停止しており、送水施設等の更新費用は

必要ですが、将来的な浄水関連施設・設備の更新費用は不要となります。 

以上のとおり、自己水から受水に切り替える等の措置を行い、投資の合理化を図ります。 

 

（2） 施設・設備・管路の長寿命化 

 水道事業の施設・設備については法定耐用年数が設定されています。しかし、法定耐用年数で

の更新は資産の健全度を維持することは可能ですが、財政は圧迫されることとなります。持続可

能な水道事業を実現するためには、投資と財政の収支均衡が重要です。そのため、財政計画との

整合に配慮しつつ、適切な維持管理・補修等を行うことで、ある程度の資産の健全度の低下は容

認し、状態監視保全の考え方なども取り入れ、施設・設備については法定耐用年数の 2.0 倍での

更新を実施します。 

管路についても、財政計画との整合を図りつつ、高品質の管材を採用することで更新率を 1.25％

に設定し、法定耐用年数の 2.0 倍の 80 年サイクルでの更新を実施し、投資の合理化を図ります。 

 

 

 



 

2.3 投資

2.3.1 投

○投資

＜施設

ポンプ

の実績を

施設・
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設・設備
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ことは、法定
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的です。 
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価格から法定

た。法定耐用年
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率が他事業体

化費用として
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る状況です。
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定耐用年数で

あり、ある程度
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での更新を

定耐用年数の

年数の 2.0 倍
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て 1 億円／年

とおりであり
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倍での更新を
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持すること

資産、老朽化

に、投資額

こととしまし

平均的な再

をする場合は
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です。しか
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した。 

投資価格を算
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ら、近年

めるもの

し、法定

認しつつ、

慮し、施

算出し、

／年の投
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＜管路＞ 

管路については、法定耐用年数を超過している年数が大きいものを優先的に更新することとし

ました。 

なお、これらの投資は耐震化費用を除き、阪神水道企業団に係る整備が完了する平成 30 年度

（2018 年度）以降に計上することとしました。 

管路は、導水管が約 16 ㎞、送水管が約 71 ㎞、配水管が約 701 ㎞であり、全体で約 788 ㎞の資

産を有しています。 

管路は資産全体で半分程度を占め、今後の更新需要は多大になると考えられますが、現状の管

路更新率は他事業体に比べ、低い水準です。また、管路の耐震化率についても他事業体に比べ、

低い水準です。そのため、更新率の向上、耐震化率の向上が望まれます。 

本検討では、管路の更新率を改善し、耐震化率を向上させるため、管路更新率 1.25％を目標と

することとしました。 

そのため、管路更新率 1.25％での平均的な投資額を算定し、管路の投資額としました。 

平均的な投資額としては約 9.2 億円／年、更新延長としては約 10Km／年となります。 

 

表 2-4 管路の更新延長及び必要投資額 

 

 

なお、管路については固定資産台帳ベースでの再投資価格でなく、「水道事業の再構築に関する

施設更新費用算定の手引き」（平成 23 年（2011 年）12 月 厚生労働省健康局水道課）を基に再投

資価格を設定しました。 

項目
更新延長
（㎞/年）

必要投資額
（百万円/年）

導水管 0.20 50

送水管 0.89 220

配水管 8.77 650

合計 9.86 920
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を平成 29 年度
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3. 財政計画 

3.1 現状把握・分析 

3.1.1 経営指標による平均値との相対比較 

総務省が公表している経営指標を参考に比較を行いました。（宝塚市水道ビジョン 2025 P26～P30

参照） 

その分析・評価の概要は次のとおりです。 

＜経営面＞ 

・経常収支比率や料金回収率が低く、改善が求められます。 

 

（宝塚市水道ビジョン 2025 P32 参照） 

 

3.2 目標設定 

財政基盤の強化を図るため、次のとおり目標を設定します。 

 

（1） 経常収支比率（％） 

◆目標値又は目標範囲：105.4 以上 

◆理由：経常収支比率は、経常的な収益力を示す指標であり、100.0 で経常的な収益と費用が均衡する

ことから、100.0 以上である平成 26 年度（2014 年度）実績値を基に 105.4 以上を目標としま

す。 

 

（2） 料金回収率（％） 

◆目標値又は目標範囲：100.0 以上 

◆理由：料金回収率は、料金水準の適切性を表すものであり、100.0 で料金と給水原価が均衡すること

から、100.0 以上を目標とします。 

 

表 3-1 経営指標の目標値等まとめ 

指標 
目標値又は 

目標範囲 
備 考 

①経常収支比率（％） 105.4 以上 
平成 26 年度（2014 年度） 

実績値：105.4 

②料金回収率（％） 100.0 以上 
平成 26 年度（2014 年度） 

実績値：95.9 
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3.3 経営健全化の取組み 

3.3.1 これまでの取組み 

（1） 組織の見直し・適正な人員配置 

市民の多様なニーズに対応できる組織の再編を図り、効果的な職員定数の適正化を図ってきました。 

具体的な取組みは、次のとおりです。 

・平成 17 年度（2005 年度）に水道事業と下水道事業の組織を統合し、事務の効率化を図りました。 

・平成 22 年度（2010 年度）に下水道担当部長を廃止しました。 

・平成 23 年度（2011 年度）に 2 部 8 課体制を 2 部 6 課体制に変更しました。 

・平成 17 年度（2005 年度）の組織統合以降、以下のとおり定員管理の適正化に努めてきました。 

平成 17 年度 

（2005 年度） 

平成 18 年度 

（2006 年度） 

平成 19 年度 

（2007 年度）

平成 20 年度 

（2008 年度）

平成 21 年度 

（2009 年度） 

平成 22 年度 

（2010 年度）

110 人 109 人 103 人 102 人 98 人 92 人 

平成 23 年度 

（2011 年度） 

平成 24 年度 

（2012 年度） 

平成 25 年度 

（2013 年度）

平成 26 年度 

（2014 年度）

平成 27 年度 

（2015 年度） 

 

85 人 83 人 82 人 73 人 77 人  

※当該年度 4 月 1 日の定数職員数 

 

（2） 民間活用 

経営基盤の強化や効率化に向けて、事務事業の再編・整理を行うとともに、民間委託化を図ってき

ました。 

具体的な取組みは、次のとおりです。 

・平成 17 年度（2005 年度）からコンビニエンスストアでの収納を開始しています。 

・平成 20 年度（2008 年度）から有料駐車場として旧高松浄水場用地を活用しています。 

・平成 21 年度（2009 年度）から水道メーター検針業務の委託を実施しています。 

・平成 25 年度（2013 年度）から営業課業務包括委託を実施しています。 

 

3.3.2 今後の取組み 

目標の達成のために、今後は以下の方針で経営健全化に向けた取組みを実施します。 

 

（1） 組織の見直し・適正な人員配置 

 現状の組織や業務を見直し、簡素で機能的な組織の編成に努めるとともに、技術継承を促進し、適

正な人員配置を行います。 

 具体的には、次のとおり取組みます。 
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① 職員配置の見直し(正規職員から再任用職員への置換)を行い、平成 28 年度（2016 年度）以降、

人件費を削減します。 

② 技術職員の配置の見直しにより、平成 30 年度（2018 年度）から 2 人を、平成 31 年度（2019

年度）からさらに 2 人（合計 4 人）を減員し、人件費の削減を見込みます。 

 

（2） 民間活用 

浄水場運転管理業務の委託など、委託可能な事業の委託化を推進するとともに、包括的民間委託の

推進など先進事例等の情報収集を図りながら、研究・検討を進めます。研究・検討に際しては、経費

削減の効果だけではなく、民間事業者の業務評価手法、職員の技術レベルの維持にも着目し、適正な

水道事業の運営に努めます。「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」（平成27年（2015

年）12 月 15 日 民間資金等活用事業推進会議決定）を踏まえながら研究・検討を進めていきます。 

具体的には、次のとおり取組みます。 

① 平成 28 年度（2016 年度）から、水道配水施設管理業務を委託化します。 

② 平成 28 年度（2016 年度）から、生瀬浄水場管理業務を委託化します。 

③ 平成 29 年度（2017 年度）から料金等包括委託業務の対象を料金システム等にも拡大します。 

④ 小浜浄水場、惣川浄水場について、夜間、土日祝日、年末年始の運転管理業務を、平成 29 年

度（2017 年度）、平成 31 年度（2019 年度）からそれぞれ委託する予定とします。 

 

（3） 広域化に関する事項 

施設の統廃合、施設・設備・管路の長寿命化により、今後の更新投資を抑制するよう努めていると

ころですが、今後も更なる更新費用の抑制を検討し、経営の健全化に努める必要があります。その一

つの手法として、広域化の考えのもと、近隣都市等との連携による施設の共同利用化（ハード面）、管

理の一体化やシステムの共同化（ソフト面）などにより、重複投資を避け投資効率を向上させるとと

もに管理面の強化を図ることが考えられます。 

今後は、従来の事業統合による広域化にとらわれず、広域化のイメージを発展的に広げ、近隣の事

業体間での連携も視野に入れた積極的な検討を行います。 

 

（4） 経営システム改革 

費用の平準化を図るため、公営企業債の償還年数を 30 年から 40 年に延長します。 

これにより、平成 32 年度（2020 年度）に約 3,200 万円の効果額を見込みます。 

 

（5） 施設、財産の有効活用 

阪神水道企業団からの受水に伴い廃止する予定の小林浄水場、亀井浄水場や用途廃止する深谷貯水
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池のほか、すでに浄水処理を廃止している生瀬浄水場の土地の一部などの資産の有効活用を検討しま

す。 

小林浄水場、亀井浄水場の跡地の活用については、平成 32 年度（2020 年度）に売却することも含め

て検討します。 

なお、小林浄水場、亀井浄水場の廃止及び深谷貯水池の用途廃止に伴い、人件費や維持管理費、賃

借料の削減を見込みます。  
（6） 収入の確保 

未収金対策として、債権管理の徹底を図るとともに、ペイジー口座振替受付サービスの拡大を図り、

口座振替率の向上を図るなど、着実な収入の確保に努めます。 

 

（7） 総人件費の抑制 

一層の給与の適正化を図るなど、総人件費の抑制に努めます。 

具体的には、平成 28 年度（2016 年度）から平成 30 年度（2018 年度）までの 3 年間、職員の給与を

1.2%から 4.5%減額します。 

なお、職員配置の見直し、浄水場運転管理業務の委託、包括的民間委託の拡大、2 箇所の浄水場の廃

止により、平成 27 年度（2015 年度）の職員数 77 人を平成 31 年度（2019 年度）には 50 人に減員する

予定とし、人件費の減を見込みます。 

 

（8） 料金体系 

今後も水需要構造の変化を敏感にとらえ、経営状況や時勢にあった公正妥当な料金体系について検

討し、安定した経営を維持するよう努めます。 
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3.3.3 経営健全化取組み（まとめ） 

経営健全化に向けた取組みの効果を表 3-2に示します。 

 

表 3-2 経営健全化に向けた取組み（まとめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

平成31年度

(2019年度)

平成32年度

(2020年度)

平成33年度

(2021年度)

～

平成37年度

(2025年度)

効果額 効果額 効果額 効果額 効果額 効果額

① 職員配置の見直し
平成28年度

(2016年度)
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000

② 技術職員の配置の見直し

平成30年度

(2018年度)、

平成31年度

(2019年度)

16,000 32,000 32,000 160,000

① 水道配水施設管理業務委託
平成28年度

(2016年度)
800 800 800 800 800 4,000

② 生瀬浄水場完全委託
平成28年度

(2016年度)
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

③ 包括委託拡大（料金システム等）
平成29年度

(2017年度)
20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

④

小浜・惣川浄水場夜間等運転管理業務委託

　平成29年度(2017年度)：小浜浄水場

　平成31年度(2019年度)：惣川浄水場

平成29年度

(2017年度)、

平成31年度

(2019年度)

17,255 17,255 34,510 34,510 172,550

① 公営企業債償還年限延長(30年を40年)
平成27年度

(2015年度)
（償還年限延長の効果は5年据置以降） 32,369 161,845

① 小林・亀井浄水場廃止
平成30年度

(2018年度)
318,000 318,000 318,000 1,590,000

② 深谷貯水池用途廃止等
平成30年度

(2018年度)
19,030 19,030 19,030 95,150

③ 小林・亀井浄水場跡地活用
平成32年度

(2020年度)
1,111,870

① 給与減額等
平成28年度

(2016年度)
25,761 26,787 27,813 3,667 3,667 18,335

38,561 76,842 430,898 440,007 1,584,246 2,361,880

計画期間前半の効果額　→ 2,570,554 千円

計画期間後半の効果額　→ 2,361,880 千円

（1）～（7）の効果額の合計

（5）　施設、財産の有効活用

取組項目 取組年度

（1）  組織の見直し・適正な人員配置

（2）　民間活用

（4）　経営システム改革

（7）　総人件費の抑制
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3.4 将来予測 

3.4.1 計算条件 

（1） 収益的収入の主なもの 

①給水収益 

平成 28 年度（2016 年度）以降は、年間有収水量に供給単価を乗じて算出します。 

 

（2） 収益的支出の主なもの 

① 人件費 
 前記 3.3.2 今後の取組みに掲げる人件費の削減を見込みます。 

 

②受水費 

平成 29 年度（2017 年度）以降、阪神水道企業団からの受水に伴い増額します。 

 

③委託料 

平成 28 年度（2016 年度）からの水道配水施設管理業務委託、平成 29 年度（2017 年度）、平成 31 年

度（2019 年度）の浄水場の夜間等運転管理業務委託の実施及び平成 29 年度（2017 年度）の包括委託

の拡大による増加分を見込みます。 

 

④支払利息 

既存債分の支払利息は過去の企業債の支払計画に基づきます。 

新規債分の支払利息は、40 年償還、5 年据置、半年賦元利均等償還とし、年利率については、内閣

府「中長期の経済財政に関する試算」（平成 27 年（2015 年）7 月 22 日 経済財政諮問会議提出）の名

目長期金利及び地方公共団体金融機構の貸付利率（平成 27 年（2015 年）11 月 18 日）を基にします。 

 

（3） 資本的収入の主なもの 

①企業債 

近年の利率は低水準に抑えられており、現状の利率で企業債を充当することは有効な財源確保手段

といえます。将来的な利率については不透明ですが、資金残高の確保を目的に、本検討では低水準の

利率である企業債を可能な限り財源に充当して世代間の公平を図るとともに、企業債残高が多くなり

すぎないよう配慮し、平成 30 年度（2018 年度）以降は建設改良費の 70％を借り入れます。 

 

②その他 

投資（他の企業会計への貸付）の償還分を見込みます。 
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（4） 資本的支出の主なもの 

①建設改良費 

平成 30 年度（2018 年度）以降は P2～P11 の投資計画に基づきます。 

 

②企業債償還金（元金） 

既存債分の企業債償還金（元金）は、支払計画に基づきます。 

新規分の企業債償還金（元金）は、40 年償還、5 年据置、半年賦元利均等償還とします。 

 

③投資 

平成 28 年度（2016 年度）に宝塚市下水道事業への出資として 2.1 億円を計上します。 

 

（5） その他の項目 

収益的収入・支出、資本的収入・支出の主なもの以外の項目については、平成 26 年度（2014 年度）

決算を基に、必要な増減等を見込んで算定します。 

 

3.4.2 財政収支まとめ 

財政収支計算表を表 3-3、表 3-4に示します。 

経営状況は以下のとおりです。 

 

（1） 当年度純損益（表 3-3 最下段） 

当年度純損益は、平成 27 年度（2015 年度）に約 1.8 億円の黒字であったものが、人件費の削減など

経営健全化に努めるものの、受水費や支払利息の増加により、平成 29 年度（2017 年度）以降、毎年度

赤字（土地の売却により 7.9 億円の特別利益が生じる平成 32 年度（2020 年度）を除く）となり、平成

37 年度（2025 年度）には約 5.2 億円の赤字となります。 

 

（2） 資金残高（表 3-4 中段） 

資金残高は、平成 27 年度（2015 年度）に約 38.7 億円であったものが、平成 28 年度（2016 年度）に

は約 21.4 億円に減少し、その後、投資の償還金及び土地の売却により、平成 32 年度（2020 年度）に

約 53.5 億円まで増加しますが、その後は純損益の赤字に伴って減少に転じ、平成 37 年度（2025 年度）

には約 28.1 億円となります。 

 

（3） 財政計画指標（表 3-4 最下段） 

平成 37 年度（2025 年度）の経常収支比率は 89.2％、料金回収率は 79.8％で、いずれも目標に達しま
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せん。 

 

3.4.3 目標達成の取組み 

経営の合理化、効率化の徹底を図りますが、財政計画指標の目標に達しないため、さらなる経営健

全化の取組みとして、予算編成におけるマイナスシーリングの実施や予算執行方法の精査による経常

経費の削減及び資産の有効活用等による収益確保に努めます。 

なお、5 年連続して経常収支比率が 100％を下回ることが予測される平成 33 年度（2021 年度）まで

に、これらの取組みを行うとともに、それでもなお純損益の赤字が見込まれる場合は、水道料金の改

定を検討します。 

料金改定に当たっては、社会情勢、経営状況等の変化を踏まえ、宝塚市上下水道事業審議会に諮問

を行い、充分に審議いただいた上で検討することとします。 
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表 3-3 財政収支計算表（収益的収支） 

 

（単位；千円）

実績値← →推定値

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

（2012年度） （2013年度） （2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度） （2025年度）

228,394 228,175 227,702 229,183 229,667 229,851 230,335 230,278 230,127 229,969 229,709 229,360 228,594 227,826

23,799,610 23,754,278 23,240,036 23,224,552 23,262,396 23,276,838 23,321,649 23,375,543 23,292,189 23,272,000 23,241,497 23,265,567 23,120,340 23,038,506

152.09 151.40 151.34 151.17 151.15 151.13 151.11 151.09 151.07 151.05 151.03 151.01 150.99 150.97

損益勘定（税抜き）

1.営業収益 3,792,955 3,806,883 3,690,306 3,676,621 3,715,404 3,691,079 3,697,384 3,705,061 3,692,001 3,688,486 3,683,413 3,686,583 3,664,190 3,651,373

給水収益 3,619,582 3,596,306 3,517,056 3,510,963 3,516,111 3,517,829 3,524,134 3,531,811 3,518,751 3,515,236 3,510,163 3,513,333 3,490,940 3,478,123

受託工事収益 20,356 25,077 25,001 18,605 22,105 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001 25,001

その他営業収益 153,017 185,500 148,249 147,053 177,188 148,249 148,249 148,249 148,249 148,249 148,249 148,249 148,249 148,249

2.営業外収益 274,860 241,237 680,646 739,086 797,361 666,731 667,934 660,317 654,401 650,358 645,037 633,645 620,617 604,247

受取利息 16,992 22,615 20,911 19,064 14,889 11,208 14,579 19,017 17,801 16,330 14,299 12,052 9,515 6,809

分担金 228,665 190,888 174,351 243,096 302,541 172,351 170,351 168,351 166,351 164,351 162,351 160,351 158,351 156,351

他会計補助金 7,354 7,473 6,793 6,259 6,539 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

雑収益 21,849 20,261 19,771 18,374 18,994 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771

長期前受金戻入(既存) 0 0 458,820 452,293 454,398 449,833 448,891 438,062 434,588 433,242 431,177 423,258 413,993 401,555

長期前受金戻入(新規) 0 0 0 0 0 7,568 8,342 9,116 9,890 10,664 11,439 12,213 12,987 13,761

3.特別利益 1,558 4,388 15,862 3,073 1,389 2,000 2,000 2,000 790,369 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

過年度損益修正益 1,558 4,388 911 925 1,389 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

その他 0 0 14,951 2,148 0 0 0 0 788,369 0 0 0 0 0

収益的収入合計(A) 4,069,373 4,052,508 4,386,814 4,418,780 4,514,154 4,359,810 4,367,318 4,367,378 5,136,771 4,340,844 4,330,450 4,322,228 4,286,807 4,257,620

1.営業費用 3,981,533 3,987,021 3,933,715 4,031,177 4,146,564 4,412,280 4,346,614 4,310,141 4,319,049 4,336,136 4,346,263 4,367,043 4,379,156 4,369,986

人件費 958,228 895,992 822,652 850,023 874,168 824,732 707,706 650,347 650,347 650,347 650,347 650,347 650,347 650,347

動力費 287,486 349,747 357,292 359,486 383,212 357,292 249,292 249,292 249,292 249,292 249,292 249,292 249,292 249,292

薬品費 57,195 68,201 65,746 55,048 65,800 65,746 40,746 40,746 40,746 40,746 40,746 40,746 40,746 40,746

修繕費 281,223 274,782 241,449 272,814 287,130 241,449 201,449 201,449 201,449 201,449 201,449 201,449 201,449 201,449

受水費 607,230 593,308 613,130 635,582 609,534 992,275 1,280,132 1,280,132 1,280,132 1,280,132 1,280,132 1,280,132 1,280,132 1,280,132

委託料 310,934 344,140 378,005 391,182 416,837 441,122 416,122 468,039 468,039 468,039 468,039 468,039 468,039 468,039

減価償却費等 1,314,354 1,301,837 1,315,499 1,299,998 1,259,519 1,349,722 1,350,255 1,319,224 1,328,132 1,345,219 1,355,346 1,376,126 1,388,239 1,379,069

　減価償却費(既存) 1,308,472 1,292,948 1,306,890 1,291,615 1,259,518 1,217,259 1,181,665 1,101,240 1,058,270 1,023,479 987,231 961,636 927,374 871,829

　減価償却費(新規) 0 0 0 0 0 123,854 159,981 209,375 261,253 313,131 359,506 405,881 452,256 498,631

　除却費 5,882 8,889 8,609 8,383 1 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609

その他 164,883 159,014 139,942 167,044 250,364 139,942 100,912 100,912 100,912 100,912 100,912 100,912 100,912 100,912

2.営業外費用 213,449 208,064 214,498 209,932 237,481 262,067 285,404 299,899 317,347 335,657 351,795 367,608 384,469 402,429

支払利息(既存_企業債) 213,082 207,473 212,680 209,501 237,481 189,281 178,519 167,314 155,441 143,096 130,457 117,817 105,816 94,310

支払利息(新規) 0 0 0 0 0 72,786 106,885 132,585 161,906 192,561 221,338 249,791 278,653 308,119

その他 367 591 1,818 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.特別損失 10,597 115,898 1,959,176 2,028 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852

過年度損益修正損 10,597 115,898 1,910,182 1,834 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852

その他特別損失 0 0 48,994 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収益的支出 合計(B) 4,205,579 4,310,983 6,107,389 4,243,137 4,385,897 4,676,199 4,633,870 4,611,892 4,638,248 4,673,645 4,699,910 4,736,503 4,765,477 4,774,267

当年度純損益(A)-(B) -136,206 -258,475 -1,720,575 175,643 128,257 -316,389 -266,552 -244,514 498,523 -332,801 -369,460 -414,275 -478,670 -516,647 

※給水人口については、平成27年度（2015年度）以降は変更認可に伴う推定値

項目/年度

給水人口（人）※

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

年間有収水量（水道）（m3）

供給単価（上水道）（円/m3）
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表 3-4 財政収支計算表（資本的収支）及び経営指標の推移 

 

 

 

 

（単位；千円）

実績値← →推定値

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

（2012年度） （2013年度） （2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度） （2025年度）

資本勘定（税込み）

企業債 155,300 966,200 499,700 376,100 4,290,569 2,005,800 1,284,990 1,332,800 1,332,800 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000

工事負担金 36,193 13,452 29,773 109,801 168,999 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773

他会計負担金 5,984 3,452 2,665 1,562 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

他会計補助金 7,251 7,316 7,382 3,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 1,800,000 811,437 745 500,000 1,400,000 1,000,000 1,300,000 393,501 0 0 0 0 0

資本的収入 合計(C) 204,728 2,790,420 1,350,957 491,924 4,966,568 3,442,573 2,321,763 2,669,573 1,763,074 1,191,773 1,191,773 1,191,773 1,191,773 1,191,773

建設改良費 481,705 1,546,234 931,124 1,895,043 6,359,437 3,203,100 1,835,700 1,904,000 1,904,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

阪神水道受水事業費 0 0 0 1,146,187 4,843,813 1,160,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0

水道水源間バックアップ強化事業費 0 0 0 0 8,000 8,000 25,000 254,000 254,000 0 0 0 0 0

管路更新・耐震化事業費 68,354 111,664 414,892 127,501 270,000 270,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000

基幹施設耐震化事業費 0 229,660 213,058 194,268 187,000 157,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

新庁舎建設事業費 0 0 0 8,996 47,850 1,418,100 80,700 0 0 0 0 0 0 0

惣川浄水場浄水処理強化事業費 0 0 0 14,795 563,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他施設・設備更新費等 413,351 1,204,910 303,174 403,296 439,774 190,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000

企業債償還金 333,808 353,752 379,355 403,489 445,045 460,173 476,078 517,987 548,811 570,024 673,294 706,354 729,520 733,280

元金償還金(既存分) 333,808 353,752 379,355 403,489 445,045 460,173 476,078 517,987 548,811 561,156 571,925 560,996 556,137 531,343

元金償還金(新規分) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,868 101,369 145,358 173,383 201,937

他会計貸付金 0 0 1,900,000 300,000 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資 500,000 500,000 500,000 0 1,210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的支出 合計(D) 1,315,513 2,399,986 3,710,479 2,598,532 8,084,482 3,663,273 2,311,778 2,421,987 2,452,811 2,220,024 2,323,294 2,356,354 2,379,520 2,383,280

資本的収支不足額(C)-(D) -1,110,785 390,434 -2,359,522 -2,106,608 -3,117,914 -220,700 9,985 247,586 -689,737 -1,028,251 -1,131,521 -1,164,581 -1,187,747 -1,191,507

企業債残高 9,626,787 10,239,235 10,359,579 10,332,191 14,177,714 15,723,342 16,532,254 17,347,066 18,131,055 18,716,031 19,197,738 19,646,385 20,071,864 20,493,584

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

（2012年度） （2013年度） （2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度） （2025年度）

資金残高 4,337 ,471 5 ,593 ,854 4 ,786 ,799 3 ,870 ,070 2 ,144 ,085 2 ,734 ,377 3 ,504 ,605 4 ,518 ,554 5 ,349 ,825 5 ,010 ,103 4 ,541 ,869 4 ,023 ,685 3 ,438 ,544 2 ,814 ,160

経営指標

投資計画指標

水源の水質事故数 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

浄水場事故割合 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所 0件/箇所

浄水施設耐震施設率 48.8% 48.8% 48.8% 48.8% 48.8% 48.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ポンプ所耐震施設率 16.6% 16.6% 16.6% 18.1% 18.1% 18.1% 24.1% 24.1% 25.6% 25.6% 25.6% 26.7% 28.0% 34.5%

配水池耐震施設率 20.0% 26.8% 37.4% 40.3% 45.2% 45.2% 52.2% 52.2% 52.2% 52.2% 55.5% 59.7% 61.0% 61.0%

管路の耐震化率 5.5% 5.9% 6.9% 7.4% 8.2% 8.8% 10.1% 11.3% 12.6% 13.8% 15.1% 16.3% 17.6% 18.8%

管路の耐震適合率 － － 16.5% 17.0% 17.8% 18.4% 19.7% 20.9% 22.2% 23.4% 24.7% 25.9% 27.2% 28.4%

基幹管路の耐震化率 9.1% 9.6% 10.5% 11.1% 13.4% 14.9% 17.8% 20.7% 23.6% 26.5% 29.4% 32.3% 35.1% 38.0%

基幹管路の耐震適合率 － － 18.7% 19.3% 21.6% 23.1% 26.0% 28.9% 31.8% 34.7% 37.6% 40.5% 43.3% 46.2%

鉛製給水管率 9.6% 9.1% 8.9% 8.5% 7.7% 6.8% 6.0% 5.1% 4.3% 3.4% 2.6% 1.7% 0.9% 0.0%

管路の更新率 0.2% 0.2% 0.6% 0.3% 0.6% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%

有収率 95.9% 97.0% 95.4% 95.6% 95.6% 95.7% 95.7% 95.8% 95.8% 95.8% 95.9% 95.9% 96.0% 96.0%

財政計画指標

経常収支比率 97.0% 96.5% 105.4% 104.1% 102.9% 93.2% 94.2% 94.7% 93.7% 92.9% 92.1% 91.2% 89.9% 89.2%

料金回収率 86.7% 86.2% 95.9% 93.1% 89.5% 83.4% 84.4% 84.8% 83.9% 83.1% 82.5% 81.7% 80.5% 79.8%

項目/年度

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

項目/年度
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4. 経営戦略の事後検証 

この経営戦略は、毎年度、「投資計画指標」、「財政計画指標」を用いて進捗管理を行います。 

 進捗管理に当たっては、上記指標の乖離の検証に加え、経営健全化の取組み状況についても検証し、

必要に応じて見直しを行うこととします。また、新たな経営健全化や財源確保に係る取組みが具体化

した場合においては、その内容を本経営戦略に追加するものとします。 

さらに、それらに基づき、平成 32 年度（2020 年度）を目途に本経営戦略そのものの見直しを行いま

す。 
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資料 『 宝塚市水道事業の概要 』 

 

事業概要、業務予定量、財務状況、一般会計等の関与、企業債等残高、職員定数・給与の状況、公

共料金等の状況、事業評価等の実施状況、民間的経営手法の導入状況、その他経営基盤強化への取組

状況、経費節減等の取組による効果額、経営比較分析表を公開します。 

 

 

 

 

 

 

１．事業概要

２．業務予定量（平成26年度（2014年度）決算）

1

2

3

３．財務状況　（平成26年度（2014年度）決算） （注）売上高+営業外収益+特別利益

４．一般会計等の関与　（平成26年度（2014年度）決算）

1
2
3

5
6

５．企業債等残高（平成26年度（2014年度）決算）

2
3

2 組織名 上下水道局

63,671m3

公的資金は、財政融資、地方公共団体金融機構である

備考

金額（千円）

資本

工事負担金

金額（千円）

4,386,813
金額（千円）

その他金銭債務
借入金

区分 金額（千円）

損
益
計
算
書 -872,505

-1,720,575
222,738

0
0

12,662
11,996
24,658
29,773

44,635,673

減価償却及び長期前受
金収益化前当期損益

備考（算出方法等）

0
0

3

4

企業債
　（うち公的資金）

1

内訳

機会費用
貸付金

繰出金
負担金
補助金
出資金

うち基準外繰出
うち基準内繰出

給水人口
業務項目

21,326,499
23,309,174

0
0

宝塚市東洋町1番3号

1日平均有収水量

年間有収水量

234,129人

10,359,579
（10,359,579）

6
5

23,240,036m
3

総収入（注）
項目

組織概要

組織図等掲載

予定量

7
管理者
事業名

団体名

森　増夫
水道事業

宝塚市1

4

貸
借
対
照
表

負債
総資産

項目

当期損益
経常損益

1,441,829うち利益剰余金

総務課

給排水設備課

営業課経営管理部
浄水課管理者
工務課

下水道課
施設部

職員数
所在地

72名
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６．職員定数・給与の状況（平成26年度（2014年度）決算）

1
2
3
4
5

７．公共料金等の状況（平成26年度（2014年度）決算）
公共料金算定方法

3

８．事業評価等の実施状況（平成26年度（2014年度）決算）

９．民間的経営手法の導入状況

１０．その他経営基盤強化への取組状況

１１．経費節減等の取組による効果額
平成17年度（2005年度）から平成27年度（2015年度）にかけて、職員数を33人削減し、人件費の縮減を図った。

1
－
－

3,517,056
金額（千円）

2
項目

公共料金（３）
公共料金（２）
公共料金（１）

直近の料金改定　平成24年（2012年）１2月

口径別　基本料金及び従量料金（7段階）

民間委託の導入

当該年度までの実績

平成17年度（2005年度）に下水道事業との一体化を図り、簡素で効率的な組織を実現した。

平成25 年（2013年）10 月から、上下水道料金の徴収等の業務を民間に包括委
託し、市民サービスの向上および経費の削減を図った。

2評価結果の事業運営への反映状況
・施工箇所の優先順位づけをより合理的に行うことなどにより、より効率的な事業の実施を行う。
・中長期的には、事業の拡充を図る。

1評価結果
・水道管路経年化整備率は前年比0.84％向上した。
・基幹管路の耐震化率は前年比0.98%向上した。
・基幹施設耐震化率は前年比1.5%向上した。
近年、震災等の発生が想定される中、水道施設の更新・耐震化整備の推進は大変重要な課題となっている。管
路及び施設の更新・耐震化整備に関し、平成26年度（2014年度）と平成25年度（2013年度）の成果指標を比較
すると、いずれも指標値は向上しているものの、基幹施設耐震化率を除き、上昇率はいずれも1%以下にとどまっ
ており、十分とは言えない状況である。平成27年度（2015年度）以降も、成果指標の更なる向上を目指し、着実
に事業を進める必要がある。

金額（千円）

職種別職員定数
職員手当
職員平均給料月額
職員給与費
人件費

項目

－
248,562

372,014
326

946,591
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１２．経営比較分析表（平成 26 年度（2014 年度）決算） 
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 本市水道事業は、「水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくためには、

中長期的な視野に立った経営の基本計画である経営戦略を策定し、それに基づき施設、

財務、組織、人材等の経営基盤を強化することが重要である」との考えから、平成 28 年

（2016 年）12 月に宝塚市水道事業経営戦略（以下「経営戦略」という。）を策定しまし

た。策定から 4 年が経過し、幾つかの計画値と実績値との間に乖離が生じていることや

水道事業を取り巻く環境が変化していること等を踏まえ、計画期間前期（平成 28 年度

（2016 年度）から令和 2 年度（2020 年度）まで）の検証を行うとともに、計画期間後期

（令和 3 年度（2021 年度）から令和 7 年度（2025 年度）まで）について、計画期間前期

の検証結果のフィードバックや、社会情勢等の変化を考慮し、安定的な事業継続の指針

となるよう見直しを行います。 

 
 

1.1 見直しと水道事業の課題 
 

水道事業は「今後、水需要が減少するにもかかわらず、投資額が増大する」という大

きな課題に直面しています。人口減少やライフスタイルの変化による水需要の減少によ

り、平成 30 年度（2018 年度）に約 35 億円あった給水収益は、25 年後である令和 25 年

度（2043 年度）には約 30 億円、50 年後である令和 50 年度（2068 年度）には約 22 億円

となり、50 年間で約 13 億円減少する見込みです。一方、市内に布設された約 800 ㎞の

管路の老朽化に対応するためには、毎年度約 10 ㎞の管路更新を行うとともに、自然災害

リスクに対する投資も必要となり、今後、平均して毎年度約 17 億円の管路更新等を行う

必要があります。収入の減少と支出の増加により、経営環境は年々厳しさを増します。

このような状況で安定的に事業を継続するため、経営戦略の見直しを行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 給水収益の推移 
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第 1 章 見直しの趣旨 

（千円） 

50年後は現在より約13億円収益が減少 



1.2 見直しの流れ 
 

 平成 28 年（2016 年）12 月に策定した経営戦略は、将来的な需要を適切に把握すると

ともにアセットマネジメント等の知見を活用してその最適化を図ることを内容とする

「投資計画」と、必要な需要額を賄う財源を中長期的な経営の中で計画的かつ適切に確

保することを内容とする「財政計画」とで構成しています。 

今回の見直しでは、次の図のとおり、計画期間前期の収益的収支（営業成績）につい

て検証した後、給水収益等の「財政計画の基礎数値」、財政計画を下支えする「経営健

全化の取組み」等について、計画期間前期の検証を行い、経営戦略策定後に生じた変化

等を加えて、計画期間後期の金額等を算出します。また、それらを基礎として、料金改

定を試算するとともに、宝塚市の水道事業の将来の課題を示します。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 見直しの全体像 
 
 
 

1.3 見直しと宝塚市水道ビジョン 2025 中間検証報告書 
 

 経営戦略の見直しには、宝塚市水道ビジョン 2025（以下「ビジョン」という。）中間

検証報告書の給水人口の見直しや投資計画指標の検証結果を反映しています。 
 

 

1.4 第 1 章のまとめ 
 

 水道事業は、収入の減少と支出の増加により、大変厳しい経営環境にあり、年々厳し

さを増しています。人口推計等から試算すると、給水収益はこの 50 年で約 13 億円減少

する見込みです。このような状況で安定的に事業を継続するため、策定から 4 年が経過

した経営戦略について、ビジョン中間検証報告書を踏まえ、見直しを行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 財政計画の基礎数値 

第 5 章 経営健全化の取組み 

第 6 章 経営戦略策定後に生じた変化 
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計画期間前期の経営成績である収益的収支（税抜額。平成 28 年度（2016 年度）から

令和元年度（2019 年度）までは決算値、令和 2 年度（2020 年度）は決算見込値）につい

て、経常収益（営業収益と営業外収益の合計額）と経常費用（営業費用と営業外費用の

合計額）に分けて検証します。計画期間後期の見込額については、第 7 章に記載してい

ます。なお、表題に付されている括弧書きの数字は、経営戦略の該当頁を示しています。 
 
 

2.1 経常収益（20）   （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 4,512,765 4,357,810 4,365,318 4,365,378 4,346,402 21,947,673 

実 績 4,370,275 4,422,779 4,470,210 4,326,549 4,099,862 21,689,675 

差 額 △142,490 64,969 104,892 △38,829 △246,540 △257,998 
 

前期の 

検証 

経営戦略と実績の差が生じた最も大きな原因は、令和2年度（2020年度）に新型コロナ

ウイルス感染症により影響を受けた市民生活等を支援するため、4カ月間の基本料金の

減免を行ったことです。5年間の総額としては、257,998千円下回りました。 
 

計画期間前期 5 年間の経営戦略と実績の差の主な内容 

実績が上回った項目 経営戦略 実績 実績が下回った項目 経営戦略 実績 

長期前受金戻入 

その他営業収益 

2,260,688 

770,184 

2,304,898 

778,813 

給水収益 

受取利息 

17,608,636 

77,494 

17,210,772 

30,456 
 
 

2.2 経常費用（20）                                       （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 4,384,045 4,674,347 4,632,018 4,610,040 4,636,396 22,936,846 

実 績 4,085,451 4,386,274 4,592,066 4,540,482 4,388,133 21,992,406 

差 額 △298,594 △288,073 △39,952 △69,558 △248,263 △944,440 
 

前期の 

検証 

経営戦略と実績の差が生じた最も大きな原因は、支払利息の実績が経営戦略よりも 

418,805千円下回ったことです。借入額と借入利率の実績が経営戦略より低かったこと

で支払利息が減少しました。計画期間前期5年間のすべての年度で実績が経営戦略を下

回り、合計では944,440千円下回りました。 
 

計画期間前期 5 年間の経営戦略と実績の差の主な内容 

実績が上回った項目 経営戦略 実績 実績が下回った項目 経営戦略 実績 

修繕費 

除却費 

1,132,926 

34,437 

1,187,473 

42,948 

減価償却費 

支払利息 

受水費 

6,572,415 

1,402,198 

5,442,205 

6,242,794 

983,393 

5,196,108 

 
 

2.3 第 2 章のまとめ 
 

経営戦略では平成28年度（2016年度）から令和2年度（2020年度）までの合計で989,173

千円の経常損失が生じる見込みでしたが、実際は302,731千円の経常損失となり、損失が

686,442千円減少する結果となりました。投資額が経営戦略に満たなかったことにより

（支払利息はそれに加えて利率が経営戦略よりも低かったことにより）、減価償却費及

び支払利息の実績が経営戦略と比べて減少（減価償却費329,621千円減、支払利息418,805

千円減）し、損失が減少しました。 

 

第 2 章 計画期間前期の「収益的収支」の検証 



 

 

 財政計画の基礎数値のうち、収益の柱である給水収益に関連する数値（有収水量・給

水収益）について、実績値（平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）まで

は決算値、令和2年度（2020年度）は決算見込値）を算定し、ビジョン中間検証報告書の

給水人口の見込みを基に、節水機器の普及等を考慮して計画期間後期の数値を見直しま

す。 
 
 

3.1 有収水量（20） （㎥） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 23,262,396 23,276,838 23,321,649 23,375,543 23,292,189 116,528,615 

実 績 23,269,173 23,312,276 23,211,402 23,158,533 23,672,643 116,624,027 

差 6,777 35,438 △110,247 △217,010 380,454 95,412 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

計画期間当初は実績値が経営戦略を上回っていますが、平成30年度（2018年度）及

び令和元年度（2019年度）は実績値が下回っています。給水人口の減少が、経営戦

略よりも大きかったことが原因です。ビジョン中間検証報告書の水需要予測に基づ

き令和5年度（2023年度）以降の有収水量の予測を下方修正します。 

 
年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 合計 

経営戦略 23,272,000 23,241,497 23,265,567 23,120,340 23,038,506 115,937,910 

見直し 23,441,613 23,317,094 23,191,942 23,069,124 22,945,673 115,965,446 

差 169,613 75,597 △73,625 △51,216 △92,833 27,536 
 
 

3.2 給水収益（20）                                   （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 3,516,111 3,517,829 3,524,134 3,531,811 3,518,751 17,608,636 

実 績 3,524,138 3,535,035 3,523,169 3,526,658 3,101,772 17,210,772 

差 額 8,027 17,206 △965 △5,153 △416,979 △397,864 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

計画期間当初は実績額が経営戦略を上回っていましたが、有収水量の減少により、

平成30年度（2018年度）以降は実績値が下回っています。有収水量の見直しに合わ

せ、令和5年度（2023年度）以降の給水収益の予測を下方修正します。なお、令和2

年度（2020年度）に実績が大きく減少しているのは、新型コロナウイルス感染症に

より影響を受けた市民生活等を支援するため、4カ月間の基本料金の減免を行った

ためです。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 合計 

経営戦略 3,515,236 3,510,163 3,513,333 3,490,940 3,478,123 17,507,795 

見直し 3,539,684 3,520,415 3,501,056 3,482,054 3,462,961 17,506,170 

差 額 24,448 10,252 △12,277 △8,886 △15,162 △1,625 

 

3.3 第 3 章のまとめ 
 

 令和 2 年度（2020 年度）に新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民生活等

を支援するために 4 カ月間の基本使用料の減免を行ったこと等により、給水収益の実績

は 5 年の合計で経営戦略に比べて 397,864 千円下回る結果となりました。計画期間後期

については、軽微な見直しは行っていますが、ほぼ経営戦略どおり推移すると見込んで

います。 

第 3 章 計画期間前期の「財政計画の基礎数値」の検証と後期の見込み 



 

 

 投資について、計画期間前期の実績額（平成 28 年度（2016 年度）から令和元年度（2019

年度）までは決算額、令和 2 年度(2020 年度）は決算見込額）を算定し、計画期間前期

末時点における投資計画指標の数値を示します。また、参考のためビジョン中間検証報

告書（4 頁から 6 頁まで）に記載した計画期間前期の投資計画指標の目標値及び実績値

を転記しています。なお、計画期間後期の見込額については第 7 章に記載しています。 
 
 

4.1 投資額 
 

4.1.1 施設・設備の耐震化費用（7） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 187,000 157,000 100,000 100,000 100,000 644,000 

実 績 8,130 0 0 0 232,624 240,754 

差 △178,870 △157,000 △100,000 △100,000 132,624 △403,246 
 

4.1.2 施設・設備の更新費用（7） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 439,774 190,000 630,000 630,000 630,000 2,519,774 

実 績 227,106 177,859 161,673 782,488 360,166 1,709,292 

差 △212,668 △12,141 △468,327 152,488 △269,834 △810,482 
 

4.1.3 管路の更新費用（8） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 270,000 270,000 920,000 920,000 920,000 3,300,000 

実 績 119,222 141,317 171,473 588,503 704,984 1,725,499 

差 △150,778 △128,683 △748,527 △331,497 △215,016 △1,574,501 
 

（参考）ビジョン中間検証報告書に記載した計画期間前期の投資計画指標の目標及び実績 

指標（施設・設備） 目標 実績  指標（管路） 目標 実績 

水源の水質事故数 (件) 

浄水場事故割合   (件) 

浄水施設耐震施設率(%) 

ポンプ所耐震施設率(%) 

配水池耐震施設率  (%) 

0 

0 

100.0 

25.6 

52.2 

0 

0 

100.0 

28.9 

47.0 

 管路の耐震化率       (%) 

管路の耐震適合率     (%) 

基幹管路の耐震化率   (%) 

基幹管路の耐震適合率 (%) 

鉛製給水管率         (%) 

管路の更新率         (%) 

12.6 

22.2 

23.6 

31.8 

4.3 

1.25 

11.1 

21.3 

15.4 

25.4 

7.0 

0.57 
 

前期の検証と 

後期の方策 

施設・設備の耐震化費用・更新費用、管路の更新費用として、平成28年度（2016

年度）から令和2年度（2020年度）までの合計で経営戦略では6,463,774千円を見込

んでいましたが、実際は3,675,545千円の支出となり、2,788,229千円減少する結果

となりました。令和元年度までは阪神水道企業団からの受水事業を中心に事業を行

ったため、特に管路の更新は金額ベースで約52％であり、管路に係る投資計画指標

のすべてが目標に達していません。計画期間後期において事業実施体制の強化を図

り、目標達成に努めます。 
 
 

4.2 第4章のまとめ 
 

 令和元年度までは阪神水道企業団からの受水事業を中心に事業を行ったため、計画期

間前期の投資額は経営戦略の数値を 2,788,229 千円下回る結果となりました。計画期間

後期に事業実施体制の強化を図り、投資計画指標の目標達成に努めます。 

第 4 章 計画期間前期の「投資」の検証と後期の見込み 



 

 

 経営健全化の取組みについて、計画期間前期の実績額（平成28年度（2016年度）から令

和元年度（2019年度）までは決算額、令和2年度(2020年度）は決算見込額）を算定し、そ

の評価を行うとともに、目標達成のために方策が必要な項目は、その方策を示します。ま

た、やむを得ず計画期間後期の効果額を見直す場合は見直す理由と見直し額、その算定根

拠を示します。 

 

5.1 経営戦略に掲げた取組み 
 

5.1.1 効果額の設定のある取組み 
 

計画期間前期の検証、計画期間後期の目標達成の方策等は次のとおりです。 
 

（１）組織の見直し・適正な人員配置 ― 職員配置の見直し（13） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

実 績 5,632 5,632 5,632 5,632 5,632 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

1名の正規職員(平均人件費12,000千円)を1名の再任用職員(平均人件費4,000千円)

に置き換え、その差額8,000千円を効果額として計上しました。計画どおり1名の正

規職員を1名の再任用職員で置き換えましたが、正規・再任用それぞれ実際の人件費

の額で算定したため、計画の効果額には達していません。計画期間前期の効果額が

計画期間後期も継続して生じる見込みであるため、計画期間後期の効果額を見直し

ます。 

 

見直しの 

算定根拠 

モデルケースによる効果額の計上を改め、実績額により、平成28年度（2016年度）

における再任用職員の平均人件費5,844千円と正規職員の平均人件費11,476千円と

の差額5,632千円を効果額として計上します。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

見直し 5,632 5,632 5,632 5,632 5,632 

 
 

（２）組織の見直し・適正な人員配置 ― 技術職員の配置の見直し（13） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - - 16,000 32,000 32,000 

実 績 - - 9,010 9,010 36,040 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

阪神水道企業団からの受水開始事業のために増員する4名（8,000千円/人）の技術職

員について、事業完了により、平成30年度（2018年度）に2名、令和元年度（2019年

度）に2名減員するとして効果額を計上しました。しかし、阪神水道企業団からの受

水開始事業のために増員した技術職員は3名であり、平成30年度（2018年度）から令

和元年度（2019年度）までは増員しなかった1名分を効果額として計上し、受水開始

事業が完了した令和2年度（2020年度）以降はその金額に3名の減員を加算して効果

額を計上しています。 
 

見直しの 

算定根拠 

阪神水道企業団からの受水開始事業のために増員した技術職員4名（9,010千円/人）

を減員するとして効果額を計上します。 

 

第 5 章 計画期間前期の「経営健全化の取組み」の検証と後期の見込み 



年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

見直し 36,040 36,040 36,040 36,040 36,040 

 
 

（３）民間活用 ― 水道配水施設管理業務委託（14） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 800 800 800 800 800 

実 績 3,167 2,804 2,804 2,804 2,804 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

再任用職員3名で行っていた業務を委託することで、3人の人件費合計12,000千円と

委託費11,200千円の差額800千円を効果額として計上しました。委託を実現し、計画

以上の効果額を計上しています。計画期間前期の効果額が計画期間後期も継続して

生じる見込みであるため、計画期間後期の効果額を見直します。 

 

見直しの 

算定根拠 

モデルケースによる効果額の計上を改め、実績値により、平成26年度（2014年度）

の再任用職員の3人の人件費合計11,784千円と平成29年度（2017年度）の委託費 

8,980千円との差額2,804千円を効果額として計上します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 800 800 800 800 800 

見直し 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 

 
 

（４）民間活用 ― 生瀬浄水場完全委託（14） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

実 績 3,819 3,819 3,819 3,819 3,819 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

再任用職員1名で行っていた業務を委託することで、人件費4,000千円を効果額とし

て計上しました。計画どおり委託を実現しましたが、再任用の実際の人件費の額で

算定したことにより、計画の効果額には達していません。計画期間前期の効果額が

計画期間後期も継続して生じる見込みであるため、計画期間後期の効果額を見直し

ます。 

 

見直しの 

算定根拠 

モデルケースによる効果額の計上を改め、実績額により、平成26年度（2014年度）

の再任用職員の平均人件費3,819千円を効果額として計上します。 

 
年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

見直し 3,819 3,819 3,819 3,819 3,819 

 
 

（５）民間活用 ― 包括委託拡大（14） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - 20,000 20,000 20,000 20,000 

実 績 - 9,592 9,592 9,592 9,592 
 



前期の検証と 

後期の見直し 

包括委託を拡大して、料金システム運用業務・水道メータ取替業務等を委託するこ

とにより、職員を2名減員し、委託料と人件費の差額を効果額として計上しました。

計画どおり職員は減員しましたが、21,078千円の減少を見込んでいた人件費が実際

は17,196千円の減額となり、1,315千円の増加を見込んでいた委託費が7,604千円の

増額となったため、効果額には達していません。計画期間前期の効果額が計画期間

後期も継続して生じる見込みであるため、計画期間後期の効果額を見直します。 

 

見直しの 

算定根拠 

実績額に基づき、平成29年度（2017年度）の人件費の減少額17,196千円と物件費の

増加額7,604千円の差額9,592千円を効果額として計上します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

見直し 9,592 9,592 9,592 9,592 9,592 

 
 

（６）民間活用 ― 小浜・惣川浄水場夜間等運転管理委託業務（14）  （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - 17,255 17,255 34,510 34,510 

実 績 - 0 0 0 0 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

平成29年度（2017年度）から小浜浄水場の委託を開始し、5名の正規職員の人件費と

委託費の差額17,255千円(人件費60,000千円減、委託費42,745千円増）を小浜浄水場

分の効果額として計上しました。また、令和元年度（2019年度）から惣川浄水場の

委託を開始し、5名の正規職員の人件費と委託費の差額17,255千円(人件費60,000千

円減、委託費42,745千円増)を惣川浄水場分の効果額として計上しました。職員の異

動先の調整等に時間を要し、計画期間前期では小浜・惣川浄水場とも委託を実現で

きていません。 
 

見直しの 

算定根拠 

金額を精査し、1浄水場あたり5名の職員（平均人件費12,236千円）の人件費と減額

が見込まれる5名の職員の時間外勤務手当の合計額71,395千円から委託費61,336千

円を控除した額10,059千円を効果額として計上します。異動先の調整等が必要なた

め、委託の開始については、小浜浄水場は令和4年(2022年度)4月、惣川浄水場は令

和7年度（2025年度）を目標とします。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 34,510 34,510 34,510 34,510 34,510 

見直し 0 10,059 10,059 10,059 20,118 

 
 

（７）経営システム改革 ―公営企業債償還年限延長（14） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - - - - 32,369 

実 績 - - - - 0 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

平成27年度（2015年度）借入分から企業債の償還年限を30年から40年（5年据置）に

変更し、毎年度の元金償還額の差額を効果額として計上しました。平成27年度 

（2015年度）の年度途中の借入を想定し、令和2年度（2020年度）から償還が開始す

ると計画していましたが、平成27年度（2015年度）の借入が年度末であったため、

償還の開始が令和3年度（2021年度）からとなり、令和2年度（2020年度）の効果は

生じませんでした。 



 

見直しの 

算定根拠 

既借入額について効果額が確定したため効果額を変更します。今後は見直した額の

とおりに効果が生じる予定です。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 1,091 15,111 35,899 47,185 62,559 

見直し 1,030 14,271 33,906 44,566 63,990 

 
 

（８）施設、財産の有効活用 ― 小林・亀井浄水場廃止（14） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - - 318,000 318,000 318,000 

実 績 - - 223,307 306,537 312,138 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

小林・亀井浄水場の廃止に伴い、浄水場の運転に要していた人件費120,000千円、動

力費108,000千円、修繕費40,000千円、薬品費25,000千円、委託費等25,000千円の合

計を効果額として計上しました。小林浄水場は平成30年（2018年）3月で運転を停止

する予定でしたが、安定的な水運用の目的で平成30年（2018年）6月まで運転したた

め、平成30年度（2018年度）は効果額に達していません。また、令和元年度（2019

年度）以降も施設の管理費用等が発生したため、効果額に達していません。 

 
見直しの 

算定根拠 

電気料金・セキュリティーに係る費用・除草費用等を、１浄水場あたり毎年度5,000

千円計上します。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 318,000 318,000 318,000 318,000 318,000 

見直し 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 
 

 

（９）施設、財産の有効活用 ― 深谷貯水池用途廃止等（14） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - - 19,030 19,030 19,030 

実 績 - - 17,833 16,903 18,034 
 

前期の検証 

予備水源としての用途廃止により、賃借料18,754千円とその他費用276千円の合計額 

19,030千円を効果額として計上しました。貯水池の賃貸借契約を解除したことにより貯

水池の賃借料は必要なくなりましたが、導水管の除却が完了しておらず、管路に係る土

地の賃借料等が継続して必要なため、効果額に達していません。 

 

目標達成 

の方策 

計画期間後期において管路に係る土地の賃借料等が不要となるように、導水管の除却に

ついて検討します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 19,030 19,030 19,030 19,030 19,030 

見直し 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

 
 

（10）施設、財産の有効活用 ― 小林・亀井浄水場跡地活用（14）   （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - - - - 1,111,870 

実 績 - - - - 0 



 

前期の検証 

小林・亀井浄水場の跡地について、路線価で試算した売却額のうち売却益を効果額とし

て計上しましたが、現在、施設の解体・撤去等について検討しているところであり、令

和2年度（2020年度）の売却は困難な状況です。 
 

見直しの 

算定根拠 

売却時期や売却額等が確定していないため、効果額は計上していません。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 - - - - - 

見直し - - - - - 

 
 

（11）総人件費の抑制 ―給与減額等（15） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 25,761 26,787 27,813 3,667 3,667 

実 績 23,896 25,460 26,792 3,667 3,667 
 

前期の検証 

市と同様に、住居手当の見直し、時間外勤務の縮減、給料減額（3年間の時限措置）、

管理職手当の減額、管理職特別勤務手当の減額を効果額として計上しました。時間外勤

務手当の縮減が計画を下回った年度もありますが、ほぼ計画どおりの効果額が計上でき

ました。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 経営戦略 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 

 
 

5.1.2 効果額の設定のない取組み 
 
 

（１）広域化に関する事項（14） 

前期の検証 

兵庫県の広域のあり方懇話会の報告に基づき、阪神水道企業団の構成市で取り組んでい

る阪神地域の水供給の最適化研究会において、施設の共同利用などの可能性について研

究しています。また、阪神北地域水道協議会において、行政区域を超えた給水の可能性

などのハード面での研究や水道資材の共同購入などの検討を行っています。今後も県や

近隣市と連携しながら水道事業の広域化について研究を行います。 

 

（２）収入の確保（15） 

前期の検証 

滞納者に対する電話での督促に加え、臨戸による徴収を実施するとともに、できる限り

分納誓約を取ることで適切な債権管理を行っています。また、未収金対策として、ペイ

ジー口座振替受付サービスを導入する等して、口座振替率の向上に取り組んでいます。

今後も継続して着実な収入の確保に努めます。 

 

（３）総人件費の抑制（15） 

前期の検証 

平成27年度（2015年度）に77人だった正規職員を平成30年度（2018年度）に50人に減員

する目標でしたが、令和元年度（2019年度）の職員数は75人であり、実績値と目標値と

の間に25人の差が生じています。差の内訳は次のとおりです。 

① 浄水場運転管理業務の委託が実施できていないことによる人数 10人 

② 小林浄水場の廃止に係る減員の不足人数 2人 

③ 退職した再任用職員を正規職員で補充した人数 6人 

④ 管路更新等に従事するために増員した人数 3人 



⑤ 総務課及び浄水課職員を増員した人数 3名 

また、阪神水道企業団の受水開始事業に従事する職員4人を平成27年度（2015年度）に

増員し、事業の完了により4人を減員するとしていましたが、実際の増員数が3人であっ

たため、1人の差が生じています。引き続き適正な人員配置となるよう努めます。 

 

（４）料金体系（15） 

前期の検証 

計画期間前期は料金改定を実施していません。計画期間後期に必要な料金改定率につい

ては、第8章で、令和4年度（2022年度）から令和7年度（2025年度）までを算定期間と

して総括原価方式（資産維持費を含む）により試算します。 

 

 

5.2 新たな取組み 
 

 経営戦略策定後に行った新たな取組み等は次のとおりです。 
 
 

 5.2.1 生活保護減免廃止 （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

実 績 - - - 14,050 16,735 
 

取組開始 

年度 

令和元年度

(2019年度) 

 

算定根拠 

生活保護世帯に対して行っていた減免を令和元年(2019

年)6月から廃止したため、過去の減免額の実績から算定

した効果額を計上します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 16,735 16,735 16,735 16,735 16,735 

 
 

 5.2.2 会計年度任用職員の活用 （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

実 績 - 28,389 18,926 18,926 18,926 
 

取組開始 

年度 

平成29年度

(2017年度) 

 

算定根拠 

正規職員（平均人件費11,476千円）を会計年度任用職員 

（平均人件費2,013千円）に置き換えることで、その差

額9,463千円を1名あたりの効果額として計上します。平

成29年度（2017年度）は3名、平成30年度（2018年度）

から令和2年度（2020年度）は2名の正規職員を会計年度

任用職員に置き換えます。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 0 0 0 0 0 

 
 

5.2.3 兵庫県営水道の受水費改定 （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

実 績 - - - - 38,325 
 

取組開始 

年度 

令和2年度 

(2020年度) 

 
算定根拠 

受水費の改定による減少額を計上します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 38,325 38,325 38,325 38,325 38,325 



5.2.4 阪神水道の受水費改定  （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

実 績 - - - - 8,184 
 

取組開始 

年度 

令和2年度 

(2020年度) 

 
算定根拠 

受水費の改定による減少額を計上します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 

 
 

5.3 第5章のまとめ 
 

計画期間前期の実績について、経営戦略で 2,570,554 千円を見込んでいた効果額は、

「小林・亀井浄水場跡地活用」及び「小浜・惣川浄水場夜間等運転管理委託」が実施で

きていないこと等により、合計で 1,275,793 千円下回り、1,294,761 千円となりました。 

計画期間後期については、経営戦略で 2,361,880 千円を見込んでいた効果額は、「職

員配置の見直し」「生瀬浄水場完全委託」「包括委託拡大」「小浜・惣川浄水場夜間等

運転管理委託業務」「公営企業債償還年限延長」「小林・亀井浄水場廃止」「深谷貯水

池用途廃止等」の減額、「技術職員の配置の見直し」「水道配水施設管理業務委託」の

増額、「生活保護減免廃止」「兵庫県営水道の受水費改定」「阪神水道の受水費改定」

の追加を行ったことにより、差引で 98,968 千円増額し、2,460,848 千円となる見込みで

す。計画期間前期の実績及び計画期間後期における経営健全化に向けた取組みの見直し

後の効果額は次のとおりです。上段は経営戦略の金額、下段は実績額又は見直し後の金

額を記載しています。 
 

5.3.1 計画期間前期の実績 （千円） 

取組項目 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

職員配置の見直し 
8,000 

5,632  

8,000 

5,632  

8,000 

5,632  

8,000 

5,632  

8,000 

5,632 

40,000 

28,160 

技術職員配置の見直し 
- 

- 

- 

- 

16,000 

9,010 

32,000 

9,010 

32,000 

36,040 

80,000 

54,060 

水道配水施設管理業務委託 
800 

3,167 

800 

2,804 

800 

2,804 

800 

2,804 

800 

2,804 

4,000 

14,383 

生瀬浄水場完全委託 
4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

20,000 

19,095 

包括委託拡大 
- 

- 

20,000 

9,592 

20,000 

9,592 

20,000 

9,592 

20,000 

9,592 

80,000 

38,368 

小浜・惣川浄水場夜間等運

転管理委託業務 

 

- 

17,255 

0 

17,255 

0 

34,510 

0 

34,510 

0 

103,530 

0 

公営企業債償還年限延長 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32,369 

0 

32,369 

0 

小林・亀井浄水場廃止 
- 

- 

- 

- 

318,000 

223,307 

318,000 

306,537 

318,000 

312,138 

954,000 

841,982 

深谷貯水池用途廃止等 
- 

- 

- 

- 

19,030 

17,833 

19,030 

16,903 

19,030 

18,034 

57,090 

52,770 

小林・亀井浄水場跡地活用 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,111,870 

0 

1,111,870 

0 

給与減額等 
25,761 

23,896 

26,787 

25,460 

27,813 

26,792 

3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

87,695 

83,482 



生活保護減免廃止 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14,050 

- 

16,735 

- 

30,785 

会計年度任用職員の活用 
- 

- 

- 

28,389 

- 

18,926 

- 

18,926 

- 

18,926 

- 

85,167 

兵庫県営水道の受水費改定 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38,325 

- 

38,325 

阪神水道の受水費改定 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8,184 

- 

8,184 

合計 
38,561 

36,514 

76,842 

75,696 

430,898 

317,715 

440,007 

390,940 

1,584,246 

473,896 

2,570,554 

1,294,761 
 

※ 上段は経営戦略の金額、下段は実績額を記載しています。 
 
 

5.3.2 計画期間後期の見直し （千円） 

取組項目 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 合計 

職員配置の見直し 
8,000 

5,632 

8,000 

5,632 

8,000 

5,632 

8,000 

5,632 

8,000 

5,632 

40,000 

28,160 

技術職員配置の見直し 
32,000 

36,040 

32,000 

36,040 

32,000 

36,040 

32,000 

36,040 

32,000 

36,040 

160,000 

180,200 

水道配水施設管理業務委託 
800 

2,804 

800 

2,804 

800 

2,804 

800 

2,804 

800 

2,804 

4,000 

14,020 

生瀬浄水場完全委託 
4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

4,000 

3,819 

20,000 

19,095 

包括委託拡大 
20,000 

9,592 

20,000 

9,592 

20,000 

9,592 

20,000 

9,592 

20,000 

9,592 

100,000 

47,960 

小浜・惣川浄水場夜間等運

転管理委託業務 

34,510 

0 

34,510 

10,059 

34,510 

10,059 

34,510 

10,059 

34,510 

20,118 

172,550 

50,295 

公営企業債償還年限延長 
1,091 

1,030 

15,111 

14,271 

35,899 

33,906 

47,185 

44,566 

62,559 

63,990 

161,845 

157,763 

小林・亀井浄水場廃止 
318,000 

308,000 

318,000 

308,000 

318,000 

308,000 

318,000 

308,000 

318,000 

308,000 

1,590,000 

1,540,000 

深谷貯水池用途廃止等 
19,030 

17,000 

19,030 

17,000 

19,030 

17,000 

19,030 

17,000 

19,030 

17,000 

95,150 

85,000 

給与減額等 
3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

3,667 

18,335 

18,335 

生活保護減免廃止 
- 

16,735 

- 

16,735 

- 

16,735 

- 

16,735 

- 

16,735 

- 

83,675 

兵庫県営水道の受水費改定 
- 

38,325 

- 

38,325 

- 

38,325 

- 

38,325 

- 

38,325 

- 

191,625 

阪神水道の受水費改定 
- 

8,944 

- 

8,944 

- 

8,944 

- 

8,944 

- 

8,944 

- 

44,720 

合計 
441,098 

451,588 

455,118 

474,888 

475,906 

494,523 

487,192 

505,183 

502,566 

534,666 

2,361,880 

2,460,848 
 

※ 上段は経営戦略の金額、下段は見直し後の金額を記載しています。 

 

 

 



 

 

 経営戦略の策定時点では想定されていなかった事象について、次のとおり必要な費用

を計上して対策を講じます。 

 
 

6.1 水道法の改正 
 

 令和元年（2019 年）10 月 1 日に改正水道法が施行され、適切な資産管理のために「水

道施設台帳を適切に作成及び保存し、更新作業を着実に行うこと。さらに、水道施設台

帳の電子化等、長期的な資産管理を効率的に行うこと」が求められました。また、水道

の基盤を強化するために「将来の更新需要等を考慮した上で水道料金を設定すること。

概ね 3 年から 5 年ごとの適切な時期に検証し、必要に応じて見直すこと」などが求めら

れています。令和 3 年度（2021 年度）に水道施設台帳を作成するため、次のとおり費用

を計上します。  

（千円） 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

営業費用（委託費） 20,000 0 0 0 0 

 
 

6.2 上下水道局新庁舎建設事業の延伸 
 

 計画期間前期で完成を予定していた上下水道局新庁舎について、入札の不調等により

工事着工が遅れていますが、令和 5 年（2023 年）1 月の完成を目指し、次のとおり建設

改良費を再計上します。また、令和 3 年（2021 年）1 月から新庁舎の完成までの間、仮

設庁舎により対応するため、営業費用に賃借料、特別損失に現庁舎の解体費用を計上し

ます。 

（千円） 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

新庁舎建設事業費 465,127 672,828 0 0 0 

営業費用（その他） 77,572 77,572 19,393 0 0 

特別損失 216,073 0 0 0 0 

 
 

6.3 第 6 章のまとめ 
 

 「水道法の改正」「上下水道局新庁舎建設事業の延伸」の 2 つの事象に対応するため、

合計 1,548,565 千円の支出を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 経営戦略策定後に生じた変化 

 



 

7.1　収益的収支
実績値← （決算見込み）

H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)
（人） 225,345 225,337 225,050 224,763 223,992

年間有収水量 （㎥） 21,618,024 21,181,029 20,661,805 21,196,451 21,998,620
供給単価 （円/㎥） 141.31 140.75 138.51 140.54 122.03
（一人当たり使用水量） （ℓ/日） (262.8) (257.5) (251.5) (257.7) (269.1)
年間有収水量 （㎥） 1,651,149 2,131,247 2,549,597 1,962,082 1,674,023
供給単価 （円/㎥） 284.25 259.86 259.38 279.14 249.24
年間有収水量 （㎥） 23,269,173 23,312,276 23,211,402 23,158,533 23,672,643
供給単価 （円/㎥） 151.45 151.64 151.79 152.28 131.03

（千円）

H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)
1.営業収益 3,696,530 3,723,066 3,691,162 3,692,038 3,278,650

給水収益 3,524,138 3,535,035 3,523,169 3,526,658 3,101,772
 （うち一般家庭用） (3,054,807) (2,981,206) (2,861,857) (2,978,968) (2,684,531)
 （うち業務用） (469,331) (553,829) (661,312) (547,690) (417,241)
受託工事収益 20,431 18,983 19,229 17,201 16,017
その他営業収益 151,961 169,048 148,764 148,179 160,861

2.営業外収益 673,745 699,713 779,048 634,511 821,212
受取利息 10,327 8,857 4,923 3,604 2,745
分担金 184,596 206,860 280,750 148,082 127,913
他会計補助金 6,206 5,574 5,544 5,156 214,250
雑収益 17,427 18,663 17,708 16,151 17,995
長期前受金戻入 455,189 459,759 470,123 461,518 458,309

3.特別利益 40,331 1,799 583,539 8,933 2,425
過年度損益修正益等 40,331 1,799 583,539 8,933 2,425

収益的収入合計 4,410,606 4,424,578 5,053,749 4,335,482 4,102,287
1.営業費用 3,882,960 4,186,402 4,390,926 4,345,986 4,177,842

人件費 796,841 769,118 737,925 767,641 767,378
動力費 327,472 342,305 271,394 242,296 226,895
薬品費 51,285 47,206 40,218 39,648 68,672
修繕費 272,792 217,953 255,062 229,791 211,875
受水費 619,629 958,743 1,246,054 1,309,637 1,062,045
委託料 408,154 434,796 426,514 423,767 463,021
減価償却費 1,259,475 1,268,011 1,297,056 1,203,529 1,214,723
除却費 6,957 9,079 6,913 8,350 11,649
その他 140,355 139,191 109,790 121,327 151,584

2.営業外費用 202,491 199,872 201,140 194,496 210,291
支払利息 202,022 199,558 200,639 194,019 187,155
その他 469 314 501 477 23,136

3.特別損失 1,316 1,889 2,779 769,361 5,084
過年度損益修正損等 1,316 1,889 2,779 769,361 5,084

収益的支出 合計 4,086,767 4,388,163 4,594,845 5,309,843 4,393,217
323,839 36,415 458,904 △ 974,361 △ 290,930

7.2　 資本的収支 （千円）

実績値← （決算見込み）

資本的収支（税込） H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)

企業債 1,158,100 1,806,600 916,600 1,751,000 1,398,300
工事負担金 73,650 53,973 29,041 17,342 0
他会計負担金 3,490 852 2,036 10,095 12,709
その他資本的収入 500,000 1,150,000 1,000,312 757,375 500,000
資本的収入 合計 1,735,240 3,011,425 1,947,989 2,535,812 1,911,009
建設改良費 2,475,411 3,122,253 1,200,969 2,055,931 1,669,409

2,120,953 2,202,401 428,245 646,145 0
0 5,400 6,480 0 0

119,222 141,317 171,473 588,503 704,984
8,130 0 0 0 232,624

0 595,276 38,898 38,795 7,403
0 0 394,200 0 364,232

227,106 177,859 161,673 782,488 360,166
企業債償還金 445,043 460,173 476,078 517,987 548,811
他会計貸付金 70,000 0 0 0 300,000
投資 510,000 500,000 500,000 250,000 0
その他資本的支出 0 0 0 0 0
資本的支出 合計 3,500,454 4,082,426 2,177,047 2,823,918 2,518,220

資本的収支不足額 △ 1,765,214 △ 1,071,001 △ 229,058 △ 288,106 △ 607,211

企業債残高 11,045,248 12,391,675 12,832,197 14,065,209 14,914,698

資金残高 3,591,695 4,010,771 4,035,887 3,778,605 4,030,269

給水人口

収益的収支（税抜き）

業務用

一般
家庭用

合計
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益
的
収
入

資
本
的
収
入

資
本
的
支
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惣川浄水場浄水処理強化事業費

その他施設・設備更新費等

阪神水道受水事業費
水道水源間バックアップ強化事業費

管路更新・耐震化事業費

基幹施設耐震化事業費

新庁舎建設事業費

収
益
的
支
出

当年度純損益

第 7 章 財政収支計算表



（収益的収支）
→推定値

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025)
（人） 223,031 221,939 220,849 219,761 218,675

年間有収水量 （㎥） 21,784,330 21,661,468 21,537,972 21,416,808 21,295,009
供給単価 （円/㎥） 142.88 142.84 142.80 142.76 142.72
（一人当たり使用水量） （ℓ/日） (267.6) (267.4) (267.2) (267.0) (266.8)
年間有収水量 （㎥） 1,657,283 1,655,626 1,653,970 1,652,316 1,650,664
供給単価 （円/㎥） 257.77 257.51 257.25 257.00 256.74
年間有収水量 （㎥） 23,441,613 23,317,094 23,191,942 23,069,124 22,945,673
供給単価 （円/㎥） 151.00 150.98 150.96 150.94 150.92

（千円）

収益的収支（税抜き） R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025)
1.営業収益 3,728,046 3,687,664 3,668,305 3,649,303 3,630,210

給水収益 3,539,684 3,520,415 3,501,056 3,482,054 3,462,961
 （うち一般家庭用） (3,112,486) (3,094,071) (3,075,565) (3,057,414) (3,039,170)
 （うち業務用） (427,198) (426,344) (425,491) (424,640) (423,791)
受託工事収益 18,845 19,000 19,000 19,000 19,000
その他営業収益 169,517 148,249 148,249 148,249 148,249

2.営業外収益 687,260 647,957 635,039 625,025 598,728
受取利息 1,982 1,836 1,465 1,485 1,263
分担金 180,535 155,600 153,600 151,600 149,600
他会計補助金 5,624 5,000 5,000 5,000 5,000
雑収益 38,470 23,500 17,500 17,500 17,500
長期前受金戻入 460,649 462,021 457,474 449,440 425,365

3.特別利益 320,298 2,000 2,000 2,000 2,000
過年度損益修正益等 320,298 2,000 2,000 2,000 2,000

収益的収入合計 4,735,604 4,337,621 4,305,344 4,276,328 4,230,938
1.営業費用 4,495,258 4,462,788 4,373,006 4,342,848 4,304,703

人件費 764,411 699,818 694,018 686,418 616,023
動力費 229,063 234,725 234,725 234,725 234,725
薬品費 45,528 68,065 68,065 68,065 68,065
修繕費 250,943 250,938 250,938 250,938 250,938
受水費 1,241,213 1,241,213 1,241,213 1,241,213 1,241,213
委託料 453,010 480,611 480,611 480,611 541,947
減価償却費 1,223,718 1,230,047 1,254,244 1,249,453 1,220,367
除却費 7,825 7,825 7,825 7,825 7,825
その他 279,547 249,546 141,367 123,600 123,600

2.営業外費用 201,518 179,178 177,685 174,306 172,450
支払利息 185,304 178,738 177,245 173,866 172,010
その他 16,214 440 440 440 440

3.特別損失 258,283 1,852 1,852 1,852 1,852
過年度損益修正損等 258,283 1,852 1,852 1,852 1,852

収益的支出 合計 4,955,059 4,643,818 4,552,543 4,519,006 4,479,005
△ 219,455 △ 306,197 △ 247,199 △ 242,678 △ 248,067

（資本的収支） （千円）

資本的収支（税込） R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025)

企業債 1,550,500 1,643,500 1,155,000 1,155,000 1,155,000
工事負担金 18,300 29,773 29,773 29,773 29,773
他会計負担金 14,000 12,000 12,000 12,000 12,000
その他資本的収入 629,635 0 500,000 0 300,000
資本的収入 合計 2,212,435 1,685,273 1,696,773 1,196,773 1,496,773
建設改良費 1,911,875 2,347,828 1,650,000 1,650,000 1,650,000

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

920,000 920,000 920,000 920,000 920,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
465,127 672,828 0 0 0

0 0 0 0 0
426,748 655,000 630,000 630,000 630,000

企業債償還金 584,561 631,176 666,003 685,620 706,933
他会計貸付金 300,000 130,000 50,000 20,000 0
投資 500,000 0 0 0 0
その他資本的支出 0 0 0 0 0
資本的支出 合計 3,296,436 3,109,004 2,366,003 2,355,620 2,356,933

資本的収支不足額 △ 1,084,001 △ 1,423,731 △ 669,230 △ 1,158,847 △ 860,160

企業債残高 16,092,337 17,104,661 17,593,658 18,063,038 18,511,105

資金残高 3,671,514 2,930,876 2,969,042 2,525,355 2,369,955
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7.3 将来予測にあたって見直した項目 

 

 将来予測を行うにあたっては、第3章から第6章の内容を盛り込むとともに、次の項目

について金額を見直しました。なお、令和3年度（2021年度）については、当初予算額を

基に計算しています。 

 
 

7.3.1 収益的収支 
 

（１）受託工事収益 

 経営戦略では毎年度 25,001 千円を計上していましたが、平成 28 年度（2016 年度）

から令和元年度（2019 年度）までの実績が、平均して 18,961 千円であることから、

19,000 千円に見直します。 
 

（２）受取利息 

 毎年度、前年度末の資金残高の 0.05％で再計算します。 
 

（３）雑収益（営業外） 

 経営戦略では毎年度 19,771 千円を計上していましたが、平成 28 年度（2016 年度）

から令和元年度（2019 年度）までの実績が、平均して 17,487 千円であることから、

17,500 千円に見直します。 
 

（４）長期前受金戻入 

令和元年度（2019 年度）までの建設改良費の財源が確定し、令和 2 年度（2020 年度）

以降の建設改良費の財源の見込みが変更になったことにより、変更後の建設改良費の

財源で再計算します。 
 

（５）過年度損益修正益等 

令和 3 年度（2021 年度）に旧庁舎跡地の売却益を計上しています。 
 

（６）人件費 

 正規職員・再任用職員・会計年度任用職員に区分し、過去の実績等から平均給与額

を算出し、各年度の職員数見込みを乗じて再計算します。 
 

（７）受水費 

令和 3 年度（2021 年度）の費用額が令和 7 年度（2025 年度）まで続くものとして見

直します。 
 

（８）減価償却費 

令和元年度（2019 年度）までの建設改良費が確定し、令和 2 年度（2020 年度）以降

の建設改良費の見込みが変更になったことにより、変更後の建設改良費で再計算しま

す。 
 

（９）その他の営業費用 

 令和 4 年度（2022 年度）に仮設庁舎の賃借料 77,572 千円、新庁舎への移転費用 50,000

千円を加算、令和 5 年度（2023 年度）に仮設庁舎の賃借料 19,393 千円を加算します。 
 

（10）営業費用（人件費、減価償却費、その他の営業費用を除く） 

平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）までの実績の平均額から、各

年度の経営健全化の取組み額を控除して再計算します。 

 



（11）支払利息 

令和元年度（2019 年度）までの企業債の借入額が確定し、令和 2 年度（2020 年度）

以降の借入の見込みが変更になったことにより、変更後の借入額で再計算します。利

率は令和 4 年度（2022 年度）の利率を 0.8％とし、その後毎年度 0.1％逓増するもの

として計算しています。 

 

7.3.2 資本的収支 
 

（１）企業債 

建設改良費の70％の借入割合で再計算します。 
 

（２）その他資本的収入 

 令和4年度（2022年度）及び令和5年度（2023年度）に投資の償還金、令和7年度（2025

年度）に下水道事業会計からの貸付金返済額を計上しています。 
 

（３）他会計負担金 

令和元年度（2019 年度）に策定した管路更新計画に従って再計算します。 
 

（４）企業債償還金 

令和元年度（2019 年度）までの企業債の借入額が確定し、令和 2 年度（2020 年度）

以降の借入の見込みが変更になったことにより、変更後の借入額で再計算します。 
 

（５）建設改良費（その他施設・設備更新費等） 

 令和4年度（2022年度）にアセットマネジメントのレベルアップ費用25,000千円を計

上します。 

 

7.3.3 経営指標 

経営指標の検証については、ビジョン中間検証報告書に記載しています。 
 
 
 

7.4 第7章のまとめ 
 

 計画期間後期の合計で約13億円の損失が発生する見込みです。これは、令和2年度（2020

年度）末までに獲得した利益剰余金約12億円を上回っています。第5章で検討した経営健

全化の取組みを実行した上での金額であることから、事業を安定して継続するためには、

料金改定について考慮する必要があります。計画期間前期終了時点において既に3年連続

で経常収支比率が100％を下回っていますので、世代間の公平な負担を考えれば、できる

だけ早い時期の料金改定が必要です。なお、水道料金の値上げの改定は、昭和55年度（1980

年度）以降実施していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

経営戦略において、「5年連続して経常収支比率が100％を下回ることが予想される令

和3年度（2021年度）までに、経営の合理化等の取組み等を行うとともに、それでもなお

純損益の赤字が見込まれる場合は水道料金の改定を検討します」と記載しています。今

回の経営戦略の見直しにあたって、将来推計を見直した結果、令和4年度（2022年度）に

5年連続して経常収支比率が100％下回る見込みとなったことから、必要な料金改定率を

総括原価方式により試算します。 
 
 

8.1 試算の条件 
 

 次の条件により改定率を試算します。 
 

算定方法 総括原価方式 

算定期間 令和4年度（2022年度）から令和7年度（2025年度） 

算定基礎数値 第6章に記載の数値を採用 

対象経費から控除する額 長期前受金戻入額、受託工事収益、その他営業収益 の合計額 

資産維持費 
償却資産の未償却残高の額×平均的自己資本構成比率（50％）×

企業債借入利率の平均（0.5％）で算定（73,000千円/年） 
 
 

8.2 改定率の試算 
  

算定期間（令和4年度（2022年度）から令和7年度（2025年度）まで）の給水収益、対

象経費、資産維持費は次のとおりです。結果、総括原価方式により試算した改定率は15％

です。  

（千円） 

 
令和 4 年度 

(2022 年度） 

令和 5 年度 

(2023年度) 

令和 6 年度 

(2024年度) 

令和 7 年度 

(2025年度) 
合計 

給水収益 3,520,415 3,501,056 3,482,054 3,462,961 13,966,486 

対象経費 4,641,966 4,550,691 4,517,154 4,477,153 18,186,964 

  経常費用 4,641,966 4,550,691 4,517,154 4,477,153 18,186,964 

対象経費から控除する額 629,270 624,723 616,689 592,614 2,463,296 

  長前前受金戻入額 462,021 457,474 449,440 425,365 1,794,300 

  受託工事収益 19,000 19,000 19,000 19,000 76,000 

  その他営業収益 148,249 148,249 148,249 148,249 592,996 

資産維持費 73,000 73,000 73,000 73,000 292,000 

不足額 565,281 497,912 491,411 494,578 2,049,182 

 
 

改定率 ＝ 2,049,182千円 ÷ 13,966,486千円 ≒ 15％ 

 
 

8.3 第8章のまとめ 
 

 令和4年度（2022年度）から令和7年度（2025年度）までを算定期間として総括原価方

式（資産維持費を含む）により試算した料金改定率は15％です。 

 

 

 

 

第 8 章 総括原価方式による料金改定率の試算 

 



 

 

 今後、人口の減少により有収水量が減少し、それに比例して給水収益も減少するため、

令和 50 年度（2068 年度）の給水収益は、令和元年度（2019 年度）と比較して約 13 億円

減少する見込みです。それに対して費用は、老朽化・耐震化の対策として毎年度約 10km

の管路更新を行うことから、企業債に係る支払利息や減価償却費が増加します。令和 50

年度（2068 年度）の減価償却費は令和元年度（2019 年度）の約 12 億円から約 3 億円増

加して約 15 億円となり、それに応じて企業債に係る支払利息や償還金も増加します。50

年後の宝塚市の水道事業は、現在とは比較にならないほど厳しい経営状況になるため、

この 50 年間で複数回の料金改定が必要です。 

なお、この経営予測は毎年度平均して約 17 億円の管路更新等の費用が必要というタイ

プ 2Ｃ（将来の更新需要を簡易な方法で検討する手法）のアセットマネジメントから算

出しており、計画期間後期で予定しているタイプ 3Ｃ（将来の更新需要をタイプ 2Ｃより

詳細に検討する手法）へのレベルアップにより、変動する可能性があります。よって、

今後の詳細な経営予測は、タイプ 3Ｃへのレベルアップの結果を待つ必要があります。 

また、アセットマネジメントの問題と共に、近い将来に解決すべき問題が、水源の問

題です。現在は「自己水」（惣川浄水場及び小浜浄水場で浄水する水）「兵庫県営水道

からの受水」「阪神水道企業団からの受水」の 3 つの水源から供給しており、それぞれ

ほぼ同量の配分となっていますが、将来の水需要の低下により、どの水源にどれだけの

水量を求めるのが適当かを検討する必要があります。 
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令和２年度 下水道事業会計決算の概要

1 業務量
　　　項　　　　目 増　　減 前年比

供用開始区域内人口 230,089 人 230,846 人 △ 757 人 99.7 %

供用開始区域内世帯数 104,626 戸 103,951 戸 675 戸 100.6 %

水洗化人口 228,759 人 229,350 人 △ 591 人 99.7 %

水洗化世帯数 104,021 戸 103,308 戸 713 戸 100.7 %

年間総処理水量 29,411,516 m
3 26,720,597 m

3 2,690,919 m
3 110.1 %

年間有収水量 23,730,936 m
3 23,183,140 m

3 547,796 m
3 102.4 %

有収率 80.7 % 86.8 % △6.1
ﾎﾟｲ

ﾝﾄ －

2 収益的収入及び支出 （損益計算書/税抜） 　　(単位:千円)

　　　項　　　　目 増　　減 前年比(％)

営業収益 2,800,327 2,975,641 △ 175,314 94.1

( 下水道使用料 ) ( 2,066,388 ) ( 2,254,187 ) ( △ 187,799 ) ( 91.7 )

収 ( 雨水処理負担金 ) ( 718,785 ) ( 703,521 ) ( 15,264 ) ( 102.2 )

( 他会計負担金 ) ( 14,095 ) ( 14,267 ) ( △ 172 ) ( 98.8 )

( その他 ) ( 1,059 ) ( 3,666 ) ( △ 2,607 ) ( 28.9 )

営業外収益 1,391,495 1,435,851 △ 44,356 96.9

( 受取利息及び配当金 ) ( 45 ) ( 50 ) ( △ 5 ) ( 90.0 )

( 国庫補助金 ) ( 191 ) ( 0 ) ( 191 ) ( 皆増 )

( 他会計負担金 ) ( 59,706 ) ( 65,700 ) ( △ 5,994 ) ( 90.9 )

益 ( 他会計補助金 ) ( 626,376 ) ( 646,397 ) ( △ 20,021 ) ( 96.9 )

( 長期前受金戻入 ) ( 700,402 ) ( 719,121 ) ( △ 18,719 ) ( 97.4 )

( その他 ) ( 4,775 ) ( 4,583 ) ( 192 ) ( 104.2 )

特別利益 　 980 　 　 784 　 ( 196 ) ( 125.0 )

　　　収　益　合　計 4,192,802 4,412,276 △ 219,474 95.0

営業費用 3,550,400 3,544,523 5,877 100.2

( 人件費 ) ( 177,937 ) ( 174,119 ) ( 3,818 ) ( 102.2 )

費 ( 物件費等 ) ( 494,379 ) ( 477,726 ) ( 16,653 ) ( 103.5 )

( 流域下水道維持管理費負担金 ) ( 758,747 ) ( 747,554 ) ( 11,193 ) ( 101.5 )

( 減価償却費 ) ( 2,119,337 ) ( 2,145,124 ) ( △ 25,787 ) ( 98.8 )

営業外費用 400,222 454,169 △ 53,947 88.1

( 支払利息 ) ( 357,695 ) ( 414,733 ) ( △ 57,038 ) ( 86.2 )

用 ( その他 ) ( 42,527 ) ( 39,436 ) ( 3,091 ) ( 107.8 )

特別損失 2,505 2,928 △ 423 85.6

　　　費　用　合　計 3,953,127 4,001,620 △ 48,493 98.8

当年度純利益 239,675 410,656 △ 170,981 －

繰越未処分利益剰余金 2,359,265 1,948,609

その他未処分利益剰余金変動額 0 0

　 未処分利益剰余金 2,598,940 2,359,265

利益処分額（案） 0 0

※参考（新型コロナウイルス感染症に係る減免）

基本使用料４カ月の減免　（営業収益のうち「下水道使用料」の減） △ 219,455

令和２年度 令和元年度

令和２年度 令和元年度

　　(単位:千円)
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3 資本的収入及び支出 (税込) 　　(単位:千円)

　　　項　　　　目 増　　減 前年比(％)

企業債 845,800 814,800 31,000 103.8

( 公共下水道企業債 ) ( 254,300 ) ( 221,200 ) ( 33,100 ) ( 115.0 )

収 ( 流域下水道企業債 ) ( 119,500 ) ( 119,400 ) ( 100 ) ( 100.1 )

( 資本費平準化債 ) ( 472,000 ) ( 474,200 ) ( △ 2,200 ) ( 99.5 )

　 国庫補助金 41,874 45,950 △ 4,076 91.1

他会計負担金 151,395 166,724 △ 15,329 90.8

工事負担金 4,250 3,490 760 121.8

入 水洗便所改造資金貸付金回収金 230 290 △ 60 79.3

固定資産売却代金 965 335 630 288.1

　　　収　入　合　計 1,044,514 1,031,589 12,925 101.3

建設改良費 592,437 508,339 84,098 116.5  

( 公共下水道整備費 ) ( 413,781 ) ( 338,300 ) ( 75,481 ) ( 122.3 )

支 ( 流域下水道整備費 ) ( 153,827 ) ( 158,221 ) ( △ 4,394 ) ( 97.2 )

( 受益者負担金事務経費 ) ( 8,672 ) ( 10,894 ) ( △ 2,222 ) ( 79.6 )

( 固定資産購入費 ) ( 16,157 ) ( 924 ) ( 15,233 ) ( 1,748.6 )

　 企業債償還金 　 2,520,005 　 　 2,468,275 　 51,730 102.1

( 公共下水道企業債償還金 ) ( 1,692,134 ) ( 1,792,211 ) ( △ 100,077 ) ( 94.4 )

( 流域下水道企業債償還金 ) ( 159,708 ) ( 174,608 ) ( △ 14,900 ) ( 91.5 )

出 ( 資本費平準化債償還金  ) ( 668,163 ) ( 501,456 ) ( 166,707 ) ( 133.2 )

貸付金 0 360 △ 360 皆減

　　　支　出　合　計 3,112,442 2,976,974 135,468 104.6

資本的収支不足額 2,067,928 1,945,385 122,543 106.3

損益勘定留保資金 2,020,415 1,912,619

消費税資本的収支調整額 47,513 32,766

4 資金収支 (内部留保資金の状況) 　　(単位:千円)

　　　項　　　　目 増　　減 前年比(％)

年度当初余剰額  443,498 504,072 △ 60,574 －

当年度発生額 2,019,768 1,886,387 133,381 107.1

当年度使用額 2,069,503 1,946,961 122,542 106.3

当年度末余剰額 393,763 443,498 △ 49,735 －

5 汚水処理原価と下水道使用料単価 (1m3当たり) 　　(単位:円)

　　　項　　　　目 増　　減 前年比(％)

汚水処理原価　 108.4 112.1 △ 3.7 96.7

下水道使用料単価　 87.1 97.2 △ 10.1 89.6

差    引 △ 21.3 △ 14.9 △ 6.4 －

６ 企業債の概況 　　(単位:千円)

令和２年度 令和元年度

補填
財源

令和２年度 令和元年度

令和２年度 令和元年度

　　　項　　　　目 
令和２年度

当初未償還額

令和２年度増減額 令和２年度末
未償還額発行額 償還額

公共下水道事業債 12,295,357 254,300 1,692,134 10,857,523

資本費平準化債 5,845,179 472,000 668,163 5,649,016

流域下水道事業債 2,183,110 119,500 159,708 2,142,902

合　　計 20,323,646 845,800 2,520,005 18,649,441
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は じ め に  
宝塚市の公共下水道事業は、「快適な生活環境の保全」と「公共用水域の水質保全」およ

び「浸水の防除」を目的として、昭和 46 年（1971 年）11 月に事業着手しました。以後、

整備を進め、平成 26 年度（2014 年度）末には下水道（汚水）人口普及率 98.7%、雨水

施設整備率は 79.1%に達しました。しかしながら、少子・高齢化、人口減少社会や節水型

社会の到来による水需要の減少や環境に対する関心の高まり、施設の老朽化や地震等への

備え、事業経営を巡る内外の動向等、下水道を取り巻く環境は益々厳しさを増しています。 

このような状況の中、国（国土交通省）においては、平成 26 年（2014 年）7 月に、

昨今の社会経済情勢の変化に対応するため、新たな下水道の政策体系として「新下水道ビ

ジョン」を策定しました。 

今後、将来にわたり「快適な生活環境の保全」、「公共用水域の水質保全」により環境と

共生し、また「浸水の防除」により安全安心な市民生活を守るためにも、「公共下水道事業」

を持続可能なものとしていかなければなりません。そのため、公共下水道施設の一層の効

率的運用と、事業経営のさらなる健全化を図る必要があります。 

こうした公共下水道事業における課題を見据え、今後の取組方針を示す「宝塚市下水道

ビジョン 2025」を策定するため、平成 27 年（2015 年）12 月から宝塚市上下水道事

業審議会に諮問を行い、審議を頂きました。今後は、このビジョンを基に持続可能な下水

道を目指します。 

 

宝塚市下水道 

ビジョン 2025 

公益社団法人 日本下水道協会 

下水道マスコットキャラクター 

「スイスイ」 
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第1章  宝塚市下水道ビジョン 2025 の策定にあたって    

１ 策定趣旨 

 

本市の公共下水道事業は、平成 23 年（2011 年）3 月に策定した 「宝塚市上下水道事業

経営改革プラン」（以下「経営改革プラン」といいます。） を基に事業を進めてきました。経

営改革プランの実施期間が平成 27 年度（2015 年度）に満了を迎えることから、経営改革

プランに変わる新たな計画の策定が必要となっています。  

一方、国（国土交通省）では、平成 26 年（2014 年）7 月に「新下水道ビジョン」を策

定し、社会経済情勢の変化に対応するため、新たな下水道の政策体系を示しています。  

このため、本市においても、従来の経営改革プランや本市の都市計画の理念などを踏襲し

つつ、 国（国土交通省）による新下水道ビジョンの新たな下水道政策体系を取り入れ、 

「宝塚市下水道ビジョン 2025」を策定することとしました。 

 

２ 位置付け 

 

「宝塚市下水道ビジョン 2025」では、「第 5 次宝塚市総合計画」を上位計画とし、「たか

らづか都市計画マスタープラン」の目指す都市づくりの方向性と整合を図りつつ、国（国土

交通省）の示す「新下水道ビジョン」に則しながら、「安全･安心」、「環境との共生」、「基盤

の強化」の観点から基本施策と具体的対策を策定します。 

また、併せて、「宝塚市下水道事業経営戦略」を策定し、必要な財源とのバランスに配慮し

た中長期的な施設整備の方針を示します。 
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図- 1 宝塚市下水道ビジョン 2025 実施フロー 

 

３ 目標年次 

目標年次は平成 37 年度（2025 年度）とし、平成 28 年度（2016 年度）から    

10 年間を計画期間として取り組みます。 

国の新下水道ビジョン

具現化

実施計画

事業の完了

フォローアップ
評価結果

達成度
評価

たからづか都市計画マスタープラン

取組内容と目標

『宝塚市下水道ビジョン2025』

安全
安心

環境との
共生

基盤の
強化

クライシスマネジメント
アセットマネジメント

経営

『宝塚市下水道事業経営戦略』

第5次宝塚市総合計画
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第2章 宝塚市公共下水道事業の現状 

１ 概況 

１）下水道整備の状況 

本市の汚水管路は、昭和 46 年度（1971 年度）から整備を開始し、人口が増加した昭和

50 年度（1975 年度）頃から平成のはじめ頃に集中して整備し、現在約 513km の管路延

長となっています。 

平成 26 年度（2014 年度）末の下水道（汚水）人口普及率は市全体で 98.7%、北部地

域の合併処理浄化槽の処理人口を除く市街地区域のみでは 99.8％となっています。 
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図- 2 汚水管整備延長と人口推移、下水道（汚水）人口普及率 
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２）水環境の状況 

市南部の市街化区域内の河川水質は、下水道整備に伴い、着実に改善されています。武庫

川の水質調査地点における水質（ＢＯＤ）の経年変化を以下に示します。 
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図- 3 武庫川における BOD の経年変化 

武庫川以東の河川（天王寺川、天神川は伊丹市域へ、最明寺川は川西市を経て猪名川へ、

その他の河川は武庫川へ流入）も同様に、下水道整備により、着実に改善されています。 
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図- 4 武庫川以東の河川における BOD の経年変化 

武庫川以西の河川も同様に、下水道整備により、着実に改善されています。 
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※小仁川は流量が少ないため平成 18 年度(2006 年度)に測定を廃止 

図- 5 武庫川以西の河川における BOD の経年変化 
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３）維持管理の状況 

① 施設の維持管理 

管路施設の機能を損なわないように、日常的に維持管理を行っています。維持管理の内容

は、雨水渠の清掃や草刈りなど常時実施するもののほかに、施設の劣化箇所の補修や公共桝

の詰まり解消などの事後対応的に実施するものがあります。これらの業務は年間 1,000 件程

度発生しており、市直営と業務委託を組み合わせて対応しています。過去 5 年間の実施状況

を以下に示します。 
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図- 6 業務委託による維持管理実施件数 
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図- 7 市直営による維持管理実施件数 
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� マンホール補修 

 市内には約３万個のマンホールがあり、その蓋は通行する車などにより表面が磨耗するな

ど、時間経過とともに損傷が発生してきます。このため、パトロールなどによりマンホール

に異常が発見された場合、修繕や蓋の取替え工事を実施します。 

特に歩道上、急な坂道や交差点付近のマンホール蓋を取替える際には、ノンスリップ型の

マンホール蓋（図- 8 右の写真参照）を採用するなど安全にも配慮しています。 

  

図- 8 マンホール蓋（左：デザイン型 右：ノンスリップ型） 

� 雨水樋門の維持管理 

 公共下水道事業で管理している樋門は市内に９箇所あり

雨天時に動作不良が生じないよう雨水樋門の定期的な点検

を実施しています。遠方監視システムにより、各樋門の開閉

状況や異常の有無を監視しています。 

 

� スクリーン清掃 

 雨水の暗渠へ落ち葉などのゴミが堆積しないように、開口

部にスクリーンを設置しています。しかし、スクリーンに落

ち葉等が溜まると、そこで溢水することがあります。これを

防止するために、市内 60 箇所のスクリーンを点検し、清掃

しています。台風や大雨が予想される場合は、必ず清掃を行

い、スクリーンの詰りによる浸水が発生しないよう維持管理

しています。 

  

図- 10 スクリーン（左：落ち葉堆積、右：清掃状況） 

 図- 9 雨水樋門 
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� 水路浚渫 

 市内の開水路は、雨水排水機能において重要な施設です。水路内の除草作業や底に溜まっ

た土砂を撤去し、所定の流下能力を損なわないよう維持管理しています。 

  

図- 11 水路浚渫状況（左：除草、右：土砂撤去） 

 

� 汚水管路の点検調査 

 パトロール時の巡視点検により汚水管路の異常が確認された場合は、ＴＶカメラにより管

内を調査し、その調査結果に応じて清掃や補修を実施します。 

  

  

図- 12 管内カメラ調査状況(左) 管内の劣化状況(右) 

 

TV カメラ 
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� 施設の補修 

 自主点検や苦情通報により、不具合のみられた施設は速やかに補修を実施しています。軽

微な補修であれば管内から部分的な補修（止水等）を行い、劣化箇所が広範囲に及ぶ場合は、

管本体の布設替えを行います。 

 

  

図- 13 補修状況（左：雨水管内の部分補修、右：雨水管の布設替え） 

 

② 調整池の維持管理 

 市が管理する調整池は市内に 34 箇所あります。定期的に点検し、土砂やゴミの堆積状況

を確認しています。土砂堆積がみられる場合は浚渫作業を行い、本来の雨水調整機能を損な

わないよう維持管理しています。 

 

  

図- 14 調整池の土砂浚渫（左：作業中、右：作業後） 
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③ ポンプ施設の維持管理 

 市内にはポンプ施設が多数あります（汚水中継ポンプ場 1 箇所、マンホールポンプ 66 箇

所、雨水ポンプ場 2 箇所）。 

ポンプ本体をはじめ関連補機類が故障しないよう日常的な維持管理を行っています。各ポ

ンプ場は遠方監視システムで機能を監視するとともに、緊急時には 24 時間の対応ができる

よう管理体制を構築しています。 

 

 

図- 15 遠方監視システム（上下水道局に設置） 
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④ 流域下水道等の流量調査・水質調査 

� 流域下水道に排水する下水量調査 

 兵庫県流域下水道接続要綱第１４条（流域下水道へ流入する下水の水質及び水量等の報告)

に基づき、公共下水道から流域下水道へ排水する水量を毎日計測し、各流域下水道管理者に

報告しています。 

 

� 流域下水道に排水する下水の水質検査 

 兵庫県流域下水道接続要綱第１４条（流域下水道へ流入する下水の水質及び水量等の報告)

に基づき、公共下水道から流域下水道へ流入する水質を検査し、各流域下水道管理者に報告

しています。 

表- 1 流域下水道に流入する水量調査・水質検査の地点数と年間調査 

名称 
流量調査地点 

（箇所） 

水質検査回数 

（回/年） 

流域下水道接続点 １５
６２ 

公共下水道 １２

合計 ２７ ６２ 

 

� 特定事業場等からの排水される下水の水質検査 

 兵庫県流域下水道接続要綱第１７条（除害施設等の監視)に基づき、特定事業場１5 地点か

ら排水される下水の水質を定期的に検査し、その結果を各流域下水道管理者に報告していま

す。 

また、その他の事業場等から排水される下水の水質についても計画的検査を実施するなど、

公共下水道に排水される下水の水質を監視しています。 

 

表- 2 特定事業場等からの排水される水質検査回数 

名称 
水質検査回数 

（回/年） 

特定事業場等 ６４
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２ 浸水対策の状況 

1） 事業計画に基づく雨水整備 

 雨水整備事業では、既存河川や都

市下水路の活用や改修により、急速

な都市化への雨水排水対策を図る

とともに、公共下水道の雨水施設も

築造し、低地においては武庫川ポン

プ場や西田川ポンプ場を築造して

浸水の防除に努めてきました。平成

26 年度（2014 年度）末現在、

公共下水道雨水施設の整備率（整備

延長比率）は 79.1％となっていま

す。 

 築造年度の古い武庫川ポンプ場

と西田川ポンプ場は、老朽化が進んでいるうえに耐震性能がありません。建替更新を視野に

入れた対策を行う必要があります。 

 

２）浸水対策地域の解消 

局地的集中豪雨などによる浸水対策が必要な地域として市内で 26 地区を指定し、順次対

策工事を行っており、平成 26 年度（2014 年度）末で 23 地区の整備が完了しています。 

 

 

 
図- 16 浸水対策地域の整備状況 
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３）浸水時の水防作業 

 浸水被害発生の危険性がある場合は、本市の水防計画に基づき、水防作業を行っています。 

平成 25 年（2013 年）8 月 25 日に発生した向月町地区の浸水時における水防作業状況を

図- 17 と図- 18 に示します。 

向月町地区の浸水解消に向けては下水道施設の整備だけではなく、地区内を流れる二級河

川大堀川（管理者：兵庫県）の改修が必要となります。現在、兵庫県では、河川の流下機能

と下水道雨水排水機能が十分に発揮されるよう河川改修工事を進めており、早期の浸水解消

に向けて、県と市が連帯して対策を実施しています。 

  

図- 17 平成 25 年(2013 年)8 月 25 日の向月町浸水時(左：晴天時、右：浸水時) 

  

図- 18 向月町浸水時の水防作業状況 
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３ 地震対策の状況 

１）管路施設の耐震性能 

管路施設耐震化の具体的方法は、改築により耐震性を有する管への入れ替えや、既設管の

補強対策があります。また、マンホールは地震時の地盤の液状化により、浮き上がる可能性

があるため、浮き上がり防止対策を実施します。 

阪神淡路大震災以降、新規に埋設した管路や、老朽化対策で改築した管路については、管

路資材が所定の耐震性能を有するものに改良されています。 

平成 26 年度（2014 年度）末の重要な汚水管路の耐震化率は 20.5％に達していますが、

今後いつ発生するか分からない大地震に備えて、耐震化を推進する必要があります。 

 

２）公共下水道事業の業務継続計画（下水道 BCP）の策定 

公共下水道事業の業務継続計画（下水道 BCP）は下水道施設の耐震化の推進を前提にしつ

つも、「職員や事業所が被災した」という制約条件の想定の下で、下水道の機能の維持や早期

回復を図っていくための取組みを検討し、整備するものです。 

本市の下水道 BCP は、訓練・維持改善計画と非常時対応計画および事前対策計画を、様々

な角度から検討し、平成 28 年（2016 年）3 月に策定しました。 

 

 
出典：下水道ＢＣＰ策定マニュアル～第２版～（地震・津波編） 

平成 24 年(2012 年)3 月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

図- 19 下水道 BCP の構成 
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４ 老朽化対策の状況 

１）下水道長寿命化計画の策定と改築実施 

下水道長寿命化計画は、下水道施設の健全性を向上させるため、平成 20 年度（2008 年

度）に創設された国の補助事業制度です。 

本市では、平成 20 年度（2008 年度）に TV カメラの調査計画を策定しました。管路全

延長 513km のうち、平成 43 年度（2031 年度）迄に約 310km（約 60%）を調査する

予定であり、現在約 70km の調査が完了しています。 

また、TV カメラ調査で劣化の見られた約 11km の区間を対象に、計画的に改築工事を実

施しています。 

平成２6 年度（２０１4 年度）末時点で、約 3km の改築工事を完了しています。 
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図- 20 TV カメラ調査予定延長と実績 



第 2 章 宝塚市公共下水道事業の現状 

 

15 

２）雨天時浸入水対策 

雨天時浸入水とは、雨天時に汚水管路に浸入した雨水です。浸入の要因は、老朽化した管

路の破損部分などからの浸入や、雨水排水設備の誤接続による浸入などがあります。 

雨天時浸入水は、汚水の溢水や汚水処理水量の増大などの影響を招くことから、流量計を

設置して継続的な調査を実施しています。 

 

 

 

 

５ 普及対策の状況 
下水道（汚水）人口普及率を向上させるために私道部への下水道布設に対して「宝塚市私

道排水設備布設工事助成制度」を実施してきました。また、水洗化率を向上させるために、

市民の水洗化工事に対して補助金または貸付金による助成制度「宝塚市水洗便所改造資金助

成制度」を実施してきました。 

 

 

 

 

※下記の出典資料を加工して作成

出典：分流式下水道における雨天時浸入水対策計画策定マニュアル-平成 21 年(2009 年)3 月-

財団法人 下水道新技術推進機構（現：公益財団法人 日本下水道新技術機構）

 図- 21 雨天時浸入水の要因 
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６ 経営の状況 
1） 決算の状況 

公共下水道事業は、平成 20 年度（2008 年度）か

ら 26 年度（2014 年度）まで 7 年連続の赤字となり、

平成 26 年度（2014 年度）末時点で、既に 6 億円の

長期借入を行っています。赤字の最大の理由は、過去

の建設に係る借入金です。本市の公共下水道事業は、

昭和 50 年（1975 年）頃から集中して整備を行うた

めに多額の借入を行い、その借入金が現在も経営を圧

迫しています。平成 26 年度（2014 年度）の収入と

支出をみると、主な支出にあたる借入金の償還と利息

の合計額は、主な収入にあたる下水道使用料と雨水処

理負担金の合計額を上回っています。また、これ以外にも、大きな支出としては、本市の下

水道を処理するための流域下水道負担金が年間約 7 億 8,500 万円、そのほか人件費や老朽

化に伴う修繕費等の営業費用が必要となるため、公共下水道事業としては毎年度大きな赤字

が生じています。これらのことから、公共下水道事業は今後も苦しい経営が続くと考えられ

ます。 

 

 
 

 

図- 23 過去 5 年間の公共下水道事業財政収支（上：収益的収支、下：資本的収支） 
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図- 22 平成 26 年度（2014 年度）の

   主な収入と支出の状況 
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２）経営分析・評価 

総務省が公表している経営指標を参考に比較を行いました。その結果、経常収支比率や経

費回収率の改善など、経営基盤の強化を図る必要があることが明らかとなりました。 

なお、総務省が公表している経営指標は平成 26 年度（2014 年度）までが公表されてい

ます。宝塚市下水道事業の分類は、「Aｂ」です。 

 

●処理区域内人口別区分 ：10 万人以上 

●処理区域内人口密度区分：75 人/ｈa 以上 

●供用開始後年数別区分：—（区分なし） 

 

＜類似団体一覧（31 団体）＞ 

埼玉県川越市、埼玉県春日部市、埼玉県狭山市、埼玉県上尾市、埼玉県草加市、埼玉県入間

市、埼玉県三郷市、埼玉県坂戸・鶴ヶ島下水道組合、千葉県柏市、千葉県流山市、千葉県八

千代市、千葉県我孫子市、東京都立川市、東京都府中市、東京都昭島市、東京都町田市、東

京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都東久留米市、神奈川県藤沢市、神奈川

県海老名市、大阪府八尾市、大阪府和泉市、大阪府箕面市、兵庫県明石市、兵庫県伊丹市、

兵庫県宝塚市、兵庫県川西市、福岡県春日市、沖縄県那覇市 

 

 

� 経常収支比率（％） 

経常収支比率とは、損益項目のうち、特別損益項目を除いた経常的な収益性を評価した指

標であり、次式によって算定します。この値が大きいほど収益力が高く安全性が高いと評価

できます。 

 

営業収益+営業外収益
×１００（％）（↑） 

営業費用+営業外費用

 

宝塚市下水道事業に関する経常収支比率の過去 5 か年の推移は、表- 3 の通りであり、平

成 26 年度（2014 年度）以外は、いずれの年度も 100％を下回っており、いわゆる「赤字」

となっています。 

なお、平成 26 年度（2014 年度）は地方公営企業法の会計制度の変更により、長期前受

金戻入を新たに営業外収益に計上するようになったため、100％を超えていますが、旧会計

制度で算定した平成 26 年度（2014 年度）の経常収支比率は、95.1％です。 

表の通り、類似団体（上述の通り、「Aｂ」の団体を指します。以下、同じ。）と比較して

も本市の下水道事業における収益性は、低い状況です。 
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表- 3 経常収支比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度) 

平成 25 年度

(2013年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

93.1 95.0 94.7 96.0
102.8 

（95.1） 

類似団体平均値 

105.2 102.8 104.1 104.3 104.6 

平成 26 年度(2014 年度)全国平均値 107.7 

 

� 累積欠損金比率（％） 

累積欠損金比率とは、事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、当年度未処理欠

損金（累積欠損金）の有無により把握しようとするもので、営業収益に対する当年度未処理

欠損金の割合をいい、次式によって算定します。この値が大きいほど財政状態が悪いと評価

できます。 

 

当年度未処理欠損金 
×１００（％）（↓）

営業収益－受託工事収益 

 

宝塚市下水道事業に関する累積欠損金比率は、平成 25 年度（2013 年度）まで増加傾向

でしたが、平成 26 年度（2014 年度）に地方公営企業法の会計制度の変更により、累積欠

損が解消されました。 

表- 4 累積欠損金比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度) 

平成 25 年度

(2013年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

31.5 39.2 47.0 51.3 該当なし 

類似団体平均値 

4.4 4.2 4.3 4.9 0.1 

平成 26 年度(2014 年度)全国平均値 4.7 

 

� 流動比率（％） 

流動比率とは、資金の流動性を表す指標であり、次式によって算定します。この指標は、

一般的には資金ショートを起こす可能性を示す指標として用いられており、この値が高いほ

ど安全であると評価できます。 

 

流動資産 
×１００（％）（↑） 

流動負債 

 

宝塚市下水道事業に関する流動比率の過去 5 か年の推移を表- 5 に示します。この 5 か年

では減少傾向にあり、特に平成 25 年度（2013 年度）以降は 100％を下回っています。 
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表- 5 流動比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

891.4 497.9 138.2 85.6 22.2 

類似団体平均値 

278.0 221.7 238.9 271.2 72.7 

平成 26 年度(2014 年度)全国平均値 56.5  
� 企業債残高対事業規模比率（％） 

企業債残高対事業規模比率とは、企業債残高を事業規模の観点から測定し、財務状況の安

全性を表した指標であり、次式によって算定します。この指標は、比率が小さいほど収益力

と比較して負債が小さいため、安全性が高いと判断できます。 
 

企業債現在高合計− 一般会計負担額 
×１００（％）（↓） 

営業収益− 受託工事収益− 雨水処理負担金 

 

宝塚市下水道事業に関する企業債残高対事業規模比率の過去 5 か年の推移を表- 6 に示し

ます。この 5 か年ではやや減少傾向にありますが、類似団体平均値や全国平均値と比較して

も、事業規模に対して企業債残高がかなり多いことがうかがえます。 

表- 6 企業債残高対事業規模比率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

1,411.7 1,350.6 1,288.1 1,229.1 1,192.9 

類似団体平均値 

669.5 652.9 641.7 624.4 607.5 

平成 26 年度(2014 年度)全国平均値 776.4  
� 経費回収率（％） 

経費回収率とは、汚水処理原価の下水道使用料による回収率を表す指標であり、次式によ

って算定します。この指標は、本業での収益性を示す代表的な指標として用いられており、

この値が高いほど経営が良好といえます。 

 

使用料単価 
×１００（％）（↑） 

汚水処理原価 

 

宝塚市下水道事業に関する経費回収率の過去 5 か年の推移を表- 7 に示します。過去 5 か

年でみると、いずれも類似団体の平均値と比較して低い回収率となっています。 
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表- 7 経費回収率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

60.6 62.9 62.3 64.2 68.1 

類似団体平均値 

91.2 91.2 91.7 92.3 96.9 

平成 26 年度(2014 年度)全国平均値 96.6 

 

� 汚水処理原価（円／m3） 

汚水処理原価とは、汚水 1m3 当たりの処理原価を表す指標であり、次式によって算定しま

す。この指標は、一般的には数値が低いほど、コストが抑えられていると判断できるため、

良いと評価できます。 

 

汚水処理費 
（円／m3）（↓） 

年間有収水量 

 

宝塚市下水道事業に関する汚水処理原価の過去 5 か年の推移を表- 8 に示します。この 5

か年で減少傾向にあり、平成 2６年度（201４年度）における類似団体の平均値と比較して

も、ほぼ同一水準です。 

表- 8 汚水処理原価（円/ｍ3） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

134.9 130.0 130.8 126.8 119.4 

類似団体平均値 

124.6 125.5 123.9 123.7 120.5 

平成 26 年度(2014 年度)全国平均値 142.3 

 

� 有形固定資産減価償却率（％） 

有形固定資産減価償却率とは、固定資産の状況を表す指標であり、次式によって算定しま

す。この指標は、一般的には固定資産の老朽化の度合いを示す指標として用いられており、

この値が高いほど老朽化が進んでいると評価できます。 
ただし、地方公営企業法の適用後間もない団体については、この数値が小さくなる傾向が

あるため、単純な比較はできないことに注意が必要です。 
 

有形固定資産減価償却累計額 
×１００（％）（↓） 

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 

 

宝塚市下水道事業に関する有形固定資産減価償却率の過去 5 か年の推移を表- 9 に示しま

す。平成 2６年度（２０１４年度）における類型団体の平均値と比較しても、やや老朽化が

進んでいると推測できますが、宝塚市下水道事業は法適用後 10 年以上経過しており、単純
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な比較はできません。ただし、この 5 年間は数値が増加傾向にあるため、老朽化に対する更

新投資が進んでいないなどの要因が考えられます。 

表- 9 有形固定資産減価償却率（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

15.1 16.9 18.8 20.6 28.4 

類似団体平均値 

15.8 15.9 17.3 17.4 25.5 

平成 26 年度(2014 年度)全国平均値 36.3  
� 固定資産の貸借対照表額（帳簿価額）に対する建設改良費の割合（％） 

建設改良費が他団体と比較して多いか少ないかの判断については、建設投資額が保有して

いる固定資産の量や劣化の状況などの影響を受けるため、次式のとおり、貸借対照表に計上

された価額（いわゆる帳簿価額）で除した割合で判断を行うこととしました。 
 

建設改良費 
×１００（％）（↑） 

固定資産 

 

宝塚市の平成 22 年度（2010 年度）から平成 26 年度（2014 年度）までの推移と全国

の加重平均値及び兵庫県下の加重平均値との比較を行いました。 

表- 10 固定資産の貸借対照表額に対する建設改良費の割合（％） 

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度 

(2014 年度) 

0.52 0.48 0.50 0.51 0.40 

平成 25 年度(2013 年度)全国平均値 2.25  

平成 25 年度(2013 年度)

兵庫県下団体平均値
1.58   

平成 25 年度（2013 年度）の宝塚市の割合を全国平均値及び兵庫県下平均値と比較する

と低い割合となっています。ただし、下水道事業では、地方公営企業法適用の団体数自体が

少ないことから、参考程度としてとらえる必要があります。 
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７ 市民参画の状況 
本市では、市のホームページや広報誌の活用のほか、上下水道モニター会議を継続して実

施しており、市民への情報提供に努めています。また、市民に公共下水道事業の内容を知っ

ていただくために、出前講座を実施しています。 

浸水対策への市民参画を推進するために、市民が家庭で雨水貯留施設（雨水タンク）を設

置する費用の一部を助成する制度を設けています。平成２６年度（2014 年度）末現在で、

３３５基の設置をいただいています。 

 

 
図- 24 雨水貯留タンク（雨水貯留施設の家庭設置） 

 

図- 25 雨水貯留施設設置助成金制度の内容 
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８ 事業、経営の分析・評価における主な課題 
１）浸水対策 

分析・評価 

 ・公共下水道の雨水施設や武庫川ポンプ場および西田川ポンプ場を築造し、浸水の防除に

努めてきました。 

 ・浸水対策が必要な地域 26 地区のうち 23 地区の整備が完了しました。 

課題 

 ①雨水施設の整備延長比率（79.1%）のさらなる向上が必要です。 

 ②浸水対策が必要な地域（残り 3 地区）の解消が必要です。 

③武庫川ポンプ場と西田川ポンプ場は、老朽化対策と地震対策のため建替更新が必要です。 

 ④想定以上の豪雨が発生した際に浸水が予測される箇所を事前に把握するために、雨水渠

データベースの整備が必要です。 

 ⑤市民や他事業と連携し、浸水対策を効果的に実施するために、内水ハザードマップの作

成が必要です。 

２）地震対策 

分析・評価 

 ・阪神大震災以降、所定の耐震性能を有する管路資材に改良してきました。重要な汚水管

路の耐震化率は 20.5％に達しています。 

 ・地震発生時に下水道の機能を早期回復するための取組みとして、公共下水道の業務継続

計画（下水道 BCP）を策定しました。 

課題 

 ①今後いつ発生するか分からない大地震に備えて、重要な汚水管路の耐震化の推進が必要

です。 

 ②重要な汚水管路の耐震化等の防災対策に加え、被災後の減災対策も考慮した総合地震対

策計画の策定が必要です。 

３）老朽化対策 

分析・評価 

 ・下水道長寿命化計画を策定し、老朽化した管渠を対象に約 70km の TV カメラ調査を完

了しました。 

 ・TV カメラ調査で劣化の見られた区間を対象に約 3km の改築工事を完了しました。 

 ・雨天時浸入水の調査を継続的に実施しています。 

課題 

 ①今後、老朽化した管渠が一層増加するため、管渠改善率の向上が必要です。管渠改善率

の向上により雨天時浸入水対策も同時に行います。 

 ②厳しい財政状況のもと、限られた人員で老朽化対策を適切に実施するために、ストック

マネジメントシステムの構築が必要です。 
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４）普及対策 

分析・評価 

 ・私道部への下水道布設に対して助成制度を実施してきました。 

・市民の水洗化工事に対して補助金または貸付金による助成制度を実施してきました。 

課題 

 ①下水道（汚水）人口普及率のさらなる向上が必要です。 

 ②水洗化率のさらなる向上が必要です。 

５）経営 

分析・評価 

 ・決算の状況は平成 20 年度（2008 年度）から赤字であり、苦しい経営状況です。 

 ・経常収支比率が類似団体の平均値よりも低く、収益性が低い状況です。 

 ・流動比率がこの 5 年間減少傾向にあり、資金ショートの可能性が高まっています。 

 ・経費回収率が類似団体の平均値よりも低く、収益性が低い状況です。 

 ・汚水処理原価は類似団体と同水準であり、コスト抑制効果は全国平均と同程度に表れて

いる状況です。 

課題 

 ①経常収支比率や経費回収率の改善などの収益性の改善に取り組むために、まずは長期的

な経営計画の策定が必要です。 

 ②事務・事業のさらなる効率化と簡素化が必要です。 

 ③維持管理業務や大規模更新工事への民間活用の検討が必要です。 

 ④組織の見直し・適正な人員配置の検討が必要です。 

 ⑤限られた人員資源のなかでの職員の資質向上が必要です。 

 ⑥限られた人員資源のなかでの技術の継承が必要です。 

 ⑦近隣の自治体との連携を視野に入れた広域化の検討が必要です。 

６）市民参画 

分析・評価 

 ・ホームページ、広報誌や上下水道モニター会議および出前講座による情報提供に努めて

います。 

 ・浸水対策への市民参画として、雨水貯留施設設置助成金制度を実施しています。 

課題 

 ①情報提供を継続し、さらなるコミュニケーションの充実が必要です。 

②浸水対策への市民参画の取組みを強化することが必要です。 
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第3章 将来像・基本理念・目標の設定 

１ 将来像 

本市は、これまでも「快適な生活環境の保全」と「公共用水域の水質保全」および「浸水

の防除」に取り組んできましたが、今後も今まで以上のサービスを提供しなければなりませ

ん。このため、最適な下水道サービスを提供し、「安全・安心で安定した下水道」を目指しま

す。 

２ 基本理念 

これからは、施設の老朽化が進み、加えて、大地震や大雨がいつ発生するか分からない状

況であることを考えると、本市の公共下水道事業は、さらに運営体制と災害への備えを強化

していく必要があります。 

これから未来に向けて、限られた財源と資源のなかで、安定して下水道の目的を果たすた

めには、市民と共に事業運営をすすめていくことが非常に重要と考えられます。 

以上のことを踏まえ、今後 10 年間の下水道事業の取組方針として、宝塚市下水道ビジョ

ン 2025 の基本理念を以下のように設定します。 

 

 

 

安全・安心で市民と共に未来へつなぐ下水道 

～環境との共生を目指して～ 
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３ 目標の設定 

1） 概要 

「宝塚市下水道ビジョン 2025」は、「たからづか都市計画マスタープラン」や国の「新下

水道ビジョン」における「循環のみち下水道」の持続のための取組み（クライシスマネジメ

ントとアセットマネジメント）に対応した「安全・安心」、「環境との共生」と、これらの項

目を達成するための「基盤の強化」の観点から施策を構成します。 

 

2） 安全・安心 

安全・安心における課題は主に、「浸水対策」と「地震対策」です。そのため以下の指標に

ついて改善の目標を設定します。 

 

表- 11 成果を示す指標または成果の状況「浸水対策」 

指標名 単位 優位性※

現状 目標 

備考 平成 26 年度

(2014 年度)

平成 37 年度 

(2025 年度) 

①下水道（雨水）施設整備 

延長比率 
％ 

 
79.1 83.0 

第 5 次総合計画目標 
平成 32 年度(2020 年度) 

目標値 82.0％ 

②浸水対策必要地域の解消 地区 
 

23 26 全 26 地区 

③雨水ポンプ場の再構築数量 箇所 
 

0 2 全 2 箇所 

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「-」：いずれでもない 

 

表- 12 成果を示す指標または成果の状況「地震対策」 

指標名 単位 優位性※

現状 目標 

備考 平成 26 年度

(2014 年度)

平成 37 年度 

(2025 年度) 

①重要な汚水管路の耐震化率 ％ 
 

20.5 100.0 
第 5 次総合計画目標 
平成 32 年度(2020 年度) 

目標値 47.4％ 

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「-」：いずれでもない 
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3） 環境との共生 

環境との共生における課題は主に、「老朽化対策」と「普及対策」です。そのため以下の指

標について改善の目標を設定します。 

 

表- 13 成果を示す指標または成果の状況「老朽化対策」 

指標名 単位 優位性※

現状 目標 

備考 平成 26 年度

(2014 年度)

平成 37 年度

(2025 年度)

①管渠改善率 ％ 
 

0.5 2.7 
改築した管渠の割合

（汚水管渠のみ） 

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「-」：いずれでもない 

 

表- 14 成果を示す指標または成果の状況「普及対策」 

指標名 単位 優位性※

現状 目標 

備考 平成 26 年度

(2014 年度)

平成 37 年度

(2025 年度)

①下水道（汚水） 

人口普及率 
％ 

 
98.7 99.0 

第 5 次総合計画目標 
平成 32 年度(2020 年度) 

目標値 98.8％ 

②水洗化率 ％ 
 

99.0 100.0 
 

 

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「-」：いずれでもない 

 

4） 基盤の強化 

基盤の強化における課題は主に、「経営健全化」と「市民参画」です。「経営健全化」の指

標について改善の目標を設定します。 

 

表- 15 成果を示す指標または成果の状況「経営健全化」 

指標名 単位 優位性※

現状 目標 

備考 平成 26 年度

(2014 年度)

平成 37 年度

(2025 年度)

①経常収支比率 ％ 
 

102.8 103.0 以上  

②経費回収率 ％ 
 

68.1 100.0 以上  

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「-」：いずれでもない 

 

 市民による下水道の「自分ゴト化」を醸成するため、市民とのコミュニケーションのより

一層の充実に努めることを「市民参画」の目標とします。 
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第4章 安全・安心（クライシスマネジメント） 

本市は、これまでにも雨水施設整備や施設の耐震化を促進してきましたが、今後、計画以

上の大地震と大雨がいつ発生するか分からない状況です。公共下水道事業におけるクライシ

スマネジメントへの取組みとして、施設整備によるハード対策を継続的に実施し、被災後の

事業継続のためのソフト対策も重点的に行います。宝塚市下水道ビジョン 2025 では、「浸

水対策（第 4 章 1）」と「地震対策（第 4 章 2）」において、総合的な浸水対策と地震対策へ

の取組みを示します。また、「市民参画（第 6 章 2）」において、市民による自助・共助の促

進のための取組みを示します。 

１ 浸水対策 

� 取組方針 

近年、全国各地で局所的な集中豪雨であるゲリラ豪雨や台風などにより、河川や下水道な

どの雨水排水施設の能力を上回る降雨が頻繁に生じています。 

本市においても、いつ記録を上回る豪雨が発生するか分からない状況のなかで、「自助」と

「公助」を組み合わせた総合的な浸水対策により、豪雨災害に強い下水道を目指します。 

集中豪雨による浸水被害を軽減するために、下水道施設の整備（ハード対策）を着実に実

施します。また、市民の皆様に対し浸水・避難情報を提供することなどで自発的な心構えを

持っていただくと共に自助・共助と公助を促進するような対策（ソフト対策）を推進します。 

 

1）下水道（雨水）施設整備延長比率の向上 

下水道（雨水）施設の整備を継続的に実施し、整備延長比率を現状の 79.1％から、平成

37 年度（2025 年度）には 83.0％へ向上させます。なお、雨水渠のうち昭和 40 年（1965

年）以前に都市下水路から公共下水道へ転用したものについては老朽化が懸念されるものが

あります。これらに対して点検調査を行い、劣化箇所の修繕等を実施します。 

 

２）浸水対策必要地域の解消 

浸水対策が必要な地域の残り 3 地区を平成 31 年度（2019 年度）の完了を目指し整備し

ます。 

 

３）雨水ポンプ場の再構築 

武庫川ポンプ場は、昭和 50 年（1975 年）に築造され、老朽化しているため、平成 28

年度（2016 年度）から平成 31 年度（2019 年度）にかけて改築工事を実施します。 

また、西田川ポンプ場は、設備の延命化を図りつつ、平成 36 年度（2024 年度）以降に

改築工事を予定します。 
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４）雨水渠データベースの整備 

今後、想定以上の豪雨が発生して、今までに浸水したことのない地区で浸水被害が発生す

る恐れがあります。そのため、現況の雨水排水系統を的確に把握するための雨水渠データベ

ースを、平成 32 年度（2020 年度）までに作成し、豪雨時の浸水箇所の抽出を行います。 

 

５）内水ハザードマップの作成 

 市によるソフト対策の一環として浸水情報の提供を行います。現在、本市では、武庫川や

支川の堤防が決壊した場合の浸水予測結果を公表していますが、雨が河川に到達するまでの

下水道管渠からの浸水被害についても予測し、平成 32 年度（2020 年度）までに防災マッ

プ（内水ハザードマップ）を作成します。（図- 26 参照 大阪市北区の例） 

 
大阪市危機管理室．“水害ハザードマップ（北区）”．大阪市ホームページ．平成 27 年（2015 年）2 月 25 日．

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000299877.html、（参照日 平成 28 年(2016 年)4 月 18 日） 

図- 26 内水ハザードマップの例（大阪市北区） 
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２ 地震対策 

� 取組方針 

下水道施設が被災した場合、公衆衛生問題や交通障害の発生ばかりか、トイレの使用が不

可能となるなど、市民の健康や社会活動に重大な影響を及ぼします。南海トラフなどによる

大地震がいつ発生するか分からない状況のなかで、「防災」と「減災」を組み合わせた総合的

な地震対策により、地震災害に強い下水道を目指します。 

地震対策事業は、総合地震対策計画を立案し、国の補助を受けたうえで、適正な事業優先

度に基づき実施します。防災目標は、短期的に取り組むべき目標と、中長期的に取り組むべ

き目標などのように、段階的に設定します。防災対策は、膨大な事業費と期間を要するため、

短期においては減災対策も重点的に実施します。減災対策の一環として下水道業務継続計画

（下水道 BCP）を策定し、それに基づき、被災時に速やかに下水道機能を維持・回復するこ

とができる体制を構築します。 

 

１）重要な管路の耐震化率の向上 

下水道管路施設は、重要な幹線から末端の枝線まで重要度、設置条件等が多様であり、

すべての管路を同時に耐震化することは困難なため、優先順位を付け耐震化に取り組みま

す。重要な管路とは「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版-」（公益社団法人 日

本下水道協会）において、その重要度に応じて「重要な幹線等」と「その他の管路」に分

類されており、次に掲げるものが重要な幹線等とされています。 

 

a.ポンプ場および処理場に直結する幹線管路 

b.河川・軌道等を横断する管路で地震被害によって二次災害を誘発する恐れのあるも

の、および復旧が極めて困難と予想される幹線管路等  

c.相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に直結する幹線管路 

d.防災拠点や避難所等からの排水をうける管路 

e.その他、下水を流下収集させる機能面から見てシステムとして重要な管路 

f.被災時に重要な交通機能への障害を及ぼすおそれのある緊急輸送路等に埋設されて

いる管路 

 

宝塚市では、耐震対策指針に基づき重要な管路を定め、重要な汚水管路の耐震化を推進

します。（資料編、図- 3参照） 
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２）総合地震対策計画の策定 

総合地震対策計画を平成 31 年度（2019 年度）までに策定し、継続的に地震対策を図

ります。この計画では、地震対策の目標とする地震動を想定し、被害想定と施設重要度評

価に基づき、優先的に耐震化を図る施設の抽出を行います。また、耐震化までに期間を要

する箇所については、減災対策により地震後の対応方法を検討します（図- 27 参照）。減

災対策では、応急復旧資機材等を確保することを想定し、必要資機材の内容や設置方法を

検討します。 
  

防災対策

減災対策
中期の耐震性能

短期の耐震性能

耐
震
性
能

現在 短期 中期 ⻑期

防災対策完了後も必要な減
災対策（下⽔道台帳の電⼦
化・バックアップ等）

減災対策で対応
（応急資機材に
よる対応等）

防災対策で対応
（管路の耐震化等）

現在の耐震性能

 

図- 27 地震対策事業の実施手順・中長期の対策イメージ 
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第5章 環境との共生（アセットマネジメント） 

公共下水道事業におけるアセットマネジメントへの取組みとして、３つの重要な要素（施

設資産のマネジメント、資金のマネジメント、人材のマネジメント）を一体的にとらえて最

適化を図ります。宝塚市下水道ビジョン 2025 では、「老朽化対策（第 5 章 1）」において施

設資産のマネジメントの取組みを示し、「経営健全化（第 6 章 1）」において資金のマネジメ

ントと人材のマネジメントの取組みを示しています。また、資金のマネジメントの面におい

ては、「普及対策（第 5 章 2）」も重要な要素となります。今後、これらの取組みに基づき、

公共下水道事業のアセットマネジメントを推進します。 

なお、アセットマネジメントの推進において、市民（下水道サービス受益者）による下水

道への正しい理解が重要となることから、「市民参画（第 6 章 2）」において市民理解の促進

への取組みを示します。 

１ 老朽化対策 

� 取組方針 

本市の下水道管路は、昭和 50 年（1975 年）から平成 5 年（1993 年）頃にかけて整備

されたものが多く、今後老朽化することが見込まれます。その一方で、公共下水道事業の財

政状況は逼迫しており、投資余力が減退方向にあります。今後、限られた人員と経営資源で

効率的・効果的に維持管理や修繕および改築を適切に実施してアセットマネジメントを推進

し、下水道の本来の目的である環境との共生を維持します。 

「管理・運営」の時代に適した人・モノ・カネが一体となった事業管理体制（アセットマネ

ジメント）を確立するため、平成 27 年（2015 年）11 月に策定された「下水道事業のス

トックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版-」（平成 27 年（2015 年）11

月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部、国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研

究部）に従い、改築更新、維持・修繕に関する基本的な事項を定め、維持管理を効率的・効

果的に実施するためのストックマネジメントシステムを構築します。 

 

1）管渠改善率の向上 

これまで下水道管路の TV カメラ調査を約 70km 実施し、劣化した管路については修繕や

改築を実施してきました。引き続き、TV カメラ調査を計画的に行い、老朽管路の修繕･改築

を進めます。 

また、今後策定する「下⽔道事業管理計画」に基づき、点検や清掃の頻度、腐食箇所の定

期点検基準、異常判明時の修繕等の基準を設定し、適正な維持管理を実施します。 

 

２）ストックマネジメントシステムの構築 

今後、厳しい財政状況のもと、限られた人員で老朽化対策を適切に実施するために、スト
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ックマネジメント手法を導入し、効率的かつ効果的に施設管理を行います。 

ストックマネジメント手法の導入の一環として、維持管理情報のデータベース（ストック

マネジメントシステム）を構築します（図- 28 参照）。それに基づき改築や修繕を適切かつ

計画的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版-    

平成 27 年(2015 年)11 月    

国土交通省水管理・国土保全局下水道部    

国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部    

図- 28 ストックマネジメントシステムの構築と活用 
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２ 普及対策 

� 取組方針 

市街化区域（北部の市街化調整区域を除く区域）における下水道（汚水）人口普及率と水

洗化率を向上させ、市街化区域内での水洗化率 100%を目指します（図- 29 参照）。これに

より公共用水域の水質保全に貢献します。 

具体的な対策として、今後も「宝塚市水洗便所改造資金助成制度」および「宝塚市私道排

水設備布設工事助成制度」を継続し、残りの未普及箇所への普及促進を継続的に実施します。 

 

水洗化率

H13 96.6%

H14 96.9%

H15 96.7%

H16 96.8%

H17 97.8%

H18 98.1%

H19 98.2%

H20 98.3%

H21 98.5%

H22 98.7%

H23 98.7%

H24 98.7%

H25 99.0%

H26 99.0%

H37 100.0%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

平成13年度

(2001年度)

平成17年度

(2005年度)

平成21年度

(2009年度)

平成25年度

(2013年度)

平成29年度

(2017年度)

平成33年度

(2021年度)

平成37年度

(2025年度)
 

図- 29 水洗化率の推移と将来予測 
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第6章 基盤の強化 

１ 経営健全化（アセットマネジメント） 

� 取組方針 

中長期的な視点から施設、財務、組織、人材等の経営基盤を強化し、公共下水道事業を将

来にわたって安定的に継続させることを目指します。 

中長期的な視点に立って本ビジョンと併せて策定する「経営戦略」に基づき施設、財務、

組織、人材等の経営基盤を強化します。 

 

1）長期的な経営計画の策定 

宝塚市下水道ビジョン 2025 の策定に併せ、施設、財務に関する「経営戦略」を策定しま

す。この戦略に基づき経営の健全化、安定化に取り組みます。 

 

２）事務・事業の効率化・簡素化 

管路の老朽化対策と浸水対策を効率的に実施するために、汚水管路と雨水渠のデータベー

スを構築します。（ストックマネジメントの構築は P32～P33 を参照） 

調達方法については、合理的発注制度として、工事にかかる入札業務は電子入札を実施し

ています。引き続き、委託、コンサル業務についても電子入札の導入に取り組みます。 

未収金対策としては、ペイジー口座振替受付サービスの拡大を図るなど、口座振替率の向

上を図り、着実な収入の確保に取り組みます。 

 

３）民間活用 

 現状の維持管理は、市直営と委託で実施していますが、包括的民間委託(複数業務・複数年

契約)へ移行することにより、業務の効率性・迅速性、経済性において効果が期待されます。 

 今後、先進的に導入している他都市の事例を検証し、本市に最も適した維持管理包括委託

の導入に取り組みます。 

 また、委託可能な事業の委託化を推進するとともに、今後の大規模更新工事に備え、指定

管理者制度、PPP・PFI の導入の可能性についても、先進事例等の情報収集を図るとともに、

「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」（平成 27 年（2015 年）12 月

15 日 民間資金等活用事業推進会議決定）を踏まえながら、より積極的に研究・検討を進

めていきます。 
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４）組織の見直し・適正な人員配置 

定員適正化計画に基づき、これまでの職員定数管理の実績や今後の行政需要の動向を勘案

しながら、事務事業執行の効率化等を踏まえ、職員定数の適正化を図ってきました。 

引き続き、現状の組織や業務等を見直し、簡素で機能的な組織の編成に努めます。さらに

は、一層の給与の適正化を図るなど、総人件費の抑制に取り組みます。 

 

５）職員の資質向上 

今後、限られた人材資源のなかで施設の老朽化や大雨や大地震に対応していくためには、

組織力のさらなる向上が必要であり、組織における重要な行政資源である「職員＝人材」の

確保、育成、活用のシステムを見直し、総合的な人材育成システムを構築していく必要があ

ります。本市では「宝塚市人材育成基本方針」を策定し、人材育成システムの構築などに取

り組んでいます。今後もこの人材育成基本方針に従い、職員の意識改革や意欲の向上を図り

ます。 

 

６）技術の継承 

下水道事業は、生活環境と水質保全や浸水防除による市民生活の安全と安心を確保するた

めに事業の継続性が求められます。そして、いかなる状況においても適切に対応できる危機

管理能力と技術的能力を必要とします。このためにも、技能の向上を図るとともに技術の継

承が必要です。今後とも、技術職員を確保するとともに、事業遂行に必要な知識や技術を継

承していくために必要な研修の充実を図ります。 

 

７）広域化 

施設・設備・管路の長寿命化により、今後の更新投資を抑制するよう努めているところで

すが、今後も更なる更新費用の抑制を検討し、経営の健全化に努める必要があります。その

一つの手法として、広域化の考えのもと、近隣都市等との連携による施設の共同利用化（ハ

ード面）、管理の一体化やシステムの共同化（ソフト面）などにより、重複投資を避け投資効

率を向上させるとともに管理面の強化を図ることが考えられます。 

今後は、従来の事業統合による広域化にとらわれず、広域化のイメージを発展的に広げ、

近隣の事業体間での連携等についても、より積極的に取り組みます。 
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２ 市民参画（クライシスマネジメント・アセットマネジメント） 

� 取組方針 

 今後、限られた資源と財源の中で、公共下水道事業を健全に実施するためには、市民との

協働が必須です。市民との協働を円滑化するために、市民による下水道の「自分ゴト化」を

目指します。 

市民のみなさんに下水道事業に関する理解を深めていただくことや、防災意識を向上して

いただくため、コミュニケーションの充実や情報発信に努めています。 

 

1） コミュニケーションの充実 

ホームページ、広報紙等を活用し、市民に有用な情報を提供するとともに、今後も引き続

き上下水道モニター会議を実施し、その内容の充実を図るなど、より一層の市民とのコミュ

ニケーションの充実への取組みを進めます。 

  

図- 30 下水道施設見学会の様子（武庫川下流浄化センター） 

 出前講座では、今後はワークショップ形式を取り入れるなど、講座内容の充実を図り、市

民による下水道の「自分ゴト化」の醸成を目指します。 

  

図- 31 出前講座の状況 
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２）浸水対策への参画 

気象の変化により、昨今のゲリラ豪雨と呼ばれるような計画降水量以上の豪雨が発生して

おり、これらの災害に対して、市による公助のほかに、自助・共助による対策の重要性が高

まっています。市民が、自分の命や財産は自分で守るという「自助」や、協力して互いの命

や財産を守るという「共助」（図- 32 参照）に取り組むことができる仕組みを構築していき

ます。仕組みの構築のために、まず内水ハザードマップ（P29 参照）を作成し、宝塚市防災

マップに加えて公表します。 

また、雨水貯留施設設置助成金制度を今後も継続し、出前講座などの機会を活用した災害

に対する心構えなどの防災学習、避難訓練参加などへの呼びかけに取り組みます。 

 

 

出典：宝塚市防災マップ 

図- 32 自助・公助・共助による災害対策 

３）市総合防災訓練 

 市では毎年１月に総合防災訓練を実施しています。訓練は拠点指定避難所である末広中央

公園で行われ、近隣の自治会の方々も多く参加し、応急給水訓練や消火訓練などに取組んで

います。末広中央公園では、避難者向けに下水道管への直結仮設トイレが設置できるよう整

備しています。 

 

図- 33 下水道管への直結仮設トイレ 
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第7章 取組項目まとめ 

表- 16 取組項目の課題と具体的対策 

取組項目 課題 具体的対策 記載頁

安
全
・
安
心 

浸
水
対
策 

雨水施設整備延長比率の

さらなる向上 

雨水施設の整備を継続的に実施し、平成 37 年度

（2025 年度）には 83.0％とします。 

P28 

～ 

P29

浸水対策必要地域の解消 浸水対策必要地域の残り 3 地域の整備を平成 31 年

度（2019 年度）までに完了させます。 

武庫川ポンプ場と西田川

ポンプ場の建替更新 

武庫川ポンプ場は平成 31 年度（2019 年度）まで

に改築工事を実施します。西田川ポンプ場は平成 36

年度（2024 年度）以降に改築工事を実施します。 

雨水渠データベースの整

備 

平成 32 年度（2020 年度）までに雨水渠データベ

ースを構築して現況の雨水排水系統を的確に把握し、

豪雨時の浸水個所の抽出を行います。 

内水ハザードマップの作

成 

下水道管渠からの浸水被害について予測し、平成

32 年度（2020 年度）までに内水ハザードマップを

作成します。 

地
震
対
策 

重要な汚水管路の耐震化

の推進 

重要な汚水管路を対象に、優先順位を付けて耐震化

に取り組みます。 P30 

～ 

P31

総合地震対策計画の策定 平成 31 年度（2019 年度）までに総合地震対策計

画を策定し、優先的に耐震化を図る施設を抽出し、耐

震化までに期間を要する箇所は減災対策を講じます。 

環
境
と
の
共
生 

老
朽
化
対
策 

管渠改善率の向上 TV カメラ調査を継続的に実施し、劣化の見られた

管渠の改築等を早期に完成させます。 P32 

～ 

P33

ストックマネジメントシ

ステムの構築 

平成 32 年度（2020 年度）までにストックマネジ

メントシステムを構築し、改築や修繕を適切かつ計画

的に実施します。 

普
及
対
策

下水道（汚水）人口普及

率の向上 

宝塚市私道排水設備布設工事助成制度を継続しま

す。 
P34 

水洗化率の向上 

 

宝塚市水洗便所改造資金助成制度を継続します。 

基
盤
の
強
化 

経
営
健
全
化 

長期的な経営計画の策定 経営戦略を策定し、本戦略に基づき、経営の健全化、

安定化に努めます。 

P35 

～ 

P36

事務、事業のさらなる効

率化と簡素化 

汚水管路と雨水渠のデータベースを構築します。合

理的な発注制度（電子入札）を導入します。 

民間活用の検討 維持管理業務包括委託や、大規模更新工事への PFI

等の導入について検討します。 

組織の見直し、適正な人

員配置の検討 

現状の組織や業務等を見直し、簡素で機能的な組織

の編成に努めます。 

職員の資質向上 総合的な人材育成システムの構築に取組み、職員の

意識改革や意欲の向上を図ります。 

技術の継承 技術職員を確保し、事業遂行に必要な知識や技術を

継承するための研修の充実を図ります。 

広域化の検討 水質検査等について近隣の自治体間との連携につい

て検討します。 

市
民
参
画 

コミュニケーションの充

実 

上下水道モニター会議や出前講座の内容を充実し、

市民の下水道の「自分ゴト化」の醸成を目指します。 
P37 

～ 

P38
浸水対策への参画  市民による「自助」や「共助」に取り組むことがで

きる仕組みを構築していきます。 
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第8章 ビジョンの推進と進行管理 

このビジョンによる施策や事業を着実に推進するため、毎年、施策や事業の点検・評価を

行い、進行状況を把握するとともに、状況に応じて施策等を見直すことにより、 本ビジョン

の実現性を向上させていきます。 

さらに、それらに基づき、平成 32 年度（2020 年度）を目途に本ビジョンそのものの見

直しを行います。 
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●進捗状況の管理

計画の策定
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P DCAサイクル

図- 34  PDCA サイクル 
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（1） 用語の説明 

【あ行】 

アセットマネジメント（資産
し さ ん

管理
か ん り

） 

下水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）は、「施設（モノ）」の管理のみな

らず、それらを持続的に提供していくための「管理体制（人）」、「経営（カネ）」も重要な要

素として一体的にとらえ最適化すること。 

 

暗渠
あんきょ

 

上部の閉じた水路。特に箱型のものをボックスカルバートという。 

 

維持
い じ

管理
か ん り

 

下水道施設（管路やマンホール）の所定の機能を発揮させるために、清掃や点検、修繕な

どの日常的に必要な業務。 

 

溢水
いっすい

 

管渠やマンホール、桝等から下水が溢れだすこと。 

 

猪名川
い な が わ

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

 

大阪府と兵庫県の 6 市 2 町（豊中市・池田市・箕面市・豊能町・伊丹市・川西市・宝塚市・

猪名川町）の下水を処理している。 

 

雨水
う す い

 

降水によって流域から生じる表面水。 

 

雨水
う す い

活用
かつよう

 

貯留した雨水の活用。散水や家庭菜園などの用水等に利用される。 

 

雨水
う す い

渠
きょ

 

雨水を流すための管や水路などの構造物の総称。 

 

雨水
う す い

処理
し ょ り

負担
ふ た ん

金
きん

 

一般会計繰入金（他会計負担金）のうち、雨水処理に要する費用の負担分として下水道事

業会計に繰入れたもの。 
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雨水
う す い

対策
たいさく

 

浸水被害軽減を目的として雨水流出量をできるだけ速やかに流下あるいは排水させるこ

と。必要に応じて雨水貯留施設などの対策も実施する。 

 

雨水
う す い

貯 留
ちょりゅう

施設
し せ つ

 

浸水対策を目的として、雨水を集水して施設内に設けた場所に貯留し、公共用水域（河川

など）への雨水流出を抑制するための施設。 

 

雨水
う す い

貯 留
ちょりゅう

施設
し せ つ

設置
せ っ ち

助成金
じょせいきん

制度
せ い ど

 

浸水対策への市民参画を推進するために、市民が家庭で雨水貯留施設（雨水タンク）を設

置する費用の一部を助成する制度。 

 

雨水
う す い

排水
はいすい

計画
けいかく

 

都市において近年頻発する集中豪雨に対して、雨水対策施設の建設などのハード対策に加

え、ソフト対策及び自助の促進等を取り入れ、効果的に浸水被害の最小化を図る総合的な計

画。 

 

雨水
う す い

樋門
ひ も ん

 

水路から流れてきた雨水が川に合流する場合、合流する川の水位が高くなった時に、その

水が逆流しないように設ける施設（ゲート）。 

 

雨水
う す い

ポンプ 場
じょう

 

管渠を流下してきた排水区域内の雨水を、河川などの公共用水域に放流するために設置さ

れたポンプ及びその配管、弁、補機類、制御設備などを含む構造物のこと。 

 

雨水
う す い

流 出 量
りゅうしゅつりょう

 

雨水の河川や下水道への流出量。 

 

雨天
う て ん

時
じ

浸 入
しんにゅう

水
すい

対策
たいさく

 

雨天時に汚水管路に浸入した雨水のことを雨天時浸入水と呼び、汚水の溢水や汚水処理水

量の増大などの影響を招く。浸入の要因は、老朽化した管路の破損部分などからの浸入や、

雨水排水設備の誤接続による浸入などがあり、これらの箇所を特定して対策工事を行うこと

を雨天時浸入水対策と呼ぶ。 
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液状化
えきじょうか

 

地震動により地中の水圧が急激に上昇し、地中の構造（砂粒子の押し合う力による均衡）

が破壊されること。液状化により、比重の小さい下水路管やマンホール本体が浮き上がる危

険性がある。 

 

汚水
お す い

 

人間生活または生産活動などの事業に起因して生ずる排水のこと。汚水には、水洗便所に

よるし尿、雑排水、工場、事業場から排出される工場排水などが含まれる。 

 

汚水
お す い

処理
し ょ り

原価
げ ん か

 

汚水 1m3 当たりの処理原価を表す指標である。一般的には数値が低いほど、コストが抑え

られていると判断できる。 

 

汚水
お す い

整備率
せ い び り つ

 

下水道整備の状況を表す指標で、行政人口に対する下水道を利用できる人口の割合。 

 

汚水
お す い

中 継
ちゅうけい

ポンプ 場
じょう

 

汚水管渠の埋設深が深くなる場合に、流域内の汚水を地表近くまで揚水し、下流側の下水

道本管に送水する目的で設置されるポンプ場のこと。 

 

【か行】 

開渠
かいきょ

 

用水や排水のための水路で上部にふたを設けない水路のこと。 

 

改築
かいちく

 

下水道本管の場合は、古い管渠をマンホール間の１スパン毎入れ替える（または、内面を

ライニングする）こと。ポンプ場の場合は、古いポンプなどを１機器単位で新しい機器へ入

れ替えること。 

 

合併処理浄化槽
がっぺいしょりじょうかそう

 

し尿と生活雑排水を微生物の働きにより、浄化処理する装置。浄化槽法（昭和 58 年度

（1983 年度））の改正によって、し尿のみを処理する単独浄化槽の新設が不許可になったた

め、現在では浄化槽の表現は、合併処理浄化槽を意味している。 

 

借入金
かりいれきん
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下水道事業会計が一般会計などから、借り入れる費用のこと。返済時には借入元金にくわ

え利子も返済する。 

 

管渠
かんきょ

 

暗渠及び開渠を総称していう。 

 

管渠
かんきょ

改善率
かいぜんりつ

 

管路施設に対する改築済みの管路施設の割合のこと。 

 

関連
かんれん

公共下
こうきょうげ

水道
すいどう

事業
じぎょう

 

流末を流域下水道に接続する公共下水道で、市町村が設置・管理するもの。 

 

管
かん

路
ろ

施設
し せ つ

 

管渠、マンホール、桝、取付け管などの総称。 

 

管
かん

路
ろ

データベース 

下水道管路施設の管理における紙地図、調書などをデータベース化することにより、図面

と調書の一元管理を行うシステム。 

 

企業債
きぎょうさい

残高対
ざんだかたい

事業
じぎょう

規模
き ぼ

比率
ひ り つ

 

企業債とは、下水道施設の建設等に必要な資金を調達するために借入する地方債の一種。

一方、事業規模とは、下水道使用料などの営業収益から雨水処理負担金などの繰入金を差引

いた本業の料金収入を表す。この指標は、企業債が事業規模に対して適切な範囲であるかを

測定し、値が小さいほど経営が良好といえる。 

 

共 助
きょうじょ

 

市民が、地域の災害時要援護者の避難への協力や地域の方々と消火活動を行うなど、周り

の人たちと助け合うこと。 

 

協 働
きょうどう

 

市民、市役所、民間企業などの複数の主体が、共通の目標のために、責任と役割を分担し、

成果を共有すること。 

 

局地的
きょくちてき

豪雨
ご う う

 

急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十ミリ程度の雨量をもたらす雨。ゲリラ豪



 

- 5 - 

 

雨とも呼ぶ。 

 

クライシスマネジメント 

大規模災害時においても、ライフラインとしての最低限の機能やサービスを継続するため、

ハード対策とソフト対策を組み合わせた対策である。 

 

繰
くり

入金
いれきん

 

市の一般会計から公共下水道事業会計へ支出される経費のこと。 

 

経 常
けいじょう

収支
しゅうし

比率
ひ り つ

 

損益項目のうち、特別損益項目を除いた営業収益及び営業外収益（これらを経常収益とい

う）の収益性を評価した指標のこと。 

 

経費
け い ひ

回 収 率
かいしゅうりつ

 

汚水処理原価の下水道使用料による回収率を表す指標である。本業での収益性を示す代表

的な指標として用いられており、この値が高いほど経営が良好といえる。 

 

下水道
げ す い ど う

 

下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設（かんがい排水施設を

除く）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（し尿浄化槽を除く）また

はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。 

 

下水道
げ す い ど う

業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

（BCP Business Continuity Planning） 

大規模な災害、事故、事件等で職員、庁舎、設備等に相当の被害を受けても、優先実施業

務を中断させず、例え中断しても許容される時間内に復旧できるようにするための計画。 

 

下水道
げ す い ど う

施設
し せ つ

 

下水道施設は、管路施設、ポンプ場施設、処理場施設に分類される。 

 

下水道
げ す い ど う

使用料
しようりょう

 

汚水処理に必要な経費の一部として収集される料金。 

 

下水道
げ す い ど う

長 寿
ちょうじゅ

命化
みょうか

計画
けいかく

 

ストックマネジメントのうち、短期改築計画に該当し、計画的に予防保全を行い、個別施

設を対象にライフサイクルコストの最小化を図るために、長寿命化（対象施設の一部の再建
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設あるいは取替えを行うこと）を含めた改築計画を策定するもの。 

 

下水道
げ す い ど う

（汚水
お す い

）人口
じんこう

普及率
ふきゅうりつ

 

公共下水道の対象とする区域内の総人口のうち、下水道を利用している人口の比率。 

 

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

 

下水道事業に用いられる建物（ポンプ場）、機械装置（ポンプ）、構築物（管路）、などの資

産は、時の経過等によってその価値が減っていく減価償却資産という。減価償却費は、減価

償却資産がそれぞれの耐用年数に応じて、毎年度減少する価値の費用をいう。 

 

公営
こうえい

企業債
きぎょうさい

 

下水道施設の建設等に必要な資金を調達するために借入する地方債の一種。 

 

公 共
こうきょう

桝
ます

 

宅内から排出される全ての排水が合流する宅地の最終桝で市が管理する桝。 

 

公 共 用
こうきょうよう

水域
すいいき

 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域、及びこれに接続する公共

溝渠、かんがい（灌漑）用水路、その他公共の用に供される水路をいう。 

 

公債費
こ う さ い ひ

 

公共下水道事業の建設投資における借入金に対する返済費用。 

 

公
こう

助
じょ

 

市役所や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的支援のことをいう。 

 

固定
こ て い

資産
し さ ん

の貸 借
たいしゃく

対 照 表
たいしょうひょう

額
がく

に対
たい

する建設
けんせつ

改良費
かいりょうひ

の割合
わりあい

 

固定資産に比較してどの程度、下水道施設への投資を行っているかを示した数値であり、

大きいほど投資が積極的に行われていることを示す。 

 

【さ行】 

サービスレベル 

下水道利用者の満足度を充足するサービス。 

 

財 政 力
ざいせいりょく

指数
し す う
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地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値

の過去３年間の平均値。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいこと

になり、財源に余裕があるといえる。 

 

自助
じ じ ょ

 

市民が、家庭で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に避難したりするなど、自分で

自分を守ること。 

 

地
じ

震動
しんどう

 

地震によって引き起こされる波動（地震波）の伝播により、地表もしくは地中に発生した

振動。 

 

自然
し ぜ ん

流下
りゅうか

 

管路勾配を利用して重力で下水を輸送する方式。 

 

終 末
しゅうまつ

処理場
しょりじょう

 

下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために、下水道の施

設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。本市の公共下水道では、原田

処理場と武庫川下流浄化センターで処理している。 

 

重 要
じゅうよう

な幹線
かんせん

（重 要
じゅうよう

な汚水管
お す い か ん

路
ろ

） 

劣化や地震などにより、下水道管路が損傷した場合に、使用中止などの下水道使用者への

影響が大きい管路。また、緊急輸送路や軌道の下などに埋設された管路も、社会的影響が大

きいことから、重要な幹線に含まれる。このうちの汚水管路を「重要な汚水管路」という。 

 

浚 渫
しゅんせつ

 

雨水渠や調整池に堆積した土砂を撤去すること。定期的に行わないと雨水渠の流下能力や

調整池の貯水能力が低下してしまう。 

 

上下
じょうげ

水道
すいどう

モニター会議
か い ぎ

 

上下水道を使用している市民からモニター会議やアンケート調査などで意見や要望などを

ヒアリングし、今後の上下水道事業運営の参考にしていく制度。 

 

助成
じょせい

制度
せ い ど

 

技術的・経済的な援助を行う制度。 
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処理
し ょ り

水 量
すいりょう

 

終末処理場における水処理過程において浄化される下水の水量。 

 

浸水
しんすい

 

大雨により地域、家屋になどが水につかる現象のこと。道路などは冠水（かんすい）とい

う。 

新下
し ん げ

水道
すいどう

ビジョン 

国（国土交通省）が定めた我が国における下水道のビジョン。「下水道の使命」を果たすた

めの「長期ビジョン」と、長期ビジョンを実現するために今後 10 年程度の中期計画により

構成されている。 

 

浸透
しんとう

施設
し せ つ

 

雨水を地下に浸透させる施設。透水性舗装、雨水浸透桝、雨水浸透管、雨水浸透側溝など

がある。雨水下水管渠への雨水流入水量削減を目的とする。 

 

スクリーン 

雨水渠を流れている落ち葉やゴミを捕捉するための金属製の柵。雨水渠の中に設置してい

る。 

 

ストックマネジメント 

目標とする明確なサービス水準を定め、下水道施設全体を対象に、その状態を点検・調査

等によって客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・

改築を一体的に捉えて下水道施設を計画的かつ効率的に管理するもの。 

 

水洗化
す い せ ん か

 

トイレや台所などの排水を下水道に流すための排水設備（排水管等）を設置する工事。ま

た、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事のこと。 

 

生活
せいかつ

排水
はいすい

 

家庭から排出される下水。 

 

整備
せ い び

延 長
えんちょう

比率
ひ り つ

 

下水道の雨水渠や汚水管路の計画延長に対する実際の整備延長の比率。雨水渠は特に下水

道（雨水）施設整備延長比率と呼ぶ。 
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生物
せいぶつ

処理
し ょ り

 

終末処理場において汚水を浄化させる際、下水中に浮遊する程度の小さな微生物の塊(活性

汚泥)を生じさせて、それにより有機物を分解する処理方法。また、固体表面に生物膜を発生

させ、これに下水を接触させて有機物を分解する処理方法。 

 

総合
そうごう

地震
じ し ん

対策
たいさく

計画
けいかく

 

重要な下水道施設の耐震化を図る「防災対策」、被災を想定して被害の最小化を図る「減災

対策」を組み合わせた総合的な地震対策を推進するための計画。 

 

総合
そうごう

治水
ち す い

 

河川及び下水道その他の排水施設の整備のほか、地下に浸透しないで他の土地へ流出する

雨水の量の増加の抑制、水防体制の強化その他の浸水被害の発生及び拡大の防止を図るため

の総合的な対策。 

 

ソフト対策
たいさく

 

ハザードマップの作成や現在の雨量、主な河川の水位などの浸水に係わる情報提供を実施

するなど、施設に頼らない対策。 

 

【た行】 

耐震
たいしん

性能
せいのう

 

地震時の揺れや液状化に対し、地震被害を発生させない（または早期に復旧できる）ため

に構造物に求められる性能をいう。耐震性能は、地震動の大きさや下水道施設の重要度に応

じて設定する。（重要な施設は地震被害を発生させない性能を付与する） 

 

耐震化率
たいしんかりつ

 

管路施設に対する耐震化済みの管路施設の割合のこと。重要な汚水管路のみを対象とする

場合、重要な汚水管路の耐震化率と呼ぶ。 

 

宝
たから

塚
づか

市
し

私道
し ど う

排水
はいすい

設備
せ つ び

布設
ふ せ つ

工事
こ う じ

助成
じょせい

制度
せ い ど

 

公共下水道へ接続するために私道へ管路を布設する場合、市民が負担する工事費に対して

市が補助金を支出する制度。条件を満たす場合は、市が直接工事することも可能である。 

 

宝
たから

塚
づか

市
し

水洗
すいせん

便所
べんじょ

改造
かいぞう

資金
し き ん

助成
じょせい

制度
せ い ど

 

市民の水洗化工事に対して市が補助金または貸付金による助成を行う制度。 
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耐用
たいよう

年数
ねんすう

 

耐用年数とは、固定資産の取得原価から減価償却費を算出するための計算を通じて各事業

期間に費用配分する場合の当該年数を表す。地方公営企業法施行規則等に定めがあり、下水

道管路は 50 年。 

 

溜
ため

池
いけ

 

灌漑用の水をためておく人工の池。 

 

調 整
ちょうせい

池
ち

 

下水道の排水区域から河川に流入する雨水が集中して流入しないよう、一時貯留（ピーク

カット）し、下流の河川などの施設の負担を軽減させる施設（雨水調整池）。 

 

貯 留
ちょりゅう

施設
し せ つ

 

雨水貯留施設と同意。 

 

データベース化
か

 

データを集めて管理し、容易に検索・抽出などの再利用をできるようにすること。（雨水渠

の位置、大きさや竣工年度などを管理するものを雨水渠データベースと呼ぶ） 

 

出前
で ま え

講座
こ う ざ

 

上下水道局下水道課の職員が市民の集いの場へ出向き、下水道に関する全般について分か

りやすく説明する講座。 

 

TV
テレビ

カメラ調査
ちょうさ

 

下水道の管路内に自走式テレビカメラを挿入し、異常箇所を撮影する調査方法。 

 

点検
てんけん

調査
ちょうさ

 

点検は、マンホールのふたを開け、マンホールから目視可能な範囲の管内状況、堆積物の

有無及び流下状況を観察すること。調査は、管渠の損傷や流下能力不足等の原因分析やその

度合を把握すること。 

 

道路
ど う ろ

陥没
かんぼつ

 

地下の下水道管路施設などの崩壊に起因して発生する道路の陥没事故。 
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特別
とくべつ

会計
かいけい

 

特定の事業や資金運用の状況を明確化するために設けられる、特定の歳入・特定の歳出を

もって一般会計とは経理を別にする会計のこと。 

 

都市下
と し げ

水路
す い ろ

 

主として市街地(公共下水道の排水区域外)において、専ら雨水排除を目的とするもので、終

末処理場を有しないものをいう。 

 

 

 

【な行】 

内水
ないすい

ハザードマップ 

内水による浸水に関する情報及び避難に関する情報を市民にわかりやすく提供することに

より、内水による浸水被害を最小化することを目的として作成され、市民を円滑に避難・誘

導するための機能や内水による浸水に関する情報の共有ツールとしての機能のほか、市民の

自助及び共助を促す機能等を有するものをいう。 

 

南海
なんかい

トラフ 

日本列島が位置する大陸のプレートの下に、海洋プレートのフィリピン海プレートが南側

から年間数センチ割合で沈み込んでいる場所。 

 

【は行】 

ハード対策
たいさく

 

管路・水路や貯留施設の整備など構造物により対策を行うこと。 

 

排水
はいすい

区
く

 

公共下水道計画区域を排水系統別に分割した区域をいう。 

 

発生
はっせい

対応型
たいおうがた

 

事故などの事態が発生してから、それに対応する対策を講じること。 

 

BOD
ﾋﾞｰｵｰﾃﾞｨｰ

 

水中にある有機物をバクテリアが分解するのに必要な酸素の量を言い、この値により水中

にある生物化学的な分解を受ける有機物の量を示す。値が低いほど水質が良い。武庫川中流

では 3mg/L 以下が基準値である。 
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PDCA
ﾋﾟｰﾃﾞｨｰｼｰｴｰ

サイクル 

施策達成に向けた取組を継続的に改善・向上させるために、実行計画(Plan)、実行(Do)、

分析(Check)、改善・向上のための目標設定(Action)を循環させること。 

 

PFI
ﾋﾟｰｴﾌｱｲ

（Private
ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾍ ﾞ ｰ ﾄ

 Finance
ﾌ ｧ ｲ ﾅ ﾝ ｽ

 Initiative
ｲ ﾆ ｼ ｱ ﾃ ｨ ﾌ ﾞ

） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して

行う手法。 民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等

が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスの提供を目指すもの。 

 

 

PPP
ﾋﾟｰﾋﾟｰﾋﾟｰ

（Public
ﾊ ﾟ ﾌ ﾞ ﾘ ｯ ｸ

 Private
ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾍ ﾞ ｰ ﾄ

 Partnership
ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ ｼ ｯ ﾌ ﾟ

） 

公共（市）と民間事業者が連携して公共サービスの提供を行うこと。 

 

ペイジー口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

受付
うけつけ

サービス 

市役所窓口に設置する専用端末に、金融機関のキャッシュカードを読み取らせたうえで、

銀行 ATM を利用するのと同様に、暗証番号を入力するだけで口座振替登録が完了するサー

ビス。 

 

包括的
ほうかつてき

民間
みんかん

委託
い た く

 

維持管理などで複数の業務を一体的（包括的）に発注し、また、複数年契約にて民間企業

に委託すること。これにより民間企業のノウハウを生かしつつ業務の効率化を図り、委託料

の低減化を図る。 

 

防災
ぼうさい

 

災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を

図ることをいう。 

 

補修
ほしゅう

 

管路内の破損箇所や漏水箇所を部分的に直す行為のこと。 

 

補助
ほ じ ょ

金
きん

 

国庫補助金は、国が定めた基準に従う施設の建設に係る経費に対し、一定割合で国から支

給される費用のこと。 

他会計補助金は、公共下水道事業の収入不足等を補うために、一般会計等から補助する繰
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入金のこと。 

 

ポンプ 場
じょう

 

下水などを揚水する目的のポンプ、配管、弁、補機類、制御設備などを含む構造物。目的

に応じて、排水ポンプ場・中継ポンプ場などがある。 

 

【ま行】 

マンホール 

下水管渠の清掃、換気、点検、採水などを目的として設けられる施設。一般に下水管渠が

合流する箇所、こう配、管径の変化する箇所ならびに維持管理上必要な箇所に設ける。 

 

 

マンホールポンプ 

地形的に自然勾配で下水を流下させることが困難な場合、また自然流下方式では建設費が

著しく増加する場合に、マンホール程度の大きさの中にポンプ場を設け、汲み揚げる施設。 

 

水
みず

環 境
かんきょう

 

「水量」、「水質」、「水生生物」、「水辺地」の要素から構成される。 

 

武庫川
む こ が わ

下流
かりゅう

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

 

兵庫県の 4 市（尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市）の下水を処理している広域的な下水道

事業。 

 

【や行】 

予防
よ ぼ う

保全型
ほ ぜ ん が た

 

定期的な点検で早期に損傷を発見し、事故や大規模補修等に至る前の軽微な段階で補修し、

長く使うこと。 

 

有形
ゆうけい

固定
こ て い

資産
し さ ん

減価償却率
げんかしょうきゃくりつ

 

有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資

産の老朽化度合いを示している。 

 

【ら行】 

ライフサイクルコスト 

下水道施設の建設から撤去までの期間に発生する全ての費用。当初建設時のイニシャルコ
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スト（初期費）と、動力費や修繕費や更新費などのランニングコスト（維持管理費）、で構成

される。 

 

流 域
りゅういき

幹線
かんせん

 

流域下水道事業者が管理する終末処理場までの幹線管渠。複数の市町をまたがる。 

 

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

 

2 以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で、終末処理場と幹線管渠からな

る。事業主体は原則として都道府県であり、本市では「武庫川下流流域下水道（兵庫県）」と

「猪名川流域下水道（兵庫県、大阪府）」の二つの流域で汚水を処理している。 

 

流 動
りゅうどう

比率
ひ り つ

 

資金の流動性を表す指標である。一般的には運転資金の不足を起こす可能性を示す指標と

して用いられており、この値が高いほど安全であると評価できる。 

 

類似
る い じ

団体
だんたい

 

市町村の態様を決定する要素のうちで最もその度合いが強く、しかも容易、かつ客観的に

把握できる「人口」と「産業構造」により設定された類型により、大都市、特別区、中核市、

特例市、都市、町村ごとに団体を分別したもの。 

 

累積欠
るいせきけっ

損金
そんきん

比率
ひ り つ

 

事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、累積欠損金の有無により把握しようと

するもので、営業収益に対する当年度未処理欠損金（累積欠損金）の割合をいい、この値が

大きいほど財政状態が悪いと評価できる。 

 

劣化
れ っ か

 

品質・性能などが低下し、以前より劣ったものになること。 

 

老朽化
ろうきゅうか

 

経年と共に劣化すること。 

 

老 朽 管
ろうきゅうかん

 

老朽化した管渠のこと。 
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（2） 宝塚市公共下水道事業の概要 

１）事業の経緯 

本市の公共下水道事業は、「快適

な生活環境の保全」と「公共用水

域の水質保全」のための汚水事業

と、「浸水の防除」のための雨水事

業に区分されます。 

汚水事業は、昭和 46 年（1971

年）11 月から武庫川下流流域下水

道および猪名川流域下水道の関連

公共下水道事業として実施してい

ます。本市には市単独の終末処理

場はなく、流域下水道とよばれる

広域的な処理施設にて汚水処理し

ています。市内の汚水を管路施設

で集水し、兵庫県が所有する流域

幹線に排水します。流域幹線に送

られた汚水は、それぞれの流域下

水道の終末処理場で生物処理さ

れ、大阪湾または猪名川へ放流さ

れています。 

雨水事業については、1 時間当

たりの雨量 46.8 ミリメートルの降雨強度を対象に雨水排水計画を策定しています。市内を

武庫川水系と猪名川水系の 2 系統に区分し、さらに 27 箇所の排水区に区分し、排水区毎に

各水系河川へ排水しています。原則的に自然流下で排水しますが、低地箇所はポンプ場を設

置しています。 

 
図-1 流域下水道施設の位置 
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 表-1 宝塚市の公共下水道事業のあゆみ  

年月 事項

昭和46年11月

(1971年 11月)

都市計画事業の新規認可を受ける(武庫川右岸地区917.1ha)

〔公共下水道事業着手〕

昭和47年11月

(1972年 11月)

都市計画事業の追加認可を受ける(武庫川左岸地区1,299.9ha)

昭和49年 9月

(1974年  9月)

下水道条例施行、猪名川流域下水道へ流入開始

昭和50年 4月

(1975年  4月)

武庫川ポンプ場運転開始(揚水能力168.Om3/分)

昭和52年 3月

(1977年  3月)

武庫川流域下水道計画の変更に伴い、管渠ルート等を変更

都市下水路を公共下水道に変更

昭和55年 8月

(1980年  8月)

武庫川右岸地区　武庫川下流流域下水道へ流入開始

昭和57年 8月

(1982年  8月)

市街化区域の追加に伴う変更(2,443ha)

昭和58年 4月

(1983年  4月)

西田川ポンプ場運転開始(揚水能力48.9m3/分)

昭和61年 8月

(1986年  8月)

市街化区域の追加に伴う変更(2,460.88ha)

(調整区域166.3ha含む)

昭和63年度末

(1988年度末)

下水道人ロ普及率57.6％

平成元年 4月

(1989年  4月)

武庫川左岸地区　武庫川下流流域下水道へ流入開始

市街地開発事業との整合等に伴う変更(2,660.69ha)

平成3年度末

(1991年度末)

下水道人ロ普及率69.8％

平成4年11月

(1992年11月)

高司土地区画整理事業との整合等に伴う変更(2,662.74ha)

(調整区域170.51ha含む)

平成6年度末

(1994年度末)

下水道人ロ普及率80.2％

平成9年 1月

(1997年 1月)

雨水管渠の一部ルートの変更

平成9年度末

(1997年度末)

下水道人ロ普及率92.4％

平成10年12月

(1998年 12月)

雨水管渠の構造等一部変更(向月町地区の浸水対策)

平成13年 3月

(2001年　3月)

雨水管渠の一部変更・追加

(仁川旭ガ丘地区及び南ひばりガ丘地区の浸水対策)

平成12年度末

(2000年度末)

下水道人ロ普及率97.2％

平成15年 4月

(2003年　4月

地方公営企業法を一部適用する

平成16年 3月

(2004年　3月)

市街化区域の追加及び土地利用の変化に伴う変更(2,663.74ha)

平成15年度末

(2003年度末)

下水道人ロ普及率98.1％

平成17年 4月

(2005年　4月)

水道局と統合し、地方公営企業法を全部適用する

平成18年度末

(2006年度末)

下水道人ロ普及率98.3％

平成23年度末

(2011年度末)

下水道人ロ普及率98.6％

平成26年度末

(2014年度末)

下水道人ロ普及率98.7％
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2）施設の概要 

本市の下水道施設には、汚水事業の「汚水管路(管渠、マンホール)」、「汚水中継ポンプ場」、

「マンホールポンプ」と、雨水事業の「雨水渠(管渠、開渠、マンホール)」、「調整池」、「雨水

ポンプ場」があります。 

 汚水管路は、口径 75～1,350mm で、材質は鉄筋コンクリート、硬質塩化ビニール、ダ

クタイル鋳鉄管などを使用し、市内に約 513km を整備しています。汚水中継ポンプ場とマ

ンホールポンプは、斜面地で高低差があり自然流下だけでは汚水を流せない箇所を対象に築

造しており、汚水中継ポンプ場は 1 箇所、マンホールポンプは 66 箇所を整備しています。 

 雨水渠は、大きいもので水路幅 10m を超すものがあり、市内に約 155km を整備してい

ます。調整池は、雨水を一時貯留して雨水流出量を抑制することを目的に、市内で 34 箇所

を整備しています。雨水ポンプ場は、雨水が流れてくる末端で、放流先の河川の水位が高い

箇所を対象に市内で２箇所を整備しています。 

 

  

図-2 左：マンホールポンプ 右：武庫川ポンプ場 
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図-3 重要な幹線管路の位置図 
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（3） 第５次宝塚市総合計画 後期基本計画（抜粋） 

1） 河川・水辺空間 

� 現状と課題 

・市内の河川や雨水排水施設には、未改修や未整備の箇所があり、浸水被害の解消には雨

水排水計画に基づく効率的・効果的な整備や、県と市の連携による総合治水対策が求め

られています。特に浸水被害が多発する地域では、河川の治水の向上のための早期対策

が求められています。 

 

� 施策展開の方針と主な取組み 

・浸水被害が多発する区域の早期解消をめざして、総合治水の観点から、河川の改修や雨

水路の整備などを推進します。 

 

（市の取組み） 

・効率的効果的な雨水排水施設を整備します。 

 ・洪水や土砂災害に備えて、情報提供を行うとともに、啓発活動を実施します。 

 

 （市民の取組み） 

 ・水の流れを阻害する護岸や水路の損傷などに気付いたときは、速やかな情報の提供に努

めます。 

 ・地域での総合治水に関する学習会に参加し、防災意識の向上に努めます。 

 

２）上下水道 

� 現状と課題 

・下水道については、汚水管路約 513ｋｍの老朽化対策や長寿命化のための維持管理に関

するコスト増大が課題となっています。南海トラフ巨大地震などの発生の際に、日常生

活や社会生活に重大な影響を及ぼす機能停止を未然に防ぐため、下水道施設の耐震化な

どの機能向上が求められています。 

・水道、下水道とも、経営環境が厳しさを増す中、中長期的な経営の基本計画を策定し、

経営基盤強化などに取り組むとともに、必要な市民サービスを安定的に提供することが

必要です。 

 

� 施策展開の方針と主な取組み 

・下水道施設（汚水）の機能を高めるため、長寿命化や耐震化などを進めます。 

（市の取組み） 

・下水道施設の長寿命化や耐震化などを推進し、機能向上を図ります。 

・私道への下水道管路施設の設置を推進します。 

・水洗化工事費助成制度などのＰＲ、水洗化の啓発活動に取り組みます。 

 

（市民の取組み） 

 ・環境に配慮し、下水道への適切な排水に努めます。 
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（4） たからづか都市計画マスタープラン（抜粋） 

1） 都市施設などの整備方針 

� 河川・上下水道は、雨水の円滑な排除による洪水などの災害の防止及び生活排水の処理によ

る公衆衛生の向上に資するとともに、都市防災、都市活動、水環境や生物多様性などの環境

形成に重要な役割を担っています。そのため、雨水対策や雨水活用における総合治水の視点

や減災の視点から、複合的機能の向上に向けた整備を進めます。 

� 河川、溜池、公共下水道などの水のネットワーク化を図り、河川・水辺アメニティ軸の形成

をめざします。 

� 公共下水道事業は、南部市街地における公共下水道施設の整備を推進し、供用率 100％の早

期進捗をめざします。また、雨水排水対策については、雨水の排水施設、貯留施設、浸透施

設の整備により、浸水地区の解消を図ります。 

� 既存の下水道施設は、今後、老朽化が急速に進むことが予想されることから、維持管理にあ

たっては市民生活への影響やコスト面などを考慮し、事故などが発生してから対応する「発

生対応型」から、計画的な維持管理を行う「予防保全型」に転換する必要性があり、下水道

長寿命化計画を策定し、老朽化施設の延命化や改築更新を計画的に推進します。また、整備

の優先順位を決め、計画的に施設の耐震化を図ります。 

� 近年の異常気象や局地的豪雨において、下水道の計画規模を上回る降雨により内水被害が発

生しており、この対策についてハード、ソフト両面から対策を講じる必要があることから、

治水安全度の見直し、貯留施設、浸透施設の整備、地域での防災訓練などに取り組みます。 

� 北部地域の汚水処理は、合併処理浄化槽による整備を推進します。 
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（5） 国（国土交通省）の新下水道ビジョン（抜粋） 

国は、「下水道ビジョン 2100」に盛り込まれた基本方針および施策体系を成熟化させ、よ

り持続的・効率的な政策体系を確立するための計画として、平成 26 年（2014 年）7 月に

「新下水道ビジョン～循環のみちの持続と進化～」を策定しました。新下水道ビジョンは、「下

水道の使命」を果たすための「長期ビジョン」と、長期ビジョンを実現するために今後 10

年程度の中期計画により構成されています。中期計画は、「『循環のみち下水道』の持続」お

よび「『循環のみち下水道』の進化」により構成されています。 

出典：国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001047889.pdf） 

図-4 国の新下水道ビジョンの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001047889.pdf） 
図-5 循環のみち下水道の持続 
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（6） 宝塚市上下水道事業審議会委員名簿及び審議経過 

会長 田中　智泰

会長職務代理者 後藤　達也

委員 鍬田　泰子

委員 小山　琴子

委員 新谷　俊廣

委員 上西　嘉郎

委員 米谷　順栄

委員 大畑　亀太郎

委員 中川　智之

委員 手島　誠

委員 荒木　研一

委員 寺西　佐知子

平成28 年（2016 年）8 月17 日（水）
・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

平成28 年（2016 年）9 月15 日（木）
・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の
取りまとめ

平成28 年（2016 年）12 月 1 日（木）

・「宝塚市水道事業経営戦略（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の
パブリック・コメント結果についての報告

・答申の取りまとめ

平成28 年（2016 年）4 月14 日（木）
・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略
（案）」についての審議

平成28 年（2016 年）4 月28 日（木）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」「宝塚市水道事業経営戦略（案）」「宝塚
市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（案）」の取り
まとめ

平成28 年（2016 年）6 月22 日（水）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道ビジョン2025
（案）」のパブリック・コメント結果についての報告

平成28 年（2016 年）2 月10 日（水）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

平成28 年（2016 年）2 月19 日（金） ・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」についての審議

平成28 年（2016 年）3 月30 日（水）
・「宝塚市下水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略
（案）」についての審議

平成27年（2015年）12 月25 日（金）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

平成28 年（2016 年）1 月14 日（木）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

平成28 年（2016 年）1 月27 日（水）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市水道事業経営戦略（案）」に
ついての審議

公募の市民

宝塚市上下水道事業審議会審議経過

開 催 年 月 日 審 議 の 概 要

平成27 年（2015 年）12 月 2 日（水）
・「宝塚市水道ビジョン2025（案）」及び「宝塚市下水道ビジョン2025
（案）」の策定についての諮問

市内の公共的
団体等の代表

宝塚市上下水道事業審議会委員名簿

構　　　　成 氏　　　　名

知識経験者
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1. 経営戦略の目的 

1.1 経営戦略の必要性 

宝塚市公共下水道事業は、公共用水域の水質保全および生活環境の改善ならびに浸水防除など市民

の暮らしを支える重要な役割を担っています。現在、高度経済成長期以降に急速に整備された下水道

資産が一斉に更新時期を迎えようとしているなか、企業債の償還による財政の逼迫や、職員数の減少

等に直面しつつあり、経営環境は厳しさを増しています。 

このため、下水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくためには、中長期的な視野に

立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づき施設、財務、組織、人材等の経営

基盤を強化することが重要です。これにより、下水道事業の安定的経営を目指します。 

 

1.2 経営戦略の内容 

施設、財務に関する「経営戦略」では、①将来的な需要を適切に把握するとともに、アセットマネ

ジメント等の知見を活用してその最適化を図ることを内容とする「投資計画」と、②必要な需要額を

賄う財源を中長期的な経営の中で計画的かつ適切に確保することを内容とする「財政計画」を策定し

ます。 

この経営戦略は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成 26 年（2014 年）8 月 29

日 総務省)に則った上で、「経営戦略策定ガイライン」(平成 28 年（2016 年）1 月 26 日 総務省)に沿

って策定するものです。 

経営戦略の策定ステップを以下に示します。 

 

 

図 1-1 経営戦略の策定ステップ 

 

1.3 目標年次 

 本経営戦略の目標年次は、宝塚市下水道ビジョン 2025 に合わせて、「平成37年度（2025 年度）」と

します。 
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2. 投資計画 

2.1 現状把握・分析、将来予測 

2.1.1 事業計画と施設整備状況 

本市の汚水管整備は、昭和 46 年（1971 年）11 月から開始し、平成 26 年度（2014 年度）末の汚水

整備率は 98.7%（市人口普及率）で、北部地域の合併処理浄化槽の処理人口を除く市街化区域のみでは

99.8％となっています。（宝塚市下水道ビジョン 2025 P3 参照） 

 

2.1.2 事業の分析・評価 

＜浸水対策＞ 

平成 26 年度（2014 年度）末現在の公共下水道雨水施設の整備率（整備延長比率）は、79.1％とな

っています。また、市内 26 地区の浸水対策必要地区のうち 23 地区の整備が完了しています。 

＜地震対策＞ 

阪神淡路大震災以前に埋設された管渠が多いため、耐震化率は低い状況となっています。平成 26

年度（2014 年度）末現在の重要な汚水管路の耐震化率は、20.5％となっています。 

＜老朽化対策（汚水管路）＞ 

  本市では、老朽化対策として、約 70km の TV カメラ調査に基づき、計画的に改築工事を実施する

とともに、雨天時侵入水対策を継続的に実施しています。 

＜普及対策＞ 

下水道（汚水）人口普及率を向上させるため、私道部への下水道布設に対して助成制度を実施し

てきました。また、市街化区域（北部の市街化調整区域を除く）の公共下水道の水洗化率は、約 99％

となっています。 

 

（宝塚市下水道ビジョン 2025 P23、P24 参照） 
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2.2 目標設定及び投資の合理化 

2.2.1 目標設定 

今後の投資の目標を次のとおり設定しました。 

 

○安全・安心（クライシスマネジメント） 

＜浸水対策＞               表 2-1 目標値等まとめ 

 目標値又は目標範囲 備 考 

下水道（雨水）施設整備延長比率（％） 83.0 
第 5 次総合計画目標 

平成 32 年度（2020 年度）目標値 82.0 

浸水対策必要地域の解消（地区） 26 全 26 地区 

雨水ポンプ場の再構築数量（箇所） 2 全 2 箇所 

 

＜地震対策＞               表 2-2 目標値等まとめ 

 目標値又は目標範囲 備 考 

重要な汚水管路の耐震化率（％） 100.0 ※1 
第 5 次総合計画目標 

平成 32 年度（2020 年度）目標値 47.4 

※1…投資計画の検討結果に基づき、今後 10 年間に改築工事と耐震化工事を実施した場合に耐震化さ

れる管渠の予定値とします。 

 

○環境との共生（アセットマネジメント） 

＜老朽化対策＞              表 2-3 目標値等まとめ 

 目標値又は目標範囲 備 考 

管渠改善率（％） 2.7 ※2 改築した管渠の割合（汚水管渠のみ） 

※2…投資計画の検討結果に基づき、今後 10 年間に改築工事を実施した場合の改築事業量の予定値と

します（今後の10年間で約11kmの改築工事を実施し、累計14kmが改築済となる。14÷513=2.7%）。 

 

＜普及対策＞               表 2-4 目標値等まとめ 

 目標値又は目標範囲 備 考 

下水道（汚水）人口普及率（％） 99.0 
第 5 次総合計画目標 

平成 32 年度（2020 年度）目標値 98.8 

水洗化率（％） 100.0 ※3  

※3…計画処理区域内の市民全員が公共下水道に接続できるよう、100.0％を目標値とします。 

（宝塚市下水道ビジョン 2025 P26、P27 参照） 
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2.2.2 投資の合理化 

（1） 浸水対策 

  浸水対策では、平成 28 年度（2016 年度）より雨水渠データベースの構築に着手して雨水渠の全容

を明らかにし、対策が必要な個所を適正に絞り込むことで投資の合理化を図ります。雨水ポンプ場

は、最も古い武庫川ポンプ場を最優先で改築します。この浸水対策には、国土交通省の交付金事業

（通常の下水道事業や、効率的雨水管理支援事業等の浸水関連事業）を活用します。 

 

（2） 地震対策 

地震対策では、総合地震対策計画を策定し、重要な管路の対策優先度を定めます。また、耐震診

断で既存の管路に対する補強内容を精査します。総合地震対策計画と耐震診断に基づく耐震対策を

行うことで投資の合理化を図ります。この地震対策には、国土交通省の交付金事業（下水道総合地

震対策事業）を活用します。 

 

（3） 老朽化対策 

老朽化対策では、管路施設の老朽化リスクと投資抑制のバランスを図るために、適正な施設調査

により劣化の著しい管路施設のみを効果的に対策することを前提としたストックマネジメントを導

入し、将来予測を実施します。将来の改築工事費を予測すると、当面は 1 億円／年程度で推移し、

50 年後には 6 億円／年程度を要する予測となりました（図 2-1 棒グラフ参照）。一方、この投資計画

に基づき事業を実施した場合、現在保有する管路施設のうち対策を要する比率は、年々減少してい

く予測となり、50 年後にはほぼ 0％となります（図 2-1 折線グラフ参照）。なお、この老朽化対策に

は、国土交通省の交付金事業（下水道ストックマネジメント支援制度）を活用します。 

 

図 2-1 汚水管路施設 改築工事費の推移（劣化の著しい管路施設のみを改築） 

 

（4） 普及対策 

  普及対策のために、汚水管整備に関わる投資を継続的に実施します。 
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2.3 投資計画の策定 

2.3.1 事業別の投資計画 

（1） 雨水事業 

公共下水道事業のうち、雨水事業は、その事業費が一般会計繰入金で賄われます。雨水事業には、

前頁のうち「浸水対策」が該当します。雨水ポンプ場の改築については、武庫川ポンプ場は平成 31

年度（2019 年度）までに、西田川ポンプ場は平成 36 年度（2024 年度）以降に取り組みます。浸水

対策の年度別の投資額推移を図 2-2 に示します。 

 

事業の内容 

雨水渠データベースの整備 ： 現地測量と雨水渠データベース構築などの業務委託 

浸水対策必要地域の解消 ： 浸水対策必要地域の雨水渠の整備工事 

雨水ポンプ場の再構築 ：改築設計業務委託および改築工事 

図 2-2 年度別投資額（浸水対策）の将来推移 

（2） 汚水事業 

公共下水道事業のうち、汚水管路の築造や改築に関わる汚水事業は、その事業費が下水道使用料

で賄われます。汚水事業には、前頁のうち「地震対策」、「老朽化対策」、「普及対策」が該当します。

これらの事業をバランスよく投資するための年度別の投資額推移を図 2-3 に示します。 

 

事業の内容 

普及対策 ： 未普及地区の汚水管路の整備工事 

老朽化対策 ： ＴＶカメラ調査委託、劣化管路の改築設計業務委託および改築工事 

地震対策 ： 総合地震対策計画策定業務委託、耐震診断・耐震設計業務委託、耐震化工事 

図 2-3 年度別投資額（地震対策、老朽化対策、普及対策の向上）の将来推移 
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3. 財政計画 

3.1 現状把握・分析 

3.1.1 経営指標による平均値との相対比較 

総務省が公表している経営指標を参考に比較を行いました。（宝塚市下水道ビジョン 2025 P17～P21

参照） 

その分析・評価の概要は次のとおりです。 

＜経営＞ 

・経常収支比率や経費回収率が低く、改善が求められます。 

 

（宝塚市下水道ビジョン 2025 P24 参照） 

 

3.2 目標設定 

財政基盤の強化を図るため、次のとおり目標を設定します。 

 

（1） 経常収支比率（％） 

◆目標値又は目標範囲：103.0 以上 

◆理由：経常収支比率は、経常的な収益力を示す指標であり、100.0 で経常的な収益と費用が均衡す

ることから、100.0 以上である平成 26 年度（2014 年度）の実績値を基に 103.0 以上を目標

とします。 

 

（2） 経費回収率（％） 

◆目標値又は目標範囲：100.0 以上 

◆理由：経費回収率は、料金水準の適切性を表すものであり、100.0 で下水道使用料と汚水処理原価 

が均衡することから、100.0 以上を目標とします。 

表 3-1 経営指標の目標値等まとめ 

 目標値又は 

目標範囲 

備 考 

経常収支比率（％） 103.0 以上 平成 26 年度(2014 年度)実績値：102.8 

経費回収率（％） 100.0 以上 平成 26 年度(2014 年度)実績値：68.1 
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3.3 経営健全化の取組み 

3.3.1 これまでの取組み 

（1） 組織の見直し・適正な人員配置 

市民の多様なニーズに対応できる組織の再編を図り、効果的な職員定数の適正化を図ってきまし

た。具体的な取組みは、次のとおりです。 

・平成 17 年度（2005 年度）に水道事業と下水道事業の組織を統合し、事務の効率化を図りました。 

・平成 22 年度（2010 年度）に下水道担当部長を廃止しました。 

・平成 23 年度（2011 年度）に 2 部 8 課体制を 2 部 6 課体制に変更しました。 

・平成 17 年度（2005 年度）の組織統合以降、以下のとおり定員管理の適正化に努めてきました。 

 

平成 17 年度 

（2005 年度） 

平成 18 年度 

（2006 年度） 

平成 19 年度 

（2007 年度）

平成 20 年度 

（2008 年度）

平成 21 年度 

（2009 年度） 

平成 22 年度 

（2010 年度）

31 人 30 人 31 人 29 人 29 人 25 人 

平成 23 年度 

（2011 年度） 

平成 24 年度 

（2012 年度） 

平成 25 年度 

（2013 年度）

平成 26 年度 

（2014 年度）

平成 27 年度 

（2015 年度） 

 

22 人 21 人 20 人 20 人 18 人  

※当該年度 4 月 1 日の定数職員数 
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（2） 民間活用 

経営基盤の強化や効率化に向けて、事務事業の再編・整理を行うとともに、民間委託化を図って

きました。 

本市の下水道施設は、汚水管路、汚水中継ポンプ場、雨水管路、水路、雨水ポンプ場で構成され

ます。これらを対象にした委託の状況は表 3-2 のとおりです。 

また、平成 25 年（2013 年）10 月からは、上下水道料金の徴収等の業務を民間に包括委託し、市

民サービスの向上および経費の削減を図りました。 

表 3-2 維持管理実施体制と業務内容 

業務種別 業務内容 委託状況 

施設管理等 ・下水道施設修繕業務委託 平成 17 年度（2005 年度）から委託

 ・水路等浚渫業務委託 〃 

 ・管路清掃等業務委託 〃 

 ・ポンプ場施設保守点検等業務委託（4 業種） 〃 

 ・マンホールポンプ保守点検等業務委託（3 業種） 〃 

 ・雨水ポンプ等保守点検業務委託（2 業種） 〃 

 ・水質調査、下水流量管理業務（2 業種） 昭和 52 年度（1977 年度）、昭和 61

年度（1986 年度）から委託 

 ・下水道施設遠方監視装置維持管理業務委託 平成 17 年度（2005 年度）から委託

 ・公共下水道台帳管理システム保守点検委託 〃 

 ・下水道施設草刈業務委託 〃 

料金徴収等 ・窓口受付業務 （包括的民間委託） 

上下水道料金等包括業務委託によ

り一本化 

 ・開栓、閉栓業務 

 ・検針、調定業務 

 ・収納業務 

 ・滞納整理業務 

 ・その他料金徴収などに関連する業務 
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3.3.2 今後の取組み 

目標の達成のために、今後は以下の方針で経営健全化に向けた取組みを実施します。 

 

（1） 組織の見直し・適正な人員配置 

現状の組織や業務を見直し、簡素で機能的な組織の編成に努めるとともに、技術継承を促進し、

適正な人員配置を行います。 

 具体的には、職員配置の見直し（正規職員から再任用職員への置換）を行い、平成 28 年度(2016

年度)以降、人件費の削減を行います。 

 

（2） 民間活用（下水道施設維持管理等の包括的民間委託） 

「下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン」（平成 26 年（2014 年）3

月 下水道管路施設の管理業務における民間活用手法導入に関する検討会）によると、現状の維持管

理（単一業務・複数年契約）から、包括的民間委託（複数業務・複数年契約）への移行により、業

務の効率性・迅速性、経済性において効果が期待されています。 

水路清掃業務など現在直営の業務も含め、包括的民間委託の推進など先進事例等の情報収集を図

りながら、研究・検討を進めます。研究・検討に際しては、経費削減の効果だけではなく、民間事

業者の業務評価手法、職員の技術レベルの維持にも着目し、適正な下水道事業の運営に努めます。「多

様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」（平成 27 年（2015 年）12 月 15 日 民間資金

等活用事業推進会議決定）を踏まえながら研究・検討を進めていきます。 

 具体的には、管路維持管理業務の包括委託を平成 29 年度(2017 年度)から予定します。 

 

（3） 広域化に関する事項 

施設・設備・管路の長寿命化により、今後の更新投資を抑制するよう努めているところですが、

今後も更なる更新費用の抑制を検討し、経営の健全化に努める必要があります。その一つの手法と

して、広域化の考えのもと、近隣都市等との連携による施設の共同利用化（ハード面）、管理の一体

化やシステムの共同化（ソフト面）などにより、重複投資を避け投資効率を向上させるとともに管

理面の強化を図ることが考えられます。 

今後は、従来の事業統合による広域化にとらわれず、広域化のイメージを発展的に広げ、近隣の

事業体間での連携も視野に入れた積極的な検討を行います。 

 

（4） 経営システム改革 

費用の平準化を図るため、公営企業債の償還年数を 30 年から 40 年に延長します。 

 これにより、平成 32 年度(2020 年度)に約 450 万円の効果額を見込みます。 
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（5） 収入の確保 

未収金対策として、債権管理の徹底を図るとともに、ペイジー口座振替受付サービスの拡大を図

り、口座振替率の向上を図るなど、着実な収入の確保に努めます。 

 

（6） 総人件費の抑制 

一層の給与の適正化を図るなど、総人件費の抑制に努めます。 

 具体的には、平成 28 年度（2016 年度）から平成 30 年度（2018 年度）までの 3 年間、職員の給与

を 1.2%から 4.5%減額します。 

 なお、職員配置の見直し等により、平成 27 年度（2015 年度）の職員数 18 人を平成 30 年度（2018

年度）には 16 人に減員する予定とし、人件費の減を見込みます。 

 

（7） 料金体系 

今後も経営状況や時勢にあった公正妥当な料金体系について検討し、安定した経営を維持するよ

う努めます。 

 

（8） 一般会計からの繰入金 

 財政支援として、平成 28 年度（2016 年度）から平成 30 年度（2018 年度）までの 3 年間、毎年度

7,000 万円の繰入金の増額を見込みます。 
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3.3.3 経営健全化取組み（まとめ） 

経営健全化に向けた取組みの効果を表 3-3 に示します。 

 

表 3-3 経営健全化に向けた取組み（まとめ） 

 

 

(単位：千円)

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

平成31年度

(2019年度)

平成32年度

(2020年度)

平成33年度

(2021年度)

～

平成37年度

(2025年度)

効果額 効果額 効果額 効果額 効果額 効果額

平成28年度

① 職員配置の見直し (2016年度) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000

平成29年度

① 管路維持管理業務の包括委託 (2017年度) 50,000 100,000 100,000 100,000 500,000

平成27年度

① 公営企業債償還年限延長(30年を40年) (2015年度) (償還年限延長の効果は5年据置以降) 4,510 22,550

平成28年度

① 給与減額等 (2016年度) 6,231 6,501 6,771 965 965 4,825

平成28年度

① 平成28年度第2期分（6月請求分）から改定 (2016年度) 291,600 350,000 350,000 350,000 350,000 1,750,000

平成28年度

① 一般会計繰入金増額 (2016年度) 70,000 70,000 70,000

375,831 484,501 534,771 458,965 463,475 2,317,375

計画期間前半の効果額　→ 2,317,543 千円

計画期間後半の効果額　→ 2,317,375 千円

(1)～(8)の効果額の合計

(6) 総人件費の抑制

取組項目 取組年度

(1) 組織の見直し・適正な人員配置

(2) 民間活用

(4) 経営システム改革

(7)料金体系

(8) 一般会計からの繰入金
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3.4 将来予測 

3.4.1 計算条件 

（1） 収益的収入の主なもの 

①  下水道使用料 
平成 28 年度（2016 年度）以降は、年間有収水量に使用料単価を乗じて算出します。 

平成 28 年度（2016 年度）第 2 期分（6 月請求分）から平成 26 年度（2014 年度）比で 18.5％増の

改定を行います。 

 

② 他会計補助金 

営業外収益の他会計補助金は、汚水資本費の 44％を繰入れるものとしています。 

また、料金改定額を抑制するため、平成 28 年度（2016 年度）から平成 30 年度（2018 年度）まで

の 3 年間、毎年度 7,000 万円の繰入れを計上します。 

 

（2） 収益的支出の主なもの 

① 人件費 
 前記 3.3.2 今後の取組みに掲げる人件費の削減を見込みます。 

   

② 支払利息 

既存債分の支払利息は、過去の企業債の支払計画に基づきます。 

新規債分の支払利息は、40 年償還、5 年据置、半年賦元利均等償還とし、年利率については、内

閣府「中長期の経済財政に関する試算」（平成 27 年（2015 年）7 月 22 日 経済財政諮問会議提出）

の名目長期金利及び地方公共団体金融機構の貸付利率（平成 27 年（2015 年）11 月 18 日）を基にし

ます。 

資本費平準化債に係る支払利息は、20 年償還、半年賦元利均等償還とし、年利率については、内

閣府「中長期の経済財政に関する試算」（平成 27 年（2015 年）7 月 22 日 経済財政諮問会議提出）

の名目長期金利及び地方公共団体金融機構の貸付利率（平成 27 年（2015 年）11 月 18 日）を基にし

ます。 
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（3） 資本的収入の主なもの 

① 企業債 

公共下水道債として、新規分にかかる建設改良費の 90％相当（国費を除く）を借り入れます。 

流域下水道債として、流域下水道建設費負担金の 90％相当を借り入れます。 

また、資本費平準化債の借入れを見込みます。 

 

② 国庫補助金 
国庫補助金は、補助対象路線の建設改良費の 50％を見込みます。 

 

③ その他資本的収入 
平成 28 年度（2016 年度）に企業債の償還にあてるため宝塚市水道事業からの他会計出資金として

2.1 億円を計上します。 

 

（4） 資本的支出の主なもの 

①  建設改良費 
P2 から P5 の投資計画に基づきます。 

 

② 企業債償還金（元金） 
既存分の企業債償還金（元金）は、支払計画に基づきます。 

新規分の企業債償還金（元金）は、40 年償還、5 年据置、半年賦元利均等償還とします。 

資本費平準化債の企業債償還金（元金）は、20 年償還、半年賦元利均等償還とします。 

 

③ その他資本的支出 
長期借入金の償還金（元金）は、平成 29 年度（2017 年度）から 31 年度（2019 年度）までは、毎

年度 3 億円、平成 32 年度（2020 年度）は、7,000 万円とします。 

 

（5） その他の項目 

収益的収入・支出、資本的収入・支出の主なもの以外の項目については、平成 28 年度（2016 年度）

予算を基に、必要な増減等を見込んで算定します。 
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3.4.2 財政収支まとめ 

財政収支計算表を表 3-4、表 3-5 に示します。 

経営状況は以下のとおりです。 

 

（1） 当年度純損益（表 3-4 最下段） 

当年度純損益は、平成 27 年度（2015 年度）に約 1.6 億円の黒字であったものが、包括委託による

委託料の削減など経営健全化に努めるとともに、下水道使用料の増加、支払利息の減少もあり、平成

28 年度（2016 年度）以降も黒字が続き、平成 37 年度（2025 年度）には約 4.9 億円の黒字となります。 

 

（2） 資金残高（表 3-5 中段） 

資金残高は、毎年度 21 億円余りの減価償却費を計上する一方、24 億円から 28 億円の企業債償還

金や長期借入金の返済が必要となることなどから、平成 31 年度（2019 年度）以降は資金不足となり

ます。 

 

（3） 企業債残高（表 3-5 中段） 

企業債残高は、平成 27 年度（2015 年度）に約 273.6 億円であったものが、順次償還期限を迎えて

いきます。そのため、新規の借入を見込んでも、残高は毎年度減少し、平成 37 年度（2025 年度）に

は 131.2 億円となります。 

 

（4）財政計画指標（表 3-5  最下段） 

平成 37 年度（2025 年度）経常収支比率は 113.0％、経費回収率は 92.9％で、経常収支比率は目標

に達するものの、経費回収率は目標に達しません。 

 

3.4.3 目標達成の取組み 

経営の合理化、効率化の徹底を図りますが、財政計画指標の目標に達しないため、さらなる経営健

全化の取組みとして、予算編成におけるマイナスシーリングの実施や予算執行方法の精査による経常

経費の削減に努めます。 

なお、平成 31 年度（2019 年度）以降資金不足となる状況や、平成 27 年（2015 年）3 月 25 日の宝塚

市上下水道事業審議会答申、平成 28 年度（2016 年度）の使用料改定の経過及び社会情勢、経営状況等

の変化を踏まえ、平成 30 年度（2018 年度）に、下水道使用料の改定を慎重に検討することとします。 
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表 3-4 財政収支計算表（収益的収支） 

 

 

（単位；千円）

実績値← →推定値

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度
(2012年度) (2013年度) (2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度) (2020年度) (2021年度) (2022年度) (2023年度) (2024年度) (2025年度)

225,177 225,011 224,587 226,153 226,367 226,551 227,035 226,978 226,827 226,669 226,409 226,060 225,294 224,516

23,772,355 23,679,078 23,215,588 23,214,690 23,217,331 23,232,069 23,277,558 23,331,318 23,247,953 23,227,622 23,196,847 23,220,408 23,074,386 22,990,607

81.45 81.45 81.30 81.18 93.69 96.19 96.17 96.15 96.13 96.11 96.09 96.07 96.05 96.03

損益勘定（税抜）

1.営業収益 2,785,323 2,805,924 2,721,701 2,701,401 3,027,725 3,083,771 3,057,396 3,069,726 3,077,130 3,051,313 3,006,222 2,996,913 2,984,278 2,968,116

下水道使用料 1,936,285 1,928,548 1,887,492 1,884,460 2,175,232 2,234,693 2,238,603 2,243,306 2,234,826 2,232,407 2,228,985 2,230,785 2,216,295 2,207,788

雨水処理負担金（既存投資分） 719,205 752,225 723,184 700,560 739,184 714,031 675,410 669,268 665,304 644,110 603,398 589,981 586,231 572,914

雨水処理負担金（新規投資分） 0 0 0 0 4,123 32,492 46,930 65,695 90,183 92,661 96,047 102,189 109,571 117,245

他会計負担金（既存投資分） 128,509 124,710 108,790 114,563 107,302 100,671 94,569 89,573 84,933 80,251 75,908 72,074 70,297 68,285

その他営業収益 1,324 441 2,235 1,818 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884

2.営業外収益 882,386 820,910 1,488,646 1,444,142 1,496,355 1,503,627 1,492,813 1,415,456 1,379,265 1,358,888 1,341,476 1,329,321 1,308,955 1,289,912

他会計補助金 876,468 815,039 785,474 737,567 783,748 779,904 760,418 671,899 650,123 633,946 618,082 605,955 595,152 583,439

その他 5,918 5,871 5,068 4,785 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355

長期前受金戻入(既存) 0 0 698,104 701,790 707,630 715,590 715,045 714,064 690,832 685,961 683,742 683,043 672,596 661,294

長期前受金戻入(新規_汚水) 0 0 0 0 150 510 1,050 1,680 2,351 3,022 3,693 4,364 5,035 6,774

長期前受金戻入(新規_雨水) 0 0 0 0 472 3,268 11,945 23,458 31,604 31,604 31,604 31,604 31,817 34,050

3.特別利益 733 29,944 39,683 16,347 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

過年度損益修正益等 733 29,944 39,683 16,347 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

収益的収入合計(A) 3,668,442 3,656,778 4,250,030 4,161,890 4,524,173 4,587,491 4,550,302 4,485,275 4,456,488 4,410,294 4,347,791 4,326,327 4,293,326 4,258,121

1.営業費用 2,926,447 2,973,500 3,363,936 3,324,280 3,582,076 3,530,703 3,503,182 3,537,576 3,530,577 3,526,178 3,526,148 3,532,392 3,513,965 3,491,552

人件費 177,227 159,328 163,959 148,647 172,552 161,282 153,012 159,783 159,783 159,783 159,783 159,783 159,783 159,783

修繕費 137,250 144,091 130,316 112,691 157,639 131,639 103,639 103,639 103,639 103,639 103,639 103,639 103,639 103,639

委託料 68,331 73,660 80,132 86,202 108,077 95,077 81,077 81,077 81,077 81,077 81,077 81,077 81,077 81,077

流域下水道維持管理負担金 647,629 658,639 670,836 678,105 788,335 788,835 790,380 792,205 789,375 788,684 787,639 788,439 783,481 780,637

減価償却費 1,718,627 1,724,995 2,124,981 2,131,612 2,134,810 2,133,207 2,154,411 2,180,209 2,176,040 2,172,332 2,173,347 2,178,791 2,165,322 2,145,753

　　既存_有形 1,499,945 1,496,199 1,891,778 1,896,191 1,894,229 1,881,600 1,878,596 1,872,969 1,837,714 1,825,104 1,817,085 1,813,494 1,796,136 1,781,204

　　既存_無形 218,682 228,796 233,203 235,421 233,616 234,105 234,104 233,714 233,714 233,714 233,714 233,714 228,570 212,930

　　新規_有形_汚水 0 0 0 0 1,720 3,995 7,000 10,291 13,769 19,585 25,533 31,481 37,428 43,147

　　新規_無形_汚水 0 0 0 0 1,806 4,892 7,978 11,064 14,151 17,237 20,323 23,410 26,496 29,582

　　新規_有形_雨水 0 0 0 0 3,439 8,615 26,733 52,171 76,692 76,692 76,692 76,692 76,692 78,890

その他 177,383 212,787 193,712 167,023 220,663 220,663 220,663 220,663 220,663 220,663 220,663 220,663 220,663 220,663

2.営業外費用 945,411 805,913 732,794 679,290 667,743 569,136 531,978 497,506 461,831 416,323 372,981 333,399 303,679 277,705

支払利息(企業債)既存分 934,482 782,431 701,703 643,828 628,544 517,768 457,376 400,030 341,879 282,670 226,687 177,972 142,092 109,320

支払利息(一時借入) 39 125 94 8 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支払利息(長期借入金) 0 0 884 906 3,306 943 490 37 7 0 0 0 0 0

支払利息(企業債)新規分_汚水 0 0 0 0 747 5,029 9,890 15,790 22,379 30,671 39,666 48,929 58,448 68,206

支払利息(企業債)新規分_雨水 0 0 0 0 1,156 3,671 8,610 16,204 24,317 24,317 24,290 24,208 24,021 24,282

支払利息(平準化債) 0 0 0 0 7,490 16,725 30,612 40,445 48,249 53,665 57,338 57,290 54,118 50,897

雑支出 10,890 23,357 30,113 34,548 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

3.特別損失 5,181 3,954 446,205 383 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926

過年度損益修正損等 5,181 3,954 446,205 383 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926

収益的支出 合計(B) 3,877,039 3,783,367 4,542,935 4,003,953 4,250,745 4,100,765 4,036,086 4,036,008 3,993,334 3,943,427 3,900,055 3,866,717 3,818,570 3,770,183

当年度純損益(A)-(B) -208,597 -126,589 -292,905 157,937 273,428 486,726 514,216 449,267 463,154 466,867 447,736 459,610 474,756 487,938

収
益
的
収
入

年間有収水量（下水道）（m3）

使用料単価（下水道）（円/m3）

項目/年度

水洗化人口（人）

収
益
的
支
出
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表 3-5 財政収支計算表（資本的収支）及び経営指標の推移 

（単位；千円）

実績値← →推定値

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度
(2012年度) (2013年度) (2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度) (2020年度) (2021年度) (2022年度) (2023年度) (2024年度) (2025年度)

資本勘定（税込み）

企業債 3,530,200 975,100 1,194,200 1,171,700 1,191,500 1,662,577 1,357,152 1,194,107 759,036 657,360 492,002 360,500 382,052 722,652

公共下水道債 2,616,300 110,200 98,200 128,700 302,800 426,500 524,700 518,300 210,506 210,506 210,506 210,506 232,058 572,658

流域下水道債（汚水） 197,000 110,200 61,000 44,300 122,000 149,994 149,994 149,994 149,994 149,994 149,994 149,994 149,994 149,994

資本費平準化債 716,900 754,700 1,035,000 998,700 766,700 1,086,083 682,458 525,813 398,536 296,860 131,502 0 0 0

負担金 4,974 6,650 5,699 3,985 5,064 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

国庫補助金 28,413 33,700 31,825 34,550 70,390 237,188 346,353 339,265 37,287 37,287 37,287 37,287 60,971 266,518

他会計負担金 207,517 261,531 213,166 232,139 256,930 228,346 217,335 198,615 154,267 118,276 103,471 65,682 59,937 59,644

その他資本的収入 1,206 284 1,365 3,279 211,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的収入 合計(C) 3,772,310 1,277,265 1,446,255 1,445,653 1,734,972 2,133,111 1,925,840 1,736,987 955,590 817,923 637,760 468,469 507,960 1,053,814

建設改良費 427,445 428,864 313,844 352,113 675,715 984,361 1,202,691 1,188,514 562,422 536,922 536,922 536,922 584,552 1,175,129

①公共下水道 137,662 160,581 134,731 188,246 405,230 713,876 932,206 918,029 291,937 266,437 266,437 266,437 314,067 904,644

　・汚水 63,029 98,304 52,471 45,280 157,100 160,000 180,000 190,000 266,437 266,437 266,437 266,437 266,437 562,874

　・雨水 74,633 62,277 82,260 142,966 248,130 553,876 752,206 728,029 25,500 0 0 0 47,630 341,770

②流域下水道建設負担金 219,985 200,909 114,320 97,497 166,660 166,660 166,660 166,660 166,660 166,660 166,660 166,660 166,660 166,660

③固定資産購入費 6,027 8,977 2,214 799 13,402 13,402 13,402 13,402 13,402 13,402 13,402 13,402 13,402 13,402

④その他 63,771 58,397 62,579 65,571 90,423 90,423 90,423 90,423 90,423 90,423 90,423 90,423 90,423 90,423

企業債償還金 5,266,825 2,668,759 2,801,797 2,842,148 2,726,624 2,869,781 2,548,130 2,474,534 2,548,100 2,450,637 2,284,820 1,715,130 2,063,031 1,334,303

元金償還金(既存分:企業債) 5,266,825 2,668,759 2,801,797 2,424,188 2,368,729 2,499,922 2,108,829 1,966,820 1,849,789 1,744,526 1,572,537 1,376,103 1,281,558 1,021,672

元金償還金(既存分:平準化債) 0 0 0 417,960 311,425 289,060 310,060 347,966 514,673 499,555 481,787 87,864 513,241 27,624

元金償還金(新規分:汚水企業債) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,601 7,382 13,539 19,654 25,760

元金償還金(新規分:雨水企業債) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,478 5,891 12,115 19,897 27,345

元金償還金(新規分:平準化債) 0 0 0 0 46,470 80,799 129,241 159,748 183,638 202,477 217,223 225,509 228,681 231,902

その他資本的支出 360 0 0 0 2,160 300,000 300,000 300,000 70,000 0 0 0 0 0

資本的支出 合計(D) 5,694,630 3,097,623 3,115,641 3,194,261 3,404,499 4,154,142 4,050,821 3,963,048 3,180,522 2,987,559 2,821,742 2,252,052 2,647,583 2,509,432

資本的収支不足額(C)-(D) -1,922,320 -1,820,358 -1,669,386 -1,748,608 -1,669,527 -2,021,031 -2,124,981 -2,226,061 -2,224,932 -2,169,636 -2,183,982 -1,783,583 -2,139,623 -1,455,618

企業債残高 32,331,945 30,638,286 29,030,689 27,360,241 25,825,117 24,617,913 23,426,935 22,146,508 20,357,444 18,564,167 16,771,349 15,416,719 13,735,740 13,124,089

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

(2012年度) (2013年度) (2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度) (2020年度) (2021年度) (2022年度) (2023年度) (2024年度) (2025年度)

資金残高 290,300 26,208 266,168 397,141 330,980 255,341 124,350 -157,728 -436,580 -656,221 -906,119 -736,591 -909,835 -369,596

長期借入金 600,000 300,000 70,000 0

経営指標

投資計画指標

下水道（雨水）施設整備延長比率 78.8% 78.9% 79.1% 79.2% 80.4% 80.4% 81.7% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0%

浸水対策必要地域の解消（地区） 23地区 23地区 23地区 23地区 24地区 24地区 25地区 26地区 26地区 26地区 26地区 26地区 26地区 26地区

雨水ポンプ場の再構築数量（箇所） 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 2箇所

重要な汚水管路の耐震化率 15.0% 17.4% 20.5% 24.6% 30.3% 31.3% 36.6% 43.1% 47.4% 57.9% 68.4% 79.0% 89.5% 100.0%

（汚水管路全体の管渠耐震化率） (18.6%) (18.6%) (19.0%) (19.2%) (19.2%) (19.3%) (19.5%) (19.6%) (20.5%) (21.4%) (22.4%) (23.3%) (24.2%) (26.2%)

管渠改善率 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 1.3% 1.5% 1.7% 1.9% 2.1% 2.7%

下水道（汚水）人口普及率 98.6% 98.6% 98.7% 98.7% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.9% 98.9% 98.9% 99.0% 99.0%

水洗化率 98.7% 98.7% 99.0% 99.0% 99.2% 99.3% 99.4% 99.5% 99.5% 99.6% 99.7% 99.8% 99.9% 100.0%

財政計画指標

経常収支比率 94.7% 96.0% 102.8% 103.5% 106.5% 111.9% 112.8% 111.2% 111.6% 111.9% 111.5% 111.9% 112.5% 113.0%

経費回収率 62.3% 64.2% 68.1% 69.4% 77.8% 84.8% 86.6% 87.6% 88.9% 89.8% 89.9% 90.9% 91.9% 92.9%

項目/年度

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

項目/年度
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4. 経営戦略の事後検証 
この経営戦略は、毎年度、「投資計画指標」、「財政計画指標」を用いて進捗管理を行います。 

進捗管理に当たっては、上記指標の乖離の検証に加え、下水道使用料の改定状況や経営健全化の取

組状況についても検証し、必要に応じて見直しを行うこととします。また、新たな経営健全化や財源

確保に係る取組みが具体化した場合においては、その内容を本経営戦略に追加するものとします。 

さらに、それらに基づき、平成 32 年度（2020 年度）を目途に本経営戦略そのものの見直しを行いま

す。 
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資料 『宝塚市下水道事業の概要』 

 

事業概要、業務予定量、財務状況、一般会計等の関与、企業債等残高、職員定数・給与の状況、公

共料金等の状況、事業評価等の実施状況、民間的経営手法の導入状況、その他経営基盤強化への取組

状況、経費節減等の取組による効果額、経営比較分析表を公開します。 

 

 

 

 

 

１．事業概要

２．業務予定量（平成26年度（2014年度）決算）

1

2

3

３．財務状況（平成26年度（2014年度）決算）　 （注）売上高+営業外収益+特別利益

うち利益剰余金

４．一般会計等の関与（平成26年度（2014年度）決算）

1
2
3

5
6

５．企業債等残高（平成26年度（2014年度）決算）

2
3

63,604m3

公的資金は、財政融資、簡易生命保険、
地方公共団体金融機構である

備考

国庫補助金

備考（算出方法等）

0
0

29,030,689
（22,325,100）

その他金銭債務
借入金

区分 金額（千円）

損
益
計
算
書 1,133,972

-292,905
113,617

0
0

825,480
997,514

1,822,994
5,699

85,691,346
金額（千円）

31,826
0

金額（千円）

資本

工事負担金

4,250,030
金額（千円）

負債
総資産

項目

減価償却及び長期前受
金収益化前当期損益

当期損益
経常損益

0

4

企業債
　（うち公的資金）

1

内訳

機会費用
貸付金

繰出金
負担金
補助金
出資金

うち基準外繰出
うち基準内繰出

48,532,237

宝塚市東洋町1番3号
職員数
所在地

6
5

23,215,588m3

総収入（注）
項目

組織概要

組織図等掲載

予定量

2

7
管理者
事業名
組織名
団体名

森　増夫

1日平均有収水量

年間有収水量

228,312人

下水道事業
上下水道局
宝塚市1

4

貸
借
対
照
表

浄水課
工務課

経営管理部

施設部

営業課
総務課
下水道課
給排水設備課管理者

20名

3

水洗化人口
業務項目

37,159,109
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６．職員定数・給与の状況（平成26年度（2014年度）決算）

1
2
3
4
5

７．公共料金等の状況（平成26年度（2014年度）決算）
公共料金算定方法

3

８．事業評価等の実施状況（平成26年度（2014年度）決算）

９．民間的経営手法の導入状況

１０．その他経営基盤強化への取組状況

１１．経費節減等の取組による効果額

2評価結果の事業運営への反映状況
・公共下水道整備に関する国庫補助金の確保については、新たな国・県との協議、要望を積極的行い、新たな
補助メニューを活用し事業進捗を進める。
・生活排水水洗化切替の促進については水洗化切替を継続的に依頼するとともに、水洗便所改造資金助成制
度活用により水洗化の促進向上を図る。

1評価結果
・公共下水道（雨水）管路の整備率は前年比0.2％向上した。
・公共下水道（汚水）管路の整備率は前年比0.04%向上した。
平成２７年度（２０１５年度）においても、汚水管路の長寿命化計画に基づき整備の優先順位付けを行い、計画的
に耐震化及び経年劣化対策を図っていくとともに、雨水管路の整備を行い浸水地域の減少を図る。また、水洗
化への助成制度や水洗化による生活環境改善などをＰＲし、水洗化の推進を図る。

平成15年度（2003年度）に地方公営企業法を適用し、経営・資産等の状況を的確に把握し、経営基盤の計画的
な強化と財政マネジメントのための取り組みに着手した。

平成17年度（2005年度）から平成27年度（2015年度）にかけて、職員数を13人削減し、人件費の節減を図った。

1
－
－

1,887,492
金額（千円）

2
項目

公共料金（３）
公共料金（２）
公共料金（１）

直近の料金改定　平成10年（1998年）4月

基本料金及び従量料金（5段階）

民間委託の導入

当該年度までの実績

平成25 年（2013年）10 月から、上下水道料金の徴収等の業務を民間に包括委
託し、市民サービスの向上および経費の削減を図った。

金額（千円）

職種別職員定数
職員手当
職員平均給料月額
職員給与費
人件費（人件費率等）

項目

－
59,914

90,360
342

234,553
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１２.経営比較分析表（平成26年度（2014年度）決算） 

 

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成26年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
※　平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率、管渠老朽化率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

　老朽化に関する再投資が始まる10年後までに、収
支に関する構造改革が必要です。施設利用率に数値
が入っていないのは本市が下水処理場を所有してお
らず、処理を外部に委託しているためで、それ故に
経費削減の幅は限られていますが、できる限り削減
に努力します。足らず分は料金改定という形で利用
者に負担をお願いすることになると考えています。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

2. 老朽化の状況について

　管路老朽化率が0であり、老朽化している資産は
ありません。昭和50年代に急激な開発を行ったた
め、今後10年を経過した頃から老朽化が進んでいく
と考えられます。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　経常収支比率が類似団体平均と比較して大きく乖
離しており、会計制度が変更された平成26年度以外
はすべて100％未満となっています。経費回収率が
60％程度で推移していることが赤字の原因であり、
料金改定等により収支に関する構造改革が必要と考
えています。
　なお、平成20年度から7年連続で赤字が続いてい
るため、平成25年度の累積欠損金比率は51.29％ま
で上昇しましたが、平成26年度の会計制度変更で生
じた利益により相殺されました。
　また、流動比率が平成26年度で22.17％まで落ち
込んでいます。これは、企業債残高対事業規模比率
が類似団体平均と比較して高いことから、企業債の
利息返済や元金償還により資金が減少しているため
と考えられます。今後は新規の企業債借入を抑制し
て、将来負担の軽減に努める必要があると考えてい
ます。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

－

- 64.63 98.66 88.39 1,566 230,651 24.11 9,566.61 【】

2,298.65 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法適用 下水道事業 公共下水道 Ab 234,003 101.80

経営比較分析表
兵庫県　宝塚市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.08 0.03 0.03

平均値 0.11 0.10 0.10 0.08 0.10

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 93.10 94.98 94.73 95.96 102.77

平均値 105.20 102.76 104.06 104.30 104.63

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 15.07 16.91 18.82 20.63 28.42

平均値 15.76 15.86 17.25 17.37 25.54

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 1.07 1.13 1.32 1.51 1.39

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 31.48 39.23 47.01 51.29 0.00

平均値 4.37 4.15 4.34 4.88 0.10

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 891.37 497.91 138.18 85.60 22.17

平均値 278.02 221.70 238.87 271.23 72.66

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 1,411.68 1,350.58 1,288.05 1,229.07 1,192.90

平均値 669.53 652.94 641.70 624.40 607.52

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 60.60 62.90 62.28 64.22 68.11

平均値 91.18 91.22 91.73 92.33 96.91

110.00

115.00

120.00

125.00

130.00

135.00

140.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 134.85 130.00 130.79 126.82 119.37

平均値 124.56 125.47 123.91 123.69 120.50

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 - - - - -

平均値 277.08 263.53 276.18 272.56 284.43

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 98.65 98.75 98.75 98.95 98.99

平均値 96.94 96.96 96.87 96.82 96.69

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【107.74】 【4.71】 【56.46】 【776.35】

【94.57】【86.58】【142.28】【96.57】

【36.27】 【4.35】 【0.17】
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 本市下水道事業は、「下水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくため

には、中長期的な視野に立った経営の基本計画である経営戦略を策定し、それに基づき

施設、財務、組織、人材等の経営基盤を強化することが重要である」との考えから、平

成 28 年（2016 年）12 月に宝塚市下水道事業経営戦略（以下「経営戦略」という。）を

策定しました。策定から 4 年が経過し、幾つかの計画値と実績値との間に乖離が生じて

いることや下水道事業を取り巻く環境が変化していること等を踏まえ、計画期間前期

（平成 28 年度（2016 年度）から令和 2 年度（2020 年度）まで）の検証を行うととも

に、計画期間後期（令和 3 年度（2021 年度）から令和 7 年度（2025 年度）まで）につい

て、計画期間前期の検証結果のフィードバックや、社会情勢等の変化を考慮し、安定的

な事業継続の指針となるよう見直しを行います。 

 
 

1.1 見直しと下水道事業の課題 
 

下水道事業は「今後、水需要の減少により収入が大きく落ち込む」という課題に直面

しています。人口減少やライフスタイルの変化による水需要の減少により、平成 30 年度

（2018 年度）に約 23 億円あった下水道使用料収入は、25 年後である令和 25 年度（2043

年度）には約 19 億円、50 年後である令和 50 年度（2068 年度）には約 14 億円となり、

50 年間で約 9 億円減少する見込みです。このような状況で安定的に事業を継続するた

め、経営戦略の見直しを行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 下水道使用料収入の推移 
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50年後は現在より約9億円収益が減少 

第 1 章 見直しの趣旨 



1.2 見直しの流れ 
 

 平成 28 年（2016 年）12 月に策定した経営戦略では、将来的な需要を適切に把握する

とともにアセットマネジメント等の知見を活用してその最適化を図ることを内容とする

「投資計画」と、必要な需要額を賄う財源を中長期的な経営の中で計画的かつ適切に確

保することを内容とする「財政計画」を策定することとしています。 

今回の見直しでは、次の図のとおり、計画期間前期の収益的収支（経営成績）につい

て検証した後、下水道使用料収入等の「財政計画の基礎数値」、財政計画を下支えする

「経営健全化の取組」等について、計画期間前期の検証を行い、経営戦略策定後に生じ

た変化等を加えて、計画期間後期の金額等を算出します。また、それらを基礎として、

下水道使用料のあり方検討及び今後の宝塚市の下水道事業の課題について示します。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

図 2 見直しの全体像 
 
 
 

1.3 見直しと宝塚市下水道ビジョン 2025 中間検証報告書 
 

 経営戦略の見直しには、宝塚市下水道ビジョン 2025（以下「ビジョン」という。）中

間検証報告書の投資計画指標の検証結果を反映しています。 
 
 
 

1.4 第 1 章のまとめ 
 

 人口推計等から試算すると、下水道使用料収入はこの 50 年で約 9 億円減少する見込み

です。このような状況で安定的に事業を継続するため、策定から 4 年が経過した経営戦

略について、ビジョン中間検証報告書を踏まえ、見直しを行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 経営戦略策定後に生じた変化 
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計画期間前期の経営成績である収益的収支（税抜額。平成 28 年度（2016 年度）から

令和元年度（2019 年度）までは決算値、令和 2 年度（2020 年度）は決算見込値）につい

て、経常収益（営業収益と営業外収益の合計額）と経常費用（営業費用と営業外費用の

合計額）に分けて検証します。計画期間後期の見込額については、第 7 章に記載してい

ます。なお、表題に付されている括弧書きの数字は、経営戦略の該当頁を示していま

す。 
 

2.1 経常収益（15） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 4,524,080 4,587,398 4,550,209 4,485,182 4,456,395 22,603,264 

実 績 4,552,491 4,529,180 4,469,004 4,411,492 4,191,822 22,153,989 

差 額 28,411 △58,218 △81,205 △73,690 △264,573 △449,275 
 

前期の 

検証 

経営戦略と実績の差が生じた最も大きな原因は、令和2年度（2020年度）に新型コロ

ナウイルス感染症により影響を受けた市民生活等を支援するため、4カ月間の基本使

用料の減免を行ったことです。5年間の総額としては、449,275千円下回りました。 
 

計画期間前期 5 年間の経営戦略と実績の差の主な内容 

実績が上回った項目 経営戦略 実績 実績が下回った項目 経営戦略 実績 

その他営業収益 9,420 11,272 下水道使用料 

雨水処理負担金 

11,126,660 

3,702,620 

11,071,250 

3,534,026 
   
2.2 経常費用（15）                          （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 4,249,819 4,099,839 4,035,160 4,035,082 3,992,408 20,412,308 

実 績 4,012,880 3,987,771 3,933,874 3,998,692 3,950,622 19,883,839 

差 額 △236,939 △112,068 △101,286 △36,390 △41,786 △528,469 
 

前期の 

検証 

経営戦略と実績の差が生じた大きな原因は、投資額が経営戦略に満たなかったことに

より、減価償却費が93,001千円、支払利息が255,064千円下回ったことです。企業債

の借入額が減少したこと、借入利率の実績が経営戦略より低かったことにより、支払

利息に差が生じました。計画期間前期5年間のすべての年度で実績が経営戦略を下回

り、合計では528,469千円下回りました。 
 

計画期間前期 5 年間の経営戦略と実績の差の主な内容 

実績が上回った項目 経営戦略 実績 実績が下回った項目 経営戦略 実績 

修繕費 

委託料 

600,195 

446,385 

734,741 

612,149 

減価償却費 

支払利息 

10,778,677 

2,603,194 

10,685,676 

2,348,130 

 
 
 

2.3 第 2 章のまとめ 

経営戦略では平成28年度(2016年度)から令和2年度(2020年度)までの合計で2,190,956

千円の経常利益が生じる見込みでしたが、実際は2,270,150千円の経常利益となり、利益

が79,194千円増加する結果となりました。令和2年度（2020年度）に下水道使用料の減免

を行ったこと等により下水道使用料収入は減少しましたが、費用について、投資額の合

計が経営戦略に満たなかったことにより（支払利息はそれに加えて利率が経営戦略より

も低かったことにより）、減価償却費及び支払利息の実績が経営戦略と比べて減少した

ため、経常利益が増加しました。 

第 2 章 計画期間前期の「収益的収支」の検証 



 

 

 財政計画の基礎数値のうち、収益の柱である下水道使用料収入に関連する数値（有収

水量・下水道使用料収入）について、実績値（平成 28 年度（2016 年度）から令和元年

度（2019 年度）までは決算値、令和 2 年度（2020 年度）は決算見込値）を算定し、実績

を基に、計画期間後期の数値を見直します。 
 
 

3.1 有収水量（15） （㎥） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 23,217,331 23,232,069 23,277,558 23,331,318 23,247,953 116,306,229 

実 績 23,275,598 23,345,114 23,235,779 23,183,140 23,730,936 116,770,567 

差 58,267 113,045 △41,779 △148,178 482,983 464,338 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

計画期間当初は実績値が経営戦略を上回っていますが、平成30年度（2018年度）

及び令和元年度（2019年度）は実績値が下回っています。有収水量の算定基礎と

している水洗化人口について経営戦略よりも大きく減少したことが原因です。実

績に基づき、令和5年度（2023年度）以降の有収水量の予測を下方修正します。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 合計 

経営戦略 23,227,622 23,196,847 23,220,408 23,074,386 22,990,607 115,709,870 

見直し 23,383,497 23,271,111 23,216,668 23,043,807 22,929,288 115,844,371 

差 155,875 74,264 △3,740 △30,579 △61,319 134,501 
 
 

3.2 下水道使用料収入（15） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 2,175,232 2,234,693 2,238,603 2,243,306 2,234,826 11,126,660 

実 績 2,203,992 2,282,992 2,263,691 2,254,187 2,066,388 11,071,250 

差 額 28,760 48,299 25,088 10,881 △168,438 △55,410 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

基本使用料の減免を行った令和2年度（2020年度）を除く計画期間前期のすべての

年度において、実績値が経営戦略を上回っています。有収水量の実績が経営戦略

を下回っている平成30年度(2018年度)から令和元年度(2019年度)においても、下

水道使用料収入の実績が経営戦略を上回っています。これは、経営戦略で見込ん

でいた使用料単価が実際の使用料単価よりも低かったためです。有収水量の見直

しに合わせて使用料単価の見直しを行い、計画期間後期について軽微な修正を行

いました。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 合計 

経営戦略 2,232,407 2,228,985 2,230,785 2,216,295 2,207,788 11,116,260 

見直し 2,272,876 2,261,487 2,255,731 2,238,475 2,226,892 11,255,461 

差 額 40,469 32,502 24,946 22,180 19,104 139,201 

 
 

3.3 第 3 章のまとめ 

 令和 2 年度（2020 年度）に新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民生活等

を支援するために 4 カ月間の基本使用料の減免を行ったこと等により、下水道使用料収

入の実績は 5 年の合計で経営戦略に比べて 55,410 千円下回る結果となりました。計画期

間後期については、軽微な見直しは行っていますが、ほぼ経営戦略どおり推移すると見

込んでいます。 

 

第 3 章 計画期間前期の「財政計画の基礎数値」の検証と後期の見込み 



 

 

 投資について、計画期間前期の実績額（平成 28 年度（2016 年度）から令和元年度

（2019 年度）までは決算額、令和 2 年度(2020 年度）は決算見込額）を算定し、計画期

間前期末時点における投資計画指標の数値を示します。また、参考のためビジョン中間

検証報告書（2 頁から 4 頁まで）に記載した計画期間前期の投資計画指標の目標値及び

実績値を転記しています。なお、計画期間後期の見込額については第 7 章に記載してい

ます。 
 
 

4.1 投資額 
 

4.1.1 汚水事業（5） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 157,100 160,000 180,000 190,000 266,437 953,537 

実 績 64,391 73,453 78,782 132,769 250,000 599,395 

差 △92,709 △86,547 △101,218 △57,231 △16,437 △354,142 
 

4.1.2 雨水事業（5） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

経営戦略 248,130 553,876 752,206 728,029 25,500 2,307,741 

実 績 246,345 72,519 86,389 162,529 119,326 687,108 

差 △1,785 △481,357 △665,817 △565,500 93,826 △1,620,633 

 
 

（参考）ビジョン中間検証報告書に記載した計画期間前期の投資計画指標の目標及び実績 

指標（雨水・汚水） 目標 実績 

下水道（雨水）施設整備延長比率       (%) 

浸水対策必要地域の解消            (箇所) 

雨水ポンプ場の再構築数量          (箇所) 

重要な汚水管路の耐震化率             (%) 

管渠改善率                           (%) 

下水道（汚水）人口普及率            （%） 

水洗化率                            （%） 

83.0 

26 

1 

47.4 

1.3 

98.8 

99.5 

81.8 

26 

0 

40.7 

1.2 

98.8 

99.4 

 

前期の検証と 

後期の方策 

雨水事業及び汚水事業に係る投資として、平成28年度（2016年度）から令和2年度

（2020年度）までの合計で経営戦略では3,261,278千円を見込んでいましたが、実

際は1,286,503千円の支出となり、1,974,775千円減少する結果となりました。特

に雨水事業について、雨水ポンプ場の再構築事業が遅延し、2,307,741千円の経営

戦略に対して687,108千円の執行となり、金額ベースで約30％しか実施できていま

せん。計画期間後期については、令和7年度（2025年度）の完成を目指して武庫川

ポンプ場の再構築を行い、西田川ポンプ場は令和7年度（2025年度）に工事着手の

予定です。 
 
 

4.2 第4章のまとめ 
 

 武庫川ポンプ場の再構築事業が遅延していること等により、計画期間前期の投資額は

経営戦略の数値を 1,974,775 千円下回る結果となりました。計画期間後期において投資

を拡充し、投資計画指標の目標達成に努めます。 

第 4 章 計画期間前期の「投資」の検証と後期の見込み 



 

 

 経営健全化の取組について、計画期間前期の実績額（平成28年度（2016年度）から令

和元年度（2019年度）までは決算額、令和2年度(2020年度）は決算見込額）を算定して

その評価を行うとともに、目標達成のために方策が必要な項目はその方策を示します。

また、やむを得ず計画期間後期の効果額を見直す場合は見直す理由と見直し額、その算

定根拠を示します。 

 

5.1 経営戦略に掲げた取組 
 

5.1.1 効果額の設定のある取組 
 

計画期間前期の検証、計画期間後期の目標達成の方策等は次のとおりです。 
 

（１）組織の見直し・適正な人員配置 ― 職員配置の見直し（9）   （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

実 績 6,148 6,148 6,148 6,148 6,148 

 

前期の検証と 

後期の見直し 

1名の正規職員(平均人件費12,000千円）を1名の再任用職員(平均人件費4,000千円)

に置き換え、その差額8,000千円を効果額に計上しました。計画どおり1名の正規職

員を1名の再任用職員で置き換えましたが、正規・再任用それぞれ実際の人件費の

額で算定したため計画の効果額には達していません。計画期間前期の効果額が計画

期間後期も継続して生じる見込みであるため計画期間後期の効果額を見直します。 
 

見直しの 

算定根拠 

モデルケースによる効果額の計上を改め、実績額により、平成28年度（2016年度）に

おける再任用職員の人件費4,942千円と正規職員の人件費11,090千円との差額 

6,148千円を効果額として計上します。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

見直し 6,148 6,148 6,148 6,148 6,148 

 

（２）民間活用 ― 管路維持管理業務の包括委託（9）   （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - 50,000 100,000 100,000 100,000 

実 績 - 0 0 10,358 10,675 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

平成26年度（2014年度）の汚水に係る費用992,391千円の約10％を効果額に計上し

ています。他市の事例研究、民間業者へのヒアリング等を行った結果、当市におい

ては他市で実施しているような包括的民間委託を導入することは困難であると判明

したため、対象業務の見直しを行いました。対象業務の見直しにより、計画期間後

期の効果額を見直します。 
 

見直しの 

算定根拠 

直営で行っていた土砂回収・水路パトロール・スクリーン清掃、委託していた草刈

・土砂分別処分業務を包括して民間業者に委託することにより、令和元年度（2019

年度）の実績を参考に、人件費22,000千円減と委託費11,642千円増の差額10,358千

円を効果額として見込みます。 
 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

見直し 10,358 10,358 10,358 10,358 10,358 

第 5 章 計画期間前期の「経営健全化の取組」の検証と後期の見込み 



（３）経営システム改革 ― 公営企業債償還年限延長（9）  （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 - - - - 4,510 

実 績 - - - - 0 
 

前期の検証と 

後期の見直し 

平成27年度(2015年度)借入分から企業債の償還年限を30年から40年（5年据置）に

変更し、毎年度の元金償還額の差額を効果額として計上しました。平成27年度(201

5年度)の年度途中の借入を想定して、令和2年度（2020年度）から償還が開始する

と想定していましたが、平成27年度（2015年度）の借入が年度末であったため、償

還の開始が令和3年度（2021年度）からとなり、令和2年度（2020年度）の効果は生

じませんでした。 

 

見直しの 

算定根拠 

既借入額について効果額が確定したため効果額を変更します。今後は見直した額の

とおりに効果が生じる予定です。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 690 2,806 3,793 5,304 9,957 

見直し 1,162 4,383 6,043 8,583 12,484 

 
 

（４）総人件費の抑制 ― 給与減額等（10）   （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 6,231 6,501 6,771 965 965 

実 績 5,834 7,055 7,235 965 965 
 

前期の検証 

市と同様に、住居手当の見直し、時間外勤務の縮減、給料減額（3年間の時限措置）、

管理職手当の減額、管理職特別勤務手当の減額を効果額として計上しました。時間外

勤務手当の縮減が計画を下回った年度もありますが、ほぼ計画どおりの効果額が計上

できました。 

 
年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 経営戦略 965 965 965 965 965 

 

（５）料金体系 ― 下水道使用料の改定（10） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 291,600 350,000 350,000 350,000 350,000 

実 績 313,822 377,788 377,788 377,788 377,788 

 

前期の検証と 

後期の見直し 

平成27年度（2015年度）の使用料収入約18億8,400万円を基準に、その18.5%/年を

計上しています。平均して18.5％の改定率ですが、使用水量により改定率に差を設

けたため、結果的に計画額を超えた効果額となっています。計画期間前期の効果額

が計画期間後期も継続して生じる見込みであるため、計画期間後期の効果額を見直

します。 

 

見直しの 

算定根拠 

平成29年度（2017年度）の効果額が継続するものとして増額します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 
経営戦略 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

見直し 377,788 377,788 377,788 377,788 377,788 



（６）一般会計からの繰入金 ― 一般会計繰入金増額（10） （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

効果額 70,000 70,000 70,000 - - 

実 績 70,000 70,000 70,000 - - 
 

前期の検証 
使用料改定の不足額の一部について一般会計からの繰入額を効果額として計上しまし

た。計画どおりの繰入を行い、平成30年度（2018年度）に終了しました。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額（経営戦略） - - - - - 

 

5.1.2 効果額の設定のない取組 

 

（１）広域化に関する事項（9） 

前期の検証 

武庫川下流流域及び猪名川流域の構成市が参加する協議会で広域化の検討を行ってい

ます。今後も、施設の維持管理における問題の共有等、近隣市と連携することで解決

が可能な課題を整理し、より積極的に広域化に取り組みます。 

 

（２）収入の確保（10） 

前期の検証 

滞納者に対する電話での督促に加え、臨戸による徴収を実施するとともに、できる限

り分納誓約を取ることで適切な債権管理を行っています。また、未収金対策として、

ペイジー口座振替受付サービスを導入する等して、口座振替率の向上に取り組んでい

ます。今後も継続して着実な収入の確保に努めます。 

 

（３）総人件費の抑制（10） 

前期の検証 

平成27年度(2015年度）に18人だった正規職員を平成30年度（2018年度）に16人に減員

する目標でしたが、令和元年度（2019年度）の職員数は18人であり、減員は達成でき

ていません。理由は、管路維持管理業務の包括委託により職員2名を減員しましたが、

計画規模を上回る降雨への対策を実施するため職員を2名増員したためです。 

 

5.2 新たな取組 
 
 

 経営戦略策定後に行った経営健全化の新たな取組は次のとおりです。 

 

 5.2.1 生活保護減免廃止 （千円） 

年 度 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 

実 績 - - - 10,744 12,811 
 

取組開始 

年度 

令和元年度

(2019年度) 

 

算定根拠 

生活保護世帯に対して行っていた減免を令和元年（201

9年）6月から廃止したため、過去の減免額の実績を効

果額として計上します。 

 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

効果額 12,811 12,811 12,811 12,811 12,811 

 

 

5.3 第 5 章のまとめ 
 

計画期間前期の実績について、経営戦略で 2,317,543 千円を見込んでいた効果額は、

「管路維持管理業務の包括委託」の効果額が減少したこと等により合計で 185,187 千円



下回り、2,132,356 千円となりました。計画期間後期については、経営戦略で 2,317,375

千円を見込んでいた効果額は、「職員配置の見直し」「管路維持管理業務の包括委託」

の減額、「公営企業債償還年限延長」「下水道使用料の改定」の増額、「生活保護減免

廃止」の追加を行いますが、差引で 244,370 千円減額し、2,073,005 千円となる見込み

です。計画期間前期の実績及び計画期間後期における経営健全化に向けた取組の見直し

後の効果額は次のとおりです。上段は経営戦略の金額、下段は実績額又は見直し後の金

額を記載しています。 

 

5.3.1 計画期間前期の実績   （千円） 

取組項目 H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020) 合計 

職員配置の見直し 
8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

40,000 

30,740 

管路維持管理業務の包括 

委託 

- 

- 

50,000 

0 

100,000 

0 

100,000 

10,358 

100,000 

10,675 

350,000 

21,033 

公営企業債償還年限延長 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,510 

0 

4,510 

0 

給与減額等 
6,231 

5,834 

6,501 

7,055 

6,771 

7,235 

965 

965 

965 

965 

21,433 

22,054 

下水道使用料の改定 
291,600 

313,822 

350,000 

377,788 

350,000 

377,788 

350,000 

377,788 

350,000 

377,788 

1,691,600 

1,824,974 

生活保護減免廃止 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10,744 

- 

12,811 

- 

23,555 

一般会計からの繰入金 
70,000 

70,000 

70,000 

70,000 

70,000 

70,000 

- 

- 

- 

- 

210,000 

210,000 

合計 
375,831 

395,804 

484,501 

460,991 

534,771 

461,171 

458,965 

406,003 

463,475 

408,387 

2,317,543 

2,132,356 
 

※ 上段は経営戦略の金額、下段は実績額を記載しています。 

 

5.3.2 計画期間後期の見直し   （千円） 

取組項目 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 合計 

職員配置の見直し 
8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

8,000 

6,148 

40,000 

30,740 

管路維持管理業務の包括 

委託 

100,000 

10,358 

100,000 

10,358 

100,000 

10,358 

100,000 

10,358 

100,000 

10,358 

500,000 

51,790 

公営企業債償還年限延長 
690 

1,162 

2,806 

4,383 

3,793 

6,043 

5,304 

8,583 

9,957 

12,484 

22,550 

32,655 

給与減額等 
965 

965 

965 

965 

965 

965 

965 

965 

965 

965 

4,825 

4,825 

下水道使用料の改定 
350,000 

377,788 

350,000 

377,788 

350,000 

377,788 

350,000 

377,788 

350,000 

377,788 

1,750,000 

1,888,940 

生活保護減免廃止 
- 

12,811 

- 

12,811 

- 

12,811 

- 

12,811 

- 

12,811 

- 

64,055 

合計 
459,655 

409,232 

461,771 

412,453 

462,758 

414,113 

464,269 

416,653 

468,922 

420,554 

2,317,375 

2,073,005 
 

※ 上段は経営戦略の金額、下段は見直し後の金額を記載しています。 

 



 
 
 

 経営戦略の策定時点では想定されていなかった事象について、次のとおり必要な費用

を計上して対策を講じます。 

 
 

6.1 ゲリラ豪雨等への対応 
 

 ゲリラ豪雨や台風による大雨の被害が発生している現状に対応するため、次のとおり

建設改良費を計上し、被害が発生する地域の雨水渠の増設を行います。 

（千円） 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

公共下水道 雨水 125,000 83,000 35,000 80,000 35,000 

 
 

6.2 都市計画道路拡幅計画に基づいた管路整備 
 

 都市計画道路拡幅計画に基づいて管路の布設替等を行うため、次のとおり建設改良費

を計上します。 

（千円） 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

公共下水道 汚水 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 

 
 

6.3 第 6 章のまとめ 
 

 「ゲリラ豪雨等への対応」「都市計画道路拡幅計画に基づいた管路整備」の 2 つの事

象に対応するため、令和 3 年度（2021 年度）から令和 7 年度（2025 年度）までの 5 年間

で合計 428,000 千円の支出を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 経営戦略策定後に生じた変化 



7.1　 収益的収支
実績値← （決算見込み）

H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)
220,265 220,919 220,780 220,610 220,007

23,275,598 23,345,114 23,235,779 23,183,140 23,730,936
94.69 97.79 97.42 97.20 87.08

（千円）

収益的収支（税抜き） H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)

1.営業収益 3,055,220 3,056,212 2,944,336 2,975,641 2,800,327
下水道使用料 2,203,992 2,282,992 2,263,691 2,254,187 2,066,388
 （うち一般家庭用） (1,809,946) (1,919,994) (1,910,214) (1,915,334) (1,772,032)
 （うち業務用） (394,046) (362,998) (353,477) (338,853) (294,356)
雨水処理負担金 743,307 696,931 671,482 703,521 718,785
他会計負担金 105,935 74,050 6,841 14,267 14,095
その他営業収益 1,986 2,239 2,322 3,666 1,059

2.営業外収益 1,497,271 1,472,968 1,524,668 1,435,851 1,391,495
他会計補助金 783,748 756,746 734,548 646,397 626,376
他会計負担金 0 0 68,472 65,700 59,706
その他 4,636 5,063 4,610 4,633 5,011
長期前受金戻入 708,887 711,159 717,038 719,121 700,402

3.特別利益 1,293 1,468 180,976 784 980
過年度損益修正益等 1,293 1,468 180,976 784 980

収益的収入合計 4,553,784 4,530,648 4,649,980 4,412,276 4,192,802
1.営業費用 3,384,610 3,434,209 3,432,997 3,544,523 3,550,400

人件費 159,295 168,499 149,833 174,119 177,937
修繕費 136,294 146,241 141,989 155,068 155,149
委託料 98,618 106,937 122,063 128,523 156,008
流域下水道維持管理負担金 682,215 694,637 702,053 747,554 758,747
減価償却費 2,141,063 2,136,309 2,143,843 2,145,124 2,119,337
その他 167,125 181,586 173,216 194,135 183,222

2.営業外費用 628,270 553,562 500,877 454,169 400,222
支払利息 582,792 524,000 468,910 414,733 357,695
雑支出 45,478 29,562 31,967 39,436 42,527

3.特別損失 1,340 1,473 6,402 2,928 2,505
過年度損益修正損等 1,340 1,473 6,402 2,928 2,505

収益的支出 合計 4,014,220 3,989,244 3,940,276 4,001,620 3,953,127
539,564 541,404 709,704 410,656 239,675

7.2　 資本的収支 （千円）

実績値← （決算見込み）

資本的収支（税込） H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) R2(2020)

企業債（公共下水道） 217,100 79,300 112,500 221,200 254,300
企業債（流域下水道） 64,100 63,200 133,400 119,400 119,500
企業債（資本費平準化債） 400,000 989,100 682,000 474,200 472,000
負担金 3,662 4,745 2,595 3,490 4,250
国庫補助金 39,620 29,926 32,390 45,950 41,874
他会計負担金 256,930 257,684 208,440 166,724 151,395
その他資本的収入 211,495 397 1,330 625 1,195
資本的収入 合計 1,192,907 1,424,352 1,172,655 1,031,589 1,044,514
建設改良費 490,286 324,440 404,172 508,339 592,437

公共下水道（汚水） 64,391 73,453 78,782 132,769 250,000
公共下水道（雨水） 246,345 72,519 86,389 162,529 119,326
流域下水道建設負担金 110,790 107,906 176,702 158,221 153,827
固定資産購入費 2,259 3,106 5,285 924 16,157
その他 66,501 67,456 57,014 53,896 53,127

企業債償還金 2,726,623 2,858,917 2,538,279 2,468,275 2,520,005
その他資本的支出 1,065 300,360 300,000 360 0
資本的支出 合計 3,217,974 3,483,717 3,242,451 2,976,974 3,112,442

△ 2,025,067 △ 2,059,365 △ 2,069,796 △ 1,945,385 △ 2,067,928

企業債残高 25,314,818 23,587,501 21,977,122 20,323,647 18,649,441

営業運転資金に充てるための借入金残高 370,000 370,000 370,000 370,000 670,000

資金残高 384,746 638,058 504,324 275,324 257,233

収
益
的
支
出

当年度純損益

収
益
的
収
入

水洗化人口       　  （人）

年間有収水量          （m3）
使用料単価         （円/m3）

資本的収支不足額

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

第 7 章 財政収支計算表



（収益的収支）
→推定値

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025)
219,131 218,172 217,204 216,224 215,239

23,383,497 23,271,111 23,216,668 23,043,807 22,929,288
97.20 97.18 97.16 97.14 97.12

（千円）

収益的収支（税抜き） R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025)

1.営業収益 3,003,036 2,948,116 2,929,764 2,911,227 2,890,897
下水道使用料 2,272,876 2,261,487 2,255,731 2,238,475 2,226,892
 （うち一般家庭用） (1,940,800) (1,930,075) (1,924,982) (1,908,387) (1,897,464)
 （うち業務用） (332,076) (331,412) (330,749) (330,088) (329,428)
雨水処理負担金 722,842 678,029 665,433 664,152 655,405
他会計負担金 7,009 8,000 8,000 8,000 8,000
その他営業収益 309 600 600 600 600

2.営業外収益 1,095,616 1,251,757 1,241,170 1,220,883 1,200,753
他会計補助金 339,290 485,432 477,946 469,000 460,792
他会計負担金 64,753 50,035 46,633 44,739 43,119
その他 4,622 4,355 4,355 4,355 4,355
長期前受金戻入 686,951 711,935 712,236 702,789 692,487

3.特別利益 264 455 455 455 455
過年度損益修正益等 264 455 455 455 455

収益的収入合計 4,098,916 4,200,328 4,171,389 4,132,565 4,092,105
1.営業費用 3,749,411 3,674,127 3,632,346 3,669,449 3,622,768

人件費 176,795 164,787 164,787 163,787 168,287
修繕費 168,619 169,898 169,898 169,898 169,898
委託料 167,032 155,293 125,293 170,293 125,293
流域下水道維持管理負担金 883,996 841,716 841,716 841,716 841,716
減価償却費 2,139,642 2,125,827 2,144,046 2,137,149 2,130,968
その他 213,327 216,606 186,606 186,606 186,606

2.営業外費用 348,715 296,829 254,932 223,384 199,832
支払利息 309,436 251,829 209,932 178,384 154,832
雑支出 39,279 45,000 45,000 45,000 45,000

3.特別損失 790 790 790 790 790
過年度損益修正損等 790 790 790 790 790

収益的支出 合計 4,098,916 3,971,746 3,888,068 3,893,623 3,823,390
0 228,582 283,321 238,942 268,715

（資本的収支） （千円）

→推定値

資本的収支（税込） R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025)

企業債（公共下水道） 479,000 832,100 504,800 973,500 1,475,700
企業債（流域下水道） 158,700 158,300 158,300 158,300 158,300
企業債（資本費平準化債） 724,750 525,700 0 425,000 499,300
負担金 3,302 5,000 5,000 5,000 5,000
国庫補助金 33,250 83,145 87,507 75,450 461,084
他会計負担金 171,472 125,800 88,653 81,843 68,058
その他資本的収入 690 0 0 0 0
資本的収入 合計 1,571,164 1,730,045 844,260 1,719,093 2,667,442
建設改良費 851,215 1,287,712 903,462 1,412,162 2,355,785

公共下水道（汚水） 423,950 831,450 558,400 754,500 1,032,100
公共下水道（雨水） 148,750 181,200 95,000 407,600 1,073,623
流域下水道建設負担金 198,263 166,660 166,660 166,660 166,660
固定資産購入費 22,531 38,402 13,402 13,402 13,402
その他 57,721 70,000 70,000 70,000 70,000

企業債償還金 2,403,462 2,323,946 1,781,528 2,119,562 1,925,504
その他資本的支出 1,080 0 0 0 300,000
資本的支出 合計 3,255,757 3,611,658 2,684,990 3,531,724 4,581,289

資本的収支不足額 △ 1,684,593 △ 1,881,613 △ 1,840,730 △ 1,812,631 △ 1,913,847

企業債残高 17,608,429 16,800,583 15,682,155 15,119,393 15,327,189

営業運転資金に充てるための借入金残高 970,000 1,100,000 1,150,000 1,170,000 870,000

資金残高 124,060 125,622 125,792 128,478 129,626

収
益
的
支
出

当年度純損益

収
益
的
収
入

水洗化人口       　  （人）

年間有収水量          （m3）
使用料単価         （円/m3）

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出



7.3 将来予測にあたって見直した項目 

 

 将来予測を行うにあたっては、第3章から第6章の内容を盛り込むとともに、次の項目

について金額を見直しました。なお、令和3年度（2021年度）については、当初予算額を

基に計算しています。 
 

7.3.1 収益的収支 
 

（１）雨水処理負担金 

令和元年度（2019年度）までの実績を考慮して再計算します。 
  

（２）他会計負担金 

令和元年度（2019年度）までの実績を考慮して再計算します。なお、平成29年度

（2017年度）まで営業収益の他会計負担金に計上していた一般会計繰入金は、平成

30年度（2018年度）から国の基準に合わせて、営業外収益の他会計負担金に計上し

ています。 
  

（３）他会計補助金 

令和4年度（2022年度）以降の他会計補助金は、計画期間前期より一定減額した額

を計上していますが、実際の額は今後の市長部局との協議により変動します。 
  

（４）長期前受金戻入 

令和元年度（2019 年度）までの実績を考慮して再計算します。 
  

（５）人件費 

 正規職員・再任用職員・会計年度任用職員に区分し、過去の実績等から平均給与

額を算出し、各年度の職員数見込みを乗じて再計算します。 
  

（６）委託料 

 平成 30 年度（2018 年度）から令和 2 年度（2020 年度）までの実績の平均額を基

礎として再計算します。ただし、令和 4 年度（2022 年度）に雨水渠データベースを

整備するため 30,000 千円を加算、令和 6 年度（2024 年度）に内水ハザードマップ

を作成するため 45,000 千円を加算します。 
  

（７）減価償却費 

令和元年度（2019 年度）までの建設改良費の実績を考慮して再計算します。 
  

（８）その他営業費用 

過去の実績を考慮し、220,663 千円から 186,606 千円に減額します。ただし、令和

4 年度（2022 年度）に新庁舎への移転費用 30,000 千円を加算します。 
  

（９）営業費用（人件費、委託料、減価償却費、その他の営業費用を除く） 

平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）までの実績の平均額から、

各年度の経営健全化の取組額を控除して再計算します。 
  

（10）支払利息 

令和元年度（2019 年度）までの建設改良費等の実績を考慮して再計算します。 
  
7.3.2 資本的収支 
  

（１）企業債 

 公共下水道（汚水）90％・公共下水道（雨水）90％（国庫補助金・負担金を除

く）・流域下水道95％・資本費平準化債100％の借入割合で再計算します。 

 



（２）国庫補助金 

 公共下水道(汚水)に係る建設改良費の10％、令和5年度（2023年度）及び令和7年

度（2025年度）の公共下水道(雨水)に係る建設改良費の1/3で再計算します。 
  

（３）他会計負担金・企業債償還金 

令和元年度（2019 年度）までの実績を考慮して再計算します。 
  

（４）建設改良費（公共下水道（汚水）） 
 

① 汚水管路の更新 

老朽化した汚水管路の更新及び耐震化を実施するため、次の表のとおり、建設

改良費を追加計上します。 
 

 

 

 
 

（５）建設改良費（公共下水道（雨水）） 
 

① 武庫川ポンプ場の更新 

更新の遅延により、経営戦略で計上している計画期間前期の更新費用1,541,000

千円は執行していません。次の表のとおり、計画期間後期に、改めて建設改良費

を計上します。 
 

 

 

 
 

② 西田川ポンプ場の更新 

経営戦略で計上している令和6年度（2024年度）の更新費用47,630千円、令和7

年度（2025年度）の更新費用341,770千円を次の表のとおり見直します。 
 

 

 

 
 

（６）固定資産購入費 
 

令和 4 年度（2022 年度）に武庫川ポンプ場に係る土地購入費 25,000 千円を計上

します。 
  

（７）建設改良費（その他） 
 

過去の実績を考慮し、90,423 千円から 70,000 千円に減額します。 
  

（８）営業運転資金に充てるための借入金 

水道事業会計から、令和 3 年度（2021 年度）に 300,000 千円、令和 4 年度

（2022 年度）に 130,000 千円、令和 5 年度（2023 年度）に 50,000 千円、令和 6

年度（2024 年度）に 20,000 千円の長期借入を行います。なお、令和 2 年（2020

年）3 月 31 日に返済予定の借入金 300,000 千円、令和 3 年（2021 年）3 月 31 日に

返済予定の借入金 70,000 千円について、返済期限を令和 7 年（2025 年）4 月 1 日

以降に延長します。 
  
7.3.3 経営指標 
 

経営指標の検証については、下水道ビジョン 2025 中間検証報告書に記載してい 

ます。 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

公共下水道 汚水(千円) 136,263 545,013 281,963 478,063 459,226 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

公共下水道 雨水(千円) 25,000 68,200 10,000 317,600 538,623 

年 度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) 

公共下水道 雨水(千円) 0 30,000 50,000 10,000 500,000 



7.4 第 7 章のまとめ 
 

営業運転資金に充てるための借入金残高が令和2年度（2020年度）末で6億7千万円とな

り、令和3年度（2021年度）に更に3億円の借入を予定しています。現在の下水道事業会

計は、借入に依存して事業を続けている状態です。計画期間前期において毎年度5億円前

後の経常利益が生じているにもかかわらず資金不足に陥っている理由は、企業債償還金

が経営を圧迫しているためです。しかし、企業債償還金は年々減少しており、平成28年

度（2016年度）に約27億円あった企業債償還金は、計画期間後期の最終年度である令和7

年度（2025年度）には約19億円まで減少する見込みです。これにより資金的に余裕が生

じ、令和7年度（2025年度）に借入金のうち3億円を、令和8年度（2026年度）から令和10

年度（2028年度）までに残額8億7,000万円を返済し、借入により事業を続けている状態

を解消できると見込んでいます。 

ただし、この見込みは、他会計補助金（一般会計からの補助金）を令和4年度（2022年

度）以降も一定額受け取ることができるとした場合の見込みです。平成18年（2006年）2

月に当時の宝塚市下水道事業運営審議会から「資本費に対する公費負担は現行より逓減

する方向で更に段階的に見直すべき」との答申が出されていることから、財政状況に応

じて他会計補助金の水準は見直すべきですが、見直しの内容によっては下水道事業の経

営に大きく影響します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

経営戦略において、「令和元年度（2019年度）以降資金不足となる状況や、2015年3月

25日の宝塚市上下水道事業審議会答申、平成28年度（2016年度）の使用料改定の経過及

び社会情勢、経営状況等の変化を踏まえ、平成30年度（2018年度）に下水道使用料の改

定を慎重に検討することとします」と記載しています。 

平成29年度（2017年度）及び平成30年度（2018年度）において5億円を超える経常利益

が生じたため、平成30年度（2018年度）・令和元年度（2019年度）・令和2年度（2020年

度）の下水道使用料の改定は見送りました。今後も経営状況や一般会計からの補助金の

状況、これまでの審議会からの答申などを十分考慮し、下水道使用料のあり方について

検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第 8 章 下水道使用料のあり方検討 



 

 

 今後、人口の減少により有収水量が減少し、下水道使用料収入も減少するため、令和

50年度（2068年度）の下水道使用料収入は令和元年度（2019年度）と比較して約9億円減

少する見込みです。それに対して、費用は昭和55年（1980年）前後に実施した大規模開

発に係る管渠等が法定耐用年数を迎えることから、期間の途中まで減価償却費は減少し

ますが、老朽化資産の更新により、その後は増加します。令和元年度（2019年度）に約

21億円ある減価償却費は、令和29年度（2047年度）には約12億円まで減少し、その後増

加して、令和50年度（2068年度）には約14億円となります。 

ただし、この予測には、現在進めている予防保全に重点をおいたストックマネジメン

トに関する支出が盛り込まれていません。今後、ストックマネジメントに関する支出を

見込む予定であり、それにより将来の建設改良費が大きく変わる可能性があります。建

設改良費が変動すれば、企業債に係る支払利息や減価償却費も変動します。よって、今

後の詳細な経営予測は、ストックマネジメントの結果を待つ必要があります。 

第 9 章 今後の課題 
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